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第  １  号 

 

 

         平  成２６年  ６  月２３日（月）  

 



島本町議会６月定例会議 会議録（第１号） 

 

年 月 日  平成２６年６月２３日 (月) 

 

場   所  島本町役場 議場 

 

出 席 議 員  次のとおり１４人である。 

 

１番  平 井  均  ２番  関  重 勝  ３番  外 村  敏 一 

４番  田 中  修  ５番  村 上  毅  ６番  清 水  貞 治 

７番  岡 田  初 惠  ８番  川 嶋  玲 子  ９番  戸 田  靖 子 

10番  平野  かおる  11番  伊集院  春美  12番  野 村  行 良 

13番  河 野  恵 子  14番  佐 藤  和 子     

              

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は次のとおりである。 

町 長  川 口  裕  副 町 長  乾  知 範  教 育 長  岡本 克己 

総合政策 

部   長 
 島田  政弘  総務部長  柴山  則文  

まちづくり事業推進 

プロジェクトチーム 

部   長 

 由 岐  英 

健康福祉

部 長 
 近藤  治彦  

都市創造 

部   長 
 水木  正也  

上下水道

部 長 
 今中 良昌 

消 防 長  木下  光平  
教育こども 

部 長 
 北河  浩紀  会計管理者  妹藤 博美 

教育こども部  

次 長 
 川畑  幸也  

総合政策部 

政策企画 

課   長 

 佐藤  成一  

総 務 部 

総務・債権管理 

課 長 

 杣木 利徳 

 

 

本会議の書記は次のとおりである。 

 

事務局長  永 田  暢  
議会総務

課 長 
 猪 倉  悟  書  記  村田 健一 

書  記  小東  義明         

 

 

- 1 -



  議事日程第１号 

 平成２６年６月２３日（月）午前１０時開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 諸般の報 告 

日程第３ 第 １ 号推薦 島本町農業委員会委員の推薦について 

日程第４ 一 般 質 問  

     関  議 員  町役場の議会及び議員に対する姿勢について 

     岡 田 議 員 １．胃がんリスク（ＡＢＣ）検診の導入 

           ２．学童保育の整備を 

     河 野 議 員 １．連続値上げの国民健康保険料・減免制度を問う 

           ２．島本初の「地区計画条例」適用事業などの現状とあり

方を問う 

           ３．し尿中間処理施設選定の具体的な内容を問う 

     野 村 議 員 「里道・水路」の管理について 

     佐 藤 議 員 子ども・子育て支援新制度について 

     田 中 議 員 町立第一中学校校舎の耐震化工事、もしくは建て替えの早

急な決定と、それに伴う工事の早期着工を求む 

     川 嶋 議 員 １．「魅力ある学校図書館づくり」について 

           ２．共生社会をめざすまちづくりについて 

     外 村 議 員 １．大阪府からの事務の権限移譲について 

           ２．旅券発給事務の本町への権限移譲の進め方に関して 

     平 野 議 員 １．広域行政のあり方を問う 

～パスポート業務及び保健所業務～ 

           ２．し尿中間処理施設整備について 

     戸 田 議 員 １．若者の就学、結婚生活を支援する奨学金制度を 

～切れ目のない少子化対策の視点から～ 

           ２．旅券発給事務における窓口対応業務の事務委託は必要

ですか 

日程第５ 第 ３ 号報告 平成２５年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書 

の報告について 

日程第６ 第 ４ 号報告 平成２５年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明 

許費繰越計算書の報告について 

日程第７ 第 １ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
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第 ２ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ３ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第８ 第４０号議案 工事請負契約の締結について 

日程第９ 第４１号議案 工事委託協定の締結について 

日程第10 第４２号議案 動産の買入れについて（高規格救急自動車） 

第４３号議案 動産の買入れについて（高規格救急資器材等） 

日程第11 第４４号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

日程第12 第４５号議案 島本町税条例の一部改正について 

日程第13 第４６号議案 島本町非常勤消防団員退職報償金支給に関する条例の一 

部改正について 

日程第14 第４７号議案 島本町火災予防条例の一部改正について 

日程第15 第４８号議案 島本町立プール設置条例の廃止について 

第４９号議案 平成２６年度島本町一般会計補正予算（第２号） 

第５０号議案 平成２６年度島本町大字大沢財産区特別会計補正予算 

（第１号） 
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  （午前１０時００分 開議） 

 

平井議長  おはようございます。公私何かとお忙しい中ご参集いただきまして、大変ご苦

労様でございます。 

  ただいまの出席議員数は 14 名で、全員出席であります。 

  よって、これより平成 26年島本町議会６月定例会議を開きます。 

  これより、本日の会議を開きます。 

  議案等は、お手元に配付しておきましたから、ご了承願っておきます。 

  なお、本定例会議の会議期間は、本日から６月 25日までの３日間の予定となっており

ますので、皆様には円滑な議会運営にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第 127 条の規定により、２番 関議員及び９番 戸田議

員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

  日程第２､諸般の報告を行います。 

  島本町監査委員から、平成 25年度３月分、４月分及び平成 26年度４月分の例月出納

検査結果が､「地方自治法」第 235条の２第３項の規定により、お手元に配付しておりま

すとおり本町議会に報告がありましたので、ここにご報告いたします。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

  日程第３､第１号推薦 島本町農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。 

  これを、職員に朗読させます。 

議会事務局長  （第１号推薦 朗読） 

  以上でございます。 

平井議長 お諮りいたします。 

  「農業委員会等に関する法律」第 12条第２号の規定による議会推薦の農業委員として、

田中議員及び戸田議員の２人の方々を町長に推薦いたしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ご異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました２人の方々を、議会推薦の農業委員として町長に

推薦することに決定いたしました。 

  日程第４、一般質問を行います。 

  通告の順によりまして、関議員、岡田議員、河野議員、野村議員、佐藤議員、田中議

員、川嶋議員、外村議員、平野議員、戸田議員の順で行います。 

  それでは最初に、関議員の発言を許します。 
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関 議員（質問者席へ） おはようございます。大阪維新の会・関重勝です。本日はたく

さんの傍聴の方々と、メディアの方も来られてますので、理事者におかれましては明瞭

簡潔かつ丁寧なご答弁をお願いいたします。 

  それでは、一般質問に入らせていただきます。｢町役場の議会及び議員に対する姿勢に

ついて｣ 

  まず、議員の会派室について、お伺いいたします。 

  大阪府下において、会派室あるいは執務室を持たない議会は、島本町以外にもあるん

でしょうか。 

総務部長 おはようございます。それでは「町役場の議会及び議員に対する姿勢について」、

順次ご答弁させていただきます。 

  まず、１点目の、「大阪府内における会派室あるいは執務室を持たない議会の状況に

ついて」でございます。 

  府内の市の状況でございますが、北摂７市におきましては、共同利用を含め会派室等

が設置されており、その他の市におきましても同様であるものと思われます。次に、府

内の町村の状況でございますが、10団体中５団体は会派室等を設置していない状況でご

ざいます。設置されていない町村の対応といたしましては、議員控室や会議室での利用

となっております。また設置されている町村の対応におきましても、会派室を共同で利

用されている場合などがございます。 

  以上でございます。 

関 議員  現在、本町の議会においては会派室のある議員とない議員が存在し、私を含め

会派室なりを持たない議員は専用の机も椅子もなく、議会資料を保管するロッカーすら

ない状態です。そのため、役場内での議員活動に相当な不利益を蒙っておりますが、町

として積極的に改善・是正していただくおつもりはありませんか。 

総務部長  本町といたしましては議会のご要望につきまして、最近ではパソコンやプリン

ターの設置など、必要に応じ、これまでも対応させていただきましたが、時代とともに

ニーズも変化しているものと拝察しております。 

  今後とも議会からのご要望につきましては真摯に協議させていただき、適切に対応さ

せていただきたいと考えております。 

  以上です。 

関 議員  ｢時代とともにニーズも変化｣してきているとのことですけども、毎回、本会議

があるたんびに、資料、もっとたくさんの資料を私たちはいただくんですけれども、そ

の議会資料を保管するロッカーさえない状況については、「時代のニーズ」と言うんで

しょうか。書類を保管するロッカーなどは、議員活動をするうえで必要最低限度なもの

ではないんですか。 

総務部長  議会活動を行ううえで、確かに議会資料などの保管するためのロッカーなどは

- 5 -



必要であるというふうに認識しております。このため、今回の補正予算におきまして、

議員執務室の整備など実施設計に関する予算を計上させていただいております。具体的

な内容につきましては、今後、議会においてご審議をお願いしたいと考えております。 

  以上です。 

関 議員  過去に、会派室に関してはたくさんの議論があったことは十分に承知しており

ますけども、執務室あるいは会派室を使用するか否かの判断は、それぞれの議員が行う

ことであり、例え、その当時の議員が執務室を使わないとしても、将来の議員が議員活

動の妨げを受けないためにも､町として執務環境を整えておく必要があると思いますが、

いかがですか。 

総務部長 議会は行政機関から独立した機関であり、その機関としての運営はもとより庁

舎３階部分は議会のフロアでありますことから、議員全体に関わるものであるというこ

とを踏まえますと、議員の総意に基づく議会の機関的判断に委ねられるものと考えてお

ります。 

  なお、議会図書室につきましては、「地方自治法」に基づきまして、必ず置かなけれ

ばならないというふうになっておりまして、会派室及び議員控室等、またそれらに附帯

する備品の設置につきましては、議会の活性化及び議員活動の円滑化・向上を図ること

により町政の推進に寄与することなどといった趣旨のもと、総合的な検討を行い、対応

させていただいておるものでございます。 

  以上です。 

関 議員  ｢総合的な検討を行っておる」とのご答弁ですけども、そうしたら、「総合的な

検討」をされて、今の現状で十分であると判断されているんですか。 

総務部長 現状で申し上げますと、議会活動を行ううえで十分と申し上げられる状態では

ないと考えております。このため、今回の補正予算におきまして、執務室の整備のため

の実施設計にかかる予算を計上させていただいておるところでございます。 

  以上です。 

関 議員  公式ではなくて、あくまで参考なんですけども、他の府・市の行政に対して､

会派室・執務室のあり方について見解を聞いたところ、議員活動を速やかに行う施設と

して当然に行政側が設置すべきものである､議員側から設置の要望書が出るということ

はナンセンスであり、例えるなら、学校に入学して机と椅子がないから、生徒が学校に

机と椅子を設置して下さいと要望するものと同じようなものだという見解がありました

が、このような見解については､本町はどのようにお考えになりますか。 

総務部長 先ほども、府内市町村の状況をご説明させていただいたところでございますが、

府内の町村にあっては、会派室等を設置されていない町村や、設置されていても会派室

を共同で利用されている事例がございます。これらは、本町と同様に限られた役場庁舎

のスペースを有効に活用し、その中で部屋を設ける必要があり、活用できる面積に限度
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がありますことから、各団体におきましても、このような状況下で対応されているもの

と思われます。 

  今回の要望書におきましても、「現在ある会派室及び議員控室のスペースを総面積と

して再配置を考える」とのご要望であり、本件は議員全体に関わるものと思料いたしま

す。従いまして、本町といたしましても、今申し上げました点を踏まえ、議員の総意に

基づくものとして対応させていただきたいと考えております。 

  以上です。 

関 議員  質問の答弁になってないです。私は、議員が執務室・会派室の設置の要望書を

出すことがナンセンス、無意味であるという見解をされている行政がありますが、その

ことについて本町はどのように考えておられますか、というふうに訊いております。い

かがですか。 

総務部長  ご指摘のとおり、執務室等の整備につきましては、ご指摘いただくまでもなく

行うべきであったと認識しております。しかしながら、本町におきましては今まで整備

できていなかったことで､議員からこのような要望書が出たことについて、まことに遺憾

に思っております。 

  以上です。 

関 議員  執務室の設置について、全員協議会の開催後に町長宛てに７名の連名で要望書

を作成し、議会事務局長を通じて提出先を確認したところ、総務部長が窓口であるとの

ことでしたので、時間的に６月議会に予算計上が間に合うかどうかを確認のうえ、４月

21日に私が総務部長に直接提出しましたが、本件については、どのような取り扱いをさ

れたんですか。 

総務部長 関議員外６名の議員からの連名でいただきました「議員の執務に係る会派室等

についての要望書」につきましては、４月 21日付けで総務部長でございます私が、関議

員から直接いただきました。その後、「住民の要望・苦情等の受付、連絡及び処理の総

括に関する事務処理要領」に基づきまして、同日付けで総合政策部コミュニティ推進課

へ送付し、同課において受付カードを作成し、その通知により、総務・債権管理課にお

いて同日付けで町長までの起案を行ったものでございます。 

  また総務・債権管理課では、本要望書の趣旨を踏まえ、５月 22 日付けで素案をまとめ

たうえで、事務決裁を経て、翌 23日付けで、ご要望のありました提出議員各位に対しま

して回答させていただいたものでございます。この間、ご承知のとおり、５月 21 日付け

での町長から議長宛ての文書及びこれに対する６月５日付けの議長から町長宛ての文書

に基づきまして、６月 10 日付けで町長から議長宛てに、会派室等の整備にかかります関

連予算につきまして今議会に提案させていただく旨、ご報告させていただいたところで

ございます。 

  以上です。 
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関 議員  確認しますけども、この要望書については副町長、町長には、何月何日に決裁

が回っているんですか。 

総務部長  ご要望をいただきました要望書につきましては、本年４月 21日に起案し、決裁

が下りてきたのは４月 30 日でございます。 

  以上です。 

関 議員  このような要望書類が提出された場合には、その手続きとして、通常はどのよ

うな処理をしていかれるのですか。 

総合政策部長  要望書の取り扱いにつきましては、担当課であります総合政策部コミュニ

ティ推進課で受付を行いまして、原則として、同日に所管する課へ送付をいたしており

ます。なお、受け付けた時間によりましては、翌日に原課へ送付する場合もございます。 

  以上でございます。 

関 議員  最終的に要望を受け付ける・受け付けないの判断は､誰が行うんですか。 

総合政策部長  要望書の内容に基づきまして、それぞれの所管する部長が最終的に適切に

判断することとなります。 

  以上でございます。 

関 議員  今回の要望書に関しては庁舎管理に関することですので、総務部の管轄になり

ますが、総務部長が最終判断されたことに間違いありませんか。 

総務部長  ご指摘のとおり、庁舎管理に関することでございますので、総務部長である私

が最終判断をいたしております。 

  以上です。 

関 議員  わかりました。最終判断した日は、何月何日になるんですか。 

総務部長  最終判断した日でございますが、最終判断につきましては、５月の 22 日にその

判断を起案いたしまして、翌５月 23日に提出議員各位にご回答させていただいたもので

ございます。 

  以上です。 

関 議員  情報公開請求に基づいて、本件の要望書に関する決裁書類をすべていただきま

した。この中の書類である｢議員の執務室に係る会派室等について｣との標題がある文書

処理カードでは、課長の指示欄で「回答不要」の指示が出されております。私は当然に

回答があってしかるべきだと思いますし、直接、総務部長へ要望書を提出した際に回答

を求めたはずですけども、なぜ、「回答不要」の指示が出されているんですか。 

総務部長  本件に関するご要望につきましては、文書処理カードでは、ご指摘のとおり、

回答は不要との指示の内容となっております。この点につきましては単純な指示の誤り

であり、申しわけございません。 

  なお、事務処理といたしましては、要望書の内容に沿って、仮に実施した場合の見積

書について業者に依頼するなど､事務は進めておりました。 
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  以上でございます。 

関 議員  ７名の議員の連名で、しかも、直接総務部長に手渡した要望書なんですけども、

単純なミスをするほどに軽佻な取り扱いをされたんですか……（｢そうだ｣と呼ぶ者あり）

……。 

平井議長  静かに。 

総務部長  本要望の趣旨につきましては、関議員はじめ７名の議員各位の連名で提出され

ているものであり、大変重要なものであると認識しております。従いまして、事務処理

につきましては慎重に行うべきものでありますが、ご指摘の点につきましては単純な指

示の誤りであり、お詫び申し上げるとともに、改めて周知徹底に努めてまいりたいと考

えております。 

（｢嘘､言ったらあかん｣｢重大ですよ｣他、議場内私語多し） 

関 議員  わかりました。４月 21日に提出した要望書に関して、５月 23日になって、よ

うやく総務部長名で素案の報告書をいただきましたけども、１ヵ月以上何の返事もなか

ったのは、あまりにも不誠実な対応ではないんですか。 

総務部長  ４月 21日付けのご要望があった要望書に関しましては、回答が５月 23 日とな

ったことにつきましては､先ほども申し上げましたが、業者に見積もりを取るのに時間を

要したものでありますが、本来ですと、その間に、そのことについて時間を要する旨の

回答をすべきであったと考えております。 

  なお、遅くなったことにつきましては、５月 23日付けの回答におきまして､あわせて

お詫び申し上げたところでございます。 

  以上です。 

関 議員  今回の要望書に関しては、４月 21 日に総務部長に提出後、何の反応もなかった

わけですけども、約３週間後の５月 15日になって、ようやく打ち合わせに来られました。

しかし、そのときには、今からでは６月の議会には予算計上が間に合わないとのことを

説明されましたが、その説明の趣旨を、もう一度お示し下さい。 

  そして、要望書提出から３週間の間放置した裏には、予算なりをあげることについて

躊躇するような､何か他の要因があったのではないんですか。 

総合政策部長  会派室の整備につきましては様々な形態が見込まれますことから、実施設

計などの時間を考えますと、非常にタイトなスケジュールになりまして、６月議会には

予算計上が間に合わないと思われますことから､そのようにご説明を申し上げたところ

でございます。その他の他意は全くございません。 

  なお、その際にも申し上げましたが、６月議会には実施設計の予算のみを計上させて

いただき、その後、議会で十分議論をしていただいたうえで、工事に関する予算を計上

させていただく予定でございました。 

  以上でございます。 
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関 議員  ６月議会を控えた時期の要望書の対応については、行政として真摯に対応すべ

きであると思いますけども、理事者としてはその辺、どういうふうにお考えですか。 

総合政策部長  要望書の取り扱いにつきましては、議員からの要望、また住民の皆さんか

らの要望など､行政として適切に対応すべきものである、このように考えております。 

  なお、本件に関して内容の精査などに時間を要したことにつきましては、改めてお詫

びを申し上げる次第でございます。 

  以上でございます。 

関 議員  具体的な内容までには言及しませんけども、本件に関するやりとりの中で、理

事者として誠実かつ公正に職務を遂行することについて､私は強い疑いの念を持ちまし

たけども、いかがですか。 

総合政策部長  本件の要望に関して疑いの念を持たれたということでございますが、その

ようなことは全くございません。 

  以上でございます。 

関 議員  再確認します。副町長、同じ質問です。いかがですか。 

乾副町長  私も、全くそのようなことはないと、こういう認識をいたしております。 

  以上でございます。 

関 議員  要望書を処理する過程において、実施設計の予算のみを計上するだけでこれだ

けの時間を費やした裏には､何か特別の事情があったんではないんですか。 

総合政策部長  本件に関する要望書につきましては、要望書の趣旨に基づきまして適切に

対応しており、ご指摘のようなことは決してございません。 

  以上でございます。 

関 議員  質問を変えます。理事者と特定の議員が一堂に会して会合をされるということ

は、よくあるんですか。 

総合政策部長  理事者と議員の関わりについてでございますが、例えば、一般質問等をい

ただいた内容や議案に関する資料請求などの内容につきまして､お問い合わせをさせて

いただくことはございます。また、その他、いろいろに関することにつきましても議論

をさせていただくこともございますが、基本的には円滑な議会運営に努めるための必要

最少限の対応である、このように認識をしておりまして、ご指摘のような事実はござい

ません。 

  以上でございます。 

（「ちゃんと言わなあかんよ」「議長」他、議場内私語多し） 

平井議長  静かにして。 

関 議員  特に本会議を控えた時期などは、理事者においては全体の奉仕者として、誠実

かつ公正に職務を遂行することを担保する意味でも、より慎重な行動が求められると思

いますが、その点についてはいかがですか。 
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総合政策部長  議会におかれましては予算、決算をはじめ住民福祉の向上を目指した様々

な施策についてご審議をいただくものでございまして、当然のことではございますが、

公務員として適切に対応すべきである、このように考えております。 

  以上でございます。 

関 議員  理事者と議員が信頼関係を築くためにも、一定のコミュニケーションを持つこ

とについては毛頭否定するつもりはありませんが、議員をはじめ住民から様々な要望が

ある中で、当然、公務員として節度を持って､誠実かつ公正に職務遂行すべきですが、今

の島本町の理事者の方々は自信を持って適切に対応されていると言えるんですか。 

（｢言えない｣と呼ぶ者あり） 

総合政策部長  理事者と議員との関係につきましては、一定のルールに則って適切に対応

すべきである、このように考えております……（｢同じことを言っている｣と呼ぶ者あり）

……。本件に関して、理事者としての対応に疑いの念を持たれたということでございま

すが､そのようなことは全くございません。 

  以上でございます。 

（｢いい加減な答弁したらあかん」と呼ぶ者あり） 

関 議員  わかりました。私のこれまでの議員活動を通じて、特に今回の要望書のやりと

りについて､理事者と一部議員が特別の関係にあるんではないかと疑いを持ちましたし、

そのような関係があるからこそ、先ほども申したように行政の中立的運営、理事者とし

ての誠実かつ公正な職務執行について､私は強い疑いの念を持ちましたけども、いかがで

すか。 

総合政策部長  本件に関しましては議員活動を行ううえでの要望でございまして、理事者

としても執務室は必要である、このように考えており、一部の議員と特別にお話をする

ということは全くございません。行政運営を行ううえで様々な課題はございますが、行

政として疑念を持たれたということにつきましては､あってはならない、このように考え

ております。仮に、関議員がそのようにお感じになられたということであれば、今後の

対応などにつきましては十分留意をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

関 議員  私はそういうふうに感じておりますので、十分、留意していただきたいと思い

ます。 

  質問は少し変わりますけども、現在、世論で注目されていますＳＴＡＰ細胞の論文問

題で、理化学研究所の体質、そのあり方について疑義があるということから、改革委員

会が設置されるなど改善に向けて取り組みがされております。事実はどうであるのか、

現在、調査中のことでありますので判然としませんが、疑念があるということはマスコ

ミ等で報じられております。このことは、今回の私の質問の内容と趣旨が酷似しており、

町民との信頼関係において､倫理的にも本質的にも同様ではないかと考えております。 
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  このような観点からも、ある会派と、どのような申し合わせがあったのかは私にはわ

かりませんが、疑念を持たれるようなことは厳に慎むべきだと思いますが、理事者とし

てはどのようにお考えですか。 

総合政策部長  現在、世論で注目されております事例を取り上げてのご質問でございます

が、確かに、このことにつきましてはマスコミ等で疑念があると、このように報じられ

ております。本件に関して疑念を持たれているような事実はございませんが、関議員が

行政運営に仮に疑念を持たれているというご指摘でございますので、この点につきまし

ては、今後の対応も含めまして十分留意をしてまいりたい、このように考えております。 

  以上でございます。 

（｢疑念を認めているの｣と呼ぶ者あり） 

関 議員  その点は、よろしくお願いします。 

  議員と住民との関係など、一定の緊張感を持って適切な町政運営に努めることは議員

として当然のことと思いますが、この点についてはいかがですか。 

（｢過剰に反応しているんじゃないの｣と呼ぶ者あり） 

総合政策部長  議員の皆様につきましては、住民の代表として選挙で選ばれ、住民の皆様

の声を町政に反映することによって､住民福祉の増進とともに、よりよいまちづくりが実

現できるもの、このように認識をいたしております。従いまして、関議員ご指摘のとお

り理事者と議員の関わりにおきまして、疑念を持たれるようなことのないよう努めてま

いりたい、このように考えております。 

  以上でございます。 

関 議員  島本町の職員においても、公務員としての倫理、モラルを持った行動が強く求

められますし、絶対に欠かせないものだというふうに思います。 

  町長として、今後はどのように職員を指導していくのか、最後に見解をお聞きしたい

です。 

川口町長  議会と行政は、町政を進めていくうえでの車の両輪でございまして、その距離

感は遠くてもいけませんし、近づきすぎてもいけない。大変難しゅうございますが、一

定の距離感のもと、議会と行政が議論を深めていくということが大変重要であると思っ

ております。 

  公務員は、誠実かつ公正に事務を執行していかなければなりませんので、「李下に冠

を正さず」という言葉がございますが、スモモの下、他においても､やはりしっかりと疑

惑を持たれないように､厳に自らの行動を律すべきだと､そのように考えております。 

  以上でございます。 

関 議員  ご答弁いただいたことを誠実に実践していただいて、理事者におかれましては、

公職に就かれた際に読み上げられた宣誓書の内容を今一度再認識して公務にあたってい

ただくことを強く要望して、質問を終わります。ありがとうございました。 
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平井議長  以上で、関議員の一般質問を終わります。 

  引き続き、岡田議員の発言を許します。 

岡田議員（質問者席へ） 一般質問をさせていただきますが、一般質問をする前に､今、一

般質問がありました関議員からの内容は、理事者におかれましては重く受けとめていた

だきたい、このように私も要望するものでございます。また、９月決算議会におきまし

ては､私も同じ質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは私の一般質問を、通告のとおりに一般質問をさせていただきます。 

  ｢胃がんリスク（ＡＢＣ）検診の導入について｣ 

  毎年、約 10万人の人が胃がんと診断され、そのうち、約５万人が死亡しています。肺

がんに次ぐ２番目の多さです。 

  胃がんの原因は、これまで塩分の多い食生活が原因とされてきましたが、近年では、

胃潰瘍の原因となっているピロリ菌を発症要因とする説が有力となってきております。

また、その検査方法も簡単であり、患者の負担も軽減されている胃がんリスク検診が注

目されています。 

  １．胃がん対策（予防も含め）の現状と今後の対策は。 

  ２番．現状の胃がん検診であるバリウム検査による身体への負担に対する課題は。 

  ３番．こうした現状を町はどのように把握し、展開していくのか。 

  ４．胃がん撲滅のための課題は。 

  以上、４点の答弁をお願いいたします。 

健康福祉部長 それでは、大きな１点目の「胃がんリスク検診の導入」に関するご質問に

つきまして、ご答弁申し上げます。 

  まず、１点目の「胃がん対策の現状と今後の対策について」のお尋ねでございます。 

  本町の胃がん対策の現状につきましては、主に胃がんの早期発見としての、がん検診

の受診率の向上に取り組んでおります。本町の胃がん検診につきましては、年 12 回、ふ

れあいセンター及び検診率の低い地域の自治会集会所に出向きまして集団健診を実施し

ており、国が検査項目としております「問診及び胃部エックス線検査」により、がんの

早期発見に努めております。 

  また、本町の胃がん検診の受診率につきましては、平成 24 年度は 9.6％、平成 25 年

度は 9.5％で、ここ数年は９％台で推移いたしております。大阪府内の他の自治体の胃

がん検診の受診率につきましては、平均いたしまして５％台で推移をいたしておりまし

て、大阪府内の平均と比較いたしますと、高い受診率となってございます。 

  今後の対策といたしましては、引き続き早期発見としての胃がん検診の受診率の向上

を図るとともに、住民の皆様へ、胃がん発生のリスク要因となります喫煙や高塩分の食

品を控えることや、野菜や果物の摂取など、科学的根拠がある予防対策につきまして普

及・啓発に努めてまいりたいと考えております。 
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  次に、２点目の「バリウム検査による身体への負担に対する課題について」でござい

ます。 

  一般的には、バリウムに対するアレルギーやバリウムの誤嚥、またバリウムが排泄さ

れず、腸閉塞を起こす場合があるなどの課題があると認識をいたしております。 

  幸い、本町では、胃がん検診におきまして健康被害を及ぼすような事案は発生してお

りませんが、検診の際に行ったアンケート調査結果では、「台の上で、身体を回転させ

るのがつらい」や「バリウムよりも、発泡剤が飲みにくい」などのご意見がございまし

た。一方で、「バリウムが飲みやすくなった」や「楽に受けることができてホッとした」

というご意見もいただいております。 

  検診自体が、医療行為にあたりますことから、常に細心の注意を払い、実施をしてま

いりたいと考えおります。 

  次に、３点目の「現状の把握と展開について」でございます。 

  先ほどもご答弁申し上げましたとおり、本町では、胃がん検診におきまして健康被害

を及ぼすような事案は発生しておりませんが、胃がん検診の実施方法や注意点につきま

して、受診者の皆様に事前にお知らせするとともに、常に細心の注意を払って検診を実

施してまいります。 

  なお、現在実施しておりますバリウムによる胃がん検診につきましては、厚生労働省

が実施方法を定めております検診でありますことから、引き続き実施してまいりたいと

考えております。 

  次に、４点目の「胃がん撲滅のための課題について」でございます。 

  住民の皆様に対し、生活習慣の改善方法の普及・啓発をはじめ厚生労働省が定める「が

ん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」におきまして、胃がん検診の検査

項目として示されております「問診及び胃部エックス線検査」による胃がん検診を実施

し、がんの早期発見に努めてまいりたいと考えております。 

  なお、ご質問をいただいております胃がんリスク検診（ＡＢＣ検診）につきましては、

胃がん発症の危険因子であるピロリ菌感染の有無と胃の粘膜の委縮度の程度を測定し、

検査を受けられた方が胃がんになりやすい状態であるかを、四つに分類する検査方法で

ございます。この検査は、血液を採取することにより比較的簡易に検査することが可能

でございますが、従来の胃がん検診のように、胃がんそのものを見つける検査ではござ

いません。 

  ピロリ菌の感染がなく、胃粘膜が健康な方を精密検査の対象者から外し、ピロリ菌に

感染して胃粘膜に萎縮が見られる状態にある方には、胃がんの有無を確かめるため精密

検査を受けていただくという内容でございます。本検査につきましては、厚生労働省が

ん研究助成金事業における「有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン」におきまし

て、「死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分であるため、集団を対象とした対
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策型検診として実施することは勧められない」とされております。 

  このため、その有効性につきましては、国の研究班におきまして引き続き評価中でご

ざいますが、本町におきましても、府内の他の自治体の実施状況等も踏まえながら、実

施に向けまして検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

岡田議員 ただいま健康福祉部長のほうのご答弁で、実施に向けて検討してまいりたい、

というご答弁がございましたので、私のほうからは質問たくさん考えてまいりましたが、

要望に止めさせていただきたいと思っております。 

  近年、ほとんどの胃がんがピロリ菌が原因とわかってきました。ピロリ菌とは、胃の

壁を傷つけ、胃を守っている粘液を減らし、酸の攻撃を受けやすくしてしまうので、胃

炎やまた十二指腸潰瘍を発症させる要因ともなっております。このピロリ菌が胃に定着

し、そして胃の萎縮を引き起こし、それが胃がんになると言われております。 

  このピロリ菌は、血液検査によりまして、その方の胃の中にピロリ菌がいるかどうか､

有無を調べ、そして陽性であればピロリ菌の除菌治療を行う。これも保険が適用されて

おります。あくまでも検査は胃がんになりやすいかどうかを調べ、胃がんを発見する検

査ではないということを担当のほうもご存じかと思います。 

  また、府内の先進事例といたしまして、府内では茨木市、高槻市、寝屋川市が実施さ

れておられます。茨木市は 40 歳から 70 歳までで５歳刻み、400 円です、負担が。高槻

市は 30 歳から 60 歳まで５歳刻みで、500 円です。また高槻市は今年度より、全国初だ

そうでございますが、中学２年生を対象にして、尿検査による、このピロリ菌の抗体検

査を実施されました。これは自分たちが子どもを育成する世代になったときに子どもに

感染するリスクをなくするために、高槻市では全国初の中学校２年生を対象に尿検査で

ピロリ菌の検査をされるということをお聞きいたしております。 

  このような事例もございますが、今の健康福祉部長からおっしゃいましたように、実

施に向け検討ということでございますので、来年度、27年度の予算には、胃がんリスク

検診の導入を強く強く町長、そして健康福祉部長に要望いたしまして、この質問は、１

点目の質問は終わらせていただきます。 

  ２問目の｢学童保育の整備を｣ということで、質問をさせていただきます。 

  学童保育の多くが小学校３年生までを対象としているため、放課後に小学校４年生以

上の児童を預ける場所が不足しており、子どもの面倒を見なければならないため、女性

が就業を断念しなければなりません。平成 27 年４月にも、｢児童福祉法｣の一部改正によ

り学童保育の年齢が小学校６年生まで拡大される予定で、すでに前倒しで受け入れ体制

の拡充を急ぐ自治体も増えてきているとお聞きいたしております。 

  女性が活躍しやすい就労環境を整えるためにも、町はどのように考えておられますか。 

教育こども部長 それでは、「学童保育の整備」について、ご答弁申し上げます。 
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  学童保育事業の対象年齢につきましては、平成 24年８月に成立いたしました子ども・

子育て関連３法の中の「児童福祉法」の改正におきまして、「小学校に就学しているお

おむね 10歳未満の児童」とされていた対象児童が「小学校に就学している児童」とされ、

小学４年生以上を含むすべての小学生が学童保育事業の対象となることが、法律上、明

確になったところでございます。 

  しかしながら、これは、６年生までが事業の対象範囲であることが明確化されました

ものの、厚生労働省の「社会保障審議会児童部会放課後児童クラブの基準に関する専門

委員会」におきましては、あくまでも対象範囲を示すものであり、必ずしも６年生まで

受け入れなければならないというものでもなく、「市町村は利用ニーズを把握したうえ

で、提供体制の整備を行う必要がある」との見解が示されております。 

  学童保育事業につきましては、これまでも「小１の壁」といわれる就学後の学童保育

室での待機事案により、女性の社会進出などの妨げとなっている問題のみならず、現行

制度上では小学３年生までの受け入れとなっていることからの、いわゆる「小４の壁」

が、子育て家庭にとって大きな課題であると認識しております。 

  なお、本町では、平成 22年度から事業展開している「島本町子育て支援プラン～地域

社会で子育て支援～」の中で、目標として「平成 26年度までに学童保育室での障害を有

する児童の受け入れ学年を拡大すること」を掲げ、すでに障害を有する児童につきまし

ては、平成 25 年度末でひとり親世帯要件を撤廃し、今年度から小学４年生以上も受け入

れを行っております。 

  今後、健常児も含めた小学４年生以上の受け入れにつきましては、現在、島本町子ど

も・子育て会議におきまして、学童保育事業の他、幼稚園や保育所など、本町の子育て

支援にかかわる計画策定において審議を進めております。また、昨年 11 月に就学前児童

及び小学生を持つ家庭全世帯に対しまして行いました「子ども・子育てに関するニーズ

調査」の中でも、対象学年の引き上げについて多くのご要望もいただいておりますこと

から、場所の確保などの問題もございますが、早期に実現できるよう検討を進めてまい

りたいと考えております。 

  また、本町では放課後及び週末等の安全・安心な子どもの活動場所の確保のため、「放

課後子ども教室推進事業」を実施いたしております。この事業と学童保育事業につきま

しては、対象児童が異なるとは言え、放課後における子どもの預かり等を行う同趣旨の

事業として、今後、互いに補完することができないか、また一体的な運用からより満足

度の高い事業展開とならないかなど、事業の連携についても検討を進めてまいりたいと

考えております。 

  今後とも引き続き、社会で活躍の場を望まれる女性を支援するとともに、子どもたち

の健やかな育ちを保障すべく、学童保育事業の充実に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 
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  以上でございます。 

岡田議員  ただいま、学童保育室の整備ということで、教育こども部長のほうからご答弁

をいただきまして、その中に「早期に実現できるよう検討を進めたい」という答弁がご

ざいましたので、深く質問をするつもりはございませんが、数点だけ、質問させていた

だきたいと思います。 

  現在、保育所の待機児童は何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。これ１点。２点

目ですが、27年、28 年ですね、大体小学校に入学される子どもさんの中で、何割ぐらい

が就労支援の親御さんのもとで入学をされるというようなことが、保育所の子どもさん

の人口からすれば、ほぼわかるかと思いますので、この数を教えていただきたいと思い

ます。 

教育こども部長  まず保育所の子どもの数から、今後、学童保育を利用されるような方々

の数についてでございます。各小学校区によって人数が異なってまいりますので、利用

につきましては人口と比例するというようなことではございませんけれども、現在、全

体的に利用者につきましては増えてきているというのが現状でして、ちょっと率を申し

上げますと……、まず、第一小学校区でいきますと､就学前の子どもさんの人数が約 400

人ぐらいいらっしゃるんですが、現状では 118 名の利用がある。｢利用｣と言いますか、

保育所に入所されている方があるということで、約 18％程度、第一小学校区では保育所

の利用者の方がいらっしゃいます。同じく第二小学校では 30％、それから第三小学校区

では 20％、第四小学校区では約 31％の方が保育所に通っておられるということですの

で、この率からしますと、一番多いのがやはり第四小学校区でございまして、マンショ

ンができた影響が非常に大きいのかなというふうに思っております。それと、次に多い

のが第二小学校でございます。現在、町内の学童保育の中でも、第二小学校が一番人数

が多いという状況にございます。 

  それからあと、待機の状況でございます。現時点、６月１日時点の保育所の待機児童

数でございますが、現在 20名となっております。 

  以上でございます。 

岡田議員  わかりました。 

  26 年度に入りまして、新しい数字で、第一から四までの小学校の学童の定員と、今現

在、どれぐらいの学童を利用されていらっしゃる子どもさんがいらっしゃるかというこ

との数字はわかりますか。 

教育こども部長  まず、学童の定員でございますが、定数については、条例上は各学童と

も 55人となっておるんですが、面積から１人当たりの必要な居室面積を 1.65平米で計

算いたしますと、第一学童では 76人まで受け入れが可能でございます。また、第二学童

でも 76 人、第三学童では 70人、第四学童では 88人ということで、合計 310 人まで受け

入れは可能であるということで、今、運用をいたしております。 
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  現在の利用状況、６月１日現在でございますが、第一学童では 63名、そして第二学童

では 76 名、第三学童では 61名、第四学童では 70名ということで、第二学童がもう満杯

の状況にあるということでございます。 

  以上でございます。 

岡田議員  そうしますと、部長、今現在、学童が定員の中には収まっているようなんです

が、どこの学校に､これから学童を拡充した場合、場所の確保が一番心配だということで､

私もヒアリングのときも部長のほうからそのようなことをお聞きいたしておりますが、

場所の確保は、四つともの小学校全校での確保が必要になってくるということでよろし

いですか。それか､どこかの学校だけが特別またちょっと建て増しをしなければならない

とか。そういうふうに学童を拡充しようと思えば､どこの学校が一番、手を加えなかった

ら駄目というのは､どこの学校になるんですかね。 

教育こども部長  先ほどもご答弁申し上げましたが、第二学童については一杯の状況です

ので、４年生以上を受け入れるというのは、現状でも厳しい状況にあると思います。た

だ、他の学童保育室につきましても若干余裕はあるというものの、一気に６年生までを

受け入れとなりますと、どの学童も、やはり、もう１室は必要になってくるんではない

かなと思っております。 

  全国的には少子高齢化が進んでおりまして、学校の教室の空き教室なんかの活用とい

うことで進めやすい部分も一方ではあるんですが、本町の場合、子どもさんが減ってな

い状況で、特に第四学童なんかでいきますと、今年１年生、１クラスが増えるというよ

うな現状もある中で､学校の空き教室を当てにはできないということで、現在、空き教室

もないわけでございますが、そういったことからしますと、またプレハブが必要になっ

たりということもございます。 

  このことにつきましては、昨年、ニーズ調査を実施をいたしまして、そのニーズ調査

では、そんなに高い利用希望というのはなかったんですが、現実､見て見ますと、やはり

利用されている方は増えていっている状況にございますし、学童保育室、通常、利用さ

れている方だけではなくて、夏休みとかの長期休業期間だけ利用したいというご家庭も

ございますので、そういうことも勘案したうえで、本年度中に策定を予定しております

子ども・子育てに関する支援計画、こちらのほうで､いつの時点で――まずは４年生から

だというふうに考えておりますけども――受け入れていくのかということについては、

子ども・子育て会議の中でも今後議論をしていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

岡田議員  来年はね、また新しく保育所が１園増えてくると思うんですけれどもね。保育

所を増やせば、それに伴って、今度また学童の人数も増えてくるのではないかと、この

ように思っておるんです。 

  先ほども部長がおっしゃいましたように､「小１の壁」が終わっても、今度は｢小４の
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壁｣というのがありまして、できるだけ、「小４の壁」を島本町は改善していただきたい

と思っておるんですけれどもね。国のほうで、学童保育充実の５ヵ年計画というのを出

すことになっているということは、教育委員会のほう、ご存じだと思いますが、2015 年

度から５年間の利用登録者の増加目標を設ける、目標達成のために国や自治体が５年間

に取り組む対策の工程表を作成する、学童保育の充実を促し女性が活躍しやすい就労環

境を整えるということで、この５ヵ年計画の具体的な数値目標を、６月を目処で決める

ということをお聞きいたしておりますが、国のほうに、もう出される準備はできており

ますでしょうか。今現在、作成中ですか。この点、お聞かせいただきたいと思います。 

教育こども部長  先ほども申し上げましたように、今年度、｢子ども・子育て支援事業計画｣

というのを作ります。それにあたりまして、当然、学童保育の利用ニーズを踏まえてと

いうことで、現在、まだ数値的にはお示しはできませんけれども、当然早い時期に、先

ほどご答弁申し上げましたように実施ができるように努力はしていきたいというふうに

思ってますので、今の時点で国のほうに提出という部分については、全体的な子どもの

数とか、そういった部分については順次、先ほど申し上げました｢子ども・子育て支援事

業計画｣を策定する段階で､国から示されておりますワークシートに基づいた形での数値

というのは順次報告することになっておりますが、必ずしも、その数値が実態と合って

いるかというと､国から示されたシートに基づいてやってますので合致しない部分があ

りますので、その点については、十分、今の実態を踏まえて、子ども・子育て会議の中

で議論もしつつ、島本町の「子ども・子育て支援事業計画」の中に位置づけていきたい

というふうに､今、考えておるところでございます。 

岡田議員  では、最後になりますが、ぜひ、この学童保育、女性が３年生までで、今度４

年生になるときに､ほんとに仕事を辞めてしまわなければならないというような、そうい

うことにならないように、今後も女性が活躍できる、そういう環境を島本町から､ぜひよ

ろしくお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。 

平井議長  以上で、岡田議員の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午前 11時 01 分～午前 11時 15 分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、河野議員の発言を許します。 

河野議員（質問者席へ） 日本共産党・河野恵子です。一般質問をさせていただきます。

通告の順に従って、させていただきます。 

  １点目です。｢連続値上げの国民健康保険料・減免制度｣について、伺います。 

  町長に対し、町独自の減免制度の申請基準及び申請様式などについて、高槻市、摂津

市の制度との比較において、町制度の改善を求めてまいりました。この間の検討経過を

- 19 -



伺います。 

健康福祉部長 それでは、１点目の国民健康保険に関するご質問の①の、「国民健康保険

料の減免制度」に関するお尋ねについてでございます。 

  ご質問にございます高槻市及び摂津市の制度との比較におきまして、本町の制度改善

を求めてこられたとのご質問でございます。 

  申しわけございませんが、これまで両市との比較で「減免制度の申請様式」等につき

ましてご質問をいただいた記憶がございませんので、申請様式等につきましては、これ

まで検討はいたしておりません。しかしながら、今後、減免申請書につきましては、被

保険者の皆様にとりまして、より分かりやすいものとなりますよう検討してまいりたい、

このように考えております。 

  また、本町と高槻市及び摂津市との減免制度の申請基準の比較でございますが、本町

では前年との所得を比較して、その減少分を勘案し減免をさせていただいております。

一方、高槻市及び摂津市では、この一定の基準の所得以下の世帯に対しまして減免が行

われており、その点が大きな違いでございます。 

  なお、減免制度につきましては、その財源はもとより、軽減制度など他の制度を勘案

し制度構築すべきと考えており、今後も国の方針や社会情勢等に注視しながら、引き続

き適切に運営してまいりたい、このように考えております。 

  以上でございます。 

河野議員  「河野恵子」が質問してこなかったということであれば、厳密に言えばそうか

も知れませんが、会派としては今まで大綱質疑や各常任委員会においては､摂津市や高槻

市の例を紹介し、やってきた経緯があります。その点について申請の基準、申請様式に

ついて､現時点での高槻市、摂津市との比較をされた内容について、認識をお伺いいたし

ます。いかがですか。 

健康福祉部長  申請様式につきましては高槻市並びに摂津市と比較をしておりますが、内

容につきましては、それぞれの自治体固有の内容がございます。本町におきましては、

先ほど申し上げましたように、被保険者の皆様によりわかりやすい、そのような内容に

つきまして今後検討いたしまして、その様式を採用していきたい、このように考えてお

ります。 

  以上でございます。 

河野議員  時間がほんとにありませんので、再度申し上げます。二つ目の質問です。 

  島本町制度と比較して、高槻市・摂津市の減免制度は、自治体を取り巻く厳しい国民

健康保険制度ということはあったとしても、被保険者の現状に即した貧困と格差をより

是正するものであると私は認識しております。 

  再度、町長の見解を伺います。 

健康福祉部長 次に、②の「国民健康保険料減免による格差是正」に関するお尋ねでござ
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います。 

  減免制度におきます本町と高槻市及び摂津市との制度内容の違いにつきましては、先

ほどご答弁申しあげましたとおりでございます。 

  なお、高槻市が行われている保険料を一律に免除することつきましては、所得のみで

判断することとなり、資産があり、支払い能力のある方も含めて減免する可能性もあり

ますので、公平性に欠けるものと考えております。 

  本町では、低所得で保険料の支払いが困難な方に対しましては、丁寧に納付相談を行

うとともに、被保険者の状況に応じまして、医療が滞らないように短期保険証の発行を

行っております。また町独自の減免につきましては、その財源を一般会計からの繰入金

や保険料により対応することとなり、国民健康保険に加入されていない他の被用者保険

との整合を図りながら、慎重に対応すべきものと、このように考えております。 

  以上です。 

河野議員  念のために、お伺いいたします。 

  今の①②の質問の再質問ですが、健康福祉部長におかれましては、高槻市国民健康保

険料の減免要綱、あるいは摂津市の国民健康保険料減免要綱や申請様式一式については、

内容については認識されていますか。 

健康福祉部長  高槻市及び摂津市の減免の内容につきましては、一定把握をいたしており

ます。 

  以上でございます。 

河野議員  ちょっと苦言を申し上げますけれども、この間、正式な質問においては、繰り

返し、このことを申し上げてきたつもりではありますが、公式・非公式を問わず、先ほ

ど言うようなものではありません。ちゃんとした全住民の全体の奉仕者として、公務員

としての皆様方を相手に、私たちはこの減免申請書や減免要綱について入手しておくべ

きだということを申し上げておりますし、先日、このことを私自身は議員としてのルー

トで入手をし、執行部の皆様にもお渡ししております。そのうえで、今回、質問に臨ん

でおりますので、その点についてはやはり真摯に対処していただきたい。これは苦言と

して申し上げます。 

  そのことで、摂津市や高槻市の申請用紙と比べて､島本町の申請用紙が被保険者にとっ

ては書きづらい、あるいは様々文書を作成しなければいけないという点では負担感が強

く、これまでに私自身も減免基準に適合されているにも関わらず､減免用紙を書くのに､

やはりちょっと困難を感じられて申請に至らなかったという方の事例も聞いておりま

す。その点についての、やはり改善の余地があるかと思われますが、いかがでしょうか。 

健康福祉部長  減免の申請様式の申請理由の内容のことだと思いますが、本町におきまし

ては申請書に申請の理由を書いていただく項目がございまして、同じく高槻市におかれ

ましても､「減免または免除を受けようとする理由」という形で､被保険者の方がどのよ
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うな状況で減免の申請をなさっておられるのかということにつきましては、それぞれ記

載をしていただかないと、どういう状況かというのは町としても把握ができませんので、

そのような形で対応させていただいておるところでございます。 

  以上です。 

河野議員  今、申し上げた申請の理由について実情を書くところですね。島本町の用紙は

大きな欄が設けられています。それについて、はっきり申し上げて自営業の方であれば

｢営業不振｣という一言で足る､そういうふうにも執行部のほうから、例えばその一言を書

いていただければ申請ができるんだという説明を私は受けましたが、一般的に善良な住

民の方が初めて申請に当たるときには、広い空欄を前にして、相当な文章を書かなくて

はならない、そういう心理的な状況に陥られるということは十分に想像できます。その

点については、いかがですか。そういった住民の感情や認識があるということについて

は想像されますか。私の想像や想定については間違っているのでしょうか。答弁を求め

ます。 

健康福祉部長  申請理由の中の項目、どのような状況で申請に至られているかという記載

内容につきましては、想定とかそういうものではなくて、項目的には、本町におきまし

ても当然高槻市におかれましても、申請理由を書くような形でございます。ただ、窓口

に来られまして、先ほど担当とお話しされたということでございますが、その被保険者

の方がどのような状況に至っておられるのかというのは、当然、保険者として把握する

必要がございますので、その辺は、窓口におきまして丁寧な対応のもとに記載をしてい

ただく、そのような態勢で臨んでおります。 

  以上です。 

河野議員  なかなか認めようとされないので何回も質問を重ねるんですが、窓口で相談す

る、実情を把握する、それは当然の手続きを踏んだうえで、その用紙を前にしたときに

書きづらいという心理状況に至られたということを私は申し上げていますので、そうい

った面で、今の減免、島本町の独自減免用紙の様式、また先ほど申し上げました高槻市

や摂津市などの申請基準については、やはり再考を要するというふうに思います。答弁

を求めます。 

健康福祉部長  先ほど来申し上げてますように、減免の申請様式につきましては見直しを

検討していくということで考えておりますので。ただ、内容につきましては、他の自治

体の様式等も参考にしながら変更をしていきたいと、このように考えております。 

  以上です。 

河野議員  通告の③に移ります。 

  ただ、私は今、質問をするということが、なぜ、この時期にするかと言いますと、先

日、６月の 20日に国民健康保険運営協議会が開かれまして、概ね、私が資料から推察す

るところ、予算では７％の平均の保険料値上げというふうに町は言っておられましたが、
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概ね、この値上げということは執行されるものと認識をしました。しかし、昨年度、そ

して今年度に入って消費税増税などがあり、日々の保険料の支払いに苦慮される方が増

えていかれるのではないかというふうに思っておりますので、本算定通知をされるとき

に、そういったところもしっかりと案内をしていただきたい。使える制度はしっかりと

使っていただきたい、そういうことを思って質問しているわけです。そういうことを念

頭に、答弁もお願いしたいと思っております。 

  ③点目ですが、職員の健康診断について、「人間ドックや心電図項目の取り扱いと意

義、課題」について、伺います。 

総合政策部長 それでは、③点目の「職員の健康診断の項目において、心電図検査の項目

が存在する理由とその意義」について、ご答弁を申し上げます。 

  職員の健康診断につきましては、「労働安全衛生法」及び「労働安全衛生規則」にお

きまして、常時使用する労働者に対し、法定検査項目に基づき１年に１回、医師による

健康診断を事業者の責務として行わなければならないとされております。また心電図検

査におきましては、法定検査項目の一つとして位置付けられているものでございます。 

  心電図検査は、心臓の筋肉が全身に血液を循環させるために拡張と収縮を繰り返すと

き微弱な活動電流が発生をいたしますが、その変化を波形として記録し、その乱れから

病気の兆候を読み取る検査でございます。心臓疾患に関する検査としては比較的簡易な

検査であり、疾患発見の第一の手掛かりとして用いられている検査でございます。 

  以上でございます。 

河野議員  特定健診については、過去の民生消防常任委員会所管事務調査や､その後の議員

研修等の講演会などによって､医療費増大への対策や介護保険利用との関係性において、

心電図項目に有用性があると示されてきました。委員会や一般質問でも求めてまいりま

したが、町長の見解を伺います。 

健康福祉部長 次に、④の「特定健診における『心電図』の項目」に関するお尋ねでござ

います。 

  これまでもご答弁申し上げておりますとおり、本町では、国の「特定健康診査及び特

定保健指導の実施に関する基準」に基づきまして、血圧・脂質・血糖・肥満の全ての項

目におきまして一定の判定基準を上回る方を対象といたしまして、医師が必要と認める

方におきましては、詳細な検診として心電図検査を実施をいたしております。 

  なお、医療費の適正化につきましては、ジェネリック医薬品の差額通知や勧奨、また

本年度からはレセプトをもとに医療費分析を行う予定をいたしておりまして、より効果

的な対策を講じて医療費の適正化を推進してまいりたいと、このように考えております。 

  以上です。 

河野議員  ということは、町長の見解を私は求めましたし、｢心電図の有用性｣ということ

を、通告をしております。今の答弁からすると、町長におかれましては特定健診の１回

- 23 -



目の健診、基本項目というのか、ここに心電図を入れることは有用性がないと考えてお

られるというふうに認識してよろしいのでしょうか。 

健康福祉部長  有用性があるとかないとかではなくて、今、ご答弁申し上げましたように、

国の「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」というのがございまして、

その中で、先ほど申し上げましたそれぞれの項目におきまして､一定基準を上回る方につ

きましては医師が必要と認める、その場合には心電図の検査をする。そのような基準に

基づきまして､現在、特定健診の中では心電図の対象という形で実施をしておるというこ

とでございます。 

  以上です。 

河野議員  ちょっと質問を変えますけれども、先日、６月 20日に国民健康保険運営協議会

が開かれたことは先ほども紹介をいたしましたが、結局、この７月末に国民健康保険被

保険者に発送なさる本算定通知は、結果的には国民健康保険料の値上げは平均して何％

になるのか。改めて、お伺いいたします。 

健康福祉部長  本算定での１人当たりの年間保険料でいきますと、平成 25 年度と 26年度

を比較いたしまして、4.85％の増という形になります。 

  以上です。 

河野議員  続いて申し上げますけれども、その運営協議会の場においても、心電図はやっ

ぱり精密検査などの指示が出ることにより特定健診の被保険者は受けられるということ

ですが、生活改善や疾病予防に繋がるものと私たちは思っております。国民健康保険の

被保険者は、その機会がありません。私も昨年度、本当に多方面にご迷惑はかけました

が、いろいろと､そういった疾病というものについて貴重な機会を得ましたし、入院生活

というのも経験しましたが、そういった関係で、疾病の内容にもよりますが、行くとこ

ろ行くところで循環器系の病気を言われたことはないですかと、さんざん訊かれるんで

すが、私自身は特定健診だけを受けてきておりますので、答えようがないということが

あります。そういうことで、必要性があると私個人は思っておりますし、たくさんの方

や医療関係者の方が懸念されているというような、一部、話は聞いております。 

  また、運営協議会の場でも、療養給付費の増額、この理由に循環器系の疾患というも

のが影響しているということを議論の中で示されていたというふうに思いますが、間違

いはございませんか。 

健康福祉部長  国民健康保険運営協議会の中で、医療費の増加につきましてご説明をさせ

ていただきましたが、そういうことも一理あると思いますけども、そればかりじゃなく

て、年々医療費増加しておりますし、先ほどもＡＢＣ検査のご質問がございましたが、

本町の死亡率のトップはがんでございますので、それも含めて様々な病気があって、医

療費が増加しておるという状況であるというふうに認識をいたしております。 

  以上です。 
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河野議員  先ほど 4.85％、概ね５％の値上げがこの７月以降、本算定通知として皆さんの

ところへ届けられると思います。医療費の増大については、一つの原因に特定できるも

のではありませんので安易に言うべきものではありませんが、しかし、国民健康保険制

度のこの間、約 10数年において、国や大阪府の補助金も減らされてきているということ

については認識されていますか。 

健康福祉部長  国民健康保険に関します国・府の補助金でございますが、これにつきまし

ては、年間におきまして医療費の増加とか、そのような状況におきまして様々変動をし

ているということは十分認識をしております。 

  以上でございます。 

河野議員  国庫補助に至っては相当な減らされ方をしておりまして、これは都道府県や知

事会などが毎年繰り返し国に要望されているので繰り返しませんが、大阪府においても、

国保の大阪府単独補助の削減がされています。市町村法定外繰入の４％に削減をされ、

福祉医療助成を行う市町村に対して保険者負担分の２分の１を市町村に補助をしてきた

波及補助金というものが 2010年度から廃止をされ、予算書で言うと 246 ページの事業助

成補助金を指すというふうに聞いておりますが、この金額もやはり大阪府によって削減

されています。 

  そのことについて、しっかりと島本町は被保険者の立場に立って要望はされてきたの

でしょうか。 

健康福祉部長  ただいま個別の補助金に対してのご質問でございましたけども、国民健康

保険の財政、大変厳しいのは本町のみならず大阪府内の自治体すべて同様でございます。

そういうことで、町村長会の中で担当の部会がございまして、その中におきまして、国

民健康保険のあり方につきましては補助金も含めまして様々な内容につきまして、国に

対して要望を行っておるという状況でございます。 

  以上です。 

河野議員  歳入をしっかり確保するという点では引き続きお願いしたいということもあり

ますが、残念ながら、今年も５％の値上げということを前にして、先ほど申し上げまし

た申請減免については丁重に、より周知に努めていただいて、救済できるところはしっ

かり救済していただくと求めます。もちろん、値上げについては私たちは認めるもので

はありませんが、様々な角度から、有効な対策を講じていただくことを強く求めまして、

次の質問に移ります。 

  「島本初の『地区計画条例』適用事業などの現状とあり方」を伺います。 

  ①会派として、｢地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例｣制定に賛成

をいたしました。審議の中で、この条例の第 10条は乱用はすべきでないと主張してまい

りました。 

  今回、この該当地域の「開発指導要綱」の一連の協議について、事前協議確認書（島
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都都７－14、2014 年１月 29日受付）、２月 28日付けで事前協議が様々なされておりま

す。この点について、すでに第 10条適用の取り扱いをされておられます。その内容と判

断について、説明を求めます。 

都市創造部長 それでは、２点目の①「地区計画の区域内における建築物等の制限に関す

る条例」の取扱いについてのお尋ねでございますが、当該条例は、平成 25 年 10 月 29

日に「桜井三丁目北地区地区計画」が決定され、建築物の用途、敷地面積の最低限度、

壁面の位置の制限等の事項に違反した場合の罰則規定を設けるため、平成 25年 12 月 20

日付けで条例施行しているものでございます。 

  地区計画及び本条例の趣旨といたしましては、用途地域を第２種住居地域から準工業

地域に変更し、研究機能などの集積の誘導ができるようにするとともに、用途制限が緩

和された後においても、当該地区を周辺の居住環境と調和した良好な産業地区とすべく、

建築物に対する形態規制なども含め整備したものでございます。 

  当初、本件につきましては、地区計画の区域内における建築物を対象に、新たな建築

物に対して制限するものとして条例制定したものでございます。しかしながら、本年１

月に当該地区内で新たな開発行為として事前協議申請書が提出され、既存の建物と、新

たに建築される建物とを繋ぐ予定であることなどから、審査の段階で大阪府の見解を伺

ったところ、「既存の土地を含む敷地全体を一つの開発行為の単位として捉える」との

解釈・判断があり、「建築基準法」第３条第２項が適用されず、既存建築物の２棟（情

報システム棟・ゲートハウス）について、当該地区計画の「壁面の位置の制限」を満た

していない見通しとなりました。そのため、本年３月に建築主から「地区計画条例」第

10条に基づき、同条例第６条の「壁面の位置に関する制限」について適用しないことと

するよう申請書が提出されました。 

  本申請内容につきまして審査いたしましたところ、これら建築物２棟については、当

該地区計画施行前から立地している建物であり、かつ、建物用途が事務室、守衛室など

であり、土地利用の状況に照らして周辺の環境を害する恐れがないと認められるため、

同条例第 10条に基づき、特例条項を適用し、適用除外としたものでございます。 

  以上でございます。 

河野議員  続けていきます。 

  町道広瀬桜井幹線や名神高速道路側道について、今回のこの開発工事のみならず周辺

地域、企業の大型車両の通行など､近隣からの要望・苦情についての具体の対応について、

伺います。 

都市創造部長 次に、２点目の②「町道広瀬桜井幹線や名神高速道路側道における、大型

車両等の通行に伴う交通安全対策」について、ご答弁申し上げます。 

  一般的に各企業などの大規模な増設工事や、マンション・戸建住宅などの開発行為に

つきましては、施主と協議を行い、工事工程により搬入・搬出車両が多い際には、必要
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に応じて交通整理員を配置いただき、歩行者や二輪車を含む一般の方々の通行における

安全対策については適切に対応いたしておるところでございます。 

  以上でございます。 

河野議員  ここに関わって、公有地の売却というものが関わっておりました。「現在の賃

貸借契約に関わる執行部としての課題」について、見解を伺います。 

総務部長 続きまして、③の「公有地売却や現在の賃貸借契約に関わる執行部としての課

題についての見解」について、ご答弁申し上げます。 

  本町における公有地の売却につきましては、直近の事例といたしましては町営鶴ヶ池

住宅跡地の売却がございます。本町有地の売却につきましては、大変厳しい財政状況な

どを考慮し、自主財源でございます町税の増収が期待できる優良企業への売却が望まし

いものと判断し、平成 25 年度の施政方針におきまして表明させていただくとともに、町

広報紙等でも住民の皆様への周知に努めてまいりました。さらに議会におきましても、

「地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例」の制定などの際にも、これ

までの経過や本町の考え方をお示しさせていただいたところでございます。 

  今回の町有地の売却につきましては、制限付き一般競争入札の結果、小野薬品工業株

式会社が落札されたものでございますが、本町有地が過去射撃場の一部であったことか

ら土壌汚染の可能性を否定できず、落札者である同社に対し契約を保留いたしました。

その後、小野薬品工業株式会社から、本町有地において地質調査をするため借用したい

旨の文書による申し出があり、同社が落札者であること、また土壌汚染対策において同

社の事業スケジュール等に影響を及ぼすこととなったことなど、本町といたしましても

一定の配慮が必要であるとの判断から、平成 25 年 12月 10日から計 42日間の賃貸借契

約を締結したものでございます。 

  なお、土壌調査の結果につきましては、すべて環境基準に適合した値でありましたが、

本町有地の売買契約の締結が遅れましたことは、これまでもご説明させていただいたと

おりでございます。 

  今回の小野薬品工業株式会社との土地売買契約につきましては、土壌汚染対策におけ

る本町としての認識が不十分であったことにより、落札業者に対しまして多大なご心配

とご迷惑をおかけいたしました。今後におきましては、町有地を売却する際には法令等

を十分に確認するとともに、細部にわたって検討するなど、適正な事務執行に努めてま

いります。 

  以上です。 

河野議員  今までの質問に対して、再質問をさせていただきます。 

  答弁のあった、地区計画の条例の第 10条を適用されたということについては、一定は

理解するものですが、条例、先週に新しい例規集が配られまして、この｢地区計画条例｣

も載っております。｢公益上必要な建築物の特例｣ということで、第 10条、｢町長が公益
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上必要な建築物で、用途上もしくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は町長

が土地利用の状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可したものに

ついて、第４条から前条までの規定は適用しない｣と示されております。 

  先ほどの部長の答弁では、この｢又は｣と称された後の段ですね、「公益上必要な建築

物」というのではなく、後段の「周辺の環境を害するおそれがない」と認めて許可をし

た、そのように答弁からは理解、解釈いたしますが、間違いはございませんか。 

都市創造部長  ご指摘のとおりでございます。 

  以上でございます。 

河野議員  私自身、この「地区計画条例」はかねてから、都市計画審議会委員の折から､

条例制定については必要性を求め、条例についても賛成の討論をいたしましたので、こ

のことについての進捗は、きっちりと条例に照らしてやられているのかということは、

今後も質疑を重ねていきたいと思いますし、決算審査にも大いに関わるものと思ってお

ります。 

  ただ、「開発指導要綱」に関わる事務の中で、打ち合わせ記録などを読ませていただ

きました。小野薬品工業が各周辺自治会や隣接の地域の方に説明に向かわれている。そ

の中でちょっと､私個人としては多少に気の毒だなと思った記述があります。直接、小野

薬品工業の事業ではないけれども、隣接する企業の大型車両の通行についての苦情がそ

ういうところでも示されており、それに対して、了解しました、というようなことを答

えざるを得ない、そういう場面が随所に見られました。そういうことについて、認識は

されていますか。 

都市創造部長  開発行為等に伴います工事車両の運行につきましては、それぞれ施工主等

と十分に、近隣の自治会も含めまして協議をさせていただいているところでございます

が、やはり大規模になりますと、それなりの工事車両が通るということについては認識

をしておりますし、それに対する安全対策が必要ということにはなってこようかと考え

ております。 

  以上でございます。 

河野議員  そういった、「別の企業の工事により側道を工事車両が通行しているが、一部

アスファルトが陥没するなどしている。行政とも協議して工事を進めて欲しい｣、これに

対して小野薬品さんが「了解いたしました」と、ご自身の事業、工事に対してそういう

ような姿勢を表明されたものと思いますが、すでにそういった既存の事業が、企業が行

っておられることについて、アスファルトの陥没などについては島本町から指導や対策

を講じることは、すでに終えられているのでしょうか。答弁を求めます。 

都市創造部長  今、ご指摘のありました開発行為等に伴いまして舗装の路面が傷むという

ことにつきましては、従来からも現場を確認し、対応させていただいているケースもご

ざいます。ただ、本件について確認ができているかまでは、ちょっと私、把握はできて
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おりませんが、今、ご指摘のありました内容については、再度、十分確認をしたいとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

河野議員  先ほど、総務部のほうからご答弁いただきました。結果的に、2013年度として

小野薬品工業株式会社に売却した町有地の総面積について、改めて確認をしたいと思い

ます。答弁を求めます。 

  それから、通告をしております④「ＪＲ島本駅周辺の都市計画の変更や用途地域見直

しの際に、都市計画審議会の示した付帯意見のうち、ＪＲ島本駅周辺の交番設置等の安

全対策などの取り扱い及び大阪府との協議の経過」について、答弁を求めます。 

総務部長 それでは、小野薬品工業株式会社に売却いたしました 2013 年の用地面積、とい

うことでございます。4,837.65平米でございます。 

  以上です……。失礼いたしました。 

  「都市計画審議会における『付帯意見』のうち、ＪＲ島本駅周辺の交番設置等の安全

対策などの取り扱い、大阪府との協議の経過について」のご答弁をさせていただきます。 

  平成 19年度に、ＪＲ島本駅開業にあわせまして周辺の用途地域を近隣商業地域への変

更にあたり、本町の都市計画審議会会長からの答申におきまして、「安全・安心なまち

づくりを推進するため、島本駅周辺に交番等を設置すること」について付帯意見をいた

だいております。本町におきましては、その付帯意見を踏まえ、平成 20年２月に高槻警

察署長を通じ、大阪府警察本部に対し交番設置の検討について依頼を行いました。 

  しかしながら、他の自治体からの要望も多くある中で、本町における犯罪の発生状況

や近隣の交番との距離などを総合的に勘案いたしますと、「直ちに新設することは困難

である」との回答をいただいております。本町といたしましても安全・安心なまちづく

りを推進することは重要な施策であると認識しており、今後とも関係機関等とのさらな

る連携など、引き続き防犯力の強化に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。 

  以上です。 

河野議員  先ほどの総面積ですね、鶴ヶ池住宅跡地の総面積は､ここの議場で補正予算等で

議論した面積であったと思いますので、その前後においても売却されたものと合わせる

と、おおよそ５千平米を超えないのか、ということをお訊きしておきたいと思います。

答弁を求めます。 

  あと、交番設置の要望については都市計画審議会委員の付帯意見に続いて､防犯委員

会、島本町議会が、その後、要望や意見書を大阪府に送るなどという行動を取っており

ますので、町民あげての声であります。そこで、今、ＪＲ島本駅周辺の防犯上の課題が､

あちこち声が寄せられているのではないかというふうに私は推察します。特に、女性の

人権をおとしめるような行為が史跡公園利用者によって行われているのではないか､住
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民の安全・安心のために日々働いて下さっている住民の方から、私は聞いております。

そういったことについて認識はされているのか、そして、その対策などは講じておられ

るのか、答弁を求めます。 

総務部長  鶴ヶ池住宅跡地の面積のご質問ですが、その前後を含めて５千㎡を超えるかど

うかということでございますが、それは超えません。以上でございます。 

  それから、２点目の島本駅周辺の防犯についてのご質問でございますが、これにつき

ましては一定、状況はお聞きをさせていただいております。先ほど申し上げましたよう

に､大阪府のほうに、府警本部のほうに交番の設置の依頼をさせていただいております

が、町の犯罪件数とか､いわゆる最寄りの交番との距離などを総合的に勘案されまして、

大阪府さんのほうにも予算がございますので、「直ちに新設することは困難である」と

いう回答をいただいております。 

  本町といたしましても、現状の、先ほど議員からご質問がございましたような状況は

把握しておりますが、その辺につきましては、今後とも関係機関とのさらなる連携など、

引き続き防犯力の強化に努めるなど、検討をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

河野議員  時間がありませんので、先ほどの公有地の売買、様々なことについては、また

今後の、場所を変えて質疑をしていきたいと思っております。 

  ３点目です。｢し尿中間処理施設選定の具体的な内容｣を伺います。 

  ①ＡＢＣ各候補地比較の具体的な内容を伺います。供用開始までに要する期間、イニ

シャルコスト、ランニングコストについて､それぞれの詳細はいかがでしょうか。説明を

求めます。 

都市創造部長 それでは、３点目の①「ＡＢＣ各候補地の供用開始までに要する期間等」

について、ご答弁申し上げます。 

  し尿中間処理施設の整備に向けまして、島本町し尿中間処理施設整備に係る基礎調査

計画書及び島本町し尿中間処理施設整備に係る建設候補地選定調査報告書を取りまと

め、６月５日開催の議員全員協議会におきまして、議員の皆様に概要をご説明させてい

ただきました。 

  その際にも申し上げましたとおり、今回、候補地の選定にあたりましては、財政的な

負担をできるだけ軽減するため、建設可能な町域内の公有地を対象に検討を進めてまい

りました。平成 14 年度に候補地の適正比較と評価を行い、当時候補地にあがっていた

16地点のうち、公有地として検討可能な淀川水防用緊急備蓄土砂置場と、新たに候補地

として検討可能な水無瀬川緑地公園と、住民ホール跡地の一部とその隣接地の、合計３

地点を建設候補地として検討を行いました。 

  各候補地の「供用開始までに要する期間について」でございますが、いずれの候補地

におきましても、周辺にお住まいの皆様のご理解が、まず一番重要であります。このた
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め、ご理解をいただくのに要する期間が不明でありますことから、具体的に各候補地の

供用開始時期につきましては、現時点でお示しすることはできません。 

  なお、一定のご理解が得られた後には、建設に向け測量や実施設計等の予算を計上さ

せていただき、測量や設計に約１年、開発許可申請や造成工事に約１年、本体工事に約

１年の、合計３年程度を見込んでおります。 

  次に、各候補地の建設費用でございますが、建設費用については、各施設の実施設計

等を行わなければ具体的な費用をお示しすることはできません。 

  なお、すべての候補地の本体工事費として５億円を見込み、その他費用として、淀川

水防用緊急備蓄土砂置場は防災対策等の費用として１億円以上、水無瀬川緑地公園は遊

具の移設費用等として５千万円から１億円、住民ホール跡地の一部とその隣接地は搬入

路等の整備費用として３千万円を見込んでおります。 

  最後に、各候補地の「維持管理費」でございます。維持管理費用は年間約３千万円を

見込んでおり、各候補地いずれも大きく変わらないものと考えております。 

  以上でございます。 

河野議員  続けて、｢中間処理施設｣という機能上、現在地より相当な規模縮小が見込まれ

ると私は考えております。第１候補地の敷地面積の 900㎡の見込みは、過大ではありま

せんか。答弁を求めます。 

都市創造部長 続きまして、②の「し尿中間処理施設としての敷地面積」について、ご答

弁申し上げます。 

  今回、計画しておりますし尿中間処理施設は、収集した汲み取りし尿や浄化槽汚泥を

希釈し、公共下水道へ放流する施設でありますことから、現在の衛生化学処理場と比較

いたしますと設備構成は少なく、施設規模もコンパクトなものになるものと考えており

ます。 

  当該施設につきましては、臭気対策としてすべての設備を建屋内に収納することとし、

バキューム車を完全に格納し作業できる受入室（２室）、沈砂除去室、ホッパー室、中

央監視室などの配置を計画しております。また、バキューム車の出入りは町道広瀬桜井

幹線からを予定しており、搬入路の確保等も必要となります。 

  以上のことから、当該施設整備にかかる敷地面積といたしましては、概ね 900 ㎡が必

要になるものと見込んでおりますが、可能な限りコンパクトな施設規模になりますよう、

努力してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

河野議員  通告の質疑に対しては、一定答弁をいただいたところですけども、今の質問に

ついて、再質問をさせていただきます。 

  まず、面積のことを今、答弁をいただきました。できるだけコンパクトに、というこ

とです。この 900㎡はあくまで敷地面積ですので、私が過大だと言った一つの根拠の中
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には、島本町の｢公共施設適正化基本方針｣に掲載されている５ページ、衛生化学処理場

の延べ床面積が 845.31㎡であるということですので、敷地面積はそれ以上にわたるもの

ということは十分に推察するものですが、そういうことを考えたうえで大きいのではな

いかというふうに思います。 

  ただ、そういった実施設計に当たって、その面積についてもコンパクトなものにとい

うようなお答えをいただいたと思います。先ほど①点目の質問についても、一定の理解

を得られた暁には実施設計やそういったものに足を踏み出す、というような答弁をいた

だきました。 

この「一定の理解」ということと、実施設計に至るまでについて、まずは、この場所

に第１候補地を充てたんだということも含めて、やはり住民への説明会をやるべきでは

ないかと思っております。町内建設をするということと、三つの候補地を選定した結果、

この地域が最良の場所だと思っているということも含めて、この選定調査報告書もあわ

せて住民に対して明らかにし、意見を聞く、そういった場面が必要ではないですか。そ

の点については町長、いかがお考えでしょうか。答弁を求めます。 

川口町長  し尿の中間処理施設、いわゆる嫌悪施設でございます。今、地元住民の方にご

理解をいただくべく職員が積極的に対応しているところでございまして、取りあえずは

近隣の住民の方のご理解をいただくべく、今、最大限の努力をしているところでござい

まして、今の段階で住民説明会を開くことは考えておりません。 

  以上でございます。 

河野議員  「一定の理解」という中には、大きなウェートを占めるのは、やっぱり設置箇

所の近隣住民の方のご理解ということが多大であろうということは想像しております

し、私自身は全く経験はありませんが、こういったことに対する苦労というのは、これ

からいよいよ始まるものだというふうに思っております。 

  しかしながら、「一定の理解」というものを先日の６月５日の議員全員協議会で議員

全員に説明をした。そのことで、あの会合で「一定の理解」を得られたとは、到底私は

思っておりません。その点については、町長ともお考えが一緒ではないかと思います。

いかがですか。 

川口町長  議員全員協議会におきましては、説明をさせていただいたということでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

河野議員  そのとおりだと思っております。一定、説明をいったん聞きました。本日の、

この３日間の会期の間で、このテーマで質問しているのは、私と、あとお一人だという

ふうに認識しております。この議会では全体の議論には至らないということになります

ので、次に予定されている９月の決算議会までに、やはり住民の皆さんと議論、説明、

意見を聞く、そういった場を設けるべきだと思われます。いかがでしょうか。 

都市創造部長  先ほど来、今回のし尿中間処理施設の整備に当たって住民への説明という
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ことで、町長のほうからもご答弁させていただいたところでございますが、やはり、今

ありましたように近隣ということでありますと、今回、施設を整備する候補地により近

い土地を所有している方と、それから地元自治会等々あるかと思います。今現在も一定、

説明もさせていただく中で、一応、地元説明会については、この６月末に開催を予定さ

せていただいておりますので、その中でいろいろとご意見をいただきながら、今後予定

しております実施設計などにも反映をしてまいりたいというふうには考えております。 

  以上でございます。 

平井議長  時間ないんで。 

河野議員  住民ホールの解体工事自体が遅れを生じる、というふうに私は想定しておりま

す。解体工事のスケジュールについて改めて説明を求めるとともに、先ほど部長が答弁

なさった地元自治会の説明会の折りに、しっかり住民説明会の開催をしたいということ

を求められて、確認のうえで実施されるべきと思われますが……（質問時間終了のベル

音）……、いかがですか。答弁を求めます。 

都市創造部長  ６月末に予定をしております地元自治会への説明につきましては、あくま

でも地域ということで、一番、その地域のご理解が必要というふうには認識しておりま

すので、丁寧な説明をさせていただいて、一定のご理解が得られるよう、今後、事務を

進めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

総務部長  住民ホールの解体のスケジュールの件でございますが、今現在、新たに見つか

りましたアスベストの部分の除去の方法、これを大阪府、それから茨木の労働基準監督

署のほうで､設計に当たった業者と町が協議をしておる状況でございます。その除去方法

がオーケーとなりましたら、それに基づきまして実施設計をやり直して、入札、工事と

いうふうになるんですが、今現在、その方法、いわゆる除去工法がそれでいいかどうか

という結論は出ておりませんので、現在、お示しさせていただくことはできません。 

  以上でございます。 

平井議長  以上で、河野議員の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後０時 05 分～午後１時 05分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、野村議員の発言を許します。 

野村議員（質問者席へ） 自由民主党クラブ・野村行良、一般質問させていただきます。 

  ｢里道・水路の管理について｣です。 

  全国各地には古くから多くの里道・水路があり、公図上では「赤線・青線」とも呼ば

れ、記載されております。里道・水路は、その地域の住民の生活に直接かつ密接に結び

ついたものであります。例えば、里道につきましては生活道路等として利用され、生活
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の利便性に非常に寄与しております。水路につきましては、洪水・浸水対策としての雨

水排水の機能をはじめ農業用水の供給など、住民の生活に直結する施設であります。こ

れらのことから、今後、町が安全かつ安心で機能的なまちづくりを進めていくうえで、

町が里道・水路を適正に管理していくことは、ますます重要性が増すものと考えており

ます。また、その一方では里道・水路の中には付け替え等により、それらの機能が失わ

れ、なくなったものもあると聞き及んでおります。 

そこで、島本町における里道・水路の管理状況について、お伺いいたします。 

  一つ目です。里道・水路の箇所数について。島本町においては多くの里道・水路があ

りますが、どのくらいの箇所、面積があり、どのように把握されておられますか。お伺

いいたします。 

都市創造部長 それでは、１点目の「里道、水路の箇所数について」、ご答弁申し上げま

す。 

  平成 17年３月 31日に国から譲与を受けました里道・水路等の法定外公共物につきま

しては、譲与資料をもとにデータベース化し、地図情報として道路管理システムの中で

台帳化及び図形化して、視覚的に所在がわかりやすいようにして管理をしております。

譲与当時の内訳といたしましては、「国有財産特別措置法」に基づく法定外公共物とし

て約 1,100ヵ所と、「道路法」に基づく町道区域内の法定公共物として約 900ヵ所の、

合計約２千ヵ所の譲与を受けております。 

  以上でございます。 

野村議員  それでは、その町内の里道・水路の面積、おおよそ把握されておると思うんで

すけれども、わかれば、お示し下さい。 

都市創造部長  法定外公共物の面積についてのお尋ねでございます。法定外公共物につき

ましては、大半が土地の表示のない無番地でありますことから、あくまでも参考での数

値ではありますが、約 15 ㏊でございます。 

  以上でございます。 

野村議員  今、部長「無番地」とおっしゃいましたけれども、「無番地」でよかったでし

ょうか。それとあと「無地番」、地番がないはずだと思うんですけれども。 

それと、その無地番の里道等々、水路等々ですけれども、聞くところによりますと、

第一中学校、中学校は一応整理されておると伺っておりますけれども、残る公共施設、

例えば小学校等々は、そういう形で里道、地番を出して計画されておられますですか。

そこら辺を、ちょっとお尋ねいたします。 

都市創造部長  里道・水路敷等におきましては、公図におきまして地番がついてない土地

ということで、「無番地」として把握をさせていただいておるものでございます。 

  以上でございます。 

教育こども部長  学校施設につきましては、すでに整備をしておるところもございます。
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現在、第二小学校に一部残っておるという現状がございますが、今後、公図上に地番を

つけて整理をしていくということになりますが、それにつきましては耐震の際に必要に

なるのか、それとも将来的に、もし第二小学校を売却というようなことになったときに

必要なのか、その辺も見極めたうえで実施をしていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

野村議員  無番地であれば、そのまま置いておいても大丈夫だと思うんですけれども、早

急に手立てを打っていただかねばならないところ、先々、公共施設、そこら辺の土地の

面積等々把握するうえにおいても、無地番の場所のところはないようにしていただきた

いと思うんですけれども、その計画的なもの、できるだけ早いという形のものですが、

計画、いつぐらいにまた、例えば先ほど一中においては無地番のところを更正されたと

いうふうに伺いましたけれども、まだ残っておる二小、もしくは他所の箇所については、

無地番のところがあれば､計画性があればお示ししていただきたいと思います。 

教育こども部長  第二小学校につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたように用地

の整理でありますとか、今後、耐震に関わって万が一建て替えというようなことになれ

ば、そういったことも必要になってこようかと思いますので、そういう時期にあわせま

して対応をしていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

野村議員  二小の工事も、やはり耐震工事は必要不可欠なものと聞き及んでおりますので、

できるだけ早い時点で整備されることを望んでおきます。 

  また、伺うところによりますと、開発予定であります桜井西側のほうにも、そういう

ような無地番のところ、もしくは里道・水路があろうかと思うんですけれども、そこら

辺も町としては把握されておられるんでしょうか。 

都市創造部長  今、ご指摘の地区につきましても、里道・水路敷等については存在すると

いうふうに認識をしております。 

  以上でございます。 

野村議員  里道・水路は重要な町の財産でございます。そこら辺を的確に把握されて、ま

た、その無地番のところに地番を確定するためには、やはり隣接の地権者とのお話し合

いもあろうかと思います。もちろん費用も発生するかと思いますけれども、できるだけ

早急に､そういったところをなくすようにお願いしたいと思います。 

  それでは、「里道・水路の管理」のほうですけれども、草刈りや浚渫、占用許可、境

界確定等、多岐にわたりますが、現状、どのように里道・水路を管理されておられます

か。お伺いいたします。 

都市創造部長 それでは、２点目の「里道・水路の管理について」、ご答弁申し上げます。 

  里道の草刈りや水路の浚渫・修繕等の機能管理につきましては都市創造部都市整備課

で行い、占用許可や境界確定業務等の財産管理につきましては都市計画課で、それぞれ
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行っております。 

  里道・水路につきましては住民の生活の利便として利用されていることからも、地域

住民の皆様からの草刈り等や水路のゴミ等による苦情・要望につきましては、町で雇用

している美化作業員やシルバー人材センター等を活用し、適切な維持管理に努めている

ところでございます。 

  以上でございます。 

野村議員  町内の里道・水路のゴミ等のいろいろな作業については､美化作業員やシルバー

人材センターにおまかせ等、活用されていると、今、お伺いいたしましたけれども、例

えば、これからまた水害等々、大きな災害等々も発生する可能性もあります。そのシル

バー人材、美化作業員等々は､年間、どれぐらいの形で例をあげれば水路のほうを整備さ

れているか。わかれば、お示ししていただきたいと思います。 

都市創造部長  まず、美化作業員の件についてでございますけども、年間 350万程度と言

うことで予算を計上させていただく中で、延べ人数でございますが、30 人ということで、

４月から翌年の３月までの間ということで、そのうち７月から９月については２名増員

ということで、計 32 人を延べ雇用した形で美化作業に努めておるところでございます。

また、シルバー人材センターの活用についてでございますが、道路、水路、河川、公園

の美化作業ということで業務委託契約を締結させていただく中で、道路、水路、河川等

の美化作業につきましては年間 600万円程度、経費を費やしているところでございます。 

  以上でございます。 

野村議員  先ほども私、質問させていただきましたように、最近、近年では大雨等による

被害、結構頻発してきております。特に、この被害を防ぐためには水路等の浚渫や管理

などが必要不可欠かと考えておりますけれども、その管理、浚渫等々、もう一度お伺い

いたしますが、どのようにされておられますでしょうか。 

都市創造部長  水路等についてでございますが、近年の集中豪雨等による浸水被害の軽減

に繋がるものということで、また雨水の排水機能を有していることからも、出水期前に

沈砂池とともに定期点検を行って、適切な維持管理に努めておるところでございます。 

  以上でございます。 

野村議員  水路ですけれども、今、いろいろと浚渫等々、島本町内でしていただいており

ます。具体的には水路、この公図上の青線・赤線じゃなしに、水路のほうなんですけれ

ども、島本町の将来的にわたる水路の浚渫等々、また将来的な計画、水害等々防ぐため

の計画等、もしお示しできるものであれば、お示ししていただきたいと思いますけれど

も、よろしくお願いいたします。 

都市創造部長  水路の点検ということで、現在、町内を６ブロックに分けまして､毎月１回、

職員によりまして道路パトロールということで実施をさせていただいてございます。 

近年、集中豪雨によりまして、島本町におきましても浸水被害等が発生してきており
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ます。ハード的な整備といたしましては、町内の水路の整備ということで、今後「下水

道計画」の中で具体的に整備を進めていく必要があるというふうに認識をしておるとこ

ろでございますが、日々の管理につきましては、定期的な点検をこれからも実施してま

いりたいというふうに考えておりますし、特に梅雨期前につきましては、重点的な点検

も踏まえた中で浸水被害の軽減に努めてまいりたいなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

野村議員  よろしくお願いいたします。 

  それでは、水路に例えば「通路橋を架ける場合の手続き」等、ちょっとお伺いをした

いと思います。 

  敷地と道路との間に水路がある場合ですけれども、水路に通路橋が必要となりますが、

どのような手続きで通路橋を手続きさせていただければ架けさせていただけるものか、

具体的にお示ししていただきたいと思います。 

都市創造部長 それでは、３点目の「水路に通路橋を架ける場合の手続き等」について、

ご答弁申し上げます。 

  通路橋の設置につきましては、「島本町法定外公共物管理条例」に基づく占用等の許

可を受ける必要があります。原則的に水路の機能・構造に影響を及ぼす構造でないもの

で、通路橋の幅員は４ｍまでとし、１施設につき１ヵ所としております。 

  具体的な手続きでございますが、法定外公共物占用等許可を受ける場合の必要な書類

といたしましては、申請書の他に位置図、計画平面図、利害関係者の同意書等を町に提

出する必要があります。ここで言う「利害関係者」でございますが、たとえば農業用水

路でありましたら地元水利組合などになります。また、４ｍを超える場合につきまして

は、理由書と、必要に応じて車両軌跡図等の提出を求めております。 

  以上でございます。 

野村議員  よくわかりました。 

  同意書等々を提出するという形で､必要があるというふうにお伺いいたしましたけれ

ども、例えば昨年度、近年で結構ですけれども、この提出された町内の数とか、たぶん

把握できておると思いますが、数値で示していただければと思うんですが、幾らぐらい

の申請が提出されたか、お伺いいたします。 

都市創造部長  法定外公共物の占用等の許可に関わる申請件数でございます。平成 25年度

におきましては 27件、それから平成 24 年度におきましては 26件、平成 23 年度におき

ましては 31件ということで、約 30 件程度の申請が毎年出されている状況でございます。 

  以上でございます。 

野村議員  その関係書類等々を提出されれば、ほぼ､この申請許可が下りると考えておって

よろしいんですか。もし不許可等々、そういうようなものがあれば、お示ししていただ

きたいんですが。よろしくお願いいたします。 
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都市創造部長  占用に関する許可につきましては、先ほどもご答弁申し上げたとおりでご

ざいますが、「島本町法定外公共物管理条例」に基づきまして許可を受ける必要がある

ということでございますので、条例の趣旨に基づきまして、適正な手続きを行っている

ところでございます。 

  以上でございます。 

野村議員  ということは、提出、許可が下りなかった例はないという形で把握しておいて

よろしいですね。 

都市創造部長  許可にあたりましては、議員ご指摘のとおり、条例に基づいて適切に審査

をさせていただいて、許可を与えているというものでございます。 

  以上でございます。 

野村議員  了解いたしました。手続きにおいて、それ相応の費用等々も必要でしょうか。

また昨今、宅地開発等により農地が減少してきております。残されている農地には水の

確保は必要不可欠なものです。水利組合等との話し合いは、どのようにされておられま

すでしょうか。 

都市創造部長  占用手続きに伴います費用でございますが、占用料が発生してまいります。

占用幅が４ｍ以下のものにつきましては､通路橋につきましては免除といたしておりま

して、４メーターを超える場合につきましては、４ｍまでは免除とし、４ｍを超えた部

分につきまして、超えた部分の占用面積１㎡につき１年間で 1,110円の占用料を徴収い

たしております。 

  また、農地から転用され、宅地開発をされる場合の水の確保の件についてでございま

すが、宅地開発を行う業者に対しましては、計画段階におきまして、地元水利組合と十

分協議するよう指導を行っておるところでございます。 

  以上でございます。 

野村議員  １平米当たり 1,110 円でよかったですか。それを再度お伺いすることと、地元

水利組合との話し合いとおっしゃっておられますけれども、地元水利組合さん、いかが

な数、どれぐらいの数の水利組合さんがございますでしょうか。お願いいたします。 

都市創造部長  ４ｍを超える場合の占用料につきましてでございますが、占用面積１㎡に

つき、１年間で 1,210 円でございます。先ほど「1,110 円」というふうに申し上げたか

も知れませんが、1,210 円ということでございます。 

  それと、地元水利組合ということにつきましては、現在、７団体ございます。 

  以上でございます。 

野村議員  ７団体の水利組合さんとの十分な協議をするように指導しておる、という形で

お伺いいたしましたけれども、どのような形で会議等々、水利組合さんと持っておられ

ますでしょうか。お伺いいたします。 

都市創造部長  水利組合との協議についてということでございます。基本的には開発者に
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おきまして、計画段階で水利組合長のほうに一度、計画内容をご説明にあがっていただ

く中で十分な協議をお願いしているというのが１点と、また逆に水利組合長のほうから

一定のご意見等がありましたら、町の担当者も交えまして、協議につきましては遺漏の

ないように努めておるところでございますけども、基本的には水利組合と開発者におき

まして十分な協議を取っていただいて、水の確保については努めていただくということ

になってございます。 

  以上でございます。 

野村議員  それが行政指導という形で、考えておきます。 

  それでは次ですけれども、里道・水路の中には草木が生い茂っており、本来の機能が

なくなっているものがあると聞いております。このような里道・水路が発覚した場合、

どのように対応されておられますでしょうか。お伺いいたします。 

都市創造部長 それでは、４点目の「機能がなくなった里道・水路について」、ご答弁申

し上げます。 

  開発行為、境界確定、建築行為等により、本来の機能がなくなった里道・水路が確認

できました場合には、町では占用者に対する売り払いや、占用行為に対する是正指導を

行うとともに、問題解決に向けて対応を行っておるところでございます。 

  以上でございます。 

野村議員  それじゃ、先ほどの売り払いのことですけれども、町の、先ほどから聞いてお

ります財産であります里道・水路の払い下げ等の売り払いですけれども、その条件、手

続き等は、どのような形でさせていただければいいかなと思います。といいますのは、

今回のほうでも議会でも提出されております水無瀬駅前二丁目の件、町有財産の売り払

い等々もございますので、具体的にそのような条件、手続き等、お示ししていただきた

いと思います。 

都市創造部長  水路・里道等の払い下げの条件及び手続きについてでございますが、里道

や水路等の法定外公共物は､その所在する地域住民の生活の利便に直接かつ密接な行政

財産となってございます。そのため、現在及び将来とも公共の用に供する必要性につい

て、隣接者や地元水利組合等の意見書や同意書を参考に十分に調査・検討したうえで公

用廃止手続きを行い、普通財産として都市創造部から総務部へ財産移動を行い、売り払

いを行っているところでございます。 

  以上でございます。 

野村議員  普通財産として売り払っておられるという形ですけれども、過去、最近です。

この里道・水路に携わって、具体的に里道・水路の金額的なものですけれども、最近の

売り払いの金額等々、わかればお示ししていただきたいと思います。 

総務部長  最近の事例でございますが、今現在、手持ちで持っておるのは平成 25年度分だ

けしか持っておらないんですが、平成 25 年度に移転登記が完了したものは４件でござい
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ます。面積的には総面積で 356.41㎡、金額的には総額で 832万 2,750円でございます。 

野村議員  今の金額的なものなんですけれども、これも鑑定の評価の金額で払い下げとい

う形でよろしいものでしょうか。 

総務部長  そのとおりでございます。 

野村議員  島本町では今、里道・水路につきましては、こういう形で町独自でいろいろと

計画されておられますけれども、近隣、例えば高槻市等も同じような形で里道・水路の

件につきましては管理されておられるか、わかりますでしょうか。管理状況をお伺いい

たします。 

都市創造部長  高槻市における里道・水路の管理状況ということでございますが、高槻市

におかれましては「特定公共物管理条例」ということで条例を制定される中で、適切に

管理を行われているというふうに認識をしております。 

  以上でございます。 

野村議員  里道・水路はもちろん地元、我々町の大きな財産だと確信しております。また、

水路にあたりましては大きな、これから被害、水害等々のためにも、必ず整備していた

だかねばならない水路だと思っております。 

  将来的なことをもう１点、最後にお伺いさせていただきます。水路の整備なんですけ

れども、これからまた昨年や一昨年、大きな水路の氾濫による被害等々ございます。町

としては、どういう形で水害の被害を最少限に抑えるべく水路管理を、整備管理を考え

ておられるか、再度、お伺いいたします。 

上下水道部長  水路の整備につきましては、今現在、計画を立てている状況でございます

けども、なかなか水路整備する前に､接続点の整備が現在進められておるところでござい

ます。この辺の接続点の整備が進みましたら、一定、水路整備についても進めてまいり

たいというように考えております。 

  以上でございます。 

野村議員  里道・水路、特に島本町、これからも大きな災害被害を少なくしていただくた

めに､町のほうも努力していただきますようお願いいたしまして、要望いたしまして、一

般質問、終わらさせていただきます。 

平井議長  以上で、野村議員の一般質問を終わります。 

  引き続き、佐藤議員の発言を許します。 

佐藤議員（質問者席へ） 日本共産党の佐藤です。一般質問をさせていただきます。 

  子ども・子育ての新しい支援の新制度について、質問いたします。 

  国は、2015 年の４月から消費税の増税と抱き合わせで､子ども・子育て新制度の本格

実施をしようと取り組みを進めております。そこで、島本町として新制度のもとで保育、

幼児教育等どうなるのかなど、お聞きをいたしたいと思います。 

  まず、高浜に建設中の（仮称）島本町高浜学園ですが、その建設の進捗状況、学園と

- 40 -



しての開設に向けた取り組み状況はどうなっているでしょうか。お教えいただきたいと

思います。 

教育こども部長 それでは、「子ども・子育て支援新制度について」、まず、１点目の「（仮

称）島本町高浜学園の建設の進捗状態等」について、ご答弁申し上げます。 

  （仮称）島本町高浜学園の建設につきましては、当該社会福祉法人におきまして本年

２月６日に建設工事の入札を実施され、施工業者の決定及び請負契約が締結され、現在、

地盤改良、基礎掘削等の基礎工事が行われております。今後、順次建物の建設が進めら

れ、本年 12月 14日までを工期として、着実に工事が進められる予定でございます。 

  当初の計画では、本年秋頃の開設を目指されておりましたが、震災復興事業やオリン

ピック開催にかかるインフラ整備及び学校施設等の耐震補強工事などへの需要が全国的

に高まり、従事者・建材の確保等が困難となりましたことから、開設が３ヵ月程度遅れ

ることとなりましたが、その後は大きな遅れもなく、順調に事業が進められております。 

  また、町と社会福祉法人とで適宜情報共有を行っておりますが、法人におかれまして

は人員確保や保育内容の精査など、着実に開園に向けた準備を進められているものと聞

き及んでおり、本町といたしましても、今後とも可能な限り早期に開園できるよう、緊

密に連携を図ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

佐藤議員  この（仮称）島本町高浜学園、これが 12月が工期ということで、２月頃には開

所というふうに聞いております。定員が 200名という、この保育園が開設したとき、現

在ある過密の状態、あるいは待機児の状態、これはどういうふうになると見込んでおら

れるでしょうか。 

教育こども部長  「開設後の過密・待機状態について」でございます。 

  平成 26年６月１日時点での待機児童数は 20名となっており、その多くを乳児及び１

歳児が占めております。今後も年度途中での入所申し込みによる待機が増えると考えら

れますが、保育園の新設により、待機が解消できるものと考えております。 

  また、２歳児以上に関しましては、例年の入所動向からいたしますと新設後の待機の

発生は予測できず、むしろ既存の保育所からの転園があれば、現在の保育所の過密状態

の緩和につながるものと考えております。ただし、１歳児以下の乳児等に関しましては、

１人当たりに必要な居室面積が２歳児以上より広く確保する必要があり、今後、当面、

増加するであろうニーズに対して必ずしも十分であるとは言えず、保育所だけではなく、

あらゆる子育て支援サービスによる提供体制の確保に向け取り組んでまいりたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

佐藤議員  ０歳～１歳の状況は、相も変わらず予断を許さない状況ということのようです

が、取りあえず新しい保育園で、今、他の保育所で行われている障がい児保育、あるい
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は一時預かり保育、こういうものの開設の見通しはどうでしょうか。 

教育こども部長  現状の町立保育所、それから山崎保育園で行われているような形での保

育というのは、当然、同じような形で実施をしていただくということが前提になってこ

ようかと思います。今後、その辺も順次、法人のほうと詰めていきたいというふうに考

えております。 

佐藤議員  来年の４月からは、新しい制度での運用が始まるということになるわけですが、

現在の町立保育所２園と新しい園を足した民間保育所２園、この４園については認可保

育所になるという、そう考えてよいわけでしょうか。 

教育こども部長 「認可保育所について」でございますが、平成 27 年度から施行が予定さ

れている子ども・子育て支援新制度におきまして、保育所は幼保連携型を主として、認

定こども園への移行という選択肢が示されております。これまでの認定こども園制度は、

あくまで幼稚園と保育所という、それぞれ根拠法も財源も異なる中での運営であったも

のが、新制度上では学校及び保育所の両方の位置付けを持った単一の制度として創設さ

れるもので、幼稚園や保育所からの移行は、従前よりも基準、条件、手続き等が容易と

なっております。 

  現時点におきまして、平成 27 年度での町立保育所の位置付けといたしまして、現行ど

おりの認可保育所として運営することを予定いたしております。また民間保育所におか

れましては、国の子ども・子育て会議での審議内容や運営にかかる費用を示した公定価

格など踏まえ、今後のあり方について検討を進められているところでございます。 

  なお、現在のところ、各社会福祉法人から町に対して、認定こども園へ移行したいと

の考えは示されておりません。 

  以上でございます。 

佐藤議員  これから先、入所にあたっては、保育の必要性を認定することになっておりま

す。育児休業中の子ども達――上の子どもですね、あるいは今行われている障がい児の

保育、こういうことについてのこの先、来年４月以降の取り扱いはどういうふうになる

でしょうか。 

教育こども部長 「保育の必要性の認定における育児休業等の取り扱いについて」でござ

いますが、現在、国の子ども・子育て会議におきまして議論されているところであり、

決定したものではございませんが、現時点での考え方として、保育の必要な事由として

「就労、疾病」などとともに「育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて

継続利用が必要であること」が明記されていることと、優先利用にかかる要件として、

ひとり親家庭、生活保護世帯、虐待やＤＶとあわせ、「子どもが障害を有する場合」が

あげられていることから、これまで同様に適切に対応ができるものと考えております。 

  以上でございます。 

佐藤議員  ありがとうございます。ぜひ、そのようにお願いをいたします。 
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  それと、非常にこのニーズ調査の中でもありまして､親御さんからの希望が多い病児保

育については､この先、どのように考えておられるでしょうか。 

教育こども部長  病児保育につきましては、態勢であったり実施場所、医療機関との連携

とか、看護師が必要であったりとかいう課題はございます。これまでも病児保育につい

ては様々な検討は重ねてきているというふうに考えておりますが、それらのことについ

ても、今年度、策定いたします島本町の「子ども・子育て支援計画」の中で、今後どう

いうふうに進めていくかということについては、子ども・子育て会議の中でも今後議論

を深めて、計画にどういうふうに盛り込むかということについては十分検討していきた

いというふうに考えております。 

佐藤議員  ぜひ、働く親について、子どもというのはしょっちゅう、保育所に入ったらな

おのこと、いろいろ感染症ももろてきて病気が多いものです。そのたんびに夫婦喧嘩す

るようなことも起こっていると思います。ほんとに悩ましい問題です。この点もぜひ、

親の期待に応えて病児保育できますように､検討をお願いいたしたいと思います。 

  今回のこの新制度というのは、制度全体を見ましたら､保育事業者の都合だとかが優先

されるようで、子どもの成長を保障するという、そういう点での取り組み、そういう視

点が弱いようにも見受けられます。島本町で実施するときには、新しい保育所も開設を

して、今の超過密状態の解消も期待がされるところでもありますので、ぜひ、新制度の

中で各自治体の裁量でできる、こういうこともたくさんありますので、保育士の労働条

件の改善だとか正規保育士の増員だとか、こういうこともしていただきながら､「島本の

保育」と言われた､かつての保育実践を持つ町として､よその市町村からも「島本で子育

てがしたい」と言われるような保育をしていただきますようにお願いをいたしたいと思

います。 

  保育の必要量、これを認定することになりますが、１日当たりの時間を基礎に、月単

位で上限・下限、これを決めるようです。１日としては８時間・11時間ということで、

８時間ということで決めていたとしても、仕事の都合で９時間になったり、あるいは早

く帰れたと７時間ですんだり、そういうこともあると思いますが、時間でということに

なると、こういう凹凸というかでこぼこは、どういう取り扱いになるでしょうか。 

教育こども部長 「保育の必要量の認定について」でございます。 

  両親ともにフルタイムもしくはそれに近い場合は「保育標準時間」、両親の両方また

はいずれかがパートタイムで就労する場合は「保育短時間」との認定を行うことになり

ますが、認定した時間を超過するようなケースでの対応については、現在、国からも示

されておりません。今後、国の動向を注視してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

佐藤議員  今まででしたら、こういうふうなことはなかったので、延長保育ということに

なれば１時間幾らとか、そういうことで解決ができたと思いますが、このように時間、
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これが問題になってきますと、短時間保育の子ども達が９時間になった、そのときの１

時間の差というのはどう考えるのか。国からもまだ出されていないと言いますが、これ

が９時間になって１時間の延長料金がかかるとか、そういうことも何か不合理な気もい

たします。町としては、そこらは、あまりにも長時間になると、これは８時間の短時間

じゃなくて 11 時間じゃないかというふうなことにもなるとは思いますが、たまに 1時間

延長するとか、そういうふうなことの場合は、短い日もあるという凸凹のならしみたい

な形での考え方みたいなのも出てくるかと思います。そこらは、国の対応ということも

あるんでしょうけれども、できることなら、出る日・へこむ日という、ならしという考

え方でもって、うまいこと調整をしていただけたらというふうにも思います。 

  それと、同じ時間ですけれども、保育時間というのが、今までのように子どもが１日

保育所で生活をするという考え方ではなく、親の仕事の都合で長時間・短時間という､

そういう設定になる。そういう行政の都合で決められる、親の都合で決められるという

ことになりますので、今までの保育所のように､子どもの１日の保育という考え方での時

間ではなくなりますので、１日の流れの中で、子ども達の生活時間を組み立てるとか、

そういうことがしにくくなるのではないかというふうにも考えられます。この点につい

ては、島本町としてはどういうふうにお考えでしょうか。 

教育こども部長 「子どもたちの保育における生活時間の組み立てについて」でございま

す。 

  現行の保育制度におきましても、保育時間は午前９時から午後５時までの８時間とし、

保護者の就労時間の長短に関わらず、その間で集団生活として保育課程を提供している

ところでございます。その前後の延長時間帯では、自由遊びなど、子どもの個々の活動

に応じた過ごし方となっているため、新制度に移行し、保育長時間・短時間の区分が設

けられましても、子どもたちの健やかな育ち・生活の保障が変わるものではないという

ふうに認識をしております。 

  以上でございます。 

佐藤議員  今までと同じような保育の流れ、生活の流れ、組み立てられていただくんだと

いうふうに理解をいたします。 

  第二保育所の耐震診断が今年、行われます。第四保育所の耐震化も必要になってます。

この対策、早急に、保育所ですから代替施設も要ります。具体的にその代替施設の確保

計画だとか耐震の計画だとか進めていくべきだというふうに考えますが、予定はどうい

うふうになっておりますでしょうか。 

教育こども部長 「保育所耐震化における代替施設の確保について」でございます。 

  第四保育所につきましては平成 24 年度に耐震診断を実施いたしましたが、「建築物の

耐震改修の促進に関する法律」で示されております耐震指標の 0.6以上を満たしていな

い結果であったことは、すでにご案内のとおりでございます。また第二保育所に関しま
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しては、今年度、耐震診断を進めているところであり、現時点で結果は出ておりません。 

  保育所の今後の耐震化の計画につきましては、学校施設と同様、早急に取り組まなけ

ればならない課題であると認識しておりますが、保育所は学校のように長期休業期間も

なく、耐震補強工事をする場合には仮設施設が必要となるなど、課題も多くございます。

そのため、耐震化の手法も含め計画が早期にお示しできるよう、町全体の公共施設のあ

り方とともに検討を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

佐藤議員  幼い子ども達が過ごす施設ですので、できるだけ早く耐震、進めていただきた

い、学校と同じように進めていただきたいと思います。できるだけ早く、この計画、立

てていただきますようにお願いをいたします。 

  次に、保育料です。島本町の保育料、これは今も国の基準どおりということになって

いて、段階数が少なく、保育料が一つ段階を上がると非常に高くなる、差の大きい、上

がり幅が大きいということになっています。この新制度に入る機会に、国基準よりも間

に段階数を増やして保育料の上がり幅、これを滑らかにしていただきますようにお願い

したいのですが、いかがでしょうか。 

教育こども部長 「保育料の段階数について」でございます。 

  本町の保育料につきましては、国が示す保育所徴収金基準額表に定める階層数及び各

階層にかかる所得税額等の範囲について、全く同じものを採用しており、保護者の皆様

に不利益を生じることがないよう適切に設定しているところでございます。 

  なお、現時点で国から示されている利用者負担のイメージにつきましては、保育認定

にかかるものは現行の国基準と変わらず、第１階層を生活保護世帯とし、以降、所得に

応じた第８階層までの設定となっております。今後、現行の幼稚園・保育所の利用者負

担の水準をもとに、国が定める水準を限度として、実施主体として市町村が定めること

になっておりますが、慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

佐藤議員  この保育料につきましては、先ほども言ったニーズ調査の中でも､保護者からも

声がたくさん出ておりました。ぜひ保護者の声にも応えていただいて、保育料の見直し

進めていただきたいと､強くお願いを申し上げておきます。 

  幼稚園ですが、今あります町立の２園、それから私立の１園、これが島本町内にあり

ますが、この３園とも新制度に移行する予定なのだろうと思いますが、幼稚園としては、

施設型給付を受ける幼稚園という形に移行なさるのだというふうに理解をしてもよろし

いでしょうか。 

教育こども部長 町内幼稚園の「新制度における移行の仕方について」でございますが、

新制度への移行につきましては、子ども・子育て支援新制度として、公立幼稚園は新制

度における施設型給付を受ける幼稚園となることが原則であると考えております。また
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私立幼稚園におきましても同様に、辞退届を提出しない限り、新制度へ移行することが

基本となっております。 

  私立幼稚園は、新制度に移行すれば施設型給付を受ける・児童の受け入れに関し応諾

義務が課せられる・利用者負担は応能負担となり、一方で従来の制度に残るとすれば、

私学助成を受ける・建学の精神に基づく選考・保育料は設置者が設定と、それぞれ大き

く異なっており、現在、国の指示に基づき、町内幼稚園に対しましては、現時点での意

向調査を進めているところでございます。 

  以上でございます。 

佐藤議員  はい、わかりました。 

  町立の幼稚園ですが、今年、第二保育所と同じように第二幼稚園の耐震診断、行われ

ます。この機会に、第一幼稚園と第二幼稚園との施設の面での差、これが今までから言

われております。第二幼稚園の環境の良さ、けれど第二幼稚園の施設の古さだとか、い

ろいろ差があるようです。この差がなくなるように努力をお願いしたいのですが、予定

は何かございますでしょうか。 

教育こども部長  第二幼稚園につきましは、相当老朽化が進んでおります。今年度、第二

幼稚園につきましても耐震診断を実施しているところでございますので、その結果に基

づきまして、今後、耐震補強するのか、それとも建て替えるのか、あるいは認定こども

園というようなことも考えていくのか。いろんな選択肢があるわけですけども、まずは

耐震診断の結果を待って､次の方向性を考える時点で、施設についても同じく工事をする

んであれば、特にトイレなどについては､これまでも要望も多くいただいておりますの

で、改修ができるようには努力をしていきたいというふうに考えております。 

佐藤議員  診断結果が出るまで、もうしばらくかかるのかと思いますが、できるだけ早く

手当てをして差し上げて欲しいと思います。 

  この子ども・子育て支援新制度、保育なのか、あるいは幼児教育なのか、どっちつか

ずになりそうな認定こども園、あるいは保育士の資格者が半分いればいいという小規模

保育園、これができるような余地があったり、問題がないわけではないと考えます。 

  島本の状況から見れば、今すぐ、このような問題が起こってくるというふうには思え

ませんが、０歳から１歳の子ども達の待機の状態など見ましたら、やはり､よりよい状態

での保育、このことが心配にもなります。子どもの成長にとってどうなのか、常に子ど

もを中心に物事を考えなければならないというふうに考えます。 

  島本町で、新たにこの新制度に基づいて条例を作られるときには、子どもの保育を受

ける権利と、それから島本町がそれを提供する責任があるということ。そのときには、

その提供する場というのは保育所であるということ。そして、保護者との連携で子ども

を守り育てるという、そういう姿勢を確立すること。これらを盛り込んだ条例としてい

ただきますように、そして、それらに基づいて施策を進めていただけますように強くお
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願いをしたいと思います。 

  次に、「学童保育」の問題に移らせていただきます。 

  新制度では、「放課後の児童健全育成事業の整備と運営に関する事項について」と言

うことで、条例を定めるということになっております……（「通告にない」と呼ぶ者あ

り）……。 

平井議長  ちょっと待って。 

佐藤議員  子ども・子育ての新制度の中の学童保育なので……（「通告書に書いてない」

「同じ制度に関わっている」と呼ぶ者あり）……､はい、だから、問題はないと考えて質

問しておりますが。 

平井議長  新しい質問じゃないですよね。どこに絡んでいるのか。 

佐藤議員  子ども・子育ての新制度の中の、学童保育はこの新制度の中に入っております。

まるっきり関係のない質問ではないので。岡田議員の質問に関連して、これ、させてい

ただかねばと思ってしているので……（「関係ない」「制度に関わっている」他、議場

内私語多し）……。 

平井議長  ちょっと待って。新しい質問じゃないですよね。 

佐藤議員  新しい質問ではない、ええ。 

平井議長  この内容での質問ですよね。 

佐藤議員  続けていいですか。 

  ということで、条例を作るということになっております。島本町では、すでに学童に

ついての条例は持っておられますけれども、今回、この新制度に絡んで条例を変えられ

るというふうなことはお考えなのでしょうか。 

教育こども部長  新制度移行にあたりましては、条例制定をする必要がございます。学童

の部分につきましては、これまで国のほうで一定、定められておりました基準等につき

まして、各自治体の条例で定めるということが今回の制度で変更がある部分でございま

す。その点については、本町でも現行の「学童保育条例」を改正と言いますか、大幅に

改正する必要があると思います。国で定められていた指導員の基準等について条例のほ

うで設定をしていく必要がございますので、それについては今後、ちょっと時期につい

ては明言できませんけれども、早い時期に条例化していきたいというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

佐藤議員  岡田議員の質問の中で、具体的にかなりお答えでしたので、私は条例化につい

てのみお訊きをし、意見を述べておきたいというふうに思っております。 

  条例化にあたりましては、先ほどの質問の中でお答えになった放課後子ども事業、こ

ことの連携というふうなことを言っておられました。学童保育というのは、保育に欠け

る子ども達の生活の場、このことが非常に重要ですが、学童保育はそういうものだとい
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う点については、変更はございませんでしょうか。 

教育こども部長  学童保育については、これまでと同様であるというふうに考えておりま

す。ただ、共働きなどで放課後に保護者が家を留守にしている子ども達を預かって遊ば

せたりしている放課後子ども教室があるわけですけども、現時点でまだイメージではあ

りますけれども、学童保育室があったり、今の放課後子ども教室があったり、ボランテ

ィアの方々による放課後の子どもの学習があったり、いろんな放課後に取り組まれてい

る事業がございます。そういったものを互いに連携させることによって、より質の高い

といいますか、ニーズに合ったサービスが提供できるんではないかなということで考え

ておりまして、そういった点について、今後、子ども・子育て会議の中でも考えていき

たいということで、先ほど岡田議員のほうにご答弁をさせていただいたところでござい

ます。 

佐藤議員  学童保育は学童保育として確立したうえで、そういう事業との連携というのは

あり得るのだと思いますけれども、学童保育をそこらに同化させてしまうようなことは

あってはならないというふうに考えます。ぜひ、学童の条例、新しくお作りになるとき

には、学童保育というのは生活の場だときちんと位置づけて、生活施設にふさわしい施

設、設備、これを設けるということ。先ほどの条例を作られるときに、それが必要だと

いうふうにおっしゃっておられましたので、生活施設にふさわしい施設・設備を設ける、

このこと、きちっと入れていただいて、また保護者との連携もきっちり取るということ

も入れていただいて、条例を作っていただきますように強くお願いを申し上げまして、

私の質問、終わらせていただきます。 

平井議長  以上で、佐藤議員の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩をいたします。 

（午後２時 05 分～午後２時 20分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、田中議員の発言を許します。 

田中議員（質問者席へ） 無所属の田中修でございます。それでは、一般質問を行います。 

  ６月２日に発表された文部科学省の公立小・中学校の校舎や体育館などの耐震状況の

調査によれば、今年４月１日現在、耐震化率は 92.5％にも達しております。耐震化の遅

れておる本町においては、町立第一中学校校舎の耐震化工事もしくは建て替えの早急な

決定と、それに伴う工事が最重要課題であると考えます。 

  現在、どのような状況にあるか、お答えいただきたいと思います。 

教育こども部長 それでは「町立第一中学校の耐震化について」、ご答弁申し上げます。 

  町立第一中学校の耐震化につきましては、平成 22年度に耐震診断を実施し、文部科学

省の耐震基準である Is 値 0.7以上に満たないという結果が明らかとなり、平成 24年度

には耐震化のための設計業務を実施いたしましたが、基礎となる杭に問題があることが
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明らかとなり、耐震補強工事での対応は困難となりました。 

  そのため、減築または現地建替え、移転も含めた検討が必要となり、授業やクラブ活

動への影響、移転する場合の用地確保などの課題について検討を進めているところでご

ざいます。しかしながら、町財政に及ぼす影響が非常に大きく、財政との整合をどのよ

うに図っていくのかが大きな課題となっております。また公共施設全体の学校施設のあ

り方も含め、現時点におきまして、結論をお示しすることができないのが現状でござい

ます。 

  全国や大阪府の学校施設の耐震化の進捗状況と比較いたしましても、大幅に遅れてい

ることにつきましては十分認識しており、早期の対応が必要であると考えておりますの

で、今しばらくお時間を頂戴いたしたく存じます。 

  以上でございます。 

田中議員  私、長年、民間会社に勤めておりました。品物を買っていただくときには、約

束した納期までに納入する、期日までに納入する納期というものがございました。 

  来年度には、全国での学校関係の耐震化率は 100％に近づくのではないかと思ってお

ります。今まだ､本町において具体的な状況すら示せない。これはどういうことなのか。

先ほど、いろいろおっしゃいましたが、どこに責任があるのか、お答えいただきたいと

思います。 

教育こども部長  耐震化につきましては、中学校の今回、ご質問でございますが、小学校

も含めて耐震化は進めていくということになっております。小学校では今年、設計業務

を進めておりますし、来年、工事をする予定にしておりますが、課題も第一中学校以外

にもございます。 

  第一中学校は何が課題かと申しますと、建築から非常に年数が経っておるということ

の中で、耐震補強をする際には減築、一部建物を取り壊さなければならないということ

がございます。一部取り壊して、建物自体を軽くして耐震補強をするという手もござい

ますが、その後の耐用年数を考えますと、建て替えたほうがいいんじゃないかという思

いも当然ございますので。そうすると、建て替えるとなれば現地建て替えということが、

まず一つ考えられますけども、現地で建て替える場合、例えば、今の建物を壊して同じ

場所に建てるとなれば､仮設の校舎が必要になります。仮設の校舎というのは非常に費用

がかかりまして、数億の費用がかかるということですので、そういう仮設を使わずにと

いうことを次、考えますと、グラウンド側に校舎を建てて、今ある建物を取り壊す、そ

の後をグラウンドにするというのも一つございます。 

  それと、もう一つは別の場所への移転。新たな場所があれば、そこへ建物を建てて、

できた時点で移転をするということで、それが一番、子ども達への影響というのは小さ

いということでございますが、その移転先の場所の確保としましても、なかなか用地が

必要になりますので、町有地でそんなに広い町有地はございませんし、そういった課題
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が多々ある中で、三つの選択肢、議員ご指摘のように早急に結論を出さなければならな

いというふうに思っておりますが、先ほどご答弁で申し上げましたが、財政の影響が非

常に大きい、建て替え、あるいは移転ということになれば非常に大きいということもご

ざいますので、その辺も含めて、近々には結論を出さなければならないというふうに思

っておりますので、もうしばらく、お時間をいただきたいと思っております。 

  これの責任がどこにあるのか、ということでございます。当然、教育委員会が学校教

育施設については設置・管理をしておるわけでございますので、当然、教育委員会が責

任を持たなければならないというふうに思いますけれども、財源的な手当というのは教

育委員会持っておりませんので、そういった意味では町長部局と教育委員会が連携して

取り組む事業であるというふうに考えておりますので、責任と言われますと、両方に責

任が生じるというふうに理解をしております。 

  以上でございます。 

田中議員  私からすると、来年、もうほとんど､先ほども申しましたように 100％近い学校

が、耐震化率を 100％達成するという中にあって、なぜ今頃になって、こんな議論をし

ているんや、５年前になぜこういう議論ができなかったのか、そういう歯がゆい思いを

します。なぜ、こんなふうに遅れたのか。その辺りの原因については､どうお考えでしょ

うか。 

教育こども部長  学校の耐震化につきましては、平成 22年度から各学校の耐震診断をまず

すべて終わらせてから、優先順位を付けて耐震化に取り組むということで進められてき

た経過がございます。耐震診断をすれば、当然数値として結果が出てまいりますので、

その数値に対して補強あるいは建て替えという決断は、いずれの時点かではしないとい

けない状況にあると思いますので、そういった面では、すべて終わってからスタートを

したという点について､今回の遅れに繋がっているのではないかなと思います。 

  ただ、耐震化というのは非常に大きな財源が伴うものでございますので、それとの整

合性も含めて遅れてきたということと、もう一つは、暑さ対策ということでエアコンの

設置というのも一時期、保護者等からも多くの要望がございました。そっちのほうを先

に対応したという点もございますし、いろんなことが重なって、今回になっているとい

うことでございますが、国のほうでは平成 27年度を目標に進めよということで指導もい

ただいておりますので、最大限努力をしていきたいというふうに考えております。 

田中議員  よく比較されることなんですけども、高槻市とか大山崎町の耐震化の現状はい

かがなものなんですか。お答え下さい。 

教育こども部長  大山崎町については、もうすでに終わっているというふうに理解してお

ります。高槻市については、まだ 100％には行っておりませんけれども、数字的には今

ちょっと持っておりませんけども、本町のようにこんなに低い、50％を割っているとい

う状況ではなく、50％以上の耐震化は進んでいるというふうに理解はしております。 

- 50 -



田中議員  いずれにしても、早く結論を出す。建て替えをするなら建て替えをする､耐震補

強するなら――どんな方法があるのかわかりませんけども、その決断をいつまでにやる

か。「近々にやりたい」という漠然とした表現ではなく、今年の秋までにやります、11

月までにやります、そういうお答えはできないんでしょうか。 

教育こども部長  今の時点で､いつということは明言できませんけども、先ほど申し上げま

したように 27 年度を目標に進めておるわけですから、設計も含めますと、もう決断しな

いと間に合わないという時期にあるということは十分理解をしておりますので、もうし

ばらくお時間をいただきたいと思います。 

田中議員  今、答えていただいているのは教育委員会のほうですけれども、このことにつ

いて、財源を司っている部局、これは総合政策部になるのか総務部になるのかわかりま

せんが、その辺りのお考え、早く工事を完成させる、そういう積極的な支援をするかし

ないのか、どういうお考えなのか、お聞かせ下さい。 

総務部長  総務部の財政課のほうで財源などを扱っておるわけですが、義務教育施設につ

きましては 27 年度まで特例措置がございますので、できるだけ、その特例を使うような

形でやるのが一般財源が少なくてすむというのは、これはもう常識的にわかっておりま

すので、できるだけ実施設計の状況を見て、積極的に支援してまいりたいというふうに

考えております。 

  以上です。 

田中議員  工事をこんなに先延ばしして、何かプラスになることがあるんですか。お答え

下さい。 

教育こども部長  全国的な状況からも、耐震化の進捗というのは非常に高いということで

ございますので、遅らすことによってのメリットは特にないというふうに理解しており

ます。むしろ、遅れることによって、子ども達の安全という部分の確保というのが遅れ

ておるわけですから、それについては大いに反省しているところでございます。 

田中議員  本町のモットーとして「安心・安全のまちづくり」ですか、そうしたことを声

高らかに、いつもおっしゃっていますけれども、こういう状況を鑑みて、どんなふうに

お考えなんでしょうか。お答え下さい。 

総合政策部長  本町の安全・安心に関わる問題でございますが、これは本町のみならず全

国の自治体でも大きな課題になっているというふうに認識をいたしております。本町の

場合、すでにご案内のとおりでございますが、本年６月に島本町の「公共施設適正化基

本方針」を策定をいたしました。これについては、基本的な考え方についての整理でご

ざいまして、個々の施設につきましては、今後、個別の調書、カルテを作成し、そして

それぞれの施設ごとの具体的な年次計画を策定をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  それとあわせまして、国のほうからは公共施設等の総合的かつ計画的な管理による老
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朽化対策の推進というふうな通知が出ております。これは全国的な公共施設の老朽化に

対応して、今後、大量に更新の時期を迎えるというふうな状況がございます。こういっ

た中で、今後の人口の推移、そういったことも当然勘案をしながら、適切に公共施設の

あり方、アセスメント、マネージメントを進めていくというふうなことでございますが、

ただ、先ほどもございましたが､財源の問題、これは公共施設の全体を把握して、長期的

な視点を持って更新、あるいは統廃合、長寿命化、こういったことを計画的に行うこと

によって財政負担の軽減といいますか、平準化を図る必要もあります。 

  そういったことを総合的に勘案しながら、今後の公共施設の適切な配置とともに耐震

化対策、これも早急に行ってまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

（午後２時 33 分 外村議員退席） 

田中議員  学校という子どもを預かる施設、明日、地震があるかも知れない。そういう状

況の中で、いろいろ公共施設の改修、そういう問題も絡めることができるかも知れませ

んが、私は最重要の、最も最優先すべき課題だと、この耐震化工事、学校の建て替え､

それをやるべきだと思っております。 

  まず、その認識として、こういうことが最重要で最優先すべきことである､そういうご

認識はございませんか。 

総合政策部長  子どもの安全・安心のみならず、すべての住民の皆さん方の安全・安心を

守るための取り組み、これはもう最優先でやっていくべきである、このように認識をい

たしております。 

  以上でございます。 

田中議員  そこで、やっぱり必要なのは、いつまでに結論を出すか。この秋か、この９月

か、10月か。そういうことをやはりはっきり明示をして、やってもらいたい。リーダー

の責任はビジョンを示すことです。ビジョンのない政治なんか、あり得ないと思います。

そういうリーダー、幹部は去ってもらいたい。私はそんなふうに思います。 

  それから、我々も反省することがあると思います。この議会にも責任があったと思い

ます。さらに言うたら、その議会の中の一員の議員、私にも責任があったと思います。

この問題は、ぜひ早く結論を出し、決断を下し、早急に着工してもらいたい。 

そのことを要望して、私の質問を終わります。 

平井議長  以上で、田中議員の一般質問を終わります。 

  引き続き、川嶋議員の発言を許します。 

川嶋議員（質問者席へ） それでは、一般質問をさせていただきます。 

  まず１番目、「魅力ある学校図書館づくりについて」 

  大阪府における学力・学習状況調査の結果では、「読書が好き」だと答えた子どもの

割合は､日常の読書時間数、国語が好きな子どもの割合のいずれも全国平均よりも低く、
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それに比べコンピュータゲームや携帯式ゲーム、テレビやビデオ鑑賞に割く時間が全国

平均を上回っているという特徴があるそうです。近年の学力の低下に繋がる読解力の低

下は、読書量の低下から来ているのではないか、とも言われています。 

  また、子ども達に身近な学校図書館の実態に目を向けると、蔵書数が標準冊数に達し

ていない学校が多いことや､専任の図書館担当者の配置、静かで明るく、楽しい雰囲気づ

くりなど、総合的に子ども達が利用しやすい、また利用したくなる環境を作りあげてい

くことが重要であると思います。 

  子ども達が様々な本と出会い、心を育て、より深く「生きる力」を与えるためにも、

学習に役立てるためにも、様々工夫が大切であると考えますが、いかがですか。 

（午後２時 39 分 外村議員出席） 

教育こども部長 それでは「魅力ある学校図書館づくり」について、ご答弁申し上げます。 

  本町の児童生徒の学力につきましては、全国学力学習状況調査や島本町独自の学力学

習状況調査におきまして、各教科ともに全国平均値を上回る良好な結果となっておりま

す。一方、課題といたしましては、成績上位層と下位層に開きが見られることや、「学

習への意欲」「学級力」など、意識調査の結果が平均値を下回っている点があげられ、

子どもたちの読書への意識についてはあまり高くないことが、学校自己診断等からも伺

えます。 

  「読書力」を育てることは、学力向上の基盤となることは言うまでもなく、生涯を貫

く「生きる力」の育成にも繋がり、学校図書館の役割は大変大きく、学校図書館は教育

現場にある図書館としての大切な役割とともに、授業ができる「学びの場」の役割も担

っております。そのため、学校図書館の学びの場としての環境づくりもさることながら、

どのような資料を整え、子どもたちにどうアプローチするのかが大切であると認識して

おります。 

  平成 23年度からは、「新学習指導要領」により図書館を活用した授業改革が始まって

おりますが、十分とは言い難い面もあり、本町におきましても、新しいスタイルの学校

図書館活用教育に対応した体制を備える学校づくりの推進が必要であると考えておりま

す。そのため、今年度は小学校全体で２名の学校図書館専属教員を配置いたしました。

新たに配置された小学校では、「学校図書館の環境が整いつつある」と、教職員及び保

護者、地域の方々からも評価をいただいているところでございます。 

  今後、学校図書館が「読書センター」としてだけではなく、「学習の場」として機能

しているかどうかが学力向上にも大きく関わるものと考えておりますので、学校体制が

学校図書館運営の組織化及び学力向上の一方策として狙いを明確化し、学校図書館教育

を組織的に行う必要があると考えております。そのため、今年度は、学校長を対象に「読

書と学力の相関関係」「学校図書館の活用」「管理職としての仕事」などについて、学

識経験者を招聘し、管理職研修を実施いたしました。 

- 53 -



  今後とも、学校図書館活用や読書指導にかかる状況を把握するとともに、広く住民の

皆様に知っていただくために、広報しまもとで学校図書館の様子をお知らせするなどの

取り組みも進めており、学校図書館のさらなる活用について教職員とも協議を重ね、さ

らなる充実に努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

川嶋議員  種々、ご答弁いただきました。この中の本町の学力調査から見て、学習面では

全国の平均値を上回っているというご答弁でした。 

  その中で、本町といたしまして読書に関しての子ども達の意識調査、島本町の子ども

達の読書に関する意識調査の現状と分析というのは､具体的にはされてないんでしょう

か。 

教育こども部長  子ども達に対しましては、今回、町の図書館のほうが中心となって、子

ども読書活動推進計画というのを策定しておりますが、こういった中でも、これまでの

子どもの図書を借りる冊数であったり、そういう推移が掲載されておりまして、その辺

を評価したり、学校の図書館教諭と連携をして、少しでも子ども達が読書に興味を持つ

ようにということで進めております。 

  そういった中で、今年、先ほどもご答弁申し上げましたように小学校には、４校ある

小学校のうちで２名の配置でございますけども、専属の図書館教諭を配置しております

ので、その専属の図書館教諭が中心になって、担任とも連携をしながら、どうしたら子

ども達がもっと本を読んでくれるかというような、いろんな情報交換もしながら、取り

組みを進めているところでございます。子ども達にも図書館、学校の図書室について、

どういうイメージを持っているかというような、そういうニーズも把握しながら、今後、

子ども達が何を望んでいるかということを十分把握して、より学校図書館が充実し、多

くの子ども達が利用してくれればなというふうに思ってますので、引き続き取り組みを

進めていきたいと思っております。 

  ちなみに、学校図書館で平成 25年度に調査をいたしました。子ども達がどれぐらいの

本を借りているかということなんですが、やはり学校によって、１人当たり何冊借りて

いるかというのが非常に差がございます。小学校で言えば、１人当たり年間を通じまし

て 23 冊のところもあれば、84 冊借りている学校もあるということでございますので、

学校によって借りる子どもの意欲が異なっているということですので、その辺について

は、先ほどご答弁で申し上げましたが、やっぱり組織的な取り組みとして､学校で読書の

習慣をつける場を設けるなど、そういうことをやっていく必要があるんではないかなと

思っております。 

  以上です。 

川嶋議員  様々、違いは学校によってあるのはほんとに当然だと思っているんですけれど

も、国におきまして、平成 24年度から 28年度まで「学校図書館図書整備５ヵ年計画」
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というのが実施されておりますが、本町において、その活用についてはどうされている

のか。また、実態や見通しなどは何かあるのか、お答え下さい。 

教育こども部長  「図書館整備計画」につきましては、先ほど来ご答弁申し上げてますよ

うに専任教諭で司書教諭を配置するということで、目標としては各学校１名の専任の司

書教諭を配置したいという目標はございます。ただ、今回も財政的に厳しい面もござい

ます。そういった中で、現在、中学校は２校に配置できておりますし、あと小学校で今

２名、あと第四小学校に１名おるんですけども、その配置については大阪府のほうから

の配置ということで、いつまでこれも続くかわからないということで、一定、今年度で

終わりということはあるんですが、その辺も見据えて各学校に専任の職員を置いていき

たいということと、あと図書をどれだけ置くかということでございますが、現在、国の

「学校図書館の図書標準」というのが示されております。これと比べますと、小学校に

おいてはすべて 100％を超えておる状況にございます。ただ、中学校におきましては、

第二中学校はクリアしておりますが、第一中学校では９割程度に止まっているというこ

とで､一部、中学校で蔵書数が標準を下回っているという現状にありますので、この辺も

一定、超えるように努力をしていきたいと思っております。 

  近隣の自治体なんかの状況も聞きますと、島本町では学校図書館の蔵書数というのは

非常に充実はしている状況にあると、私も認識をしております。毎年、予算的な部分も

一定つけておりますので、そういった面ではクリアできていくのかなと。あと、ボラン

ティアさんとか町の図書館との連携、こういった部分、これまでもボランティアさんに

よる読み聞かせなんかは各学校でもやっていただいてはおります。それと、町立の図書

館から貸出のために図書を持って学校を訪問するといったような事業も実施しておりま

すので、そういったことは継続して実施していきたいというふうに思ってますので、そ

ういった意味では、一定、方向としては国のその整備計画に沿った形で、順調に進んで

いるのではないかなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

川嶋議員  蔵書数とかも一定クリアされているということで、中学校においては第一中学

校が少し少ないかなという形になっている、ということでありました。 

  その中で、例えば小学校なんかですと、ほんとに子ども達が探したい本がすぐ見つか

るように工夫された配置になっているのか。また古い図書の整理とか入れ替えですね、

また傷んだ本とかの補修、そういうものに関しましては､これというのは定期的に点検も

され、今は専属の方が図書館にはいらっしゃるので、その点はできているのかなと､今年

度からはと思っているんですけども。今までは、その点にはどのようにされていたのか、

これからもそれをどのようにされていくのか、お聞かせ下さい。 

教育こども部長  図書の整理であったり廃棄につきましては、当然、これまでも学校の組

織の中では１名の図書教諭というのをつけておりましたが、担任を兼務してたりして、
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なかなか図書館だけには関われないという現状の中で、本の整理であったり古い本をど

うするかといったことについても、なかなか手が回らなかったのが現状でございます。 

今回、新たに配置できました職員を中心に、定期的に、その学校だけではなしに、町

全体の中でよりよい取り組みができるようにということで､定期的に集まって､他市の先

進事例なんかも含めて聞きながら、学校図書館をより充実していこうということで進め

ておりますので、そういった点については今後も引き続きそういう会を定期的に持つの

と、また学校の管理職、先ほどご答弁申し上げましたけれども、管理職への研修を今年、

実施をいたしました。より学校図書館、あるいは図書の必要性について、管理職の方々

も認識をしていただいたというふうに思っておりますので、管理職も一緒になって､この

取り組みはさらに進めていきたいというふうに思っております。 

川嶋議員  その点も、日頃のそういう図書館の中というのも点検をされることもとても大

切だと思いますし、やっぱり図書のきれいに整理されている中での、子ども達が借りよ

うと思う気持ちになるような､そういう状況に持っていくのも大切かと思います。 

  その中で、今の学校図書館の雰囲気づくり、子ども達が、そこで本が読んでみたいっ

て、本当に集まってこれるような雰囲気づくりになっているのか。また図書館の中も、

子ども達がゆったりと、ほんとに自由に読書ができるような、そういうスペースづくり

もできているのか。そういう点について、お聞かせいただきたいと思っております。 

教育こども部長  図書館に来たいと思えるような図書館づくりということで、これまで、

行きたくても開いてない時間があったりとかいうことがあった部分については、一定、

これまで以上に改善はできたかなと思っております。ただ各図書館、それぞれいろんな

工夫をされて、新刊が入ったときには目立つところに置いたり、関連する資料は同じよ

うなところに配置をするなどして、いろんな工夫はされているというふうに思っており

ます。 

  これらの雰囲気づくりというのは非常に大切だと思いますし、子ども達が来たいと思

うような図書館でなければならないというふうに思いますので、その辺については、そ

れぞれ各学校でのやり方もあろうかと思いますけども、先ほど申し上げました担当者、

あるいは管理職も含めて、その辺のいいところをそれぞれの学校が取り入れていくとい

うような姿勢で、今後進めていきたいなというふうに思っております。 

川嶋議員  ぜひとも、やっぱり小学校は、１年生から６年生までという幅広い年代の子ど

も達がおります。その点で、体の大きさ、それとかいろんな心の成長段階、いろんな意

味で、まだまだ差がある小学校の６年間だと思いますし、そういう意味で、１年生から

６年生までの子どもが本当に、その辺でしっかり、ゆったりと利用がしやすいような雰

囲気づくりをしていただきたいと思いますし、例えば、その読書するスペースを、ちょ

っと下にベタッと座れるような状況とか、ゆったりとそこで本が読めるとか、そういう

スペースづくり、そういうようなのもあればいいのではないかなと思ったりもしている
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んですけれども、そういうようなのをされてる図書館というのは、実際、学校の中には

あるんですかね。 

  それと、あと学習とか情報収集のために､例えば何かを調べる、調べ学習とか、いろん

な意味で子ども達はやっておりますけれども、そういう授業等にも役立つ図書館づくり

に、しっかりと学校図書館もなっているか。また配置とかも、そのように子ども達が見

て、一目瞭然で調べ学習に入れるような状況に図書館の本の配置も工夫されていたりと

か、そういうところで､ご答弁ではまだまだ不十分とかいうところでおっしゃっていたと

は思うんですけれども、先ほど町立図書館との連携もされてるとのことでした。 

ある自治体におきましては、学校図書館の専属の方が、その学校に必要な図書を、自

治体の図書館のほうへ行かれて、それをちゃんと選別して専門教師の方が持って帰って

こられるという、そういうこともされておりますし。それは先ほどおっしゃった先生と

の連携とか､そういうなのが必要かとは思うんですけれども、学校から必要であると言わ

れなければ、それもできないかとは思うんですけれども、そういうところの細かい連携

ですね、そういうところまでは具体的には取れているのか、お聞かせ下さい。 

教育こども部長  まず、学校図書館のスペースということでございますが、当然、テーブ

ル、椅子があるのは基本なんですけども、それ以外にも当然、各小学校では週に１回、

図書の時間なんかがありまして、図書室で勉強する機会もありますので、そういった際

には､全員分の机は当然ありませんので、スペースとしては、いろんな形で活用はされて

るというふうに思っております。 

  あと、学習あるいは情報収集ということで、授業に役立ててもらうということで、専

任のそういう司書がいることによりまして、担任と連携をしまして、必要な資料であっ

たり、本が必要であれば､それを整えて授業に役立てるというような連携が今後もより深

まっていけば、それがベストな形ではないかなと思っております。図書館司書がずっと

図書室にいるだけではなくて、本町は今回採用しましたのは教員免許も持っております

ので、授業の中にも一緒に入って、そういう学習ができないかなということを今、模索

している段階であります。 

  また、町立図書館との連携ということで、それも､よその事例ではよく聞きます。必要

な図書を、その司書が図書館から借り受けて､授業に間に合うように手配をするというよ

うなことも聞きますので、そういったことも今後どんどん拡がっていけばいいなと思っ

ておりますので、その辺については先ほど来ご答弁申し上げておりますように、担当者

で十分協議をして、よりよいやり方、今、すべての学校に配置されているわけではあり

ませんので、その辺は工夫をしながら、平等に各学校での体制づくりが作れるように考

えていきたいと思っております。 

  以上です。 

川嶋議員  できるだけ、せっかくほんとにそういう専属の図書の先生をつけられたという
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ことですので、存分に活かしていかなければならないと思いますし、お願いいたします。 

  それと、現在、朝の 10分間読書というのは、各学校の状況はどのようになっておりま

すでしょうか。 

教育こども部長  朝読書に関しまして、現在、中学校２校は毎朝実施をしております。小

学校におきましては、第一小学校で毎朝、朝読書をやっております。あと第二・第三・

第四小学校につきましては、年３回の読書週間、約２週間設けておりますけども、その

期間、朝読書を実施しているということで、この３校については毎日という状況ではご

ざいません。 

  以上でございます。 

川嶋議員  これっていうのは、町内として全体的には統一はできないものなんですか。こ

れっていうのは、各学校が決められるようになっているんでしょうか。 

教育こども部長  一定、そういう学習の部分については、まず各学校長を筆頭に、学校の

考え方もございます。すべて読書にするのがいいのか。中には漢字をやったり計算をや

ったりということで、各学校の学力的に見て弱い部分であったり、そういったことも勘

案されて、校長先生のほうで一定考えられているというふうに思っておりますので、一

概にすべて朝は読書に使いなさい、ということは、ちょっといいのかどうか。教育委員

会としては、今、その学校図書館の充実であったり、本を読むということの必要性につ

いては十分認識はしておるんですけども、その辺は今後、学校長の考え方も聞きながら、

全町的に実施できるのかどうかも含めて、検討していきたいと思います。 

川嶋議員  これはぜひ、全町統一をしていただきたいなと、強く要望したいものでありま

す。確かに算数、計算とか漢字とか、これも大事なことではあります。でも、朝のその

10 分間というのも、すごく､その日の脳の活性というんですか、計算とか国語とかが駄

目だとは言ってないんですけども、やはり集中する意味で､読書というのもすごく意味が

あると聞いておりますので、朝のたった 10分なんですけれども、みんなが同じようにそ

うやって進めていけるようなふうに進めていっていただきたいなと、切に要望したいと

思うんですけれども。また、漢字とか計算というのは、これも授業の準備かも知れない

んですけれども、毎日、宿題にありますよね。毎日の宿題の中に漢字とか計算というの

は､家に帰ってから、子ども達は宿題でやるとは思うんですけれども、そういう点におい

て、この違いがなんであるのか。私もちょっと意味がわからないんですけれども、学校

長の判断で決められているということで理解したんですけれども、ぜひとも朝の 10 分間

読書、町全体として進めていっていただきたいなと思っておりますので、その点のお考

え、ちょっとまた聞かせていただきたいと思います。 

  それと、あとは子ども達がほんとに朝の 10分間読書もそうですけれども、何せ本にで

きるだけ親しんでいく。いろいろな本の貸し出し数も先ほどおっしゃっておりましたけ

れども、これは１人 20 何冊とか､何十冊と借りている子は､それはそれで習慣的にはつい
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ているとは思うんですけれども、その中には全然やっぱり触れてない子もいたり、とっ

ても少ない子もいたり、そういう中で差が、全体、いろいろほんとに一人ひとり見て見

れば、そういう差があるんではないかと思うんです。 

そういうところで、これもいろんな自治体でもやられているんですけれども、小・中

ともにあわせまして、一人ひとりに各１冊の読書ノートみたいなのを渡されている自治

体もあります。これを１年間励みにして、子ども達は、その１年間の中に記入していく。

自分はどれだけ今年借りた、読んだかって、その中に感想文も書けたりとか、そういう

ようなものも作られているところもありますので、そういう意味で、子ども達の意識を

また深める意味で、また本と日常触れあえるような意味で、それは図書館整備も大事で

ありますけれども、その点についてもしっかり進めていっていただきたいなと、これも

一つの提案と要望です。 

  あとは、図書館の専門の方ですけれども、これもぜひ各校に１名ずつつけて、ほんと

にそれを実現させていただきたいなと思っておりますので、その点の要望をしっかりと

させていただきたいと思います。これに関しては、質問をこれで終わりたいと思うんで

すけれども、それに関して答弁だけ、お願いします。 

岡本教育長  川嶋議員おっしゃっておられることは十分理解できるわけですけれども、基

本的に教育課程の編成権は学校長にありますので、子どもの実態を踏まえて教育課程を

どうするかということは、学校長の一つの権限としてありますので、ご趣旨に沿った形

での協議はやっていきたいと思いますけども、基本的な部分は、あくまで学校長にお任

せをしたいというふうに思います。 

  それから、いろいろおっしゃっていただいた読書ノート等につきましては、これも担

当のほうを通じて学校と協議を図っていきたい。いずれにいたしましても、島本町の子

ども達の読書量、数は、年々、統計で上がってきておりますので、体制も含めて、そち

らにプラスの方向で動いているんだろうというふうに認識しておりますので、今後とも、

そのいい状態を落とさないように、学校を含めて連携をして強めてまいりたいと思って

おりますので、ご理解賜りたく思います。 

  以上でございます。 

川嶋議員  ぜひとも、子ども達が集まる、子ども達のための魅力ある図書館づくりを、整

備をしていただきたく思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  次の質問に行きます。２番目「共生社会を目指すまちづくりについて」 

  少子高齢化は今後も一層進展し、65 歳以上の人口は 2015 年には 3,395 万人、団塊の

世代が 75歳以上になる 2025年には 3,657万人に達すると見込まれております。そのた

め、社会保障経費の増大は大きな課題であり、健康で、元気に、生きがいを持って暮ら

せる町を実現するために､地域コミュニティの一層の充実を図る必要があると考えます。

そこに住む人びとが、互いの顔が見え、支え合うことにより、新しい生きがいや､さらな
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る健康を生み出して､笑顔が絶えない人の輪の構築がますます重要であると思いますが、

お考えをお示し下さい。 

  また、本町の高齢化率の推移から、今後の展開をどのようにしていかれるのか、お考

えをお聞かせ下さい。 

健康福祉部長 次に、２点目の「共生社会をめざすまちづくり」につきまして、ご答弁申

し上げます。 

  近年の少子高齢化の進展により、地域社会を取り巻く状況は大きく変化をいたしてお

ります。本町の高齢化率につきましては、平成 21年度の 20.1％から平成 26年度には 23.8

％と、５年間で 3.7 ポイント増加しており、後期高齢化率も 8.6％から 10.1％と、1.5

ポイント増加しております。また、大規模な自然災害が発生した際の要援護者の安否確

認をはじめ、ひとり暮らしの高齢者が増加する中で、地域における見守りや発見、必要

な社会資源への繋ぎといったセーフティネットの確立や、そのあり方等について、これ

まで以上に対応が求められております。 

  本町では、平成 15年度に「島本町地域福祉計画」を、平成 20年度に「第２期島本町

地域福祉計画」を策定し、関連施策などを通じまして地域福祉の推進に努めてまいりま

した。本年３月には、第１期及び第２期の基本理念及び基本目標を継承しつつ、社会情

勢の変化やアンケート調査結果から見えてきた課題やニーズを踏まえまして、平成 26

年度から平成 30年度を計画期間とする「第３期島本町地域福祉計画」を策定いたしまし

た。 

  地域における多様な福祉ニーズや課題に対応するため、公的な福祉サービスの充実は

もとより、地域住民自らが「地域福祉」の担い手となって、行政や社会福祉協議会・関

係機関などと連携・協働し、支えあい・助けあうことができる仕組みづくりを積極的に

進めてまいりたいと考えております。 

  その中でも、ご質問にございます「地域コミュニティ」につきましては、本町のよう

な小規模自治体におきましても、核家族化の進行や生活様式の変化などにより、近所付

き合いが希薄化いたしております。アンケート調査結果におきましても、地域での助け

合いを活発にするために最も重要なことについては、「近隣や地域におけるあたたかな

人間関係の構築」となってございまして、近所で互いに支え合い、助け合って生活がで

きる関係を再構築するために、交流の場や機会の充実を図ることが大変重要であり、ま

た新たな取り組みを行う地域団体などへの支援も、これからの重要な課題であると、こ

のように認識をいたしております。 

  次に、「本町の高齢化率の推移から、今後の展開について」のお尋ねでございます。 

  本年は「第５期島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画」の最終年度となり、本年

度中に平成 27 年度から平成 29年度までの３年間を期間とする「第６期島本町保健福祉

計画及び介護保険事業計画」を策定いたします。現在、国におきまして介護保険制度改
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革の議論が進んでおり、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年を目途に、要介護状態や

認知症となっても住みなれた地域で住み続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・

生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が検討されております。 

  本町におきましても、国の動向を注視しつつ、住み慣れた地域で、安心して生活がで

きるような地域コミュニティの構築に向けまして、本町の状況にあった内容で検討を行

ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

川嶋議員  「共生社会を目指す」ということで、ほんとに人の輪がこれからどんどん大事

になっていく、人の目とか、そういうところが大切になってくる年代を迎えるというこ

とでありますけれども、この中で高齢者の単身世帯、これもちょっとあわせまして、こ

の増加の現状と今後の課題、そういうようなものは分析されているか、お答え下さい。 

健康福祉部長  高齢者ですけども、年々増加をしておるのは、先ほどご答弁申し上げたと

おりでございます。本年の６月１日現在の高齢者の人口でございますけども、7,366 人

おられまして、高齢化率は 24％となっております。年々増加する中で、町といたしまし

ては､特にひとり暮らしの高齢者の方の施策といたしましては、しまもと安心ボトルを配

布させていただいたりですとか、緊急通報装置を設置するですとか、あとは社会福祉協

議会に委託をさせていただいておるんですけども、「愛の一声事業」とか「巡回訪問サ

ービス事業」、このような事業を行いまして、ひとり暮らしの年長者の方が安心して住

んでいただけるような施策につきましては、現在、取り組んでおるというような状況で

ございます。 

  以上です。 

川嶋議員  今、この高齢者世帯の中で、単身世帯の方はどれぐらいの割合を占めているの

かはわかりますか、すいません。 

  島本町は、単身の高齢世帯の方に関しましては先ほどおっしゃいました安心ボトルと

か、様々な施策を行いながら、見守っていきながら、そしてまた民生委員さんを通じて

の声かけをされながらとか、様々ございますけれども、今後、ますます高齢者の方の単

身世帯、例えば昼間の単身の方、昼間、一人でいらっしゃる高齢の方もいらっしゃると

思います。そういう方々の、今、安心ボトル、これは家の中での緊急時の把握として、

その方の情報がボトルの中に書かれているという状況でありますけれども、外出された

際、単身の方とか、またこの中でも持病を持たれている方とか障害のある方とか、たく

さんいらっしゃると思うんですけれども、そういう外出時の対策、そういう点について

も､ちょっとしっかりと考えていただきたいなと思っているんですけれども。 

  これも、ある住民の方の声もあがって来ておりますし、ほんとに持病を抱えている方

というのはすごく不安に思われております。また、そういうところで一回、この間、「命

のネックレス」というのを提案させていただきましたけれども、財政面、いろんな形が
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あるかと思うんですけれども、その点についてもしっかりと協議等、研究をしていただ

きたいなと思っておりまして。その中の一つ、また新しく提案させていただきたいんで

すけれども、財政上、様々な観点があるかとは思うんですけれども、「命のパスポート」

ということで、カード式のものに､そこに全部、その人の情報を記入し、常に財布の中と

かに外出時は入れておいていただくということで、そういうふうなことも各全員に、こ

の対象者の方には全員に配布をされているそうです。そういう流れで製作をされている

自治体もありますので、ぜひともその点、また協議していただければと要望させていた

だいておきますが、また答弁、よろしくお願いいたします。その点について、お願いし

ます。 

健康福祉部長  まず、ひとり暮らしの高齢者の方でございますが、これは住基上の独居世

帯につきましては、現時点では 1,725人、いらっしゃいます。昼間の単身者、日中独居

という形で呼ぶと思うんですけども、この方についてはなかなか把握ができない状況で

ございますけども、しまもと安心ボトルにつきましては、そういう日中独居の方にも対

象を拡大いたしまして配布はさせていただいておりますので、そういう意味合いで、十

分ご活用いただきたいというふうに考えております。 

  それから、「命のネックレス」という、鈴鹿市で実践されているやつやったと思うん

ですけれども、以前からご質問等いただきまして検討はしておったんですけども、なか

なか財政的にも難しいような状況もございます。新たにカード式のやつで、そういうと

ころをやっている自治体があるという、今、ご質問がありましたので、また詳細な内容

等につきまして教えていただきまして、その辺、研究はしてまいりたいというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

川嶋議員  ぜひ検討をしていただき、家の中も、また外へ出られたときも、安心して外出

もできる、そのような仕組みづくりを、ぜひともしていただきたい、このように要望し

ておきます。 

  また、先ほどから言っておりました地域の輪とか、これからますます地域の絆という

のも大切になってくると思っています。そんな中で、本町といたしまして、今後、これ

から高齢化がどんどん進んでいく中で、日本の中でですけれども、やはり全体的に「無

縁社会」というのも取り沙汰されておりまして、家族や親戚の方との血縁とか､地域との

地縁、会社との社縁、このいずれも全部失って孤立化してしまう人も増えていると。ま

た高齢化も進んでいく中で、そんな中で、先ほどもありましたひとり暮らしの方も増え

ていき、その中で孤独死も増えているという、これも非常に大きな最近の問題にもなっ

ておりますし、その中でまた認知症の方の問題も、これから大きく、これも課題となっ

てきている中で、最近、ニュースでよく耳にしますけれども、認知症の方の行方不明の

方ですね、徘徊の中で行方不明になられている方がたくさんいらっしゃるという報道も
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耳にしておりますが、島本町におきましての、この認知症の方の徘徊者、その中で対策

はどのようにされているのか。それとまた行方不明者という方というのは、実際に島本

町では把握の中ではいらっしゃるのか。その点について、お答え下さい。 

健康福祉部長  まず、認知症に関する行方不明の方のお尋ねでございますが、これにつき

ましては、これまで、そのような事例があったということは聞いておりません。 

  それから、認知症の徘徊に対する対策というお尋ねでございますが、まず認知症の取

り組みにつきまして、ちょっと、ご答弁をさせていただきたいと思います。 

  これまでも議会等でご答弁、いろいろさせていただいておりますけども、本町では、

まず認知症サポーターという形で､認知症のイロハを知っていただくという形での取り

組みをさせていただいておりまして、６月時点で 1,231人の方に受講をしていただいて

おります。そのうちキッズサポーター、これは小学校の４年生を対象に実施しておりま

すが、385 人という状況でございます。今年度につきましても、ふれあいセンターで一

般の方を対象にしたりですとか、あとは出張講座で、いろんな団体さんからご要望があ

ったりとか、サロン等の要望に応じて出向いてやっていきたいというふうに考えており

ます。キッズサポーターにつきましても同様に、引き続きやっていく予定でございます。 

  今後の取り組みでございますけども、まずは認知症地域支援推進員の配置ということ

で、これにつきましては平成 29 年度までに配置をしたいと考えております。この推進員

につきましては、医療機関や介護サービス、それから地域の支援機関を繋ぐコーディネ

ーターとしての役割を担うもので、保健師でありますとか看護師、それから社会福祉士、

介護福祉士、作業療法士等の資格を持っている方に、こういう推進員という形での配置

を､今後、検討していきたいというふうに考えております。 

  それから、徘徊ＳＯＳのネットワーク、これは委員会の調査研修でも、九州の大牟田

市へ研修をさせていただいて、私も同行させていただきましたけども、あちらでやって

おられるような徘徊ＳＯＳ、これは当然、事業者のいろんなところもお声かけをさせて

いただきまして、この実施に向けた検討をしてまいりたいと思います。 

  それから、見守りネットワークということで、これも商店、事業所等の方々との連携

を図りながら、今、ご質問がありました徘徊になっておられる方が、万が一、そういう

方々がおられる場合はお声かけ、それから連絡等ができるような､そのような態勢を今後

検討していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

川嶋議員  様々、今後の対策について、展開について、ご答弁いただきました。ぜひとも

きめ細かな策、施策ですね、ぜひとも進めていっていただきたいと思っておりますし、

そして今、地域包括ケアシステム、これに向けても、国のほうでもこれは進められてい

ることでもありますし、今後、この地域包括ケアシステムの中にも様々なこういう介護

に関するものとか、認知症に対するものとか､そういう施策もどんどん盛り込んでいくよ
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うな状況になるかとは思うんですけれども、またその中にも「地域」を、いろんな大き

な意味では、今おっしゃいました地域の支援推進員さんとか、徘徊ＳＯＳのネットワー

クづくりとか、そういうところではありましたけれども、個別の、例えば自治会単位と

かで、集合住宅のところとか、そういうところでも様々高齢化が、特に集合住宅でも高

齢化が進んできておりますし、その点の「地域」も含めて、その点の対策、きめ細かな

支援策が何かできるものがないかということも、しっかりと協議をしていただいて、盛

り込んでいっていただきたいなと思っておりますので、その点についても要望をいたし

ておきます。 

  以上で質問を終わりたいと思いますが、今の点についてのご答弁だけ、よろしくお願

いします。 

健康福祉部長  今、ご質問ございました地域包括ケアシステムですね。これは今、国のほ

うで種々議論がなされていると思いますが、今、議員がご提案いただきました、まさに

地域での生活支援サービスの提供イメージということで、市町村単位でありましたり、

小学校区の単位、あるいは自治会単位の中で、そういう交流サロンでありますとか家事

援助、声かけ、コミュニティカフエ、配食見守り等の、そういうことを民間企業であっ

たりＮＰＯ、あるいは社会福祉法人やボランティア、そういう緩やかな連携のもとにや

っていくという、そういう内容のほうも明記されておりますので、これらの内容につき

まして本町の介護保険の事業計画の中に入れていって、今後、本町でもそのような部分

を検討していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

平井議長  以上で、川嶋議員の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

（午後３時 27 分～午後４時 00分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、外村議員の発言を許します。 

外村議員（質問者席へ） それでは通告書に従いまして、２点、質問いたします。 

  １点目．「大阪府からの事務の権限移譲について」 

  大阪府は、地方分権改革ビジョンに基づいて、平成 22 年度から市町村への権限移譲を

３年計画で進めてこられました。本町も、その方針に従って、府と協議のうえ､府から提

案があった 76 事業のうち 40の事業を権限移譲する計画で進めてこられたと認識してお

ります。しかしながら、今回の旅券発給事務の移管という住民の利便性に直接関わる問

題に直面するまで、正直言いまして、私、個々の具体的な事務事業移管につきましては

深く関心を持っておりませんでした。この点は私、深く反省しております。 

  そこで、以下、質問します。 

  ①点目．本町は、現状、旅券発給事務を除いて大阪府から提案のあった 76事業のうち
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40 事業しか受けていませんが、この権限移譲計画は今後とも継続して進められるのでし

ょうか。他にも、第２フェーズとして新たな追加事務を提案されているようですが、今

後の本町の方針と予定をお聞かせ下さい。 

総合政策部長 それでは、外村議員の一般質問につきまして、ご答弁を申し上げます。 

  まず、１点目の「大阪府からの事務の権限移譲」に関するご質問のうち、①の「権限

移譲計画について」でございます。 

  平成 22 年３月に策定をいたしました「権限移譲実施計画」につきましては、平成 22

年度から平成 24年度の３ヵ年の計画となっておりまして、本計画につきましては、すで

に期間を満了いたしております。 

  なお、大阪府におかれましては、現時点におきましても未移譲となっている事務のう

ち、未移譲団体が５団体以下の事務や、移譲による効果が比較的高いと思われる事務を

重点取り組み事務と設定をされ、今後も市町村への権限移譲を進められる予定でござい

ます。 

  また、第２フェーズといたしまして、本年４月に新たに権限移譲候補事務が大阪府か

ら示されております。現在、本町におきまして、先にご説明を申し上げました第１フェ

ーズの３ヵ年の未移譲事務とともに、新たな事務の移譲の可否等につきまして調査・検

討を進めているところであり、限られた職員の中ではございますが、事務の内容等を精

査のうえ、積極的に検討してまいりたいと考えております。 

  なお、第２フェーズとして示された事務につきましては、今般、各市町村の発意によ

って、平成 27 年度から平成 29年度の３ヵ年におきます新たな「権限移譲実施計画」を

策定することとされております。本町におきましては、本計画を策定するかどうかにつ

きましては現時点では決定しておりませんが、今後、他の自治体の状況等を踏まえ、方

針を決定してまいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

外村議員  ご答弁、ありがとうございました。 

  そうすると、本町では、この計画では 23年・24年度で大体終わっているんですけど、

横棒になっているやつは､今後、新たに検討して、受けるか受けないかを決定していくと

いうことでよろしいんでしょうか。 

総合政策部長  第１フェーズで示された事務のうち、まだ移譲を受けていない事務を含め

まして、今後、第２フェーズの事務の内容とともに検討してまいりたいというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

外村議員  わかりました。 

  ところで、この旅券発給事務の移譲については当初入ってなかったわけですが、これ

はいつ頃、どういう形で本町に打診があったのですか。時期と、形を教えて下さい。 
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総合政策部長  移譲の時期につきましては、今回の権限移譲計画の中では、この旅券発給

事務というのは別枠で設定をされておりました。これについては平成 17年から、その事

務移譲計画が進められておりますが、本町が移譲を受けましたのは平成 19年からの事務

移譲になっております。その際にも、今後、パスポート事務について事務移譲を検討し

たいというふうな説明がございましたが、具体的には平成 24年度に入ってからであった

というふうに認識をいたしております。 

  以上でございます。 

外村議員  はい、わかりました。 

  ②点目．本町が移譲を受けた 40という事業の数は、府下 10 町村の中でも極端に少な

い数ですが、それはどういう理由なのか。何か、本町特有の事情があるのか、また方針

があってのことなのか、お聞かせ下さい。 

総合政策部長 続きまして、②点目の「移譲を受けた事務事業数が少ない理由について」

でございます。 

  大阪府からの権限移譲の受け入れにあたりましては、事務の専門性や権限移譲に伴う

事務負担、また住民生活の向上にどの程度繋がるのかなどを総合的に勘案し、決定をし

てまいりました。 

  なお、本町で平成 22 年度から平成 24年度までの３ヵ年で移譲を受けた 40事務につき

ましては、すべて町単独で事務移譲を受け入れております。しかしながら、大阪府内の

他の町村におかれましては、効率的かつ効果的な行政運営を進めるという観点から、主

に広域連携によって権限移譲を受け入れておられます。本町におきましても、今後、広

域連携が進むことになれば、移譲事務数も増加していくのではないかというふうに考え

ておりますが、大阪府からの事務の移譲及び広域連携の是非につきましては、今後、慎

重に検討していく必要があるものと考えております。 

  以上でございます。 

外村議員  ③点目に移ります。権限移譲を受けるに際して、本町の基本方針に「住民生活

の向上に繋がる事務については､できるだけ移譲を受ける」としていますが、残る 36事

業の中にどういう事業があるのか、具体的にお示し下さい。 

総合政策部長 続きまして、③の残る未移譲事務は、住民生活の向上に繋がるのか、そう

いう事務なのか、というふうなご質問でございます。 

  平成 22年３月に策定をいたしました「権限移譲実施計画（案）」の基本方針に記載を

しておりますとおり、住民生活の向上に繋がる事務につきましては、できるだけ移譲を

受け入れたいとの方針で、身体障がい者相談員・知的障がい者相談員への相談等業務の

委託や、また精神障がい者相談員への相談等業務の委託などの事務について、移譲を受

けてまいりました。 

  なお、まちづくり、また土地規制に関する分野並びに公害規制に関する分野の移譲候
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補事務につきましては、その事務の遂行にあたりまして環境職や建築職などの専門職が

必要となってまいります。しかしながら、本町は専門職の職員数も限られており、権限

移譲の受け入れにあたりましては課題が多くございます。また、そのような事務につき

ましては直接住民サービスに繋がるものではなく、比較的法人向けの事務であることな

ど、総合的に勘案をし、権限移譲を希望しなかったものでございます。 

  以上でございます。 

外村議員  わかりました。私の認識では、府内 10 町村の中で、島本町というのはリーディ

ング町だと思っております。 

そういう中で、他の町村が受けているにも関わらず、うちがまだ受けてないというの

はたくさんございます。例えば、身体障害者手帳の交付、これなんかはもう豊能町、能

勢町、太子町、河南町、千早赤阪村、すでに移管を受けておられますし、精神障害者保

健福祉手帳の交付なども同じような状態で、障害者福祉サービス事業所の指定などは全

町村が受けているのに、うちだけが受けてない。また指定居宅サービス事業の指定だと

か、社会福祉法人の設立認可など、たくさんございます。この辺が、私としては専門性

があると言うんであれば、他の町村には専門性のある職員をちゃんと抱えているのか、

うちだけが抱えていないのか。その辺、どういった事情なのか、説明下さい。 

総合政策部長  現在、移譲を受けてない事務について、今、ご指摘がございましたが、確

かにそういった専門性のある事務につきましては、他の町村ではほとんど広域で実施を

されております。単独の町村で実施ということではなしに、広域的な形で、専門職も含

めて対応されておるというふうなことでございますので、本町についても、そういった

内容については今後検討していく必要がある、このように考えております。 

  以上でございます。 

外村議員  今のご答弁でいくと、豊能町、能勢町は、どこと広域やっているんでしょうか。 

総合政策部長  ちょっと今、確かな記憶がございませんが、豊能町、能勢町におかれまし

ては箕面市また池田市、豊能地区の自治体で――すべての事務ではございませんが、そ

の事務の内容によっては広域で実施をされておる、このように認識をいたしております。 

  以上でございます。 

外村議員  ということは、今、申し上げたような事業は､うちはまた高槻市にお願いすると

いうふうなスタンスでお考えなんでしょうか。 

総合政策部長  極めて専門性の高い事務につきまして、専門職としての雇用はないという

ふうなことでございますので、今後、そういった内容が単独で可能なのかどうか。そう

いう職員を採用して実施するということも一つあると思いますし、高槻市との事務委託、

広域連携による手法も一つである､このようには考えております。 

  以上でございます。 

外村議員  時間ないので、次の④点目に行きます。 
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  もう一つの権限移譲の基本方針の中に、「多くの移譲候補事務が隣の高槻市と連携し

て移譲を受けることにより行政効率が確保されると考えている」というようなところが

ございますが、具体的にどのような事務を想定されているのか。改めて、お示し下さい。 

総合政策部長 続きまして、④の「高槻市と広域連携して移譲を受けることを想定した事

務について」のお尋ねでございます。 

  移譲事務のうち、比較的専門性の高い事務などにつきましては、スケールメリットが

あり、広域連携による効果が高いものと認識をいたしております。そのうち住民生活の

向上に繋がるものにつきましては、事務移譲を受けたうえで、広域連携で実施すること

も十分検討する必要があると、このように考えております。 

  なお、高槻市・島本町広域行政勉強会に設置いたしておりました大阪版の権限移譲広

域連携ワーキンググループにおいて、平成 22 年度に、環境職など本町で採用していない

専門職が必要な事務について、様々な広域連携の可能性について調査・検討いたしまし

たが、結果的には実現に至らなかったものでございます。 

  以上でございます。 

外村議員  再々、行政効率だとかおっしゃってますけども、やっぱり住民への利便性や行

政サービスの視点がなければ意味がないと思いますが、いかがですか。 

総合政策部長  行財政運営につきましては、効率性というのは、これは当然担保されなけ

ればならないというふうに考えておりますが、一方、やはり住民サービスにどのように

資するのかということも大変重要な視点であるというふうに考えておりますので、これ

については､この両面で検討していくべきである、このように考えております。 

  以上でございます。 

外村議員  この「基本方針」、これを高槻市の方が聞いたら、何でもかんでも高槻市に事

務委託をする、こんなことが高槻市さんが聞いて、どう思われるのか、わたしはびっく

りしました。しかも、何でもかんでも事務委託して、我が町の独立性というか主体性と

いうのが全くない。ほんとにこれは高槻市にとっては迷惑千万な考え方だと思うんです

が、何かアンドを取っておられるんでしょうか。 

総合政策部長  今回の権限移譲につきましては、高槻市との事業連携ワーキングの中で検

討しておりますが、何でもかんでもということではないというふうに考えております。

町単独で実施できるものについては、町で実施をしてまいりたいということで考えてお

りますが、いわゆる行財政改革を推進している中で、非常に職員も厳しい、事務量も増

えた中で、限られた職員の中で非常に厳しい状況であるということは十分認識いたして

おりますので、現状の体制で事務移譲を受けることが困難な状況である、そういった事

務について、できたら高槻市さんのほうに事務委託ができないのかどうか、こういった

ことを検討をしてまいりたいというふうに申し入れをして、事業連携ワーキングの中で

協議を進めさせていただいたところでございます。 
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  また、先ほども申し上げましたが、まちづくりですとか土地規制とか、あと公害の規

制の関係ですね。こういったことについては、やはり環境職や建築職、そういった専門

性が必要になってまいりますので、今後、高槻市のほうで受けていただけるのかどうか

というのは今後の協議の内容によるものとは思いますが、基本的に町単独でできるもの

については町単独で受け入れてまいりました。今現在 76 事務がございますが、そのうち

40事務について、本町で事務移譲を受け入れたといったような現状になっております。 

  以上でございます。 

外村議員  この権限移譲につきましては、ただ事務が移譲されるだけじゃなくて、財源も

ちゃんと付けてされるわけですから、当然、その財源が 100 要るのに 50 しかないとかい

うような議論ありますけども、そこは別途、別の次元でちゃんと正しく要求していくと

いうことを含めて、やはり権限移譲を受けるということはそういうことですから、専門

職を採用するというのは、当然、固有の自治体の義務と思いますが、いかがですか。 

総合政策部長  事務移譲を受けるにあたりましては、当然、職員の事務負担になるわけで

ございますので、その財源の根拠としては大阪府からの交付金を活用するということで

ございますが、これは財源だけではなしに、やはり人の手当ても十分必要になってくる

ということで、例えば大阪府のＯＢの職員の方を一定期間、指導に来ていただくという

ふうなことも含めて必要であるというふうに認識しておりますし、そのように大阪府に

対しても、ご要望を申し上げているところでございます。 

  以上でございます。 

外村議員  権限移譲の財源は、人件費は一切含まれていないという認識でされているんで

しょうか。 

総合政策部長  権限移譲に伴う財源でございますが、これについては、一定の事務に対す

る人件費相当分について、交付金として交付をしていただいているという状況でござい

ます。 

  以上でございます。 

外村議員  最後に、権限移譲について、現状、近々、パスポート事務以外に高槻市の広域

連携ワーキングでやっていただこうと考えておられる事務はございますか。 

総合政策部長  今後の権限移譲のあり方についてでございますが、これまでも十分議論に

なっておりました、例えば高槻市への事務委託ということでし尿の問題、ゴミの問題、

こういったことも含めて高槻市のほうに事務委託というふうな形でお願いはしておりま

すが、なかなか具体的な進展がないというふうなことでございます。 

  府のほうで一定、その事務を例えば１件処理するのに 10 分、15 分かかる。それに伴

う人件費相当額というふうなことで交付金として交付をされておりますが、それが全く

時間内に処理できるのかどうかということになりますと、非常に難しいといいますか、

実質的にはかなり事務負担が大きいというふうな状況でございますので、そういった中
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で新たな専門職を雇用することについては非常に厳しい状況ではないかなというふうに

考えております。 

  以上でございます。 

外村議員  私がお訊きしたのは、今、権限移譲を受けようと考えている中で、パスポート

発給事務以外に何か、高槻市と連携でやろうとしている事務はありませんか、と訊いて

いるので、し尿とかゴミは別の問題です。 

総合政策部長  今後、高槻市との広域連携というようなことで、これまで議論をさせてい

ただいておりましたのは、例えば図書館なんかを広域で、高槻の市民が本町の図書館を

利用する､また本町の住民が高槻市の図書館を利用する、そういった相互利用ですね。そ

れとあと法律相談なんかは、もうすでに広域で実施をしておりますが、年１回、様々な

総合相談というふうな形で高槻市の施設を利用させていただいて実施もしております。

また、過去に例えば総合防災訓練なんかも、これも一緒にやると非常に効率的に進めら

れるのではないかなというようなことも議論はいたしましたが、なかなか日程的なこと

もあって実現に至っていないというのが現状でございます。 

  以上でございます。 

外村議員  私の質問、何回訊いてもご理解いただけない。要するに、今、76事業のうちで

残っているやつの中で、高槻市にお願いしてやろうとしているものがありますかって訊

いているんですけど。ないなら、ないと言って下さい。 

総合政策部長  具体的に 76事務で残っている事務について、今、具体的に高槻市と協議し

ている内容はございません。 

  以上でございます。 

外村議員  わかりました。いずれにしましても、行政効率だとかいう観点も大事ですけれ

ども、住民のサービスに直接繋がる事務移譲につきましては、そのつど、やっぱり受け

るか受けないかもタイムリーな情報を開示していただきたいし、議会にも報告していた

だきたいということをお願いしまして、この権限移譲については終わります。 

  ２点目．「旅券発給事務の本町への権限移譲の進め方に関して」 

  本件については、４月 21日の議員全員協議会での報告を聞いて、正直、驚きました。

それも、昨年 11 月の時点で大阪府に対して権限移譲を申請し、12 月３日には高槻市に

対して広域行政勉強会において事業連携の調査・検討をお願いしてしまっていた、とい

う事実です。そして、我々議会に対しての報告は､高槻市との広域行政勉強会の事業連携

ワーキングの報告書という形での報告であったことです。 

  住民サービスの向上という観点から、パスポートの事務を権限移譲受けることについ

ては私は歓迎しておりますが、どうも本件に関しては進め方がおかしいのではないかと

大変危惧しています。確かに、昨年 12月の議員全員協議会で、本件について広域行政勉

強会で協議するという報告はありましたが、あの時点では本町単独で受けるか、それと
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も高槻市に事務委託をするか、そのどちらがベストであるかを議論するというような説

明まではなかったように思います。 

  そこで、質問します。 

  ①点目．大阪府に対して、昨年 11月に事務移譲を申し出たとのことですが、申し出る

にあたり、庁内で事前にどのような問題点や課題があるか､あるいは費用などについて、

どこまで議論されましたでしょうか。 

総合政策部長 それでは、２点目の「旅券発給事務の本町への権限移譲の進め方」につい

てのご質問のうち、①の「権限移譲の申し出にかかる事前の議論」に関するご質問でご

ざいます。 

  これまで大阪府民がパスポートを申請・受理するには、大阪市中央区にございます大

阪府パスポートセンターまで出向く必要がございました。近くの窓口で手続きが可能に

なれば多くの住民の皆様方の利便性の向上に繋がることから、府内の各自治体におきま

しては、ここ数年、パスポートの事務移譲について、毎年受け入れが進められてきてお

るところでございます。 

  旅券発給事務の権限移譲につきましては、様々な移譲事務がある中で本町でも検討を

行ってまいりましたが、身近な窓口で手続きができることにより、直接、住民サービス

の向上に資するものであることから、事務の移譲については望ましいものと判断をし、

申し出を行ったものでございます。 

  なお、権限移譲の申し出を決定するにあたりましては、本町といたしましても直営で

実施した場合、あるいは事務委託した場合の費用対効果など調査・研究を行っておりま

した。その結果、本町単独で実施することによりまして職員の負担も少なからず生じる

ことになりますことから、新たな職員の配置や窓口スペース、日曜交付の対応などの課

題があったものでございます。 

  以上でございます。 

外村議員  昨年の 12 月９日の全員協議会で、確かに報告はありました。このときは町営鶴

ヶ池住宅跡地の売買のことがほとんどの議題でありましたので、ほんとに､ただ、こうい

うふうにしましたという報告だけでございました。 

  ただ、そのときに、これは本町でも受けることができるし高槻市に委託することも考

えています、というような説明は一切なかった。ハナから、高槻市への事務委託により

効率的な行政サービスができるということを考えて、もうすでに協議を進めているとい

うことでご報告させていただきます、こういう説明があった。なぜ、このときに本町で

もできるけども、両方検討して、検討結果は両方こうだったという説明がこのときに、

すでにもうできていたはずですけど、なぜできなかったのですか、説明を。 

総合政策部長  昨年 12月の全員協議会でご説明申し上げましたが、その際にも、何も事務

委託すると決定したものではございません。先ほども申し上げましたが、本町で直営で
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実施した場合の課題、また広域連携で実施した場合の課題と言いますか、メリット・デ

メリット、こういったことについても当然検討して、そして慎重に決定する必要がござ

います。特に、今ですと大阪府のパスポートセンターまで行っていただく必要がある。

仮に高槻で実施をしていただけるということであれば、高槻市のパスポートセンターで

パスポートが受けられるというふうなことになりますし、本町で直営で実施した場合は

本町の住民課の窓口で申請交付というふうな手続きになると思いますが、そういったこ

とも含めて、まだ決定したものではございませんので、そういう選択肢もあるというふ

うなことで､ご説明を申し上げたというふうに記憶いたしております。 

  以上でございます。 

外村議員  12月９日の全協で要点録を見ますと、確かにこのときはほとんどが町営鶴ヶ池

住宅の土壌汚染だとか鑑定の話ばっかりでして、最後に１分ほど説明があったというこ

とで、そのとき一つだけ、田中議員から「高槻市でパスポートを発行してもらえるとい

うことですか」という質問をされています。そのときに総合政策部長は、「高槻市でも、

大阪のパスポートセンターでも申請できようになり、選択肢が拡がるということです」

という回答をされています。このとき、なぜ、島本町でもできます、三つ選択肢がござ

いますと、なぜ、そういう説明がなかったのか。私はもう完全にこれは情報操作をして

いるとしか思えないと考えております。 

  もう一度、これを､なぜ、このときに島本町でもできるという話が､基本的には事務移

譲を受けるのは、まず島本町ですから、まず島本町でやるというのが第１で、第２が高

槻市への事務委託であるべきなのに、それが全然なしに、これは私も大変迂闊でありま

したけども、実は私もこの話聞いて、その年の翌年１月早々の『外村通信』でも、高槻

市でパスポート申請ができるようになった、大変喜ばしいことだ、というようなことを

書いてしまった。私は今にしてみれば、ちょっとケアレスミスだったと思ってますけど

も、誰も、ほんとにこれ、どれだけの人が知っていたのかということ、議員の中でも知

ってた人がいるか、私はほんとに疑問に思っています。ほんとに、これはあえて説明し

なかったという理由を教えて下さい、もう一度。 

総合政策部長  昨年 12月の全員協議会におきまして、田中議員からそのようなご質問がご

ざいました。その際には、大阪市のパスポートセンターに行くのか、あるいは高槻市で

もそういったパスポートが利用できるのかというふうなことでご説明申し上げました

が、当然、本来はその市町村で事務を受ける、これが事務移譲でございます。その本来

の形については、私、ちょっと当時の説明としては少し失念をしておりましたが、当然、

本町で事務移譲を受けて、その後にどういうふうな形、手法で実施をするのかというよ

うなことについて､高槻市との事業連携についての一つの手法であるというふうに、そう

いうふうに私としては申し上げたつもりでございましたが、ちょっと、その辺の説明が

少し不足をしておりました。この点については、そういった選択肢は当然あるというこ
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とで、ご理解を賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

外村議員  説明不足であったという話ですけど、説明不足じゃないです、説明しなかった

と私は思っています。 

  次、②点目行きます。なぜ、この業務をいきなり高槻市との広域行政勉強会の事業連

携ワーキングのテーマとしてあげられたのか、私には非常に理解しにくい。この動機と

狙いを教えて下さい。 

総合政策部長 ②点目の「事業連携ワーキングで取り上げた動機と狙いについて」でござ

います。 

  大阪府からの権限移譲のうち住民生活の向上に繋がる事務であり、近隣自治体をはじ

め府内の他の自治体の動向といたしましては権限移譲が進みつつあること、一方で、本

町で権限移譲を受けるにあたっても課題が生じていることなども勘案した結果、広域連

携の手法についても検討を行う必要があるものと判断をいたしたところでございます。 

  なお、大阪府の説明会におきましても、旅券発給事務の広域連携にかかる事例が示さ

れておりまして、実施するための手法の一つとして認識しており、平成 25 年 12月３日

に旅券発給事務にかかる事業連携の検討について、高槻市のほうに申し入れを行ったと

ころでございます。そして、昨年 12月９日の議員全員協議会におきましてご報告させて

いただきましたとおり、高槻市と本町が共同で実施することにより相乗効果が見込まれ

る事業につきまして調査・検討等を行うため、事業連携ワーキンググループにおいて検

討を行ったものでございます。 

  以上でございます。 

外村議員  実は、この４月 21日の全協で説明があって、平野議員から質問されてます。「大

阪府に対して事務移譲を申し出た時点で、最初から高槻市への事務委託を前提としてい

たのか」という確認をされているんですけども、そのときの答弁が､明確にその理由は答

えられてないんですけど、ただ、この場で「できれば高槻市と広域行政勉強会を行って

いるので、その場での協議､当然財政的な効果」、次のところが大事です､「住民サービ

スの点ではいろいろ議論はあると思うが、できれば広域的な形でお願いして実施をした

いと考えていた」､こういう回答をされているんですね。要するに、島本町自身、住民サ

ービスの点では非常に問題あると認識されているわけです、ここで。 

  島本町民のために働くのが皆さん方じゃないんですか。島本町民のためにならない､

私はこの利便性を考えれば、明らかにこれは島本町独自でやれる事業だと思いますし、

そんなに金もかからないと思ってますから、なぜこれ、私はほんとに動機と狙いが今ひ

とつ、さっきの回答ではわかりません。もう一度、何か他に狙いがあったんじゃないん

ですか。 

総合政策部長  今回のパスポートの事務につきましては、今、ご指摘のとおり、住民サー
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ビスというふうな観点で申し上げますと、町の窓口で申請・発給ができるというふうな

ことが､住民の皆さんにとってはワンストップでサービスが受けられるということでご

ざいますので、それはもうご指摘のとおりだと思います。 

  そういった中で、仮に事務委託した場合の経費、費用対効果ですね、こういったこと

についても検討はする必要があるというふうには考えておりますし、住民サービスの点、

それと費用対効果の点、こういった両面から検討してまいりたいというふうに考えてお

ったところでございます。 

  以上でございます。 

外村議員  すでに４月 21 日の全員協議会で、高槻市と連携でやった場合、本町単独でやっ

た場合、それぞれ出されましたので、ある程度認識しております。もっと精査は必要だ

と思いますけども、あらかた 323 万ぐらいが本町単独でやった場合、高槻市と広域連携

でやった場合は 1,963 万ですから、おそらく、それの１割払うとしたら 190万、323万

－190 万の差額が助かるという形になるというふうに私は単純に理解しておりますが、

190 万の差額を、100 万ちょっとですかね、そのために広域連携をしてまで高槻市に事務

委託しなきゃならんというのは到底思えませんが、改めてお訊きしますが、その後、精

査されたもの、何か成果物ございますか。 

総合政策部長  今回のパスポート事務について、本町直営で実施した場合の体制と課題、

そして広域連携、事務委託した場合の効果と課題、これについては前の全員協議会で、

資料に基づいてご説明申し上げました。これについて、今、外村議員からございました

が、広域連携でやった場合、両市町合わせて約 400万円弱の財政効果があるということ

で、ご説明を申し上げております。 

  その後、実際に高槻市において費用負担の問題、例えばその費用負担を人口割りにす

るのか件数割にするのか､そういったことも当然、今後検討していく必要がございます

が、まだちょっと､そこまでの検討には至っておりません。本町としても、やはりスペー

スの問題ですとか人員体制の問題、これもあわせて今、検討しておりますので、そうい

ったことを総合的に勘案して最終的に決定してまいりたいというふうに考えております

が、その内容につきましては、また詳細がまとまり次第、議員全員協議会のほうでご説

明を申し上げて、そして、そのうえで最終的な判断をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

外村議員  何度も訊きますけども、この事務だけに限って言えば、高槻市に事務依頼をす

る最大のメリットは何だと考えていますか。 

総合政策部長  事務委託ということでございますので、これは広域連携の一つの手法でご

ざいますので、やはり広域連携の目的としては費用対効果、財政効果ということで考え

ておりますが、当然、その側面としては住民サービスの点、これもあわせて検討する必
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要があるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

外村議員  もう時間ないんで、③点目に行きます。 

昨年 12 月３日付けの高槻市に対する「旅券発給事務に係る事業連携の取り組みについ

て」というお願い文書がありましたが、これはあくまでも調査・検討のお願いであって、

事務委託のお願いではないと言われておりました。では、この調査・検討はいつ頃終え

て、その結果、いつ頃、我々に示していただけるのでしょうか。そして、その後どうい

う協議を経て最終選択をするのか、今後のスケジュールをお示し下さい。 

総合政策部長 続きまして、③の「高槻市との調査・検討にかかるスケジュールについて」

でございます。 

  高槻市・島本町広域行政勉強会としての検討結果につきましては、前に開催をいたし

ました議員全員協議会でご報告申し上げたとおりでございます。現在、勉強会という位

置付けではございませんが、両市町の事務担当者間において、仮に広域連携で事務を行

った場合の負担割合の考え方や規約の内容等を調査・検討いたしております。今後、詳

細がまとまりましたら、先ほども申し上げましたが、その検討結果を十分、議員全員協

議会においてご説明申し上げて、そして議員各位のご意見を踏まえまして、最終的な本

町としての方針を決定してまいりたい､このように考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

外村議員  ４月 21日の全員協議会でも、その協議の状況については逐一報告させていただ

きます、というふうに言っておられるんですけども、高槻市のほうでは、訊きますと、

これは事業連携ワーキングでやっているのかも知れませんけども、５月 19 日に課題の整

理、規約案の検討、６月５日には費用負担のあり方の検討、規約案の検討というふうに

されているわけです。そのことが、我々一切報告もないわけですから、ほんとにちょっ

と情報公開というか、説明責任が果たされているとは思いません。 

  そして訊きたいのは、あくまでも調査・検討であって委託すると決めたものでも何で

もないとおっしゃいながら、どんどん、もう委託の方向で進んでいるというのが、私は

ひしひしと感じております。規約案ができてしまって、規約案できたけども、この規約

案気にくわないからご破算にします、ということがあると思えません、大人の社会で。

だから、この規約案を作る前に、なぜ、ほんとに本町で受けるべきか､高槻に委託するべ

きかという議論を､やっぱり議会とも相談しながらやろうという姿勢にならないのか。そ

の辺、改めて姿勢をお聞かせ下さい。 

総合政策部長  本件に関しまして高槻市へ事務委託の方向で進んでいる､このようなご指

摘でございますが、そのようなことは決してございません。これについては、あくまで

も受託する側と委託する側との協議が調わないと、これは広域連携による事業というの

は成立いたしません。本町が望んでも、高槻市さんのほうでもいろいろ議論も当然あろ
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うかと思いますので、そういった中でうまく調整ができれば、事務委託というふうな形

も取れるかもわかりませんが、本町が望むから、必ずしもそのようになるというふうに

は考えておりません。 

  以上でございます。 

外村議員  ４月 21日の全員協議会でもいろいろ出てましたけども、高槻市の地方分権特別

委員会では、市長が議会に、ぜひ島本町から要請を受けてやって下さい、というような

お願いをされたというような話も聞いてます。このことをされるということは、もう既

成事実として高槻市のほうでは受けるんだと。受けるか受けないかは最後の議会の決定

でしょうけども、少なくともそういう方向で進んでいる。一方、島本町ではほとんど４

月 21日の、もっと言えば昨年 12 月９日以来何もなくて、４月 21日にポンとありまして、

その後また一切ありません。 

  ほんとに情報開示という点では、明らかに､こんな小さな島本町で、なぜ、こういうこ

とがタイムリーに我々に報告いただけないのか、残念でなりません。ぜひ、５月 19日、

６月５日で検討された、この協議の結果の要点録、議事録、大至急、全議員に配付して

下さい。お願いします。 

  続きまして、時間ないんで④点目。 

『大阪府政だより』４月号№382 の「お知らせ」というコーナーに、平成 27年１月、

島本町に旅券事務の移譲を予定していますので、今後は身近な市町村の窓口で旅券の申

請・交付の手続きができるようになります、というふうな記事が掲載されています。当

然、この記事は全戸配布されている新聞折り込みですので、何人の方が読んでいるか知

りませんけど、多くの方が､島本町民が読んでおられるので、当然、島本町役場で可能に

なるものと喜んでおられると思います。このことを見ても、今までの進め方に問題ある

と思いませんか。それについて何か町長、副町長、どちらでも結構です、お答え下さい。 

総合政策部長 住民の皆さんへの周知にかかるご質問でございます。 

  旅券発給事務の権限移譲につきましては、本年度の施政方針において、平成 27 年１月

に大阪府から本町へ権限移譲をされる予定であることや、今後、広域連携による事務の

執行も視野に入れ、高槻市・島本町広域行政勉強会において検討することについてお示

しさせていただき、また広報しまもと等におきましても、その旨を周知させていただい

ております。 

  なお、『大阪府政だより』におきましては、来年１月から本町への事務の移譲につい

てお知らせをされておりますが、紙面の内容については、町役場の窓口において発給事

務を行うことが確定したような誤解を生じる可能性もありましたことから、事前に大阪

府と調整をさせていただきましたが、個別の対応は困難であるとの回答でございました。

そのため、今後、旅券発給事務の手法が決定いたしましたら、速やかに､適切に住民の皆

様に周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 
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  なお、『大阪府政だより』の中でも、実施される自治体の時期と窓口等に触れられて

おりますが、本年７月には門真市、本年 10月からは太子町、河南町、千早赤阪村という

ふうな記載がございますが、これについては富田林市で事業連携・事務委託というふう

なことでお聞きしております。 

  なお、本町につきましては、記載については「当該市町村にお住まいの方は、今後、

身近な市町村の窓口で旅券の申請・交付等ができるようになります。各市町村の窓口等

については、今後、府・市町村のホームページ等でお知らせをします」ということでご

ざいますので、そういった窓口がまだどこになるのかというふうなことは、今後、大阪

府においても適宜周知が図られるというふうに認識をいたしております。 

  以上でございます。 

外村議員  この件に関して、島本町民に対して､どういう説明がすでにされているのか。広

報はまだ載ってないと思います。 

  いずれにしましても、住民説明会が絶対必要だと思いますが、いかがですか。いつ頃

開催される予定ですか。 

総合政策部長  今回のパスポートの件につきましては、住民の皆さん方に非常に身近なも

のでございますので、その実施の手法等決まりましたら、それについては速やかに住民

の皆さん方にはお知らせをしてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

外村議員  先ほどの答弁に、４月号の『大阪府政だより』に誤解を招くようなことがあっ

たというふうに、すでに認識されて、大阪府に対応されたということですから、それが

うまくいかなかったと。そしたらその場で、その後すぐに広報なりに、実はこういう記

事があったけども、実は今、こういう進め方をしてる、だから誤解のないようにという

のが本来の責務じゃないですか。この件について、どう思われますか。 

総合政策部長  大阪府の『府政だより』に掲載された段階で、まだ直営でやるのか事務委

託をするのか、そういった方針は決まっておりません。従いまして、パスポートセンタ

ーについては身近な市町村で受けられるというふうなことの広報だけですので、その実

施場所がまだ確定をしていないというふうなこともございますので、それについては､

その手法が確定次第、住民の皆さん方には速やかに周知をさせていただきたいというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

外村議員  いや、いつも常套手段として、確定してないから告知できない。これは大事な、

住民サービスの観点から非常に大事なことでありますから、当然、今、こういう状況で

事務を進めているというような、何でもかんでもそんなことしなさいとは言いませんけ

ども、やっぱり､こういう節目の事務につきましては、当然、そういう広報の仕方もあっ

ていいと思いますよ。それがなくて、いきなり高槻で事務委託することになりました、
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実は本町でできたんですけども、いろいろあって高槻市にお願いしました。こんなもの、

結果だけ住民に示されたら、役場は何やってるんやと私は思いますよ。 

  その点、よく反省していただいて、いずれにしましても、まだ委託するとも何も決ま

ってないということですから、ぜひ、これから、当初の予定では９月議会で決めなきゃ

ならんというようなことも聞いています。私は９月議会でないと絶対いかんとは思いま

せんけども、いずれにしても、このまま９月議会で採決というような形には絶対して欲

しくない。あくまでも全員協議会、何回開いても結構です。通年議会ですし、何回やっ

てもいいし。いずれにしましても､ある程度、島本町内で合意形成をしてから意思決定す

るという形に持っていっていただきたい。 

  そして、高槻市に対しても、この件については非常に問題になっている、だから、ち

ょっと待ってくれというようなことはしていただきたい。実は先日も私……（質問時間

終了のベル音）……、これは平野議員と戸田議員で町長に対して要望書も出しましたの

で、ぜひ、その点、鑑みてよろしくお願いします。 

  以上をもって、質問を終わります。 

平井議長  以上で、外村議員の一般質問を終わります。 

  お諮りいたします。 

  本日の会議は、議事の都合により、これをもって延会とし、明日６月 24日午前 10時

から再開したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ご異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれをもって延会とし、次会は明日６月 24 日午前 10 時から会議を開

くことに決定いたしました。 

  本日は、これをもって延会といたします。 

  長時間にわたり、大変ご苦労様でございました。 

 

（午後４時４９分 延会） 
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 本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

 

諸般の報告 

第 １ 号推薦 島本町農業委員会委員の推薦について 

一般質問  

関 議員 町役場の議会及び議員に対する姿勢について 

岡田議員 １．胃がんリスク（ＡＢＣ）検診の導入 

     ２．学童保育の整備を 

河野議員 １．連続値上げの国民健康保険料・減免制度を問う 

     ２．島本初の「地区計画条例」適用事業などの現状とあり方を問う 

     ３．し尿中間処理施設選定の具体的な内容を問う 

野村議員 「里道・水路」の管理について 

佐藤議員 子ども・子育て支援新制度について 

田中議員 町立第一中学校校舎の耐震化工事、もしくは建て替えの早急な決定と、 

それに伴う工事の早期着工を求む 

川嶋議員 １．「魅力ある学校図書館づくり」について 

     ２．共生社会をめざすまちづくりについて 

外村議員 １．大阪府からの事務の権限移譲について 

     ２．旅券発給事務の本町への権限移譲の進め方に関して 
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  議事日程第２号 

 平成２６年６月２４日（火）午前１０時開議 

日程第１ 一 般 質 問 

     平 野 議 員 １．広域行政のあり方を問う 

～パスポート業務及び保健所業務～ 

           ２．し尿中間処理施設整備について 

     戸 田 議 員 １．若者の就学、結婚生活を支援する奨学金制度を 

～切れ目のない少子化対策の視点から～ 

           ２．旅券発給事務における窓口対応業務の事務委託は必要

ですか 

日程第２ 第 ３ 号報告 平成２５年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書 

の報告について 

日程第３ 第 ４ 号報告 平成２５年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明 

許費繰越計算書の報告について 

日程第４ 第 １ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ２ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ３ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第５ 第４０号議案 工事請負契約の締結について 

日程第６ 第４１号議案 工事委託協定の締結について 

日程第７ 第４２号議案 動産の買入れについて（高規格救急自動車） 

第４３号議案 動産の買入れについて（高規格救急資器材等） 

日程第８ 第４４号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

日程第９ 第４５号議案 島本町税条例の一部改正について 

日程第10 第４６号議案 島本町非常勤消防団員退職報償金支給に関する条例の一 

部改正について 

日程第11 第４７号議案 島本町火災予防条例の一部改正について 

日程第12 第４８号議案 島本町立プール設置条例の廃止について 

第４９号議案 平成２６年度島本町一般会計補正予算（第２号） 

第５０号議案 平成２６年度島本町大字大沢財産区特別会計補正予算 

（第１号） 

 

- 82 -



 （午前１０時００分 開議） 

 

平井議長  おはようございます。昨日に引き続き、大変ご苦労様でございます。 

  ただいまの出席議員数は 14 名で、全員出席であります。 

  よって、これより本日の会議を開きます。 

  日程第１､一般質問を行います。 

  昨日の議事を継続いたします。 

  それでは、平野議員の発言を許します。 

平野議員（質問者席へ） おはようございます。傍聴の皆様、ご苦労様です。 

それでは、一般質問を行います。 

  １点目です。「広域行政のあり方を問う～パスポート業務及び保健所業務～」 

  (１)パスポート業務の高槻市への事務委託について。 

  去る４月 21日開催の議員全員協議会にて、高槻市・島本町広域行政勉強会（旅券発給

事務における窓口対応業務の事務委託）について報告があり、高槻市に島本町の旅券事

務を委託した場合の両市町の効果・課題等の検討まとめを伺ったところです。 

  すでに、旅券発給事務における窓口対応業務については、2015 年１月より、大阪府か

ら島本町に移譲を受けることになっています。『大阪府政だより』（2014 年４月発行）

には、「2014 年度中」に身近な市町村窓口で旅券の申請・交付手続きができるようにな

りますと広報されており、住民の中には､島本町役場の窓口で手続きができると思ってお

られる方も少なくないはずです。早急に何らかの情報提供を行うべきであり､どのように

説明責任を果たすのですか。 

  また、昨年 11 月に大阪府に旅券発給事務の移譲を申し出たとき、本町として、責任を

持って事務を受けるという覚悟があったのですか、お尋ねします。 

総合政策部長 それでは、平野議員の一般質問にご答弁を申し上げます。 

  まず、１点目の「広域行政のあり方」に関するご質問でございます。 

  (１)点目の「パスポート業務の高槻市への事務委託について」のうち、①の「早急な

情報提供」に関するご質問でございます。 

  旅券発給事務の権限移譲につきましては、本年度の施政方針におきまして、平成 27

年１月に大阪府から本町へ権限移譲される予定でございます。また、今後、広域連携に

よる事務の執行も視野に入れ、高槻市・島本町広域行政勉強会におきまして検討するこ

とについてもお示しさせていただきました。また広報しまもと等におきましても、その

旨を周知させていただいております。 

  なお、『大阪府政だより』におきましては、平成 27 年１月から本町への事務の移譲に

ついてお知らせされておりますが、紙面の内容につきましては、町役場の窓口において

発給事務を行うことが確定したような誤解を生じる可能性もありましたことから、事前
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に大阪府と調整をいたしましたが、「個別の対応は困難である」との回答でございまし

た。そのため、今後、旅券発給事務の手法が決定いたしましたら、速やかに、適切に住

民の皆様に周知を図ってまいりたいと考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

    （平野議員・質問者席から「後段の､昨年 11月にという申し出たときの、本町とし

て責任持って事務を受ける覚悟があったのか、という答えはないんですか､通告しま

したよ」と発言 

総合政策部長  大変、失礼いたしました。 

  昨年 11月に､大阪府には旅券発給事務の申し出をいたしましたが、本町として､仮に直

営でやるのか、事務委託するのか、そういったことは、まだその時点では決定ももちろ

んいたしておりませんし、本町で事務を受けるということについての決定はいたしてお

ります。そのうえで、今後の手法については検討したいということで、仮に広域による

事務委託が成立しないということになりますと、当然、本町で事務を執行する、そうい

うことで考えておりました。 

  以上でございます。 

平野議員  つまり、事務は受けるが、本町で受けるのか事務委託にするのかは、この段階

では決まってなかったということですね。それでも受けるということについては、町と

しては意思決定されたということですね。 

  最近では、府立高校の修学旅行も海外という場合があり、旅券、パスポートが必要と

いう機会も増えてきています。島本町住民にとっては、町役場の窓口で申請ができパス

ポートの交付が受けられるほうが、より便利になります。高槻市パスポートセンター―

―クロスパル高槻１階にありますが――での申請の際は、町役場で住民票や戸籍抄本・

謄本を取りに行って、持参する必要があります。二度手間です。町直営で行えばワンス

トップで可能で、住民サービスに繋がることは間違いなしです。 

  そう思いませんか。町長、お答え下さい。 

川口町長  おっしゃるとおり、町役場でできたら､それは住民の皆さんの利便性に繋がる、

それはもう確かでございます。ただ、高槻市に事務委託した場合におきましても、大阪

市谷町四丁目の大阪パスポートセンターに行くよりは、随分利便性がございます。それ

と費用対効果の面から、高槻市に事務委託をお願いするのが一番いいのではないか。そ

のように考えているところでございます。 

平野議員  本町でね、窓口業務を行うということについては、利便性が高まるということ

は十分認識しておられるようです。費用対効果というところ、観点で、事務委託という

ことも検討されているということですけれども、よいのではないかということだったと

思いますけどね。 

  では、お尋ねしますが、高槻市とは費用負担のあり方を、もうすでに２回というんで
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すか、６月５日、協議をして行っておられるようですけど、当然、この旅券発給事務は

島本町で行っても費用負担が発生するし、高槻市で行っても費用負担は発生します。費

用負担の割合は、高槻市の関係者に聞きますと、人口割りというふうに聞いています。

決定事項ではないかも知れませんが。 

先日、全協で事務連携ワーキング報告書の事業費を示されましたので、それをもとに

試算してみました。広域連携を行った場合の費用 1,963万６千円なので、人口割りしま

した。島本町の人口を１とすれば、高槻市の人口は 11.58 倍でした。ですから、高槻市

の負担は 1,807 万 5,109 円、島本町負担は 156 万 890円です。つまり、高槻市に事務委

託すると、156 万 890 円の負担になります。町役場で開設すると 323 万６千円の負担。

差額は 167万 5,110円、これが削減効果とおっしゃっているところです。 

  翻って言えば、この 167万 5,110円で､住民の旅券取得がより便利になる、島本町です

れば喜ばれるということになるなら、私は町にとっては、決して大きな負担ではないと

思います。事務委託については決まってないと、昨日も答弁されてました。住民利益の

ために島本町役場でパスポート窓口開設ということを、川口町長の実績にしてはいかが

ですか。お尋ねします。 

川口町長  今の質問につきましては、先ほどご答弁申し上げたとおりでございます。 

総合政策部長  ただいま、町長のほうからご答弁があったとおりでございます。いろんな

試算の仕方、観点がございますが、そういったことを総合的に勘案し、判断していくべ

きであるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

平野議員  通告の②点目です。 

  旅券発給業務の市町村への移譲について考える意味で、いわゆる権限移譲の背景を辿

ってみます。1995 年に村山連立政権のもと「地方分権推進法」が作られ、それに基づく

地方分権推進委員会が「分権型の社会構造」と題する勧告において、「地方分権は基本

的に地域住民の自己決定権の充実を図り」、中略ですが、「住民参画の拡大による民主

主義の活性化を目指す」と記され、改正された「地方自治法」には「地方公共団体は､

住民の福祉の増進を図ることを基本とし、地域における行政を自主的かつ総合的に実施

する役割を広く担うものとする」、また「住民に身近な行政は、できる限り地方公共団

体にゆだねることを基本として」、中略ですが、「地方公共団体の自主性及び自立性が

十分に発揮されるようにしなければならない」と定められました。このことが、国や府

が市町村への権限移譲を進める背景にあります。 

  旅券については、原則として、住民票のある都道府県の旅券窓口（パスポートセンタ

ー）で申請することになっていますが、2006年以降は「旅券法」改正に伴い、旅券発給

業務の市町村への移譲が進められ、地域の市役所、町や村役場が窓口になっている自治

体も増えてきました。大阪府も、自らが行っている旅券発給事務の一部について、2010
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年 10月から希望する市町村へ権限移譲しています。 

  本町が、旅券発給事務移譲を受けるにあたり、高槻市へ事務委託すればよいと安易に

考えているとしたら、先ほど引用した「地方自治法」の趣旨を十分踏まえているとは言

い難いのではないでしょうか。お答えをお願いします。見解をお願いします。 

総合政策部長 ②点目の、「高槻市への安易な事務委託は『地方自治法』の趣旨を踏まえ

ているとは言い難いのではないか」とのご質問でございます。 

  「地方自治法」におきまして「地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、

住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなけれ

ばならない」と、このように定められております。今回の旅券発給事務につきましては、

事務委託することによってスケールメリットによります経費節減や、日曜交付などのプ

ラスの効果を得るという選択肢も、「地方自治法」の趣旨を踏まえたものではないかな

というふうに考えております。また、旅券発給事務を広域連携により実施されている事

例も多くあり、大阪府内におきましても、本年 10 月から富田林市、太子町、河南町及び

千早赤阪村におきまして、広域連携による実施について予定がなされております。 

  前の議員のご質問でもご答弁申し上げましたとおり、本事務につきましては、大阪府

からの権限移譲のうち住民生活の向上に繋がる事務であり、他の自治体においても広域

連携を含めた権限移譲も進みつつあるような状況でございます。 

このような中で、本町で権限移譲を受けるにあたっても課題が生じていることなどを

勘案した結果、広域連携の手法につきましても検討を行う必要があるものと判断をいた

しました。そのため、高槻市・島本町広域行政勉強会におきまして慎重に調査・検討を

行い、本業務に関する報告書を作成したものでございます。 

  なお、広域連携により高槻市に対して事務委託するか否かにつきましては、先ほども

申し上げましたとおり慎重に対応してまいりたいと考えており、現時点におきましては、

決定したものではございません。 

  以上でございます。 

平野議員  日曜交付や、わずかな経費削減効果があったとしても、やはり住民サービスに

繋がるのは、町直営だというふうに私は思っております。 

  といいますのはね、６月３日に寝屋川市のパスポートセンターを調査いたしました。

そのときにいただいた『旅券交付事務の手引き』というマニュアルには、このように書

いてありました。旅券の交付は「本人確認の最後の砦」ということを念頭に置いて、慎

重に､かつ的確に交付を行うことが適切である、ということです。つまり、「本人確認の

最後の砦」という重要な旅券は、住民票や戸籍の事務と同様に、町の事務として行うこ

とが責任ある行政と言えるのではないかと思いますけど、そのようなお考えはお持ちで

ないでしょうか。 

総合政策部長  すでに、他の自治体で旅券の発給事務が実施をされております。今、寝屋
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川市というふうなことで事例をあげてのご質問でございますが、これはもう、どの自治

体に限らず、本人確認というのは一般の事務におきましても大変重要な事務でございま

す。そういったことをきっちりとこなして、それぞれの事務にあたっているわけでござ

いますので、この事務に関わらず、そういった事務は大変重要である、このように認識

をいたしております。 

  以上でございます。 

平野議員  通告の③点目です。 

  ５月 30日付けで、戸田議員、外村議員と平野が連名で川口町長宛てに出した要望書「旅

券発給事務に関わる事務取り扱いについて」という文書ですが、これについては、特に

回答はいただいていませんので、議会の場でお聞かせいただきたいと思います。大きく

は２点。 

当該業務における大阪府の権限移譲受け入れの申し出までの検討経過、島本町単独で

実施した場合のコスト等の試算、高槻市に依頼するまでの検討経過、４月 21日の議員全

員協議会以降の検討内容、来年１月に大阪府から移譲を受けるまでのスケジュール等に

ついて、改めて議員全員協議会にて説明し、十分議論する場を保障すること。そして、

議会への情報提供を欠いたまま、拙速に高槻市長に旅券発給事務に関わる事務委託の依

頼文を提出することは慎重にすること、という要望です。答弁を求めます。 

総合政策部長 続きまして、③点目の「要望書の回答について」でございます。 

  現在、両市町の事務担当者間におきまして、負担割合の考え方や、事務委託した場合

に必要となる規約の内容等を調査・検討しており、今後、詳細がまとまりましたら、議

員全員協議会におきましてご説明をさせていただき、議員各位のご意見を踏まえ、本町

としての方針を決定してまいりたいと、このように考えているところでございます。 

  以上でございます。 

平野議員  議員各位の意見を聞きながら本町としての意思を決定したい、ということです。

くれぐれもその点、十分に議会の意見、住民の意見も含めて聴取したうえで､検討を慎重

にして欲しいと、本当に思います。 

  ④点目ですけど、お尋ねします。私は先ほどから、町長も、それから総合政策部長も、

島本町でこの旅券事務を行うことは有効だ、有用だということはわかっていながら、高

槻市へ事務委託をしようとしているというか、しようとする検討もしているということ

ですけれど、どうも何か、住民の利益より､何か別のところを見ておられるのではないか

なというふうに、いつも思っているわけですけれど、それに関わることですけれど、④

点目の質問です。 

  高槻市・島本町広域行政勉強会の位置づけは、高槻市・島本町広域行政勉強会設置要

綱の第１条にあるとおり、「高槻市及び島本町は､広域行政の連携のあり方等について､

合併の議論も含め調査研究する」ためであり、勉強会での検討は､町の自治を放棄する「合
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併の一里塚」となることを十分認識しておられるのでしょうか。町長に問います。 

川口町長  先ほどの、事務委託することによって経費が安くなるわけでございますけど、

地方公共団体は営利団体ではございませんので、その経費を住民サービスに充てるとい

うことでございますので、総合的な判断が必要であると、そのように考えております。 

  それから、高槻市・島本町広域行政勉強会が「合併の一里塚」ではないかと、そのよ

うなご質問だと思うんですが、地方自治体の使命というのは「最少の経費で最大の効果

をあげる」ことが、地方自治体の使命でございます。広域行政は、経費を安くあげると

いいますか、最少の経費で最大の効果をあげるため大変重要でございまして、特に島本

町のような小さな自治体におきましては大変重要である、そのように考えております。 

  広域行政、この勉強会については広域行政について、そのような協議をしていく場で

あると、そのように考えておりまして、議員がおっしゃっているのは、その後段の部分

が「合併の議論を含めて」というところが、「合併の一里塚」になると、そのように言

われているんだと思いますが、今の国会で道州制基本法案――提案されないようでござ

いますけど、早晩、提案されて、そして可決成立すると思われます。この基本法案が通

りましたら、２年、３年の期間を置いて内閣に道州制の具体的な内容、制度を答申する、

そんな流れになってくるように聞いております。そのときに、合併の議論がやはり再燃

するのではないかな､そのように思っております。 

  大阪府におきましても、大阪府知事は、大阪府の自治体がすべて 30 万規模の中核市に

なって、その後、大阪府を解体して、そして道州制に持っていく、そのような考えのよ

うでございます。その際に、合併の是非については最終的にご判断いただくのは議会で

あり、そして住民の皆さんでございますので、感情的にならずに、冷静に、客観的にご

判断いただくための、その備えをしている、そのように私は考えております。 

  それから、大阪府からの権限移譲について、いろいろご質問いただいておりますが、

地方分権を推進していく一つでございますが、ある部分から言いますと、大阪府を解体

していくための一つの方法、そういった側面もあるのではないかなと思っているところ

でございます。その意味からも、先ほどから申し上げておりますように、この勉強会は

「合併の一里塚」ではございません。 

  たぶん、平野議員は「門松は冥土の旅の一里塚」というところから連想されたのでは

ないかなと思っておるんですけど、その歌は、人間は絶対に死ぬ生き物でございますの

で、最終点が決まってます。ですから、そのための一里塚ということだと思うんですが、

最終結論は何も出ておりませんので、「合併の一里塚」というのは適当ではない、その

ように思っております。 

  それと、合併協議会がもし設置されたとしたら、合併協議会は「合併の一里塚」、そ

んな言い方もできるかもわかりませんが、「平成の大合併」のとき、ご存じのように合

併協議会が紛糾して、解体した自治体もたくさんございますので、はたして、それも「合
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併の一里塚」と言えるかどうかわかりませんので、そういう意味ではなおさら、この広

域行政勉強会が「合併の一里塚」というふうな言い方は適当ではない、そのように考え

ております。 

平野議員  少し誇大な表現をしてしまいましたかも知れません。しかしね、実は府内の自

治体は、大阪府の権限移譲の受け皿として広域連携体制を取っています。豊能地域、南

河内地域、泉北地域、泉南地域では、規約を見てもね、合併議論は前提としてされてい

ませんよ。そういった表現はどこもないですし、そういう意味では高槻市・島本町広域

行政勉強会は、あえてこの「合併の議論も含め」というような文章を規程でしたか、要

綱でしたか、に入れたということで、非常にいびつな関係になっている、対等な関係で

連携協議されていないというふうに私は思っています。私は対等な関係で広域行政を行

う必要があると思っております。その点、いかがですか。 

川口町長  豊能地区、池田、箕面、豊能町、能勢町ですね。比較的、そんなに大きな自治

体ではございません。小さな自治体ですので、お互いに助け合って広域でやっていきま

しょう、そういった風土があるようでございます。本町の場合は、高槻市さんはもう中

核市で、大きな自治体でございますので、事務委託という形を取らざるを得ない､そのよ

うに考えておりまして、「合併の議論を含めて」というふうなことについては、先ほど

ご答弁申し上げましたとおり、国も大阪府もやはり合併に向かって進んでいるような､

そんな感じがいたしますので、住民の皆さんに冷静に、客観的に判断していただくため

に、そのデータ、バックデータは行政のほうで備えておく必要があると、そのように考

えております。 

  以上でございます。 

平野議員  このパスポート業務に関しまして、最後にお尋ねしますが、島本町議会の中に

反対の意見、私のように異議を言っている意見があるわけですけど、そういった段階で、

高槻市長に事務委託の依頼文を提出することはやめていただきたいと思います。その点、

しっかりと答弁をお願いします。 

川口町長  順番の問題でございますけど、議会におきましては、最終的に議会の議決が必

要でございますので。ただ、高槻市さんの意向が掴めませんので、これは､事務委託する

場合は相手さんの了解が必要でございますので、その了解を得てはじめて、そのことに

ついて議論ができるということでございますので、手続き的にはそういった方法を取ら

せていただいた、そういうことでございます。 

平野議員  時間があんまりありませんので、その点については慎重にして欲しい、という

私の考えです。 

  「保健所業務」について、お尋ねします。質問は４点ですので、すべて質問します。 

  ①保健所業務については、母子保健、感染症対策、精神保健、難病対策、健康づくり、

薬事、食品衛生、環境衛生、試験検査、健康危機管理と、多岐にわたります。1994年の
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「地域保健法」が制定され、住民に身近な保健サービスは市町村が提供し、保健所は先

導的・専門的かつ広域的サービスを提供する機関と、それぞれ役割が明確となりました。 

  保健所業務は権限の伴うことも多く、感染症対策、精神保健においては人権に関わる

こともあります。高槻市保健所への移管は、住民置き去りに進められている感があるが、

見解を問います。 

  ②点目．保健所業務の事務委託は、全国でも事例がないと聞いていますが、あえて本

町が要望するにあたり、国や府への問い合わせや調整などをされたのでしょうか。 

  ③点目．2009 年 12 月 24日付けの島本町長の、大阪府知事宛の「島本町域にかかる管

轄保健所の変更について」ですが、どのような背景と理由で出されたのか。また、この

文書に関わり、３年間、一切町議会及び住民に対する報告がなかったのはなぜですか。 

  ④点目．2013 年 12 月６日付けで大阪府から高槻市に対し、島本町域の保健所業務の

あり方について文書が出され、大阪府と高槻市において協議が始まっています。島本町

はオブザーバーという立場ですが、協議の内容等について、報告していただきたいと思

います。 

  以上です。 

総合政策部長 それでは、(２)点目の「保健所業務の高槻市保健所への事務委託」につい

て、ご答弁を申し上げます。 

  まず、①の「高槻市保健所への事務委託にかかる本町の見解について」でございます。 

  高槻市が平成 15 年に中核市へ移行されたことに伴いまして、大阪府高槻保健所が所管

しておりました島本町域の保健所業務は、大阪府茨木保健所に所管が変わりました。こ

のことによりまして、平成 21年に発生をいたしました新型インフルエンザの対応等につ

きまして、その中心的な役割を担っていただきます医師会と保健所の管轄が異なってお

りますことから、緊急時の対応に支障が生じる恐れがあるなどの課題がございました。

このため平成 21年 12 月に、健康・医療分野における地域住民の利便性の向上を目的と

して、本町から大阪府に対して、高槻市保健所への事務委託の検討についての要望をい

たしました。 

  申し上げるまでもございませんが、保健所業務につきましては、権限が伴う事務など

も含めて多岐にわたっておりまして、住民サービスにも直結するものでございます。そ

のため事務委託の検討につきましては、住民サービスにどのような影響が生じるのか、

また本町における事務量がどのように影響するのかなど、大阪府及び高槻市と十分に協

議をしながら、慎重に検証する必要があるものと認識をいたしております。 

  次に、②の「要望にあたって、国・府への問い合わせや調整等を行ったかどうか」に

ついてでございます。 

  近年、市町村合併などの進展によりまして、全国的に都道府県保健所の所轄区域が虫

食いまたは飛び地となるなど、住民の利便性が損なわれている事態が生じております。
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そのため、平成 21年３月 31日付けで厚生労働省健康局総務課長から各都道府県をはじ

め保健所設置自治体に対して、住民の利便性を向上するため、事務委託または広域連合

等により保健所を設置することが可能である旨の通知がございました。 

  本町におきましても、高槻市の中核市移行の際には、大阪府高槻保健所の廃止により

住民サービスの低下に繋がることが懸念されておりましたことから、平成 13年から平成

14年にかけまして、今後の保健所業務のあり方について大阪府との協議を重ねてまいり

ました。しかしながら、最終的には大阪府の意向により大阪府高槻保健所が廃止をされ、

茨木保健所の管轄となったものでございます。 

  次に、③の「要望の背景と理由及び町議会及び住民に対する報告の有無について」で

ございます。 

  高槻市が中核市に移行された後、管轄区域が飛び地となり、本町においても全国的な

事例と同様の課題を抱えており、また先ほどもご答弁申し上げましたとおり、平成 21

年における新型インフルエンザの対応時にも混乱を生じておりましたことから、改めて

平成 21 年 12月に、大阪府知事に対して要望をいたしたものでございます。 

  なお、本要望の後に、大阪府において検討が行なわれておりましたが、特段の進展が

見られなかったことから、議会等におきましても、ご報告はさせていただいておりませ

んでした。その後、昨年 12月に大阪府が高槻市に対して文書を送付され、具体的な協議

を開始されましたことから、本町におきましても議員各位にご通知申し上げたところで

ございます。 

  次に、④の「大阪府と高槻市の協議内容等について」でございます。 

  平成 25年 12月６日付けで大阪府総務部長及び健康医療部長から、高槻市政策財務部

長、健康福祉部長及び子ども未来部長宛てに、「島本町域に係る保健所業務の事務委託

の検討について」の依頼文が提出されております。 

  なお、本業務の内容につきましては、基本的には大阪府と高槻市との関係であります

ことから、本町といたしましてはオブザーバーとして参加の要請をいただいており、本

年１月に、第１回目の検討会が開催されております。この検討会において、大阪府が保

健所業務の各事務の洗い出し等を行われ、現在は、高槻市におきまして、業務全般にか

かる検証作業を行われているところでございます。 

  以上でございます。 

平野議員  この保健所業務についてね、事務委託については平成 23年３月 31日の厚生労

働省通知によって可能になったということですけれど、全国でそういった事例があるの

ですか、それを把握しておられますか。具体的に、どこの市町村がそのようなことをさ

れていますか。お聞かせ下さい。 

総合政策部長  今回の保健所の事務委託でございますが、全国的な事例としてはございま

せん。 
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  以上でございます。 

平野議員  結局、そういった事例がないということは、大きな、いろいろ課題が多いから

だというふうに思いますし、メリット・デメリットの検証もできないままに、こういっ

たことを島本町が大阪府に要望するということはね、やっぱり十分な検討なく、されて

いるのじゃないかと私は思ってしまいます。 

  そこでお尋ねしますけれど、新型インフルエンザが発生した際に、茨木保健所と高槻

医師会との連携がスムーズにいかないということが、島本町が高槻市保健所に移管を望

む理由となっているということです。しかし、私、先日、大阪府茨木保健所の次長さん

に面談をお願いして、詳しい保健所業務とはどういうことかということについて、お話

をお聞きしました。十分な、私の知識ではなかなかわからなかったので、お聞きしまし

たけれど、感染症対策というのは、保健所業務のほんの一部という言い方じゃないです

けど、一部であるということです。ですからね、このことだけで、その保健所業務を移

管するということについては、いろいろ検討が要るだろうと。 

  当然、先ほど申しましたように、保健所業務は多岐にわたります。権限を伴う業務が

多く占めるということです。例えば、高槻市に移管となった場合、町内の食堂や学校給

食で食中毒が起きた場合、高槻市保健所所長が業務命令停止命令を出します。島本町住

民や町に対して出すことになる。また、精神保健において強制入院の措置なども、高槻

市保健所所長権限で行われるということです。ですから、そういったことについては、

やはり十分住民の中でも議論が必要､議会の中でも議論が必要ということです。 

  大阪府としては府の事務や権限を手放すという方向ですけれど、島本町がそのことを

検討する場合はね、やっぱり住民にも、そういうことですよということを十分情報提供

しなければならないと思います。住民に知らされないままに、保健所移管が進められる

というのは、やはり良いというふうには思いません。いかがですか。その点、お答え下

さい。 

総合政策部長  保健所の業務につきましては、今、ご指摘のありますとおり複雑多岐にわ

たっております。でも、その一つとしては、平成 21年に発生いたしました新型インフル

エンザ、こういった感染症対策については保健所にお願いをするというふうなことにな

りますが、通常の健診業務等につきましては、本町のふれあいセンターで実施をしてお

りますので、一般の住民の方が直接保健所を訪れるというふうなケースは非常に稀かな

というふうには考えております。ただ、そういった感染症対策についても緊急性がある

業務でございますので、そういった場合には､やはり混乱が生じておったというのも事実

でございます。 

  そういった中で、保健所のあり方そのものについて、今後、高槻市と大阪府で協議を

していただくというふうなことでございますので、今後の議論の成り行きといいますか、

どういった形で推移していくのか、これは未だに判然とはいたしませんが、そういった
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ことで、もし何か進捗があれば、議員の皆様はじめ住民の皆様にも十分ご説明を申し上

げて、そして適切な対応をしてまいりたいというふうには考えております。 

  以上でございます。 

平井議長  残り時間、少なくなってまいっておりますので、よろしくお願いします。 

平野議員  この保健所業務についてもね、成り行きを見守るというような傍観的な立場で

は駄目ですよ、ということを強く申し上げたいと思います。 

  ２点目です。「し尿中間処理施設整備について」、通告した５点をまとめて質問いた

します。 

  ①６月５日の議員全員協議会にて、島本町し尿中間処理施設整備に係わる基礎調査計

画書、島本町し尿中間処理施設整備に関わる施設候補地選定調査報告書に基づき、新た

な施設の建設候補地が報告されました。「透明こそ正当な行政の証」という「行政手続

法」の趣旨がありますが、し尿中間処理施設のように公益性があるものの、住民の合意

形成の難しい施設の建設においてこそ、透明性のある、住民参加の手法が必須と、これ

までも議会質問で主張してきました。 

  なぜならば、このような施設の立地を困難にしているのは健康影響の問題や視覚的・

心理的不快感の問題とともに、用地選定手法や情報公開等の合意形成手法が問題になっ

ているからです。しかし、町だけで決めるという姿勢を崩さずに進められました。この

ことは､今後の施設整備に大きな課題を残すと危惧していますが、見解を問います。 

  ②候補地の住民ホール跡地は、町の中心的公共ゾーンであり、公共施設用地として十

分な活用が期待されるところです。あえて、この場所を検討対象とした理由をお聞かせ

いただきたい。 

  ③点目．し尿中間処理施設の整備にあたり、視察した他の自治体等の施設について、

報告を求めます。 

  ④点目．し尿中間処理施設整備に係わる建設候補地選定調査報告書の候補地対象を３

点に絞られた理由を伺います。また、町有地は他にも清掃工場の敷地などもありますが、

除かれたのはなぜですか。 

  ⑤点目．今後の整備スケジュール案を示されたい。当然、調査前に住民の合意形成が

必要ですが、具体的な手法やスケジュールを問います。 

  よろしくお願いします。 

都市創造部長 それでは、２点目「し尿中間処理施設の整備について」のご質問に、順次

ご答弁申し上げます。 

  まず、①点目の「建設候補地の選定の進め方について」でございます。 

  し尿中間処理施設の整備に向けまして、島本町し尿中間処理施設整備に係る基礎調査

計画書及び島本町し尿中間処理施設整備に係る建設候補地選定調査報告書を取りまと

め、６月５日開催の議員全員協議会におきまして、議員の皆様に概要をご説明させてい
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ただきました。 

  今回、候補地の選定にあたりましては、財政的な負担をできるだけ軽減するため、建

設可能な町域内の公有地を対象に検討を進めてまいりました。平成 14年度に候補地の適

正比較と評価を行い、当時候補地に挙がっていた 16地点のうち、公有地として検討可能

な「淀川水防用緊急備蓄土砂置場」と、新たに候補地として検討可能な「水無瀬川緑地

公園」と「住民ホール跡地の一部とその隣接地」の、合計３地点を建設候補地として検

討を行いました。 

候補地の検討にあたりましては、平成 14年度に実施いたしました「候補地の適正比較

と評価」をもとにし、施設建設にあたり、それぞれの評価項目の重要度合いに応じて加

重合計して、総合評価を行っております。その結果、「住民ホール跡地の一部とその隣

接地」の評価が最も高くなりましたことから、今後、建設用地として事務を進めてまい

る所存でございます。 

  なお、候補地の選定を住民の皆様と協働して行うことについては、地元の利害関係や

責任の所在等を考えますと、町の責務で行うことが最良であり、住民の皆様のご理解が

得られるものと考えております。今後、候補地周辺にお住まいの皆様のご理解が得られ

るよう、慎重かつ丁寧な説明を行いながら事務を進めてまいります。 

  次に、②「住民ホール跡地とした経過について」、ご答弁申し上げます。 

  先ほどご答弁申しあげましたとおり、建設可能な町域内の公有地を対象に検討を進め、

総合的に評価をした結果、「住民ホール跡地の一部とその隣接地」が最も高い評価であ

ったため、候補地としたところでございます。 

  続きまして、③「整備にあたり視察した他の自治体等の施設について」でございます。 

  これまでに五つの施設を視察しておりまして、四條畷市立環境センター、高槻クリー

ンセンター分室、乙訓環境衛生組合のクリーンプラザおとくに、熊本県玉名市の「水の

守」及び箕面市環境クリーンセンターでございます。 

  次に、④「候補地対象を３点に絞った理由について」でございます。 

  先ほどご答弁申し上げましたとおり、建設可能な町域内の公有地を対象に検討を進め

ましたところ、３ヵ所となりました。具体的に建設可能な候補地としての条件は、法的

要件の制限がないか、施設整備として必要な面積が確保できているか、公共下水道が既

設されているかもしくは容易に可能かどうか、希釈水として井水の確保ができるかどう

か、などがございます。 

  なお、清掃工場につきましては、希釈水としての井水の確保ができないことや公共下

水道が整備されていないなどの理由により、建設候補地から除外しております。 

  最後に、⑤「今後の具体的な手法やスケジュールについて」でございます。 

  施設の整備にあたりましては、候補地周辺にお住まいの皆様のご理解を得ながら進め

る必要がございます。そのため、まずは地元自治会等の皆様に丁寧な説明をさせていた
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だき、一定のご理解が得られた後に、建設に向け、測量や実施設計等の予算を計上させ

ていただく予定といたしております。 

  現在の予定といたしましては、測量や設計に約１年、開発許可申請や造成工事に約１

年、本体工事に約１年の、合計３年程度のスケジュールを見込んでおります。 

  以上でございます。 

平野議員 ご答弁をお伺いしまして、３点、まとめてお尋ねします。 

  この候補地となっている住民ホール跡地の活用ですけれど、３月４日の大綱質疑の答

弁に、「今後につきましては、当面の間、特定の目的を持たない土地とする予定でござ

います」と答弁されています。３月末には、住民ホール跡地を選定した報告書が、これ

ができていますね。だとしたら、その答弁と整合しないのではありませんか。また、し

尿中間処理施設ができても、跡地は公共施設用地としての活用は可能ですか。お聞かせ

下さい。 

  視察された五つの施設の中で、箕面市の事例、私もホームページで見て､電話で問い合

わせしました。この施設については、ごみ処理施設の敷地に、駐車場のところに、し尿

の投入口があり、地下に施設が設置されているということで、処理能力は１日８ｋℓ な

ので、島本の計画処理量と同等ということです。施設整備費用は 5,754 万円、島本町で

計画している５億３千万円の 10 分の１です。維持管理費は 368万円。運転管理はごみ処

理施設の職員が直営で行われている。臭気など環境保全規制基準を守っている、という

ことでした。もちろん、直接、まだ行っておりませんので、電話でお聞きした範囲です

けれど、そういう意味ではね、どのような候補地かによって設備規模も事業費も変わる

という、私は事例ではないかなというふうに思っております。民家が多い市街地に造れ

ば造るほど、環境対策費用が増えるのは当然です。この箕面市のし尿処理施設が参考に

できなかった理由をお聞かせ下さい。 

  ３点目ですけれど、６月末に開催の地元説明会は、住民への案内に漏れのないように

していただきたい。報告書というか資料は、この報告書の概要でなく､このまま全部……

（質問時間終了のベル音）……資料提供して､説明会の会議録の作成、そして傍聴を認め

るようにして下さい。いかがですか。 

都市創造部長  それでは、平野議員の再質問につきまして、順次ご答弁申し上げます。 

  まず、１点目の候補地としての活用ということで、今回、住民ホールの跡地の一部と

その隣接地ということで、候補地については選定をさせていただいたところでございま

すが、それと先ほどありました住民ホールの跡地につきましては､今後、特定の目的を持

たない土地ということでの､一定、ご答弁もさせていただいたところでございますが、そ

の中でも、跡地そのものをすべて活用ということではなくて、やっぱり､今回、その一部

を利用して中間処理施設の建設ということで計画を立てておるところでございますが、

全体的なバランスの中で、どの位置に配置をするかも含めまして、今後、実施設計の中
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で具体的には検討していく必要があろうかというふうには認識をしております。その中

でも、全体として、いかに有効利用ができるかという点を踏まえまして、実施設計の中

で検討してまいりたいなというふうに考えておるところでございます。 

  それと、他市の事例ということで､箕面市の事例を紹介いただいたところでございます

し、確かに箕面市さんの事例といたしましては現在の清掃工場の一部を利用してという

ことで、場所につきましても、島本町とは大きく状況が変わってございます。議員ご指

摘のとおり、やっぱり選定場所によって、かかる費用についても異なってくるというの

は、いろんな条件の中で費用、それぞれ大小あるのが現実問題だというふうには認識を

しております。 

  それと、報告書の取り扱いについてでございますが、６月末に地元説明会ということ

を予定しておりまして、その際の説明につきましても、従来から丁寧な説明をさせてい

ただくという前提で考えております。報告書の今後のあり方につきましても、今後、ど

ういう形で住民の皆様に提供していくかも含めまして、慎重に検討してまいりたいとい

うふうに思っておりますし、説明会につきましても丁寧な説明をすべく、資料のほうも

今現在、調えておるところでございます。説明会の傍聴等につきましては、地元との兼

ね合いもございますし、地元自治会長とも今後協議をする中で、説明会につきましては

進めてまいりたいなというふうに考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

平井議長  以上で、平野議員の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩をいたします。 

（午前 10時 49 分～午前 11時 05 分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  引き続き、戸田議員の発言を許します。 

戸田議員（質問者席へ） それでは、戸田より平成 26年６月会議における一般質問を行い

ます。 

  「若者の就学、結婚生活を支援する奨学金制度を～切れ目のない少子化対策の視点か

ら～」 

  危機的な少子化問題に対応するため、子育てをしやすい地域づくりに向けた環境整備

が、基礎自治体の重要な課題となっています。さらに国の方針として、結婚・妊娠・出

産・育児について､切れ目のない支援を行うことが地方公共団体に求められています。 

  近年、出生率を回復させた国の中には、結婚しないまま子どもを産むことが社会的に

認知されているフランスのようなケースもあるかと思いますが、ここでは、日本の若者

が結婚に踏み切れない、前向きになれない背景になっているとも思える日本学生支援機

構（旧育英会）の奨学金制度問題について､明らかにしたいと思います。 

  (１)教育に対する公的支出の水準が低い日本は、ＯＥＣＤ加盟国の中でも、子ども１
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人当たりの教育費が極めて高く、家計への負担が重いです。日本における大学の授業料

が過去 30年、どのように推移しているか、教育委員会として把握しておられますか。 

  例えば、1975（昭和 50）年には、国立大学３万６千円、私立大学平均 18万 2,677円、

国立大学と私立大学の授業料の差は 5.1 倍でした。文部科学省が授業料の推移を公表し

ていますが、2004 年度（平成 16 年）には、国公立大と私立大の授業料・入学料の金額

はどのようになっているでしょうか。 

  (２)民間企業労働者の平均賃金は、1997 年の 467 万円をピークに下降、2011 年には

409 万円となり、世帯収入は減少しています。従業員の整理解雇、非正規雇用労働者の

増加に伴い、親が子どもの学費を負担することが極めて困難になっています。現在の学

生が、どの程度の割合で奨学金制度を利用しているのか、その実態を把握されています

か。 

  ご答弁をお願いいたします。 

教育こども部長 それでは「奨学金制度について」、ご答弁申し上げます。 

  奨学金制度は、国が管理する奨学金制度として、昭和 18年に無利子を基本として作ら

れたのが始まりであると認識いたしておりますが、その後、時代の変化とともに受益者

負担の考え方が導入されるようになり、現在では、国が管理するもの以外の奨学金制度

も含め、多くが有利子の貸付となっているのが現状です。そのため、昨今の社会経済情

勢の変化から、大学を卒業しても仕事に就けない若者や、就職をしてもすぐに辞めてし

まう若者が増加しているなど、働くことへの考え方や働き方にも変化が見られ、滞納す

る若者が増加しているのが現状でございます。 

  本町におきましては、議員もご承知のとおり、高校へ進学する際の奨学貸付金制度を

町単独で設け無利子で貸付しておりますが、ご質問の大学生等を対象とした奨学金制度

につきましては多くの貸付制度があり、すべてを詳細に把握いたしておりません。その

ため、ご質問の内容につきまして調査した範囲内で、ご答弁を申し上げたいと思います。 

  まず、(１)点目のご質問でございます。 

  大学の授業料につきましては、社会情勢の変化や物価上昇とともに年々高額になって

おり、文部科学省が公表しております国立大学と私立大学の授業料等の推移で比較いた

しますと、平成 16年度の国立大学の授業料が 52 万 800円に対し、私立大学の授業料は

81万 7,952円と、昭和 50年度に約 5.1 倍の差があったものが、約 1.57倍に縮小してお

ります。一方、入学料につきましては、昭和 50年度の国立大学の入学料が５万円に対し、

私立大学の入学料は９万 5,584 円と、その差が約 1.9倍であったものが、平成 16年度は

国立大学の入学料が 28万２千円に対し、私立大学は 27万 9,794 円と、逆転している状

況でございます。 

  次に、(２)点目の「奨学金制度の利用割合について」でございます。 

  平成 22年度の日本学生支援機構の調査によると、大学生の半数程度が奨学金制度を利
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用している状況でございます。 

  以上でございます。 

戸田議員  誠実で、詳細なご答弁をいただきました。 

  答弁をいただいたように、経済的に恵まれない家庭環境に育ったのであれば、ぜひと

も努力して国立大学にという時代では、もはやなくなっています。高等教育を受けるた

めには、奨学金に頼らざるを得ない人が多くなっています。 

  (３)日本学生支援機構（旧育英会）の奨学金には、利息のつかない第一種奨学金と､

利息のつく第二種奨学金があります。多くの大人、私たちは、奨学金といえば利子が付

かなかった、かつての奨学金をイメージします。しかし、現在、若者の多くが利用して

いる有利子奨学金は、「奨学金」というのは名ばかりの学生ローンです。 

  奨学金の有利子枠が作られたのは 1984年、「小さな政府」を目指した中曽根政権によ

るものでした。このとき付帯決議が出されていますが、それはどのようなものでしたか。 

教育こども部長 それでは、(３)点目の「奨学金に有利子枠が設けられたときの附帯決議

について」でございます。 

  昭和 59年７月 26日の参議院文教委員会での日本育英会法案に対する附帯決議では、

「政府及び日本育英会は、憲法、教育基本法の精神に則り、教育の機会均等を実現する

ことの重要性に鑑み、育英奨学事業の拡充を図るため、７項目について適切な措置を講

ずるべきである」とされております。 

  一つ目は、日本育英会の貸与人員及び貸与月額の拡充を図るため、その予算の増額等

に努めること。二つ目は、育英奨学事業は、無利子貸与制度を根幹としてその充実改善

に努めるとともに、有利子貸与制度はその補完措置とし、財政が好転した場合には、廃

止等を含めて検討すること。また有利子貸与の利率は、将来にわたって引き上げること

なく長期低利を維持し、奨学生の返還金の負担軽減に努めること。三つ目は、奨学生の

選考については、主として経済的基準を重視し、その収入限度額を大幅に引き上げるな

ど基準のより適正化に努めること。四つ目は、奨学金貸与人員の国公立と私立との格差

の是正に努めること。また、私学助成の拡充に努めること。五つ目は、返還免除制度は

堅持するよう努めること。最後に六つ目でございますが、国の補助や税制上の優遇措置

の活用等により、地方公共団体の行う育英奨学事業及び育英奨学法人の育成に努めるこ

と。失礼しました、もう一つございます。七つ目です。国際人権規約第 13 条２項(ｂ)

及び(ｃ)については、諸般の動向を見て保留の解除をすること、と決議されております。 

  以上でございます。 

戸田議員  お示しいただいた付帯決議の多くが守られませんでした。1990 年４月には、

「希望２１プラン」と称して有利子貸与奨学金の採用基準を緩和、貸与人数を拡大しま

した。 

  「奨学金の延滞者に関する属性調査結果」、同機構が行っていますが、これによると、

- 98 -



2012 年度に返還すべき奨学金を滞納した人はおよそ 33 万４千人、３ヵ月以上滞納した

人は 19 万４千人です。滞納者のうち、46％が無職あるいは非正規雇用で、83.4％が年収

300 万円以下。滞納が始まったきっかけは、複数回答の回答割合で、「家計の収入が減

った」77％、「家計の支出が増えた」39.3％、「入院・事故・災害等」20％。滞納が継

続している理由としては「本人の低所得」47.5％、「親の経済困難」34.8％、奨学金の

延滞金額の増加」32.2％となっています。 

  決して、故意に滞納しているわけではなく、返したくても返せない状況に陥っている

若者が増えています。まず、このことに対する共通認識を持つ必要があると思います。 

  (４)同属性調査において、「誰に奨学金の申請を進められたか」という質問に、「学

校の先生や職員」と回答した滞納者が 46.4％で、一番、割合が高くなっています。高校

の教師が、有利子奨学金の現状を把握できていない可能性がある。島本町において、町

立中学校の先生方には、少なくとも、この奨学金制度の実態を知っていただき、保護者

の皆さんにも､一定、何らかの形で、この社会問題を周知しておく必要があるのではない

かと考えます。島本町教育委員会として、何かできることはないでしょうか。 

教育こども部長 それでは、(４)点目の「社会問題となっている奨学金制度の周知につい

て」でございます。 

  制度内容につきましては、十分、その制度を理解したうえで利用することは、大変重

要です。特に、高校での進路指導時に制度の理解が必要であり、大阪府教育委員会にお

いても大学進学のための奨学金等制度の内容や問い合わせ先がまとめられ、ホームペー

ジでも公表されておりますので、各高校におきましても、進学にあたっては、それらの

資料をもとに適切に対応されているものと考えております。 

  本町教育委員会といたしましては、直接､高校生に係わることはできませんが、問い合

わせがあった場合には、まずは高校の進路指導等の窓口で相談するよう促すとともに、

可能な範囲で適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

戸田議員  認識が不十分なままに､思わぬ借金を背負う学生とその家族をこれ以上出さな

いために、制度の現状を知らせていく必要があると私は考えています。 

  同機構は、2010年８月に債権管理部を設置しました。奨学金とは名ばかり、「貧困ビ

ジネス」と呼ばれるほどに回収を強化しています。延滞した場合は、第一種でも第二種

でも容赦なく延滞金が課され、債権回収会社への架電業務、電話催促の委託も行ってい

ます。ここで重視されるのは回収率です。職場にも掛ける、自宅にも行くと明言してい

ます。難病でも生活困窮でも、その理由には容赦ありません。もともとサラリーマン金

融で働いていたような債権回収のプロが取り立てるとも言われています。乳がんの抗が

ん治療で失業中であっても容赦がなかった、という当事者の女性の声を私は聞きました。 

  注目すべきは、2004 年の独立法人化、以来、回収金はまず延滞金と利息に充てるとい
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う方針を続けているのです。このことが滞納者を徹底的に苦しめることになりました。

一度滞納すると、そこからの支払いはまず延滞金、そして利息、元本の順で充当され、

返しても返しても元金が減らないケースもあるんです。延滞した金額に対する利息は 10

％、ようやく 2010年度以降の延滞金については５％となりましたが、９ヵ月で法的措置

が取られ、裁判所から支払い督促が届きます。 

  一時的な補完措置とされたはずの有利子奨学金は、民間資金を財源として拡大し続け、

2010 年度の利息収入は 232 億円、延滞金収入 37 億円、これらは貸付を行っている銀行

への利払いと､債権回収を請け負っている専門会社の手数料収入となります。奨学金制度

は、もはや銀行、債権回収会社に利益をもたらす金融事業です。 

  たくさんの可能性を持った若者達が､学ぶために借金という大きな荷物を背負って社

会に出ています。制度そのものの改善、とりわけ回収金の充当順位を逆にすること。こ

れを国に求める必要がありますが、島本町としてもできることを考えていきたい。 

  (５)本当の意味で「奨学金」と呼べるのは､給付型奨学金と無利子奨学金です。島本町

独自の給付型奨学金制度を構築できないものか。若者が結婚・妊娠・出産・育児に希望

を持てるように支援できないかを考え、私は次の２点を提案いたします。 

  １点．極めて成績優秀であるにも関わらず、家庭の経済状況により進学が危ぶまれる

若者が高等教育を受けられるよう､給付型奨学金制度を島本町で新設する。もう一つ、有

利子奨学金を利用する若者に対する救済措置として、利子補給制度を創設する。 

  教育委員会の見解をお聞かせ下さい。 

教育こども部長 それでは、(５)点目の「給付型奨学金の新設と利子補給制度の創設」の

提案についでございます。 

  いずれの制度につきましても、町独自で取り組むべき施策ではなく、奨学金制度その

もののあり方や、制度設計に関わる課題であると考えております。また現状におきまし

ても、返済が困難になった場合には、減額返還や返還期限の猶予などの制度も設けられ

ており、一定の対策も講じられてきていると考えております。 

  いずれにいたしましても、ご質問いただいた内容につきましては、本町だけで対応で

きる問題ではなく、奨学金制度そのもののあり方や制度設計はもちろんのこと、働く場

の確保とともに、若者の働く意欲や働き方の多様化など、若者を取り巻く環境の変化に

対し、多方面からの対応が必要であると考えております。 

  以上でございます。 

戸田議員  ご答弁は、一定理解はできるものなんですけれどもね。滞納だけが問題にされ

がちですが、実は、まじめに返済している若者が置かれている状況も大変厳しいものな

んです。例えば、月に 10 万円を借りると、４年間で 480万円。利子上限３％とすると、

返済総額は概ね 646万円になるそうなんです。結婚の壁になる可能性があります。返還

年数の 20年には、結婚・出産・子育てなど、重要なライフイベントが重なります。子ど
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もを産み育てる経済的・心理的余裕を持てないかも知れない。夫婦が両方奨学金を利用

していた場合は、数百万円、１千万近くの負債を抱えての結婚のスタートになります。

切れ目のない少子化対策に欠かせない視点だと思っています。 

  日本国憲法は、第 26 条ですべての国民に、「その能力に応じて等しく教育を受ける権

利」を保障しています。「教育基本法」は、経済的理由によって就学が困難な者に対し

て「奨学の措置を講じなければならない」と規定しています。 

  島本町が独自に取り組みをして、何かできることはあってもいいのではないか。教育

者として、教育長の考えをお聞かせいただけますか。 

岡本教育長  議員のお考えは十分理解できますけども、内容につきましては、今、部長の

ほうから答弁を申し上げたとおりでございます。 

  以上でございます。 

戸田議員  国の制度を変えていくよう求める、そういった声をあげていくことは大事なん

ですが、島本町の若者に注ぐ私たちの視線も、こういった背景があるということを踏ま

えて対応していかなければならないと思います。 

  私はこの数年間、学生のボランティアを呼んで､という言葉を山ほど聞いてきました

し、また私もそのような発言をあらゆるところでしてきました。しかし、学生がこのよ

うな環境に置かれているということを認識していませんでした。大人の意識の変換が必

要であると思い、１点目の問題、奨学金問題、95％の人が返済していること、滞納者の

問題、モラルの問題として目をそらすことなく取り組んでいくべきことということを共

通認識として、これで１点目の質問を終わります。 

  次のテーマに移ります。「旅券発給事務における窓口対応業務の事務委託は必要です

か」 

  (１)旅券発給事務における窓口対応業務の実施手法として、広域連携により高槻市に

事務委託した場合、両市町にとって経済的削減効果があると試算されていますが、その

規模は総体的に小さいものです。島本町が独自に行い、再任用雇用の職員を１人配置さ

れた場合、住民課の他の行政サービスを補うことができます。島本町の窓口業務の環境

を充実させる意義ある負担になると考えますが､この点、いかがでしょうか。 

  島本町が独自に行うことが可能な事務事業ですから、職員のノウハウの継承、指揮命

令のあり方、自治の観点から見ても、島本町が自ら行うのが得策ではないかと私は考え

ます。この点についての考えを、お聞かせ下さい。 

総合政策部長 続きまして、２点目の「旅券発給事務における窓口対応業務の事務委託に

ついて」のご質問のうち、(１)の「町が自ら行うことが得策なのではないか」とのお問

い合わせでございます。 

  旅券発給事務を本町が単独で実施する場合、再任用職員を１名増員することを想定し

ておりますが、本事務を実施するにあたりましては、複数の職員で対応する必要がござ
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います。また当該事務の権限移譲を受け入れ、新たに職員を配置することにより、窓口

業務の環境の充実や、町独自で行うことによる住民サービスの向上などのメリットも生

じるものと考えております。 

  しかしながら、前の議員のご質問でもご答弁を申し上げましたとおり、「地方自治法」

には「地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努める

とともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と、このよう

に規定されております。事務委託することによって、スケールメリットによる経費節減

や日曜交付などのプラスの効果を得るという選択肢も、「地方自治法」の趣旨を踏まえ

たものであると考えております。 

  従いまして、町単独での実施と広域連携による事務委託による実施につきましては、

それぞれのメリットは生じてくるものと考えております。しかしながら、勉強会での検

討結果などにつきまして、議会の皆様をはじめ、この検討結果につきましてはご報告を

させていただき、議員各位のご意見を賜り、そして総合的に勘案したうえで、最終的な

本町としての方針を決定してまいる必要がある、このように考えておるところでござい

ます。 

  以上でございます。 

戸田議員  何度お聞きしても、心に響かないというか、説得力を欠いていると思います。 

  窓口業務の充実にはメリットがある。でも委託するなら、窓口業務の充実という点で

はデメリットになります。現場あってこそのノウハウの継承、職員の住民に対するサー

ビス力と住民からの信頼度を、みすみす手放されることになる。スケールメリット、財

政効果とおっしゃっていますが、200万に満たないものです。 

  一般廃棄物処理については、造りたくても造れない新たな清掃工場の事情を抱えた深

刻なものです。し尿処理の課題は、処理量の著しい減少により広域行政実現に合理性が

あり、建設に周囲の理解が得られにくい施設であるという難しい課題を乗り越えること

がもしできたら、島本町が新設工事費に予定している億単位の額の、そのうちの多くを

高槻市民の方のために使っていただいてもよいと、私は思っています。 

  比べて、旅券発給事務の財政的メリットは約 300万円とおっしゃる。しかも、島本町

側には委託料としての費用負担が別途発生するので、財政的メリットは非常に少ない金

額です。年間 160万円から 190万円という試算もあるようです。この金額の削減効果を

求めて、住民から確実に歓迎されるパスポート交付の窓口業務を、なぜ、みすみす手放

すのか。理解に苦しみます。 

  なぜ、みすみす手放すのか。この点について、見解をお示し下さい。 

総合政策部長  今回のパスポート業務についてでございますが、今回の事務処理にあたり

ましては、みすみす手放すということではなしに、住民からのサービスの向上、それと

スケールメリットによる財政効果。これを両面から、総合的に判断していく必要がある
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というふうに考えております。 

  しかしながら、今、ご指摘のとおり財政効果としては少ない数字になるかもわかりま

せんが、これは今後の協議の結果によるものと思っておりますが、できるだけ本町でで

きることについては本町で、というのが自治の基本だというふうには考えておりますが、

効率的な財政運営をするということも、これは広域連携の一つの考え方でございますの

で、その辺、非常に難しいところがございますが、今後、そういった詳細について議論

して、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたい、このように考えておるところで

ございます。 

  以上でございます。 

戸田議員  パスポートというのは、紛失したり盗難にあったとき、大変迅速な手続きを行

わなければならない。日本人のパスポートは高額で取引されるということで、非常に窃

盗の対象にもなりやすいんです。万が一、被害にあったり、なくしてしまったとき、本

当に親身になって迅速に対応してくれる町職員、私、これ絶対必要だと思います。「顔

の見える」関係、身近な窓口サービスでの非常に重要な住民サービスになると考えてい

ます。 

  どうしても問いたいことがあります。（２）です、通告の。 

  水無瀬駅周辺に行政サービスコーナーを設けるということを、長く検討されていまし

た。実現の折りには、そこで対応するのがふさわしい旅券事務だと思いますが、そうい

ったことも検討されたうえで、総合的に検討されたうえで、高槻市へ委託についての調

査・検討を依頼されたのですか。 

総合政策部長 (２)点目の「水無瀬駅前周辺に行政サービスコーナーを設置した場合、そ

こでパスポート業務の実施を検討したか」とのご質問でございます。 

  旅券発給事務の窓口につきましては、町単独で実施する場合、新たな職員配置やスペ

ースの確保、日曜交付についての課題などが生じてまいります。パスポートの申請・受

理の手続きにつきましては、駅前に近いところで実施をすることによる地理的なメリッ

トも想定されますが、町役場やその他の場所のいずれにおいても、新たな経費やスペー

スの問題が発生することになります。こういったことから、スケールメリットの観点も

踏まえ、広域連携による手法について、高槻市との勉強会において調査・検討すること

としたものでございます。 

  なお、現時点におきましては、水無瀬駅前周辺への公共的機能の導入について検討い

たしておりますが、具体的な業務内容等につきましては､現時点では、決定をしておりま

せん。 

  以上でございます。 

戸田議員  住民側からすれば、そもそも窓口サービスに広域化のスケールメリットなどあ

りません。遠くなるからです。旅券発給事務を高槻市に委託するということは、もはや
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水無瀬駅前に行政サービスコーナーを設置する意思はないというふうに理解してよいで

すか。パスポート発給事務の初期投資とは比べものにならない経費がかかります。お答

え下さい。 

総合政策部長  駅前のサービスコーナーに、例えば､そういうふうな旅券の発給の事務の窓

口を設けるということも選択肢の一つではないかなというふうには考えておりますが、

例えば、直営でやる場合、役場でも当然受付が必要になってまいります。そして駅前の

サービスコーナーでも受付ができる、そういった選択肢が望ましいというふうには考え

ておりますが、やはり人員の問題ですとか備品の問題、職員の配置の問題、そういった

ことも考えますと、町内で、例えば２ヵ所でというのは非常に無理があるというふうに

考えておりますし、実施するのであれば、やはり１ヵ所、町役場でするのか駅前のサー

ビスコーナーでするのか、あるいは高槻市へ事務委託するのか。そういったことも含め

ますと、住民サービスの観点で申し上げますと、やはり近くの役場で発行できるという

ふうなことが一番好ましいというふうには考えておりますが、これも先ほども申し上げ

ましたが、やはりスケールメリット等も十分踏まえる必要があるということで、今後、

その点について詳細に検討し、そして慎重に対応してまいりたい、このように考えてお

るところでございます。 

  以上でございます。 

戸田議員  ご答弁を聞いていると、まだ水無瀬駅前の行政サービスコーナーに関しては､

設置に関して検討中であるというように受け取れるのですが、旅券発給事務の事務事業

の委託による経費削減効果、スケールメリットを主張しながら、利便性が高まるとして､

この島本町の面積規模で駅前行政サービスコーナーを設置するという。水無瀬駅前に行

政サービスコーナーができても、旅券発給事務は、そっちは高槻駅でとおっしゃるとい

うのですか。政策としてのビジョンを欠き、整合性が全くなくなってしまっているので

はありませんか。いかがでしょう。 

（「そうだ」と呼ぶ者あり） 

総合政策部長  まず、的確な行財政運営にあたりましては、スケールメリットももちろん

そうなんですが、住民サービス、様々な業務によって､その視点が変わってまいります。

そういったことを総合的に判断をして、住民サービスにどの程度寄与できるのか、そし

て町にとってもやはり財政効果、そういったことも当然考える必要もございますし､何

も、今、この時点で駅前サービスコーナーをやるとか、何も決定したものでもございま

せんし、今後、そういった費用対効果、住民サービス、この両面から検討していかない

と、一方通行で議論していっても、なかなか結論が出ないというふうにも思います。 

  こういった、直接住民の皆さん方のサービスに寄与する業務でありますことから、そ

の点については慎重に対応してまいりたい、このように考えておるところでございます。 

  以上でございます。 
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戸田議員  もはや実現が不可能と思われるような水無瀬駅前行政サービスコーナーについ

ては検討するという姿勢を崩さず、一方で、本当に広域化する意義があるのかどうか、

大変疑問に思う、その意義が非常に弱いと思われるものを高槻市に委託していく。実現

可能、ハードルが低いものから取り組んでいくというのは、私は本末転倒だと思います。

し尿処理の課題、こちらこそ５億円という金額を使って新設する。この５億円と、160

万円の差があまりにも大きい。 

  これについては、もうここまでに止めておきますけれどもね。し尿・ごみ処理問題と

は財政効果が比較にならないうえ、広域化の意義が極めて弱い旅券発給事務の委託は見

送るほうがいいと、私は考えます。高槻市、島本町の損得問題ではなく、町民にとって

メリットとなる財政効果というのを考えなくてはならない。それが広域化の最大の目標

であるべきなんです。さらに旅券発給事務の委託が成就しても、ごみ処理の委託事業に

繋がるという保障は何もありません。 

  そこで問います。正式に委託を依頼することは見送る、この決断こそ今重要で、高槻

市に対しては､誠実に説明責任を果たしていく。そして、島本町が行える事業として島本

町で行う。議会の合意形成プロセスを経ず､事務委託の依頼を正式に行うことだけは絶対

に認められません。これは、相手の高槻市にとっても大変失礼なことです。ここのとこ

ろ、どのように考えておられるか、認識しておられるか、ご答弁を求めます。 

総合政策部長  今回の旅券の発給事務につきましては、当然、本町でも実現が可能でござ

います。職員の事務能力等、全く遜色ございませんので、そういった事務を直営でする

ということについては当然可能でございます。ただ、スペースの問題ですとか､職員数の

配置の問題､日曜交付の問題、そういった課題はありますということで、お示しをさせて

いただいております。 

  確かに、今回の広域行政にとっては､財政効果としては非常に低いというふうなことに

なろうかと思いますが、両市町にとって､広域行政することによって、お互いに財政効果

があるというふうなことで実現可能になるものでございますので、その金額の多寡にも

当然よりますが、それと住民サービスと比較考量して、どちらがいいのかというふうな

判断が必要になってくるというふうに考えておりますので、その点については、まだ今

後、高槻市との事務担当者間での協議を今後また行う予定でございますので、そういっ

た中で最終的な判断をして、そしてお示しをさせていただいて、議会のご意見を踏まえ

て対応してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

平井議長  時間、ございませんので。 

戸田議員  進めておられる規約案の検討に関して、最後に問います。 

  事務委託の依頼を正式にしてから規約案を作るというのが、筋だと思います。けれど

も、あくまでも案として、議論・検討のたたき台とするために事務レベルで進めておら
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れると。政策的な方向性はまだ定まっていないと考えてよいですか。確認します。 

総合政策部長  これまでの事務担当者間では、課題の整理ですとか規約案の検討について

は行っておりますが、具体的な費用負担の問題、例えば人口割とか件数割、そういった

考え方もありますが、そういったことについて､まだ詳細に議論が詰まっている状況では

ございませんので、今後、費用負担のあり方の検討、規約案の検討、こういったことを

進めていくということで、現時点では定まったものはございません。 

  以上でございます……（戸田議員・質問者席から「政策の方向性は」と発言）……、

今後、高槻市さんにおける財政効果、本町における財政効果、一定素案としてお示しを

しておりますが、それが実際にどういう形で費用案分するのかによって､お互いの財政効

果も変わってきますので、その結果を踏まえて対応してまいりたいというふうに考えて

おりますので、現時点では何ら決定はいたしておりません。 

  以上でございます。 

戸田議員  慎重に対応していただくよう、お願いいたします。 

  以上で……（質問時間終了のベル音）……、質問を終わります。 

平井議長  以上で、戸田議員の一般質問を終わります。 

  以上をもちまして、一般質問を集結いたします。 

  日程第２、第３号報告 平成 25年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

総務部長（登壇） それでは、第３号報告につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第３号報告 朗読） 

  議案書の１の３ページでございます。今回、ご報告させていただきます平成 25 年度の

島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書につきましては、合計６件の事業となってお

ります。これらの事業は、平成 25 年度内に事業を完了することができなかったことから、

平成 25 年度の一般会計補正予算におきまして翌年度に繰り越して使用することができ

る経費として､繰越明許費の設定をご可決いただいたところでございます。今回、繰越し

させていただきました各事業につきましては繰越額が決定いたしましたので、ご報告さ

せていただくものでございます。 

  なお、繰越明許費の内容につきましては繰越計算書のとおりでございますが、詳細に

つきましては、別途議案書に添付させていただいております「第３号報告 参考資料」

に基づき､順次、ご説明させていただきます。 

  まず、参考資料の１ページ目の上段の、１点目の「ロッカー等備品購入事業」でござ

います。 

  本事業につきましては、本年４月１日施行の機構改革に伴う予算として､平成 26年２

月 27日提出の島本町一般会計補正予算（第７号）におきまして増額補正をさせていただ
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きましたが、年度末にかけて当該備品の需要が急増し、購入予定の備品の一部が年度内

に納品できなかったことから、繰越しさせていただいたものでございます。 

  なお、本事業は、本年４月 11日に物品の検査を終え、完了しております。 

  次に、２点目の「地域防災計画修正業務」でございます。本事業につきましては、平

成 25年度島本町一般会計当初予算でご可決いただきました事業でございます。 

  本町の「地域防災計画」につきましては、「大阪府地域防災計画」との整合性を図り、

修正する必要がございます。しかしながら、大阪府の同計画の修正業務が予定よりも遅

れ、平成 25年度末の完了となりましたことから、本町の修正業務につきましても繰越し

させていただいたものでございます。 

  なお、契約履行期限は平成 26年９月 30日までとなっております。 

  次に、３点目の「桜井跨線橋補修事業」でございます。 

  本事業につきましては、「橋りょうの長寿命化修繕計画」に基づく事業として、平成

25年度島本町一般会計補正予算（第１号）におきまして増額補正させていただき、当該

年度と、翌年度工事の２ヵ年分の実施設計を進めてまいりました。しかしながら、補修

箇所の損傷が軽度であったことから、２ヵ年分の工事見込み額が当初の見込み額を下回

ることとなりました。このため工事につきましては、平成 25年度分としてすでに決定さ

れております国からの交付金の範囲内で、平成 26 年度実施予定工事についても実施する

ことが可能となりました。 

  このような状況下、全体事業の連続性を考慮し、平成 26年度実施予定の事業につきま

しても、あわせて前倒しして工事を進めさせていただくこととなり、繰越しさせていた

だいたものでございます。 

  なお、本事業のうち、平成 25年度計画分の工事につきましては、本年５月 29 日に竣

工検査を終え、完了しております。また、前倒しさせていただきました平成 26年度計画

分の工事につきましては、７月に契約の予定でございます。 

  続きまして、２ページのほうの上段の４点目、「町道尺代５号線整備事業」でござい

ます。 

  本事業につきましては、平成 25年度島本町一般会計当初予算でご可決いただきました

が、橋りょう下部工事の着手にあたりまして土質調査を行った結果、岩盤面が想定より

も深く、当初計画での施工は困難であることが判明いたしました。このため、地盤改良

工事などを行う必要が生じ、不測の時間を要したため、繰越しさせていただいたもので

ございます。 

  なお、橋りょう上部工の工事につきましては、契約履行期限は平成 26 年９月 25日ま

でとなっております。また、別途契約を予定しております舗装工事につきましては、橋

りょう上部工の完了後に着手させていただく予定でございます。 

  次に、５点目の「第二中学校耐震補強等事業」でございます。 
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  本事業につきましては、国の平成 25 年度東日本大震災復興特別会計第１次補正予算に

おきまして予算措置されました補助金等を活用し、実施させていただくこととなり、平

成 25年度島本町一般会計補正予算（第８号）におきまして増額補正及び繰越明許費の設

定をご可決いただき、繰越しさせていただいたものでございます。 

  また、本事業につきましては、前の平成 26年島本町議会４月臨時会議におきまして、

工事請負契約の締結についてご可決いただきました案件でございます。 

  なお、契約履行期限は平成 26年 12 月 15 日までとなっております。 

  次に、６点目の「尺代山腹復旧事業」でございます。 

  本事業につきましては、平成 25 年度島本町一般会計補正予算（第５号）におきまして

増額補正をさせていただいたものでございます。 

  当該地は斜面が急なのり面で、土砂が竹林や雑木を含んだ状態で崩れ、道路を寸断し

ている状況にあり、復旧工事にあたりましては､のり面の安定工法や二次崩壊を防止する

土止め工法などを検討する必要があるなど時間を要したため、繰越しさせていただいた

ものでございます。 

  なお、本工事は、本年５月 29日に竣工検査を終え、事業を完了しております。 

  以上、簡単ではございますが、平成 25年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書

の報告について、説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

平井議長  この際、暫時休憩いたします。 

（午前 11時 54 分～午後１時 00 分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  第３号報告に対する質疑を行います。 

平野議員 第３号報告の上から２番目の「地域防災計画修正業務」について、お尋ねしま

す。繰越明許ですので、あまり深くは質疑しませんが、３点、質問します。 

  「地域防災計画修正業務」が随分遅れていますが、予定より遅れていますけれども、

策定までの今後のスケジュールを示して下さい。２点目に、一昨年の大雨・浸水被害、

また昨年の避難指示が発令された土砂災害などを考えると、住民と行政が協働で「地域

防災計画」を作るという必要があると思います。そのためにも、今後、行われるパブリ

ックコメントの際には説明会を開催する必要があると思うのですが、そのようなお考え

はありませんでしょうか。 

  それから三つ目ですけれど、これは資料請求している分で人１という分で、住民の、

市民グループからの原子力災害対策を求める質問状が出て、町のほうが回答されていま

す。この中で「地域防災計画」の見直しを行われていますが、「原子力災害対策につい

てはどのように検討されていますか」という質問に対して、町の回答は「現在、修正を

進めております本町『地域防災計画』におきましては、本町に影響のある原子力施設や

被曝の危険性等について記載する予定としております」というふうに書かれているので
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すが、後段の文章を見ると、特に対策というものは書かれていません。国の「原子力災

害対策指針」がこれから出されたときというんですか、明確に出されたときに､本町が該

当することになった場合は必要だというふうに判断されているぐらいで、特に詳しい内

容での対策を盛り込むという内容には、回答はなっていないのですけれどね。やはり、

きちんと「本町に影響ある原子力施設や被曝の危険性等」については記載するのでした

ら、対策までも含めて書いてこそ、「地域防災計画」になるのではないでしょうか。答

弁を求めます。 

総務部長 まず、１点目の「地域防災計画」の見直しのスケジュールでございます。「地

域防災計画」の見直しにつきましては、現在、庁内関係部局と調整等を行っているとこ

ろでございます。７月中旬頃を目処に防災会議を開催し、素案をご審議いただく予定と

なっております。その後、１ヵ月をかけてパブリックコメントを経て､再度防災会議を開

催し、９月末には見直しを完了する予定でございます。 

  ２点目の、「地域防災計画」見直し時における住民説明会の開催についてのお尋ねで

ございます。これにつきましては、「地域防災計画」は今後、パブリックコメントの実

施を予定しております。住民説明会につきましては、現在のところ開催する予定はござ

いません。 

  なお、住民の皆様からのご質問等がございましたら、個別に対応させていただきたい

と考えております。 

  続きまして、「地域防災計画」における原子力災害の具体的な対処方法などを、とい

うご質問でございます。本町は、最寄りの高浜発電所から概ね 60キロの距離にございま

す。現在のところ、プルーム通過時の被曝を避けるための防護措置を実施する地域、い

わゆるＰＰＡに該当するか否かは判断できないものと考えております。ＰＰＡの具体的

な範囲及び必要とされる防護措置の実施の判断の考え方につきましては、今後、原子力

規制委員会が検討し、「原子力災害対策指針」を改定するとされておりまして、その結

果を踏まえまして、関西広域連合が「関西防災・減災プラン」を改定することとなって

おりますことから、本町の対応につきましても、これに基づくものと考えております。 

  加えまして、関西広域連合では、兵庫県を対象にされました放射性物質拡散シミュレ

ーションを広域連合内の他の府県でも実施すると聞き及んでおりますので、その結果等

につきましても、注視してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

平野議員  スケジュールについては、わかりました。パブリックコメントは７月中旬以降

になるんですかね、一月行われるということですけど、説明会はしない、というふうに

おっしゃっていました。ただ、住民の皆さんからご質問があった場合は個別に対応する

ということですので、そうしましたら、パブリックコメントを町広報紙とかに載せる場

合は、そのことも、問い合わせというか質問については個別に対応させていただきます
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というようなことも、広報紙に載せるときは一言書いていただきたいと思いますけど、

いかがでしょうか。 

  それから、今回は「地域防災計画」のことですけれど、すべての計画づくりや新しい

条例とかについてはね、やはり「まちづくり基本条例」があるわけですから、できるだ

け住民の声を聞きながら進めるという必要性があると思います。全庁的なそういった仕

組み、計画策定の際は説明会を開催するというような全庁的な仕組みも作る必要がある

と思いますけど、その点、それは担当はまた別の課かも知れませんけれど、総合的にお

答え下さい。 

  それから３点目ですけれど、国の、特にＰＰＡと言いまして放射性プルーム、雲の影

響がある場合、そういう地域というふうに滋賀県のシミュレーションではなっておりま

すけれど、国のほうがまだ範囲とか必要な防護措置というのは決めていませんけどね。

そのように指示待ちではなくて、やはり町独自の対策というのは早めに、特に、この計

画を作っているわけですからね。計画策定に間に合うような形で、何らかの形で対策を

作る必要があると思います。 

皆さんご存じのように、５月 21日には大飯原発の運転差し止め命令が福井地裁で出ま

した。その判決には、大飯原発から 250キロ圏内に居住する者は､原発の運転で直接人格

権が侵害される危険があるというふうに判決が出て、それを認めているわけですけれど、

そのことを考えますと、踏まえますと、町独自の防護策を国の指示を待たないでも立て

ていく。特に今、「地域防災計画」の修正業務をしているわけですから、盛り込んでい

くという必要性があると思います。最後に、お聞かせ下さい。 

総務部長  １点目の､今回のパブリックコメントの折りの､広報などに個別の質問にお答え

するということを明記するか､ということでございますが、現在のところ、個別の質問の

対応については､そういうことも検討しておりますが、いわゆる広報紙に書くかどうかと

いうのは、今現在、まだ確定はしておりません。 

  それから、同様の、こういう計画にあたっての説明会ということでございますが、こ

れは全庁的な対応にもなりますので、今後、その説明会のあり方などを総合的に検討す

る必要があるというふうには考えております。 

  それから、国の指示を待たずに町独自での行動とかということでございますが、最終

的に、関西広域連合でも兵庫県を対象に行われました放射性拡散シミュレーションを､

兵庫県以外の他府県でも実施すると聞き及んでおります。町独自でそういうシミュレー

ションができるわけでもありませんし、原子力という部分、放射能、目に見えない、臭

いもないというふうな、そういった部分の中で、いわゆる根拠というものをしっかり見

出さないと､単に不安を煽るというものはいかがなものかなと思いますので、先ほど申し

上げましたような関西広域連合の、他府県で実施する放射性物質拡散シミュレーション

の状況を注視して、それを踏まえて、今後のあり方というのを考えていく必要があると
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いうふうに考えております。 

  以上です。 

平野議員  質問は最後にしようかなと思いますけど、ちょっと、今の部長のご答弁の中に

「不安を煽る」というような表現がありましたので、一言申し上げたいと思いますけど

ね。滋賀県の放射線被曝予測のシミュレーションでも 50～100ミリシーベルト、これは

１時間当たりで被曝の影響があるということが公表されています。これはね、大阪府も

公表しています。別に不安を煽っているわけじゃなくて、ちゃんと根拠のあるものです。 

  国の法律では、１年間に１ミリシーベルトが許容線量なんですよ。それを１時間に 50

～100 ミリ浴びるということは、どれほどの被曝かというふうに、いかに大きな被曝か

ということがわかると思いますのでね。決して、不安を煽るということにはならないと

思いますし、きちんと根拠のあることで申し上げていると思います。それは意見として、

申し上げておきます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

河野議員  繰越明許費の前段の議論で、すでに済んでいることかとは思いますが、この第

３号報告参考資料に基づいて「ロッカー等備品購入事業」､これは機構改革の、そもそも、

これがこういうことになったというのは、発注された先で年度内に納入備品のすべてが

確保できなかったということがありましたし、他の議員の質問によって、年度を越すこ

とによって消費税８％が課税される、支払いが生じるということを聞いていたように記

憶しております。 

  結果として、もう納入備品の検査も済んでおられるということですが、そうは言いま

しても､機構改革を４月１日から完璧な形でスタートさせるにおいては、この備品が揃わ

なかったことで原課においてはどのようなことが起こったのか。改めて説明を求めます。 

総務部長  資料の１点目の、「ロッカー等備品購入事業」についてのお尋ねでございます。 

  機構改革の準備段階でございます備品とかを買ううえで、やはり､その費用の予算計上

が本年２月 27 日の折りでございましたので、やはり年度末にかけて消費税の増税とい

う、税率の変更ということもありまして、年度内に納入できなかったという事実はある

んですが、その辺は一定、総務としても致し方ないものであるというふうに考えており

ます。 

  今回、８％のほうの税率で一部適用となった部分では、入札時点で業者さんのほうか

ら､年度内に間に合わない可能性はあるというふうなことも聞き及んでおりましたので、

結果的には､努力していただきましたが、年度内に入らなかったということでございます

ので、ご理解賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

河野議員  発注した後の業者の事情ということについては十分推察するところですけれど

も、２月 27日の一般会計補正予算であったと思いますが、それを受けて発注に至られた。

それで納入できなかった､間に合わなかったということですが、そもそも、その機構改革
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を提案されたのが 12 月議会であったと思います。この議場で、委員会付託というか継続

審査というか、結果的には総務建設水道常任委員会への付託ということが決まりまして、

議案が越年をしたわけですが、ただ、その後のこの備品発注に関わる予算の提案の期日

を考えますと、議案が継続されたことの影響ではなく、やはり、もともと 12月という時

期に４月の機構改革、それも､かなりの機構改革を提案されているというね。そういった

提案の時期というものが不適当であったのではないかと遡って考えるわけですが、その

点について、原課のお考えはいかがですか。これは町長になろうかと思いますが、いか

がでしょうか。 

  それから、繰越明許ということですけれども、いったん支出負担行為といいますか、

その補正予算にかけて成立したものを受けて発注をして、業者の都合によって納入でき

ないということですけれども、これはやっぱり事故繰越という類にならないのかと､今に

至って、ちょっと疑問を生じております。『議員必携』を再度見ているんですけども、

ご理解、お願いしますとおっしゃいましたが、それについては種類としては、やはり繰

越明許だったのか。ここに至って発する疑問ですので、丁寧にお答えいただきたいと思

います。 

総務部長  まず、備品購入費に関する補正予算の時期でございますが、この辺は一定、発

生する原因といいますか、そういうものが確定しないと、なかなか予算として組めない

場合もございます。本件の場合は、その時期が遅れた、結果的には遅くなったというの

は事実でございまして、その辺は今後、そういった事案に対して､できる限り精査をして

事務執行を進めてまいりたいと考えております。 

  それから、事故繰越か明許繰越かということでございますが、事故繰越という部分は、

いわゆる災害とか、そういった部分でございまして、今回の場合は事前にわかってた、

いわゆる３月 31日の時点では繰越になるというのが､ほぼわかっているということでご

ざいますので、繰越明許費として翌年度に執行できる経費として、議会の議決をいただ

いて繰越しするのが適当であるというふうに考えております。 

  以上です。 

河野議員  たぶん、１問目の質問に､私が思ってた答弁がなかったと思うんですね。備品購

入できなかったことによって、４月１日に本来であれば大改革、窓口がビシッと決まっ

てなければいけない。この備品が納入されなかったことによってね、各課で、確かに４

月１日朝一番に参りますと、配線とかいろんな問題を抱えながら４月１日の業務を始め

ておられる窓口も相当あったと思っています。廊下にも備品がまだ出されている状態が

続いてました。だから、そういうことを考えたときに、やはり提案するときには､そうい

ったことを十分に議論されて、現場でも先のスケジュール、実務をされる方が、そうい

うことを見通されて十分な合意が職員間にもあって、ということが大事だったと思いま

す。間違っても、議員の委員会付託の動議が影響したとは到底思えない、そういった結
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果を招いたと思いますが、その点についてね、今後のためでもありますので、備品購入

ができなかった各課の状況で、どういう状況だったのかということを、詳しく答弁を求

めたいと思います。 

  以上です。 

総務部長  まず、年度を越して納入されたものは､教育こども部のスライドロッカー、パー

ティション、それから都市創造部のハイカウンターでございます。先ほども申し上げま

したように、こういった類のものは、やはり年度末に我々の予想を上回る需要があった

ということで、業者のほうにもご努力いただいたんですが、結果的に４月の 11日に検査

を終えて完了しておりまして。その辺は今後、若干、そういうスケジュールとかそうい

った部分については十分反省をして、今後の事務執行にあたりたいというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

戸田議員  災害復旧費、「尺代山腹復旧事業」について､お伺いします。 

  昨年の大雨で道路が寸断され、のり面の安定工法や、二次崩壊を防止する土止め工法

等を検討する必要があるので､それに時間を要して繰越明許となっているという事情は

重々承知しております。５月 29日竣工検査を終えて事業が完了されているということな

ので、工事の内容について、ここで確認しておきたいのが１点。 

もう一つは、民地であるにも関わらず町が行う事業というので、その過程で、保安林

制度を活用するというふうにおっしゃっていました。保安林制度には、行為の制限や特

例措置等がいろいろありますけれども、地権者の方々とは、現在どのような話し合いを

して､進捗状況はどういうようなものか､説明いただきたいと思います。 

都市創造部長  尺代山腹復旧工事についてのお尋ねでございます。工事内容といたしまし

ては、山腹の一部が崩壊したという中で、今後、同様なことが起きた場合に、やはり水

無瀬川への影響とか、ちょうどハイキング道に隣接しているということで、崖崩れ等々

の発生に対して予防するという工事で実施させていただいたところでございます。擁壁

の設置等々、それから防護柵のネットの設置ということで、工事のほうは進めさせてい

ただきました。 

  それと、今回、民地での対応ということで、一定山腹等を今後また維持していく中で、

一つの手法として保安林に指定することによって、国とか府の補助事業が活用できると

いう観点から、地元とも協議をさせていただきながら、大阪府ともあわせて協議を進め

ている段階でございます。地元との調整につきましては、去る平成 26 年４月 10 日に､

尺代地区の保安林の指定にかかりまして説明会を開催させていただきました。説明にあ

たりましては、大阪府北部農と緑の総合事務所の担当の方、それから島本町の担当、そ

れと尺代地区の住民の方ということで実施をさせていただいてございます。一定、保安

林の指定に向けて、双方が協力しながら、今後、事務を進めていくということでお話を
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させていただいているところでございます。 

  また、今後のスケジュールにつきましては、現在、大阪府と協力をさせていただく中

で、保安林の指定範囲にかかる土地の地番とか、所有者の整理をしているところでござ

います。今後はこれらの情報を登記簿謄本と照合、突合を図る中で、地元自治会に対し

ましても､それをもとに作成した図面等の確認作業を行っていくということで、随時､事

務を進めておるところでございます。 

  以上でございます。 

戸田議員  現場はおそらくハイキング道で、山吹渓谷にも通じる道だと思うのですが、こ

こは島本の奥入瀬渓谷であるという人もいらっしゃるほどで、町内外から訪れる人が非

常に多かったところ。しかし、今はちょっと府が指定を外しているなど、なかなかハイ

キングすることが難しくなっています。この保安林制度というのを使えば、歩道がもっ

と安全になるのではないかと期待が高まっているわけなんですけれども、この際、それ

について今後の可能性をお聞きして、ちょっと確認しておきたいと思います。 

都市創造部長  従来のハイキング道につきまして、大阪府の環状自然歩道ということで、

以前、指定を受けておった経過がございますが、山崩れ等があるということで、現在は

通行止めということで大阪府のほうで処置を取られてございます。 

  今、申し上げました保安林の指定ということでの兼ね合いということでございますが、

山腹の整備、森林整備ということで、保安林の指定の目的といたしましては、水源涵養

とか土砂の流出防護等々がございます。その中で、やはり山腹の安全を確保するという

ことで、一つは指定することによって一定の整備ができるということは事実でございま

すし、それが今後、今、通行止めされておりますが、それの解除に繋がるかということ

については、この場で明言はできませんが、大阪府におかれましても一定の整備が進む

中で、安全面が確保されるということが大前提にはあろうかと思いますので、町といた

しましても、その点につきましては､今後また大阪府とも協議はしていきたいなというふ

うには考えてございます。 

  以上でございます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  第３号報告については、報告を承ったものといたします。 

  日程第３、第４号報告 平成 25年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰

越計算書の報告についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

上下水道部長（登壇） それでは、第４号報告につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第４号報告 朗読） 
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  １の３ページは、平成 25年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算

書でございます。平成 26 年度へ繰り越す額が確定しましたので、その内容について、ご

報告申し上げます。 

  平成 26年度繰越額につきましては 2,500万円でございます。財源内訳は、国庫支出金

の社会資本整備交付金 920万円、地方債 820万円及び町一般財源 760万円でございます。 

  なお、繰越計算書の詳細につきましては、１の４ページの次に添付しております「第

４号報告 参考資料」に基づき、ご説明申し上げます。 

  公共下水道汚水管（第６工区）築造事業につきましては、平成 25年度島本町公共下水

道事業特別会計補正予算（第５号）におきまして増額補正をお願いするとともに、予算

単年度主義の例外として､翌年度に繰り越して使用することができる経費となる繰越明

許費の設定をご可決いただいたところでございます。 

  繰越の理由は、「好循環実現のための経済対策」に基づく国の平成 25 年度補正予算を

活用して事業を実施することとしたため、平成 26 年度完了事業として繰り越したもので

ございます。 

  なお、本工事に先立ち、支障となる水道配水管の移設工事を予定しており、工期は６

月下旬から９月 30日までを予定しております。 

  以上、簡単ではございますが、平成 25年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明

許費繰越計算書の報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

平井議長  これより、本報告に対する質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  第４号報告については、報告を承ったものといたします。 

  日程第４､第１号諮問から第３号諮問までの人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについての３件を一括議題といたします。 

  なお、本案３件は､議事の都合上、一括説明、一括質疑とし、討論、採決は、それぞれ

議案ごとに行いたいと思いますので、あらかじめご了承願っておきます。 

  それでは、執行部の説明を求めます。 

総合政策部長（登壇） それでは、第１号諮問につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第１号諮問 朗読） 

  提案理由につきましては、任期満了に伴い再任するものでございます。 

  議案書１の２ページに、諮問資料として略歴を記載いたしております。 

  最終学歴でございますが、昭和 60 年３月に関西大学法学部を卒業されておられます。 

  次に職歴でございますが、平成２年４月に大阪弁護士会所属弁護士となられ、平成７

年１月には向井秀史法律事務所を開設されておられます。 

  平成 14年 10月から人権擁護委員に就任いただいており、現在、４期目でございます。 
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  なお、現委員の任期は本年 12月末までではございますが、法務大臣の委嘱手続きに時

間を要するため、本議会において提案させていただくものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いた

だき、ご意見賜りますようお願い申し上げます。 

  それでは続きまして、第２号諮問につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第２号諮問 朗読） 

  提案理由につきましては、任期満了に伴い再任するものでございます。 

  議案書２の２ページに、諮問資料として略歴を記載いたしております。 

  最終学歴でございますが、昭和 46年３月に京都女子大学文学部を卒業されておられま

す。 

  次に職歴でございますが、昭和 46 年４月に京都府宇治市槇島小学校教諭となられ、平

成 21年３月には長岡京市立長岡第五小学校校長を最後として、退職されておられます。 

  本町における附属機関等の委員への就任状況でございますが、平成 21 年１月から人権

擁護委員に就任いただいており、現在、２期目でございます。 

  なお、現委員の任期は本年 12月末まででございますが、法務大臣の委嘱手続きに時間

を要するため、本議会において提案させていただくものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、ご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議い

ただき、ご意見賜りますようお願い申し上げます。 

  続きまして、第３号諮問につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第３号諮問 朗読） 

  提案理由につきましては、現委員の任期満了に伴い､その後任として新たに推薦するも

のでございます。 

  議案書３の２ページに諮問資料として、略歴を記載いたしております。 

最終学歴でございますが、昭和 52 年３月に武庫川女子大学音楽楽部を卒業されておら

れます。 

次に職歴でございますが、昭和 52 年４月に武庫川女子大学体育学部非常勤講師となら

れ、平成 11年４月には島本町立第二小学校特別非常勤講師、また平成 15年４月には島

本町立第一小学校特別非常勤講師を最後として退職されておられます。 

  本町における附属機関等の委員への就任状況でございますが、平成 18 年４月から２期

８年の期間、選挙管理委員に就任いただいており、本年３月に退任されておられます。 

  なお、現委員の任期は本年 12月末までではございますが、法務大臣の委嘱手続きに時

間を要するため、本議会において提案させていただくものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いた

だき、ご意見賜りますようお願い申し上げます。 

平井議長 これより、本案３件に対する質疑を行います。ございませんか。 

- 116 -



外村議員 この３人の方の略歴も見せていただいたんですけども、ちょっとお伺いしたい

んですけども、まず、人権擁護委員に求められる資質とは、どういうものを基本にされ

ているのかという１点と、この３人、２人は再任で、１人は新任ということですけども、

他にも候補者がいたと思いますので、どういう選定プロセスによって、この３人になっ

たのかということが、そのプロセスを教えていただきたい。もう１点は、向井さんにつ

いては５期目ということで、非常に長いと私は思います。長いのがいいのか､短いほうが

いいか、わかりませんけども、やはり広く多くの人材を登用するという観点からしたら、

他の人でもよかったんじゃないかと思いますので、なぜ向井さん、５期目に選ばれたの

かということ。この三つ、お聞かせ下さい。 

総合政策部長 まず、１点目のお尋ねでございます。人権擁護委員に求められる資質とい

うことでございますが、この人権擁護委員の使命といたしましては、国民の基本的人権

が侵害されることがないように監視し、もし、これが侵害された場合には、その救済の

ため速やかに適切に処置を取る、そういった自由人権思想の普及高揚に努めるというこ

とが使命とされておりまして、そういった使命に的確に対応していただける人材である、

このように認識をし、今回、諮問させていただいたものでございます。 

  また、他の候補者はというふうなことでございますが、本町内の住民の皆さん方、か

なり多方面で活躍をされており、いろんな実績をお持ちでございます。そういった中に

おきましても、過去の人権擁護委員としての活動履歴といいますか、そういったことを

勘案いたしまして、再度、この方についてはお願いをしたということでございます。 

  それともう１点、今回、向井秀史氏を再任ということで、５期目でございます。確か

に期間としては非常に長くなるわけではございますが、この点に関しましては、委員選

任における例外的な規定ということで、専門的な知識や経験等を有する方で、他に得ら

れないなどの特別な事情があるということで、向井氏におかれましては、弁護士活動と

していろんな人権問題にも関わっておられました。そして今、大阪法務局におきます人

権相談ですとか、島本地区の人権擁護委員協議会の会長というふうな要職も務めていた

だいておりますので、そういった方が非常に適切であるというふうに判断をいたしまし

て､今回、５期目ではございますが、改めて諮問を申し上げたといった状況でございます。 

  以上でございます。 

外村議員 わかりました。人権擁護委員、今現在６人いらっしゃるということですけども、

今回の３人は皆さん、公務員だとか教職にあられた方ということで、民間会社におられ

た方で、今現在６人のうちで、民間にいらっしゃった方はおられますか。 

総合政策部長 今回、諮問させていただいた新任で浦田氏におかれましては、第一小学校

の特別非常勤講師というふうな形で勤めていただいておりました。そして選挙管理委員

というふうなことも歴任をしていただいておりましたが、それ以外は､特に学校の校長、

また警察官の関係、そういった公務員のお仕事をしていただいている方でございます。
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それとあと、もう１人の方についても公務員というふうなことで、本町でも勤務をして

いただいたような実績もございます。 

  以上でございます。 

外村議員  いや、だから６人いらっしゃる中で、民間の経験の方はいらっしゃいますか、

と質問しているんです。 

総合政策部長 民間の経験ということでは、いらっしゃいません。 

  以上でございます。 

岡田議員  すいません、１点だけ、お訊きいたします。 

  この人権擁護委員の中で、今回、新人の方で浦田さんが交代で、前回、多田さんの後

任ということになるかと思うんですけれども、これは、多田さんはお辞めになる理由と

いうのは、どのようなことなのでしょうか。 

総合政策部長 現在の人権擁護委員であります多田さんにおかれましても、引き続いてと

いうことでお願い申し上げたわけでございますが、ご本人の年齢等々、後進に道を譲り

たいというふうなことで固辞をされました。従いまして、その後任として､新たに浦田氏

をお願いをするというふうな形で、今回、諮問をさせていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、順次討論､採決を行います。 

  それでは、第１号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてに対す

る討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第１号諮問は、原案のとおり適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第１号諮問は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

  引き続き、第２号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてに対す
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る討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第２号諮問は、原案のとおり適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第２号議案は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

  引き続き、第３号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてに対す

る討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第３号諮問は、原案のとおり適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第３号諮問は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

  日程第５、第 40 号議案 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

総務部長（登壇） それでは、第 40号議案 工事請負契約の締結について、ご説明申し上

げます。 

      （第 40 号議案 朗読） 

  提案理由につきましては、請負業者の確定に伴い、工事請負契約を締結したいためで

ございます。 

  続きまして、第 40号議案資料をご覧下さい。 
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  「１ 工事の概要」につきましては、名称が島本町防災行政無線整備工事で、場所は

島本町全域でございます。 

  内容につきましては、親局設備設置工事、遠隔制御装置設置工事、屋外拡声子局設置

工事、戸別受信機設置工事、ネットワーク機器設置工事、既存設備撤去工事、上記に伴

う電気設備工事等でございます。 

  工期は、議会の議決から平成 27年３月 31 日まででございます。 

  今回の契約につきましては、制限付き一般競争入札により事務を進めることとし、本

年５月 12日に告示を行い、６社から入札参加資格審査申請がございました。審査の結果、

５社に対しまして「入札参加資格あり」とし、入札参加資格確認通知を送付いたしまし

た。６月４日執行の入札では、入札参加資格がある５社のうち４社が参加いたしました。 

  入札結果につきましては、添付させていただいております入札調書のとおり、全社が

最低制限価格と同額であったため、くじ引きを行い、パナソニックシステムネットワー

クス株式会社システムソリューションズジャパンカンパニー関西社が落札いたしました

ので、同社と仮契約を締結したものでございます。 

  それでは内容等につきまして、議案資料に沿って、ご説明申し上げます。議案参考資

料の３ページでございます。 

  標題のところに「デジタル同報系 防災行政無線 システム構成図」というふうに書い

ておりますのを、ご覧下さい。 

  左側の点線で囲んでおります親局設備につきましては、地震等を想定し、耐震基準を

満たしておりますふれあいセンターに設置することとし、役場及び消防本部におきまし

ても操作が行えるよう遠隔操作卓を設置するものでございます。 

  また、今回のデジタル化に伴いましてＪ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）との

連携を図り、自動起動により防災行政無線を通じて必要な情報を発信することを可能と

するものでございます。 

  続きまして、参考資料の４ページでございます。「デジタル移動系 防災行政無線 シ

ステム構成図」をご覧下さい。 

  先ほど、同報系でご説明させていただきましたとおり、車載無線並びに携帯型無線と

の交信を行います移動系につきましても、統制基地局をふれあいセンターに設置するも

のでございます。 

  次に、議案参考資料５ページでございます。標題「位置図(1)」というふうに書いてお

ります。こちらは、同報系の親局、屋外拡声子局の位置図でございます。屋外拡声子局

につきましては、昨年度実施いたしました実施設計に基づきまして、音達範囲の拡充を

図るべく、現在 13局あるものを 19局へ増設するものでございます。 

  具体的には、資料の左側に表示しておりますとおり追加がございまして、⑭増設子局

１といたしましては、大阪水上隣保館を予定しております。それから、⑮増設子局２と
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いたしましては、山崎にございますユニハイムの北側の公園を予定しております。それ

から、⑯の増設子局３といたしましては、水無瀬橋上流とＪＲの路線の間の公園を予定

しております。それから、⑰の増設子局４といたしましては、若山台公園を予定してお

ります。それから、⑱増設子局５といたしましては、桜井台自治会集会所横の町道沿い

を予定しております。それから、⑲増設子局６といたしましては、桜井西側消防分団の

車庫横で、現在、広報板の設置場所がございます。そちらを予定しておりまして、計６

ヵ所の候補地に､それぞれ増設をさせていただく予定でございます。 

  続きまして、議案資料の６ページの「位置図(2)」、戸別受信機の位置図をご覧下さい。

こちらは、避難所及び消防本部に設置しております戸別受信機につきましては、屋外拡

声子局と同様に同報系無線の受信機であり、他の機器のデジタル化に伴いまして、戸別

受信機につきましてもアナログからデジタルに更新するものでございます。なお、新設

させていただきますのは、㉖の大沢集会所と㉗の江川自治会集会所でございます。 

  なお、本工事に関連いたしまして、当該工事にかかる人員や担当の配置に加え、労務

管理や騒音・廃棄物の処理など環境管理に至る総合的な監理業務を行う施工監理業務に

つきまして、昨年、実施設計を委託いたしました業者と随意契約により､契約させていた

だく予定でございます。 

  以上、簡単ではございますが、第 40号議案 工事請負契約の締結についての説明を終

わらせていただきます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

平井議長  この際、暫時休憩いたします。 

（午後１時 55 分～午後２時 10分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  これより、第 40 号議案に対する質疑を行います。 

岡田議員  それでは、質疑させていただきます。議案提出前には、担当のほうからしっか

りとご説明を願っておりますので、説明の中で理解ができなかった部分を、何点か、質

問させていただきます。 

  今現在のアナログ無線が設置されたのが、平成元年とお聞きいたしております。今か

ら 26年前だと思うんですけれども、その当時、設置していただいた会社が、今回入札を

されて、６社で最終的には５社、そして今､１社ということなんですが、このパナソニッ

クシステムネットワークス株式会社ですね。これも 26年前の、島本町がアナログ無線を

設置したときと同じ会社だということをお聞きいたしておりますが、たまたまなのか、

偶然なのか、わかりませんが、もう少し入札を詳しく教えていただければありがたいか

なと思っております。 

  それと、今回、アナログ無線からデジタル無線に移行されるということですが、総務

省のほうからも、これからはデジタル無線にというような通知が来たということもお聞
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きいたしておりますが、このアナログからデジタル無線に移行されるということは、ど

のような変化がありますか。変わる面を教えていただけますか。これ、２点目です。 

  今回、来年３月が完了ということをお聞きいたしておりますが、これは、保証期限は

どれぐらい保証期限がありますでしょうか。それもちょっとお願いをしたいと思います。 

  もう１点なんですが、これは全国で、瞬時で情報が入ってくるようなシステムになっ

ているということをお聞きいたしておりますが、例えば、国のほうから緊急な情報が入

ってまいりましたときに、即刻、住民のほうにその情報を提供することができるという

ようなご説明を伺ったように思いますが、間違ってたら、すいません、申しわけござい

ません。その場合、例えば国から「国民保護法」の関係で武力攻撃とかっていうような、

また災害とか、そういうようなことが国から下りてきましたときに、即、この放送が住

民のほうに行くのかどうか。もう一回、この辺を確認させていただきたいと思っており

ます。 

  まず、それだけ、よろしくお願いします。 

総務部長  まず、入札結果についてのお尋ねだと思うんですが、平成元年に現在のアナロ

グ無線を設置しておりますが、今回、落札された業者さんと同じでございます。それは、

その当時の業者さんでありまして、今回は制限付き一般競争入札でございまして、議案

のところにつけさせていただいております入札調書をご覧いただきますと、落札価格に

つきましては最低制限価格で全社張り付きまして、抽選により――これはたまたまでご

ざいますが、パナソニックシステムネットワークス株式会社システムソリューションズ

ジャパンカンパニー関西社が落札をしたという結果でございます。 

  それから、アナログからデジタルへの移行の利点でございますが、いろんな利点がご

ざいます。これは同報系・移動系も同じくなんですが、まず、アナログであれば双方向

の通信が、あくまでも一方からの送信・受信という、それぞれボタンを押して発声して､

ボタンを切って聞こえるというふうな形になるんですが、デジタルの場合は電話のよう

に、いわゆる送受信が同時にできるという利点がございます。それから複数の通話が､

アナログは一通話路といいますか、１人対１人という形でしかできませんでしたが、デ

ジタルであれば複数の対応ができるというふうな利点がございます。それと、これはプ

ライバシーといいますか、いわゆるデジタルの場合は暗号化された通信でございまして、

電波ジャックや盗聴などの情報漏洩の心配はございません。それに比べてアナログの場

合は、やっぱり、そういった部分で脆弱であるということになります。 

  それと、あと他のシステム、今回、Ｊ－ＡＬＥＲＴが自動起動できるということなん

ですが、アナログの場合は他の連動性というのはほとんどございませんが、今回、導入

いたしますデジタル無線の場合はＪ－ＡＬＥＲＴをはじめ他の情報発信装置、具体的に

は町ホームページとの連動などができるということでございまして、かなり進化をして

いるということの違いがございます。 
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  それから、保証期間でございますが、メーカー保証は１年でございます。ただし、保

証期間外でも､その瑕疵が故意または過失、または重大な過失により生じた場合は 10年

間という形で、契約書の中では明記しております。 

  それから、国からのＪ－ＡＬＥＲＴの情報でございますが、これにつきましては､Ｊ－

ＡＬＥＲＴそのものは弾道ミサイルの情報とか津波情報、緊急地震速報など、時間的余

裕のない事態に関する情報を人工衛星を用いて国から送信されまして、市区町村の同報

系の防災行政無線などを自動起動することによって、国から住民まで、緊急情報を瞬時

に伝達するシステムになっておりますので、一応、瞬時にという形で情報が発信される

という形になっております。 

  以上でございます。 

岡田議員  ありがとうございます。それとあわせましてね、今回は、このトランペットス

ピーカーとか、親のほうはふれあいセンターということなんですが、各自治会等に設置

されますスピーカーですね、これは大体、半径何メートルぐらいの距離の中で、皆さん

に聞いていただくことができるんでしょうか。 

  今回、初めてわかったんですけどね、なかなか、このスピーカーが聞こえない、聞こ

えないという声をよく聞いてたんですけどね。実は、もうほとんどの箇所がついてなか

ったということが、今回、初めてわかった次第で、新たに隣保館のほうとかユニハイム

のほうとか、若山台の公園とか桜井台とか、新たにつけられるということをお聞きまし

てしてね。これ、住民の方がマイクの声が聞こえないと言われてたけど、実はマイクが

ついてなかったということが、今回わかった次第なんです。 

それで、これは新たな無線を付けられるので、性能がよくなっているかも知れません

が、例えば一つの例を取りますとね、半径､どれぐらいの距離まで聞こえるのかどうか。

ちょっとまだ聞いてませんが、若山台の公園ですよね。これは１ヵ所で､若山台全域に声

が通るとお思いなんでしょうか……（「聞こえへん」と呼ぶ者あり）……。その辺を、

どうやって、この場所の設定を、誰がどのような形でお決めになったのか。その経過を

教えていただけますか。ちょっと距離が、島本町全域ということですが、これで島本町

全域に通るのかどうかというのが、ちょっと私たち素人ですので、その辺がわかりませ

んので、大体、どの辺までの距離が声が通って、どの辺の方はちょっと聞きにくいかも

わからないとか、その辺はしっかりとチェックされての設置場所なんでしょうか。その

辺をお聞かせいただきたいと思いますね。 

  それと、この携帯用で持たれるという、移動系の無線なんですけども。これは車用が

12台と、歩きながら持たれるという形、16台というのを登録されてますけどね、この数

字はどうやって、車の 12 台とか 16台というのは､どのような形でこの数字を設定された

んでしょうか。その辺もお聞かせいただきたいし、また持って歩く分ですね、この辺は

普段はどこに保管をされていて、これも電波の距離はどれぐらいの範囲で､電波の距離が
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通じるようになりますか。ちょっと、その辺も教えていただきたいですね。例えば、大

沢のほうに行きました、電波が通るかどうか。ちょっと、その辺もわからないので、教

えていただけたらありがたいかなと思います。 

  もう１点、遠隔装置なんですが、これは消防と役場と２ヵ所ということですが、実際、

このデジタル無線の責任箇所というのが総務部と聞いているんですけれどもね。全責任

になる部署というんですか、方というのは、指揮を執られるのは町長ということだと思

うんですけれども、この無線に関する責任者というのは、どなたになるんでしょうか。 

総務部長  まず、放送が聞けない地区があるという、そういった現状ということでござい

まして、今回の契約同意でお示しさせていただいております案件につきましては、平成

24年度に基本構想、平成 25年度に実施設計を行っております。その中で、24 年度にお

きましてはエリアのシミュレーション、音響エリアの図というのが基本構想でございま

して、具体的に今、議員のほうでご指摘いただいている部分での実験は 25年度にやって

おります。25 年度は電波伝搬実験、それから音響試験、無線局の設置計画という形で、

実施設計の中で一定、影響調査をいたしまして、いわゆる町内全域が屋外拡声受信機で

カバーできるという形の確認を取っております。 

  それから、続きまして移動系のことでございますが、移動系の車載無線、今回 12 台更

新をするんですが、町の広報車は７台ございまして、基本的にそこに載せて、７台分は

そこに載せるというふうな形で、あと５台分は､一定、可搬型として活用するという形に

なっております。 

  それから、遠隔操作の部分でございますが……、すいません、ちょっと質問が……、

遠隔操作も含めて責任の所在ということでございますが、一応、管理をするのはあくま

でもこの原課でございます危機管理室でございます。電波のそういった免許とかという

のは町長でございまして、最終的にこういった部分での責任の所在というのは、総務部

長である私のほうに全責任があるかというふうに考えております。 

  以上でございます。 

総務部次長  若干、補足をさせていただきます。 

  車載無線 12台分につきましては、部長からもございましたとおり、広報車は現在７台

ございます。まず、それらに積ませていただくのと、あと残りの５台の分については各

小学校区プラス大沢方面、一応５班編制で巡視とかに行くというような状況も想定して

おりますことから、それらに使用します車に積む予定といたしております。 

  あと、今回のデジタル化にあたって、電波がどれだけ届くかという部分については調

査をさせていただいたところではございますが、大沢地域におきまして、移動系の無線

については、やはり若干届きにくいというような調査結果出ておりますことから、その

ような部分への対応といたしましては、衛星携帯電話でありますとか、当室が防災用で

所持しております携帯電話等活用する中で、滞りなく対策のほうを講じていく所存でご
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ざいます。 

  あと加えまして、可搬型 16 台でございます。現行６台から 16台への増設ということ

とさせていただいております。携帯型については、それぞれ要所要所、各地域で土嚢を

積んだりとか各種災害対応に当たること、職員が分散して当たることという部分が想定

されますことから、今、この場で具体にその 16台の配置の内訳というところまでは、な

かなか細かいところはご答弁できかねる部分もございますが、やはり持ち運んで、町内

至る所に職員配備する中で、連絡を密に取るというようなことを想定しまして、16 台の

購入を予定させていただいております。 

  あと、各スピーカーの音達､届く範囲でございます。今回は、今までレフレックスホー

ンとトランペットスピーカーという二つ、現状は二つの組み合わせで屋外の拡声子局、

そこから音を鳴らしておるんですけども、今回の更新にあたりましては小型の長距離の

スピーカーも加えさせていただいて、それらをミックスする中で、可能な限り音を皆様

にお届けできるような形で設計のほう、進めさせていただいたところでございます。ち

ょっと今、申しわけございません、手元に、どのスピーカーが何メーター届くかという

部分については､申しわけございませんが、後ほどご答弁させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

岡田議員  すいません、ちょっと、もう少し質問させていただきますね。 

  この 25年度に、実施設計のときに実験をされたというようなことをお聞きしましたが

ね。若山台の公園、まだついてませんよね、今現在ついてないんですけども、そこでの

実験、ついてるところは実験できたんでしょうけども、ついてないところでの実験とい

うのは、どのような形でされましたか。若山台の公園に１ヵ所つけるということですが、

ここで若山台全域に、この電波が通るかどうかというのは、その実験の際にどのような

結果が出ましたでしょうか。つけてるところは実験できるんやけど、つけてないところ

の実験というのはどのような形でされたのか、お聞かせいただけますか。 

  それと、遠隔装置の件なんですが、消防と役場ということをお聞きいたしております

が、これも役場の中でも災害時のときには地下の第５会議室が災害本部になるというよ

うなことをお聞きいたしておりますが、これは消防と、この緊急の災害の会議室、この

２ヵ所だけで、この遠隔装置というのは、この２ヵ所だけしかできないことになってお

りますか。 

  最後、もう１点なんですけど、これは無線に対する免許というのはどうなんでしょう

か、要るんですかね。今回、新たにつけられますが、免許は要るのかどうか、お訊きし

たいと思います。 

  以上です。 

総務部次長  まず、実験についてのお問い合わせでございます。実験につきましては、平

成 25 年度におきまして町立の第一小学校の屋上に各種スピーカーのほうを持ってまい
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りまして、そこから音を鳴らすことによって、どこまで届いているかという実証実験を

させていただいたところでございます。ですから、今回、第一小学校以外のところにお

きましては、尺代でも実施はいたしましたが、それ以外のところでの実証の実験という

ものは行っておりません。 

  なお、音達範囲につきましては、机上にはなりますが、シミュレーションをさせてい

ただきまして、その結果に基づき屋外拡声子局の配置場所、あとスピーカーの向き、種

類というものを組み合わさせていただいて、実施設計を行ったところでございます。 

  あと、遠隔制御装置についてでございますが、役場には災害対策本部を設置予定とし

ております地下の第５会議室、加えまして私ども総務部危機管理室が入っております執

務室にも装置のほうは置かせていただきまして、消防と合わせまして、合計３台で運用

してまいる予定でございます。 

  あと、免許についてでございますが、免許につきましては同報系・移動系、両方とも

やはり無線は必要となっております。無線の免許の期間は５年となっておりまして、現

在はアナログの同報系・移動系、それぞれしっかりと免許のほうは交付を受けていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

田中議員  今回の防災無線では戸別受信機が､従来32ヵ所だったところが34ヵ所に増えて

ますね。若山台はご存じのように 1,250 世帯、約 3,250人の住人が暮らしておりますし、

島本町の人口の 11％に当たるわけです、大体。ところが、その戸別受信機 34 ヵ所の中

に、１台も含まれておりません。本来であれば、若山台の住宅は第一住宅の集会所、第

二住宅の集会所、第三住宅の集会所、それぞれ 500戸、180戸、320 戸ございます。そこ

の集会所に戸別の受信機があってしかるべきだと私は思います。 

  まず、なぜ、その３ヵ所に設置されなかったのか。技術的な問題があるのか。技術的

な問題があるとすれば、どういう問題なのか。それをまず、説明していただきたいと思

います。 

  それから、今回、３億 2,600 万という高い買い物をするわけですよ。これをできるだ

け有効に利用するために、事前にいろいろなテスト、住民のヒアリング、それは当然慎

重にやってしかるべきだと思うんですけれども、若山台地区をはじめとして住民の方々、

特に自治会、自主防災会、それらの方々にヒアリングをされましたか。少なくとも私は

若山台自治会連合会の会長でもありますし、それから若山台第三住宅の自主防災会の会

長でもありますが、相談を受けたこともないし、こういう構想を持っております、とい

うことも聞いたことがありません。なぜヒアリングをしなかったのか、その理由につい

て、説明をいただきたい。お答え下さい。 

総務部次長  まず、なぜ若山台第一・第二・第三住宅にかかる集会所に戸別受信機がない

のか、というお問い合わせでございます。今回の防災行政無線の整備における戸別受信
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機の設置につきましては、町が避難所として指定しておりますところに対して、戸別受

信機を引き続いて設置させていただくというような考えのもと、設置をさせていただい

たところでございます。 

  なお、避難所につきましては、国のほうからも災害種別に応じた形での避難所の指定

のあり方でありますとか、新たに見直すような状況等も出されておりますことから、今

後、避難所についても本町としても、やっぱり一定の見直し必要かなと思っているとこ

ろでございます。その折りには、地域の方等のご意見をお伺いもさせていただく中で、

まず避難所の指定というようなところで調整をさせていただければと思います。 

  なお、避難所と指定させていただいた暁には、当然、戸別受信機の設置という部分に

ついても、あわせて進める必要があるのではないかというふうに考えているところでご

ざいます。 

  あと、今回の無線実施設計並びに工事の契約同意ということで上程させていただいて

いるところではございますが、自治会、自主防災会、やっぱり地域の方へのヒアリング、

聞き取りですね、なぜなかったのか、というお問い合わせでございます。今回、防災行

政無線、設計から今日まで至る過程の中で、やはり広い意味で住民の皆さんにヒアリン

グのほうはさせていただいておりません。これはもう事実でございます。第一小学校で

実験をさせていただくときには､近隣の自治会等には事前にインフォメーションさせて

いただくような対応もさせていただいたところではございますが、個々すべての地域に

おいて、実験を行っておりません。あとは、机上における音達の調査結果をもとに設計

をさせていただいた次第でございます。 

  本来的に、各皆様の意見を聞かなければならなかったかどうかという部分については、

今後、無線というものは、一回整備したら一生続くものではございません。また何十年

後かには、おそらく更新ということも必要になってくるかと思いますので、そのときに

なるかもわかりませんが、そのときに向けて､一定、私ども内部で検証はしていきたいと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

田中議員  今回のこの費用が３億 2,600 万円でしょう。100 万や 200 万のものじゃないわ

けですよ。そういう高いものをする、これはあと 10年、20 年どころじゃないでしょう。

30年、40年も使うものでしょう、これ。それをそういう高いものをするときに、安易な

実験、あるいは安易な予測、安易な机上計算、そんなことで無駄遣いになったらどうす

るんですか、これ……（「当初予算に出てる」他、議場内私語多し）……。これはもっ

と慎重にやってもいいんじゃないですか。 

  若山台だって、この間、去年の９月の大雨のときに、避難の指示が出ましたけれども、

我々防災会では､避難するな、というふうにみんなに言いましたよ。なぜか。第二小学校

とかに避難する、そのリスクのほうが高いということで、自主防災会のほうでは避難し
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たらまずい、という結論でしたよ。それを、避難場所にだけ戸別受信機を設置する。一

方的にそういう発想がある。つまり、住民と対話もせずに、自分たちが勝手に考えた、

頭の中のことだけで、この３億 2,600 万もの高い買い物をして、これからも 30 年、40

年、若山台の住民が不便な思いをする。そういうリスクがあるわけですよ。それをどう

いうふうにお考えなのか、もっと慎重にやってもいいじゃないですか。お答え下さい。 

総務部長  今、戸別受信機の部分で､若山台地区についてないことについてのご指摘でござ

います。先ほど次長のほうからも申し上げましたように、基本的に避難所指定している

公共施設に、すべて設置するというふうなことになっておりますが、今後、民間の避難

所等の指定なども行っていくときには、当然、そこにもついてくるわけでございますが、

先ほど田中議員のほうでご指摘いただきました避難所以外のところの戸別受信機につき

ましても、それほど見積もりの中では大きな金額ではございませんので、検討させてい

ただきたいというふうに考えております……（「それはおかしい」と呼ぶ者あり）……。 

  それから、先ほど……（「しっかり答弁しいや」と呼ぶ者あり）……、スピーカーの

ほうの距離のご質問がありまして、岡田議員からございました。その資料が手元に戻り

ました。基本的にスピーカーは二つございまして、小さいスピーカーのほうは半径 230

メーター、大きいスピーカーのほうは半径 600メーターというふうな性能でございます。 

  以上でございます。 

田中議員  今の部長の発言の趣旨からしますと、この議案に関しては､例えば、若山台の第

一・第二・第三の集会所に戸別受信機を追って設置する、事情によってはするというも

のを含んだ議案だというふうに理解していいですか……（「誰がそんなこと言うた」「そ

う取れる答弁した」「若山台だけの問題と違うやろ」他、議場内私語多し）……。 

総務部長  先ほど、ちょっと私の説明不足でございましたが、基本的に現在避難所に指定

している公共施設に、すべて設置をするというふうになっているのが、今回の議案でご

ざいます。ただ、今後､民間の避難所などの新たな指定を行っていくうえでは、増設とい

うことも今後あり得るということでございます。 

  以上でございます。 

平野議員  私も、その戸別受信機の図面ですね、６ページの図面を確認させていただきま

したところ、今、田中議員の質疑で明らかになったところですけど、水無瀬川左岸、Ｊ

Ｒの線路の山側地区についても、800 軒以上の住宅がありますよね。ユニハイム 450 軒

あるわけですから、山崎四丁目、五丁目、東大寺二丁目含めて、かなりの数の世帯があ

りますけど、ここには１ヵ所もありません。お尋ねしますが、東大寺自治会は避難所で

はないのですか。お訊きします。 

総務部次長  東大寺自治会集会所におきましては、本町で避難所という形で指定をさせて

いただいておるところでございます。㉞番で､お示しをさせていただいております。地図

にも落とさせていただいたうえで、左側の表の中にも、㉞番として表記させていただい
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ております。 

  以上でございます。 

平野議員   大変、失礼いたしました。私の見落としです。申しわけございません。地図の

状況が、ちょっと水無瀬川左岸のところが、●を見るんですね、黒い○を見るというこ

とですね。申しわけないです。そしたら、㉞番にあるということが確認できました。 

  ただ、ほんとに東大寺二丁目、それから山崎四丁目、五丁目、ちょうど大山崎町の境

界のところ、この辺、割り合い、土砂災害なんかも多い地域というふうに指定されてい

ると思うんですけど、去年の土砂災害のときにも広報車が回って、その指定地域になっ

たと思うんです。そういう地域のところにね、確かに避難所がないんですね。ないから、

今回は戸別受信機を設置されなかったという、それはそれなりの理由があると私も思っ

ておりますけど、これだけの範囲のところ、しかも、そういった災害指定地域であると

いうところについては、例えば山崎幼稚園、水上隣保館ですね。ああいう公共的な施設

というんですか、そういうところには福祉避難所、弥栄の郷は福祉避難所になっていた

と思いますので、そこに設置するということは、ご検討いただきたいというふうに思っ

ております。今後の課題で、よろしくお願いいたします。お答えもいただきたいです。

福祉避難所ですから、つけて下さい、ということですね。 

  それから、数点、お聞かせいただきたいと思います。 

  災害が発生して停電となった場合の対応というか、きちんと、この防災無線が機能し

ないといけませんね。すべての親局も含めてスピーカー、トランペットスピーカーです

か、それもそうですし、携帯用の無線装置もですけれど、すべてですけれど、そういっ

た対応はちゃんとできるのかどうかということを確認いたします……（「図面に書いて

ある」と呼ぶ者あり）……。 

  それから、３億 2,600 万円の多額の費用で整備されるということですから、当然、災

害時の活用はしていただくわけですけど、平常時の活用というのもしたらどうなのかな

と思っています。現在、平常時ではどのようなことに活用されていますでしょうか。 

  それから、ちょっと入札に戻りますけれど、今回は入札調書を見ますと、最低制限価

格に４社が張り付くという表現ですかね、張り付いて同額になった。結果的に抽選とな

ったということなんですけれど、この最低制限価格というものの根拠は、その算定式と

か設定範囲というんですか、いわゆる予定価格の何％とか、そういうのは何か根拠があ

るのかどうかということを、お聞かせいただきたいと思います。 

  それから、田中議員が請求されました資料の中に、いろいろ今回のパナソニックシス

テムネットワークス株式会社システムソリューションズジャパンカンパニー関西社、パ

ナソニックといいますけれども、このパナソニックの実績、３年間の実績というのが載

っていますね。最後のほうに、田中議員の２というところです。そこに、発注者の町村

が載ってますけど、和泉市、私はちょっとたまたま和泉市のホームページしか見ません
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でしたけれども、そこにデジタル防災行政無線施設整備で 9,800 万ということが載って

いますのでね、見ました。ちょっと金額がね、随分低いなと思ってホームページで見せ

てもらいましたところ、これは同報系と移動系と、別々にプロポーザルという方式で契

約をされているということがわかりました。つまり、これは別に一括してしなくてもよ

い、そういう契約でもよかったということですよね。一括してもよいし、同報系と移動

系は別々にしてもよいということだったということが、それでわかったわけですけれど、

それはもちろん規模というか、この防災行政無線の規模にも関わると思うんですけどね。 

この和泉市は、両方あわせて３億円未満だったんですね、設備工事費が。島本町は､

今回は３億 2,600万ということでしたので、どうなのかわかりませんけど、それは別々

にしたほうが安かったのか、一緒にしたほうが安かったのかということについては、私

もそれ以上の調査はしておりませんのでわかりませんけれど、一括してされたというこ

との理由など、何か、そのほうがメリットがあるということがあったのかどうかという

ことをお聞かせいただきたいし、そういう検討はされなかったのか、ということをお聞

かせいただきたいというふうに思っております。 

  以上、よろしくお願いします。 

総務部次長  それでは私のほうから、前段の３点につきまして､ご答弁申し上げます。 

  まず、福祉避難所にも戸別受信機をとのご要望でございます。現在、本町が考えてお

ります避難所のあり方につきましては、一義的に､最初はご近所、最寄りの避難所に避難

していただいて、その後、やはり福祉的な配慮が必要な方については､そこでの避難生活

が長引くような場合については、福祉避難所での避難生活を送っていただくということ

を想定しておりましたことから、現在の状況でも、今回の更新にあたっても、福祉避難

所には戸別受信機は設置していないという状況でございます。 

  しかしながら、先ほど他の議員のご答弁でも申しましたとおり、避難所そのものの指

定のあり方等、やはり見直すことも今後必要となってくるかと思います。その折りには、

種々いろんな角度から検討してまいりたいというふうに考えております。 

  あと、続きまして停電時の対応でございます。まず、屋外に設置いたします拡声子局

の受信装置につきましては、バッテリーで 72 時間の稼働ということとなっております。

また親局の装置でございますが、これにつきましては 24時間の稼働というような状況で

ございます。あと戸別受信機につきましては、乾電池での稼働ということが可能となっ

ておりますことから、電池だけ、きっちり確認をして入れ替えておれば、停電時、停電

でないとき､関係なしに起動するものというふうに認識いたしております。 

  あと、平常時の活用についてでございます。現在、平日、学校がある期間ではござい

ますが、児童の見守りにつきましての啓発ということで、平日の学校あるとき、午後の

３時 30 分に流させていただいております。また、これは 365日ではございますが、午後

５時にメロディーのほうを流させていただいております。その他といたしましては、「防
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災とボランティア訓練」参加への呼びかけでありますとか、選挙が執行されている日に

「皆さん、投票に行きましょう」というような形の呼びかけでありますとか、町の事業

の中止等の連絡にも活用させていただく場合がございます。 

  私のほうからは、以上でございます。 

総務部長  それでは、後段の２点について、ご回答させていただきたいと思います。 

  まず、最低制限価格ということでございます。最低制限価格は工事または製造その他

について請負の契約を締結する場合において、契約内容に適合した履行、品質の確保を

目的に設けております。具体的には、積算根拠といたしまして、国が採択いたしました

「工事請負契約にかかる低入札価格調査基準 中央公共工事契約制度運用連絡協議会モ

デル」を参考に、直接工事、仮設工事、現場監理費、一般管理費の一定割合を、予定価

格をもとに算定をしております。 

  続きまして、他市の契約のことを例に出されて、どうだったのかということのご質問

ですが、プロポーザルという､そういった提案制度というものを現実的に他市でもやって

おりますが、本町におきましては、前年度、実施設計をやっておりますので、入札がま

ず前提で行っております。 

それからあと、同報系と移動系を分けたほうが安くなるかどうかというのは、いろん

な考え方があるかもわかりませんが、今回のシステムでは資料の３ページ、４ページを

ご覧いただければわかると思うんですが、いわゆるネットワーク系というのは同報系も

移動系も共有をしております。全体のシステムとしては、ネットワーク系が一本になっ

ておりますので、いわゆる保守とかそういった部分のことも勘案しますと、一体のシス

テムで取り扱ったほうがいいという考えのもと、一体で取り扱っているということでご

ざいます。 

  以上です。 

平野議員  福祉避難所に関しましてはね、一義的には普通の避難所に、長期的に例えば福

祉的な対応をしなくてはいけないという方、要援護者の方とかには福祉避難所のほうが

適切だというふうに私も思いますし、この災害が、それは一日で終わればいいですけれ

ど、２日、３日、避難所にいなくてはならないとかいう場合、また災害が数日続く場合

はね、そういった行政無線の､今回の戸別受信機が必要になる可能性もあるかも知れませ

んので、ぜひとも検討をお願いしたいと強く要望しておきます。１点目は要望です。 

  ２点目ですけど、最低制限価格の根拠をお訊きしました。一応、国の何か基準のよう

なものを採用されているようですけど、算定式は私、直接工事費に対して何％とか、共

通仮設費に何％、現場管理費に何％か、一般管理費に何％かという形での算定式になっ

ていると思いますので、そのパーセンテージのところをお示しいただきたいのと、もう

１点お尋ねしたのは、予定価格の何％から何％までの範囲の中で、今回は計算上は 84％

になっているようですけれど、そういう 84％にした理由をお聞かせいただきたいという
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ふうに思います。 

  それから、同報系と移動系を分けたほうがよいのかどうかということについて、ネッ

トワークが一本だから、保守点検というものの取り扱い上は一本のほうがよかったので

はないか、ということについては理解できました。私もそれ以上の調査はしておりませ

んので、その答弁で結構でございます。 

  それから、平常時の活用は、すでに今ご説明いただいたとおりなんですけれどね、他

自治体ではいろいろと、検診のお知らせとか、朝市のお知らせとか、または議会の開催

についてのお知らせとかもなされているようです。千葉県の神崎町というところでは、

このようなアナウンスがあるそうです。「明日 14 日午後２時から議会が開催されます。

内容は一般質問です。皆様の傍聴をお待ちしております」というようなアナウンスがさ

れているそうです……（「関係ない」と呼ぶ者あり）……。こういったことも、また住

民への情報提供のツールとしてね、活用していただけたらというふうにほんとに思いま

す。一応、お考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。 

  災害時ですけれど、停電となった場合の対応ということで、バッテリーは 72 時間とお

っしゃいましたか。それから、ふれあいセンターの親局は 24時間稼働ということですけ

ど、親局が一番大事だと思うんですけどね。24 時間で十分なのか。何か､当然役場庁舎

にも自家発電装置などもあるかと思いますけど、そういったものを利用して、さらなる、

長く、24時間って１日だけですから、それで大丈夫なのかなと思いますけど、それはも

っと長く、長時間にわたって稼働という必要性はないのかなというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

総務部長  まず、最低制限価格のお尋ねでございます。こちらにつきましては、国のほう

のモデルでは、最終的に予定価格の３分の２から 85％の範囲内に収まる、現実的には収

まります。その計算の過程の中で、直接工事費の 95％、共通仮設費の 90％、現場管理費

の 60％、それから一般管理費の 30％の合計と、予定価格の割合で計算すると、その範囲

内に収まるというふうなことでございますので、それぞれの工事の中でも、直接工事が

大きい・少ないで、いわゆるその範囲の中で動いてくるというふうな形になってまいり

ます。 

  私からは、以上でございます。 

総務部次長  停電時、親局自身が 24時間では大丈夫か、というご心配なお問い合わせでご

ざいます。先ほど私、申しましたのは、その機器そのものについているバッテリーでの

稼働時間でございまして、役場の庁舎でありますとか消防庁舎、ふれあいセンターにつ

きましては、それぞれ自家発電の装置がございます。稼働時間はそれぞれ施設によって

差異はございますが、やはり念には念をという意味合いでは、停電時には優先的に防災

行政無線に電力の供給、これはすべて供給されるわけではないかと思うんですけども、

一定の電気が供給されるような整備というのも必要というふうに考えているところでご
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ざいます。 

  あと、平常時におきます防災行政無線の活用で、議会の開催についてのご利用のお問

い合わせだったかと思います。私も先ほど平常時の活用、ご答弁させていただいたとき

には、あたかも総務部の危機管理室がすべて判断して流しているというように、もし捉

えてしまうようなご答弁でしたら、それは誤りでございまして、それぞれ所管する部局

から防災行政無線の利用についての申請をいただいて、それで許可をしてご活用いただ

いている状況でございます。つきましては、議会開催等にかかります告知といいますか、

放送につきましても、やはり議会でありますとか議会事務局とのお話の中で、どうして

いくものかというのは判断されていくのかなと、ちょっとこれは私、どっちか言うたら

個人的な見解になって申しわけございませんが、そのように考えているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

平井議長  この際、暫時休憩いたします。 

（午後３時 04 分～午後３時 45分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  他に質疑ありませんか。 

関 議員  数点、お訊きします。 

  まず一つ目は、デジタル無線導入後の故障あるいは不具合発生時における落札業者の

バックアップ体制については、どのようになっておるんでしょうか。それと、今後の定

期点検のスケジュール等はあるんでしょうか。 

  二つ目に、高槻市ではＪ：ＣＯＭとの連携で､緊急時にはテレビでの防災無線の視聴が

可能となる設備を進めておりますけれども、本町において将来的にこのような体制を取

り入れる際には、今回のデジタル無線というのは対応機種になっているんでしょうか。

それと、有線・携帯電話の電話回線の遮断時に陥った際には、大阪府あるいは高槻市、

大山崎町、例えば大阪府警などとの情報交換手段になると思うんですけども、その辺と

の共通波などの取り入れとかいうのは可能な機種なんでしょうか。 

総務部次長  数点、ご質問頂戴いたしました。 

  まず、無線の保守的なというか、万が一の故障時の対応についてでございます。今回、

５月 12 日付けで制限付き一般競争入札を公告させていただいた中で、そこの一つの条件

の中に、大阪府下に保守拠点を有し、24 時間 365 日対応可能なコールセンターを自社保

有していることということで、一定、条件のほう付させていただいております。つきま

しては、不具合等生じた場合は、早急に連絡を取って対応していただける業者を選定さ

せていただいたものというふうに認識いたしております。 

  あと、定期点検のスケジュールでございます。参考までに、現在のアナログ無線につ

きましても、年２回、定期的な保守点検させていただいているところでございまして、
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今回、デジタル化させていただく無線につきましても、１年間の瑕疵担保期間がござい

ますことから、平成 27年度におきましては、その期間中の保証というような形になろう

と思います。実際、予算措置をして、見ていただくというのは平成 28 年度以降になろう

かと思います。現在のところ、具体にどのような形で保守点検していただくかというこ

と、詳細まで詰まっておりませんが、やはり常時ベストな状態で機器運用できるような

形で、保守のほうも考えていきたいというふうに思っております。 

  あと、高槻ケーブルネットワークのケーブルテレビとの連動についてのお問い合わせ

でございます。高槻市におきましては、そのような形でケーブルテレビの線を使って､

各ご自宅で直接防災行政無線を聞くようなシステムとの連動を進めておられるというふ

うには聞き及んでいるところではございます。本町におきましても、今回、デジタル化

させていただくことによって、そのような機器との連動というものは可能となるような

形で､設計のほうは行わせていただいたところでございます。 

  以上でございます……。失礼いたしました、あと､共通波でございます。共通波につき

ましても、現在、アナログですけども持っておりまして、その共通波につきましてはデ

ジタル化させていただいた後も、アナログのままではございますが、そのまま残させて

いただくような形で、今、予定しているところでございます。また共通波につきまして

も、今後、いろんな関係機関、デジタル化とか、そういう動きがありましたら、遅れず

に本町も対応できるような､連携できるような対応というのは検討していく必要がある

というふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

関 議員  再確認なんですけども、先ほど田中議員の指摘のとおり３億を超える事業です

ので、慎重にしなければならないと思いますし、そのために町として設計業務をされて

綿密に計画されたうえで、これがベストだという内容をはじき出されて入札にかけられ

ていると思うんですけれども、先ほど議員から指摘を受けて、すぐさまご答弁で、検討

するというような形のご答弁されているんですけども、ブレるような印象を受けました

けども、そんな中途半端な設計業務ではないですよね。自信を持って、これがベストだ

というふうに言われるような計画を立てているんですよね。 

総務部長  先ほど私の答弁が、ちょっと不正確でございました。改めて、お詫び申し上げ

ます。 

  今回の契約締結に対する議決の議案につきましては、議案資料にお示しさせていただ

いているとおりでございます。なお、屋外拡声子局による音達調査の結果に基づきまし

て、若山台公園にも増設子局を設置させていただくこととなっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  以上です。 

伊集院議員  先ほどの田中議員に対しての答弁ですね、やはり撤回すべきではないですか。
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決して、申しわけない、若山台がというわけではないですけども、この範疇の中におき

ましては、例えば高浜集会所がありますけど、集会所がないところですね、西とか新高

浜、この辺とかも一切聞こえないという状況がある中、今、この議案においては、あく

までも避難所と設定されているという基準でされているわけですよね。要は自分とこの、

それは議員それぞれありますけど、こういう公の中で、それが入ってないと通せない。

これって議員圧力にかかってくることに対しての答弁が、予算がそんなにかからないん

でしますと。そんなことしてたら、どうされるんですか。やっぱり、そういうことをし

出すと、議員たる者は、それは自分たちの地域もありますけど、全体を見ていかなけれ

ばならないんですね。行政ももちろん、そういうことであろうと思います……（「なん

で」と呼ぶ者あり）……。この議案においては、しっかりとこの基準でされているわけ

ですから、今後の、要は実施された後のテストで聞こえるか聞こえないかの判断、その

中の今後の課題として検討していくというならばわかりますけどもね。予算が取れる分

ですから、そこだけはつける。そういったことでは、やはり、その答弁自体を撤回され

たほうがよろしいんではないでしょうか。 

総務部長  たびたびでございますが、先ほどの私のご説明は非常に、ちょっと不正確なも

のでございまして、改めて撤回をさせていただきます……（「納得せんよ」と呼ぶ者あ

り）……。 

  それから、今回、先ほど申し上げましたとおり、屋外拡声子局につきましては、若山

台につきましても若山台公園のところで増設させていただくという形で、資料にも書か

せていただいております。なお戸別受信機につきましては現在、避難所ということで、

それを前提に、今回、積算をさせていただいているということでございます。申しわけ

ございません。 

河野議員  今、撤回された後にということですので、私自身は先ほどの若山台集会所、４

ヵ所というようなことをおっしゃっていたように思いますが、もちろん議員 14人として

は町全体、公共の福祉、公人として、いろいろ考えるべきですけれども、ある一方では

自主防災会、あるいは当事者の声としては、当然、そういう声があるということは事実

だと思いますので、それも含めて一蹴するというようなことになってもらっても困る…

…（「そうだ」と呼ぶ者あり）……、それは思います。ですので、今まで名神高速道路

から山の手とか、水無瀬川から左岸、やはり役場から遠いとは言いませんけど、全部が

遠いわけじゃないですが、山間部、土砂災害警戒区域に隣接している地域、避難指示が

出たというような地域はね、本当に日々、雨がちょっと降り出すと、いろんな思いをさ

れているということも事実ですので。 

  その中で、従来のアナログ無線がどのような役割を果たしてきたのかという意味にお

きましては、実はなかなか、その辺が十分ではなかったと思います。それはアナログで

あったからという部分もありますが、「地域防災計画」上、広報の部分で不備があった
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ということも、かねてから議会では指摘されています。そういう意味では、いい機器を

持っても、それを扱う人間のネットワーク、連携が十分でなければ、宝の持ち腐れとい

うことになると私自身は感じておりますし、先ほど、やはり代弁をされた声というのは、

しっかりと継承し、検討はしていただきたいと改めて思いますが、いかがですか。 

  それはだから、一つの地域を指定するわけではありませんので、「地域防災計画」の

パブリックコメントを先ほどやられるというふうな答弁を聞いたように記憶しておりま

す。その中でしっかりと拾い上げていく。そしてまたデジタル無線の配置だけでは不十

分な部分については、マンパワーも含めて､いろいろな各方面の整備も含めて、補てんを

していくということですね。そのことについての見解を、ぜひ、お聞かせいただきたい。 

  それから……、ちょっとすみません、もともと予定してたわけじゃないので。ただ、

今までの答弁の中で、一つの場所を特定して物を言うと、今後、また見直しにかかるこ

ともあるというような答弁が返ってくるのでね。結局は、訊いたことについてのきっち

りとした答弁がもらえないというジレンマに陥ります。例えば、今日、いただいた資料

の第 40 号議案資料についてお尋ねをいたしますと、「位置図(2)戸別受信機」というこ

とで言いますと、施設名称が 34 ヵ所、印をつけていただいていますが、私が最近、ちょ

っと関わった､議員の皆さんもすべてご存じだと思いますが、例えば第二保育所の保護者

会から、かねてから繰り返し耐震診断の要望が出されていたということは､議員はすべて

知っている――要望いただいてますので――知っている事実ですが、その中に､やはり避

難所という指定をされている場所であるので急いで欲しい、そういう公共の福祉に基づ

いた要望も出ておりました。その要望書に対する回答書を、私たち、いろんな場面で見

る機会がありまして、そのときに、第二保育所というものについての避難所について、

避難所そのものについて見直しも考えているようなことを書いておられるんですよ。こ

れは町長の回答書です。一体どういうことなのかと､この際、訊いておきたいと思います。 

  例えば第二保育所に対して、最近、町長のほうから避難所だから耐震化を急げという

要望に対してね、見直しも考えている。そのことはどういうことを意味するのか。しか

し、今回には②として、こういった場所に指定をされているわけですね。これは向こう

何年間かは使うものであると、それに対して３億数千万投じるわけですから、その議論

があっちこっち飛ぶような、たらい回しになるようなことはやめていただきたい。この

点、第二保育所の避難所としての見直しということについてはどのようなことを考えて

おられて、防災無線設置においてはどういう見通しを持っておられるのか。一つに特定

して訊くのはどうかと思いますが、それはそれでわかりやすいと思いますので、お答え

をお願いします。 

  それから、デジタル同報系防災行政無線システム構成図、今回、遠隔操作ということ

がいろいろ言われてまして、親局設備にふれあいセンター、遠隔操作として２ヵ所、島

本町役場と島本町消防本部。このシステム構成図で言う､今回、新設される部分というも
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のを、改めてちょっと説明をお願いいたします。 

  それと、ちょっと３問しかないのでまとめてになりますが、あとは当初予算の総務建

設水道常任委員会の予算審査の際も、ここには質疑が集中しておりました。その中で私

自身が質疑させていただいたのは、例えば、今年２月 14 日であったと思いますけど、大

雪が降りまして、ふれあいバスが運行を休止したということについて、まずはホームペ

ージへの掲載が、ちょっと遅れられたんだと思います。それと、広報車による巡回など

がまだまだ不十分だったと思います。これは部局をまたがる連携に関わることですので、

危機管理室に関わらないこともあるかも知れませんが、例えば、この間のような大雪が

降った場合、防災行政無線の今回のデジタル化については、どのような効果を発揮する

のか、新旧比べてどうなのかということですね。その１点、これは想定の範囲でしかあ

りませんが、お答え下さい。 

  それから、８．14の大雨のときですね。このときにも消防団のサイレンは鳴りました

けども、島本町としては行政無線上のそういった広報は使われなかった。あわせて広報

車も回らなかったということは、さんざん、この議場でも議論をしましたし､指摘もさせ

ていただきました。今回作られる「地域防災計画」上では、その点についてはしっかり

と強化をされているのか。行政無線の広報活動ですね、広報能力について、どの程度ま

で強化をされているのか、お尋ねいたします。 

  あとは、ふれあいセンターに相当、今回、整備を新たにされるというふうに私は説明

を聞いたうえで理解をいたしましたが、この制御盤、ふれあいセンターと消防署の機能

を重く見るわけですが、ふれあいセンター内での各種防災マニュアルとの整合、直接操

作は町の危機管理室職員だと聞いております。ふれあいセンターの指定管理者の職員が

触るわけではない。その部屋に立ち入るわけではないということですが、そういったこ

とは備え付けられるご予定はありますか、ということですね。 

  それから、ふれあいセンターでも年に二度ほど、いろいろな非常訓練をされておられ

ます。そういうことに、この防災行政無線を含めた訓練というのは想定されているのか、

答弁を求めます。 

  それから、六つ目になりますけども、そうは言いましても、先日、総合防災訓練が行

われました。今回、会場を変えられて、設置を変えられて、議員の座っている真向かい

で、様々な想定された訓練が行われたので、いつも以上に私たちは臨場感を持って見る

ことができたんですけども、この訓練の内容が､毎年、大体同じような想定のもとでされ

ているので、やはり前段にも出ました原子力災害、あるいは風水害について、島本町が

最近経験した、その場においては想定外だったというものも加味して、やっぱり訓練を

行うべきではないかと。そこに防災行政無線、そこの部分もしっかり住民にも周知をし

ながら、聞こえも含めて当日確認をするというようなことが、防災訓練の中にも加味す

る必要があるのではないかと思います。宝の持ち腐れにならないようにということを思
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いまして質問しておりますので、答弁、お願いいたします。 

総務部次長  まず、避難所として指定しております第二保育所の耐震化と、私自身も先ほ

どのご答弁で、避難所の見直しというものも視野に入れているというご答弁をさせてい

ただいたんで、その辺がどうリンクしているのか､というお問い合わせというふうに認識

いたしました。 

  今回、ご提案させていただきました議案につきましては、防災行政無線の既存のアナ

ログからデジタル化にかかります更新の工事ということで提案をさせていただいており

まして、現在、指定しております避難所に、今現在アナログの戸別受信機が設置されて

おりますものを､デジタル化した戸別受信機へシフトさせていただく。なおかつ、今現在

避難所として指定しておきながら、戸別受信機設置していない避難所もございますこと

から、そこにも置かせていただくという形で､ご提案をさせていただいているところでご

ざいます。 

  つきましては、今回の議案は､先ほど私、申しましたとおり、現在、指定しております

避難所に戸別受信機を設置させていただくものと、あと、あわせまして、先ほど私、ご

答弁で避難所の見直し、これは今回の議案とはちょっと外れる話にはなるかと思います

が、やはり国におきましては、災害種別ごとの避難所の指定という必要性というものも

言われている中で、本町におきましても、やはり土砂災害でありますとか洪水による被

害、いろんな災害が想定される中で、そういう種別に応じた避難所の指定が今後必要に

なってくる。その暁には、種々いろいろな条件、要件等を見ていく中で、追加で避難所

として指定する。例えば、こういう災害にはここの避難所は、今、指定してても､ちょっ

と危ないので外す、とかいうものが出てくるかと思っております。その後に、避難所と

して町として指定させていただいた暁には、やはり戸別受信機は必要になってくるもの

ではないかなと考えているところでございます。 

  あと一昨年、平成 24 年の大雨のときに、防災行政無線鳴らすことなく、また住民の方

に対する広報ができていなかったということは､とても大きな課題というふうに認識し

ている中で、やはりいろんな対応、対策見直す中で、地域の自治会でありますとか自主

防災会に対する電話連絡のあり方の整理でありますとか、当時、対応しておりませんで

した。これは去年の 11月からですが、エリアメールの導入でありますとか、種々課題を

一つずつ解決する中で、２年前はできていなかったことでも、昨年の９月の台風 18号接

近の折りには、防災行政無線を通じて住民の皆様に注意を呼びかけるでありますとか、

危険が迫っている地域に広報車を配置させていただく、タウンメールを流させていただ

く等、対応させていただいたところでございます。そのような対応状況については、今

後、見直しを予定､今現在、進行形ではございますが、「地域防災計画」の中でもうたい

込んでいく予定をしているところでございます。 

  あと、防災訓練に無線の活用をというお問い合わせについてでございます。現在の本
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町の総合防災訓練につきましては、いろんな関係機関との連携をするという部分にも重

きを置いておりまして、ちょっと具体的にはなりますが、各機関、どのような訓練を予

定されるのかというようなものを事前に聴取いたしまして、その中で総合的に調整して、

今回もあのような訓練をさせていただいたところでございます。無線の活用については、

どういう形で総合防災訓練に入れていくのかというのは、今後、検討していく余地もあ

るのかなと。ただ、今年の１月に開催いたしました、地域の方と共同で開催いたしまし

た「防災とボランティア訓練」におきましては、防災行政無線を活用させていただいた

ところでございます。 

  あと、大雪のときに防災行政無線で、やはり、福祉ふれあいバスが今日はお休みです、

というのを流せればよかったかなというお問い合わせだったと思います。私自身も、そ

のときにははっきり申しまして気が回らなかったという部分もございます。今後におき

ましては、やはり広く住民の皆様に当該無線を活用してお知らせするような部分につい

ては、事前にある程度いろいろ想定したうえで、事象が生じたときにはスムーズに運用

できるような､何か基本的な考え方というものも持っていく必要があるかな、それに基づ

いて適切に運用していく必要があるというふうに考えているところでございます。 

  私からは、以上でございます。 

総務部長  それでは私のほうから、残りの点について、ご答弁させていただきます。 

  まず、遠隔操作の部分でございますが、役場庁舎とそれから消防庁舎、それぞれふれ

あいセンターと遠隔操作をできることになっております。ただし、役場庁舎のほうは遠

隔操作の部分でもモニターがついたもので、いわゆる機能が消防のほうとは若干異なり

ます。 

まず、役場庁舎のほうの考え方なんですが、本庁舎自身がいわゆる新耐震でなされて

ないということもございますし、あと近年、他市町村におきましても災害対策本部とな

る庁舎の機能喪失した場合の代替措置が想定されておりまして、そういったバックアッ

プ的なことが求められている中で、いわゆる遠隔操作というふうな機器を本庁舎内に設

置するものでございます。 

  また、消防庁舎のほうにつきましては、２年前に消防団のモーターサイレンに対する

住民の方の問い合わせが多くございまして、そういった、今のサイレンは消防団のモー

ターサイレンです、というふうに個別に情報を発信できるようにするものでございまし

て、もともとありませんでしたが、必要とされる新たな取り組みとして遠隔操作、これ

は可搬型でございますが、そういうものを置くという形になっております。 

  それから、ふれあいセンターに置きます親局の部分の操作についてのお尋ねでござい

ますが、指定管理者との間での取り決めというのは、特に設けておりません。現在のと

ころ、危機管理室が操作をするというふうな形になっております。 

  以上でございます。 
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河野議員  避難所の再検討というか、そういうことについては答弁で一定理解いたしまし

たが、その辺で、今、危機管理室と総務部のほうから答弁いただいて改めて思うんです

けれども、この受信機、発信機の両方が､今の耐震診断の基準からいったときに、機能不

全となる可能性があるところがあるな、というふうに思うわけですね。その点について

は想定されているものがあれば、お答え下さい。例えば、位置図の同報系親局・屋外拡

声子局の①から⑳の間ですね。立派なデジタルをつけるわけですけども、例えば第二保

育所ですね、先ほどの受信の部分も入れれば、受信と両方ですね。いざ大地震が来てと

いうか、南海トラフを想定したときに、もう、この送受信が使えなくなる、早晩使えな

くなるということも想定はされているのでしょうか。 

  それを言いますと、この町役場そのものが耐震化ができていないということがあるの

で、ですから、そのために遠隔操作を複数箇所設けられているということですが、同時

に、この送受信についても、そういった機能不全も想定するということも、この際です

ので、ちょっと訊いておきたいと思います。 

  あと、ふれあいセンターでの避難訓練というか、それはそれでやっておられるんです

ね。停電とかいろいろ、やっぱり実際起こっておりますし、落雷による。その点につい

て､今まで旧総務部、新危機管理室も含めて、どのように関わってこられているのかとい

うことですね。それも、お尋ねいたします。 

総務部長  まず、ふれあいセンターでの安全・危機管理マニュアルの部分でございますが、

これにつきましては、おっしゃるとおり、火災、地震、台風、大雨時の安全・危機管理

マニュアルというのは指定管理者のほうで定めておりまして、訓練も実施されておりま

す。この点につきましては、町のほうも同様の資料を持っておりまして、同じ理解のも

と、実施しておるという状況でございます。 

  以上でございます。 

総務部次長  屋外拡声子局であったり戸別受信機、設置しているところで耐震化できてな

いところに対する一定の想定でございます。大阪府の南海トラフ巨大地震における想定

で申しますと、本町におきましては震度６強に襲われるというような状況が予測されて

いる中で、やはり屋外拡声子局につきましては、直接その建物にひっつけるパターンも

あれば、その敷地に立てるというパターンもございます。耐震化等、そういう状況等も

踏まえて、やはり地震等で、そういうものが建物と一緒に倒壊しないような形の設置と

いうものは想定していきたい、想定して設置する予定でございます。 

  なお、戸別受信機につきましては、実際、耐震化できていないところも避難所として

指定、現在しているという状況もございます。その部分については、やはり全庁的に各

種公共施設耐震化を進めていく中で、適切に検討等も含めて進めていく必要があるもの

というふうに認識いたしております。 

  以上でございます。 
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河野議員  先ほど私、８月 14日、２年前のことを例にあげました。消防団のほうのサイレ

ンが鳴りということで、それに対する問い合わせがたくさんあった。それをまた修正す

るためにということをおっしゃいましたけども、私はそういうことを言っているのでは

なくて、いち早く、この防災行政無線が働くということを想定してましたので、あのよ

うなことが起こるということが何度もあってはいけない、というふうに思うんですね。 

町としての広報が、この防災行政無線の役割としては相当大きいと思われますので、

その判断について、そういった広報についてが、「地域防災計画」にしっかりと強化さ

れて、それが日々の訓練とか機器の試運転も含めたいろいろな広報活動をすることによ

って、いざというときの判断を損なわないようにするというふうに思います。あのとき

も一切そういう広報はなかったわけですから、その辺、しっかりと改めていただきたい

というふうに思いますが、もう重ねませんが、先ほどの総務部長の答弁では、もし仮に、

あのように消防団のほうのサイレンが先に鳴ったとすればというふうな答弁であったと

思うんですけどね。そうじゃなく、町としてきっちりとした広報、正しい情報を伝える

手段について、同じことを繰り返さないということについて、マニュアルや訓練で､それ

はしっかりと担保できるのかということを私は申し上げているわけです。その点につい

て何かおありでしたら、答弁を求めておきます。 

総務部次長 再度のお尋ねでございます。防災行政無線につきましては、やはり相当な額

をかけて更新をさせていただく部分もございます。積極的に活用していく必要があると、

強く心に思っているところでございます。２年前の８月 14日におきましては、本当に消

防団の参集のサイレンしか流れなかったというような部分を踏まえて、やはり昨年の９

月 15 日、16 日の台風接近の折りでの無線の活用、もっともっといろんな場面で適切に

使えるよう、私ども訓練等通じて、頑張っていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます……（「頑張って」と呼ぶ者あり）。 

戸田議員 まず１点目に、親局設備見積もりで単価は約 4,400万ですか、これの設置環境

について、お尋ねいたします。ふれあいセンターに設置されますけれども、具体的には

どこに、どのような改修をして設置されるのか。実は、ふれあいセンターというのは、

もう何度も雨漏りを経験しています。４階に設置されると認識していますが、この親局

というのはやっぱり電気機器系統の設備なので、私はこの雨漏りが大変心配です。これ

に対して、何か対策を取られているのかということを、一つ、お尋ねします。 

  ２点目は、それとも間接的に関わるのですが、保守点検の年間費用です。現在、アナ

ログのときは、年間 230 万ぐらいというふうに認識していますけれども、デジタル化し

た場合は、この金額では収まらないと思います。保守点検が大変重要だと思うんですけ

れども、これについては、現在、どのように認識されていますか。また、これはパナソ

ニックシステムネットワークス株式会社さんにお願いすることになるのでしょうか。 

  三つ目の質問は、今回の工事に関する工事監理費、約 570万円と認識していますけれ
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ども、先ほど、当初のご説明で実施設計をしてくださった会社、東峯技術コンサルタン

トさんと認識してますけれども、ここと随意契約を結ぶとおっしゃっています。随意契

約とすると決定されるに至る判断理由をご説明いただけますか。 

  以上、３点です。 

（午後４時 26 分 村上議員退席） 

総務部長  まず、親局の設置場所につきましては、ふれあいセンターの４階の収納庫、現

在、収納庫となっているところに設置をする予定でございます。それから、設置にあた

りましての他の設備といいますか、他の工事というのは空調工事がなされます。 

  それから、４月末に発生いたしました４階の多目的室の雨漏りでございますが、これ

は一定、雨水を集めるドレインにゴミが溜まっていたことが主な要因でございまして、

指定管理者におきましては月に１回、清掃というふうな形をやっていただいているんで

すが、今回、全館のドレインを清掃させていただくとともに、外壁のクラックの一部コ

ーキングを実施させていただいております。 

それから、今後につきましては、今後の状況を見ながら対応させていただきたいとい

うふうには考えておりますが、先ほど申し上げましたようにドレインの清掃というのが

非常に影響してたというふうに思われますので、その辺は定期的に確認をしたうえで、

対応してまいりたいというふうに考えております。 

  それから、保守はどこかというところでございますが、これは今回のパナソニックの、

こちらの業者さんが補修をするという形になります。 

  それから、工事監理委託につきましては、実施設計を行った業者に随意契約でお願い

をするということで事務を進めてまいりたいと考えてます。理由といいますのは、実際

に実施設計をするうえで､いろんな調査もやられ、非常に内容を熟知されているというの

が大きな要因でございまして、その判断については、その熟知しているということが大

きな判断材料になるということでございます。 

  以上です……。すいません、保守点検の費用ということでございますが、今現在、ど

こまでを保守をしていただくかというのは、これから一定協議をしてまいる形になりま

すので、現在、お示しさせていただくことは、ちょっと今のところはできないというこ

とでございます。ただ、保守につきましては１年間の瑕疵担保の期間がございますので、

１年間は無料ということでございます。 

  以上です。 

（午後４時 28 分 村上議員出席） 

戸田議員  工事の請負契約の締結についてですが、保守点検まで踏み込んでご質問をさせ

てもらったわけなんですけれども、工事を請け負ってくださる事業者と､しっかりと信頼

関係を築いて、10年、20 年というふうに使用していくことが大変重要だと思いましたの

で、ここの点、よろしくお願いしたいと思います。 
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  それから、実施設計を行ってくださった東峯技術コンサルタントさんに工事監理をお

願いする。これも実施設計の過程で信頼関係を築かれたと思いますし、また実施設計者、

施工監理者、それから工事を行うパナソニックシステムネットワーク、そして島本町と､

協議のメンバーが４者になる。これがたくさんの目があってよいか、という考え方もも

ちろんできますが、責任の所在が明確にならないという考え方もあると認識しています。

この辺りのご判断はどうだったのでしょうか。再度、確認したいと思います。 

  それと、一番心配なのは雨漏りです。親局、４階に設置されるとおっしゃっています。

当然、本体を設置しても、ここは無人になると思います。そして４階の多目的室だけで

はなくて、過去にも１階の健康教育指導室周辺、それからケリヤホールの前のガラス窓、

さらには天窓からの雨漏りというのを､現場を私は幾つも見てきましたので、雨漏り対

策、ぜひとも必要かと思います。これについては要望というか、ぜひともお願いしたい

ということに止めておきます。 

  随意契約されるに至った判断の見解、もう一度、お願いします。 

総務部長  工事監理につきまして、随意契約でする判断ということでございますが、これ

が仮に別の業者にやっていただくとなりますと、一定、その業者さんに今の実施設計の

内容とかを熟知していただくというふうなことにもなります。そういった期間とか、そ

ういったことを踏まえますと、熟知をもうすでにしておるということから、随意契約が

望ましいということと考えております。それによって、パナソニック、それから工事監

理者、それから町という三者の意思疎通の中、工事を進めてまいりたいというふうに考

えております。 

  それから、ふれあいセンターの雨漏りにつきましては、フロアごとによって要因が異

なっているというのは､私も現場見て、その要因につきましても、指定管理者のほうとも

お聞きさせていただいて、それぞれの対策を進めておる状態でございます。今後につき

ましては、ふれあいセンターそれ自身もすでに建築されて 20 年近く経っておりますの

で、今後、そういった雨漏り対策、特に外壁とかコーキングとか、そういった部分も必

要かなというふうには考えております。 

  以上です。 

戸田議員  基礎調査から始まって実施設計、長い間かけて工事契約に至るわけですけれど

も、実施設計者、それから同じ業者による工事監理、そして今回工事を請け負ってくだ

さる事業者、そして町職員、複数の町職員がこのノウハウをしっかりと継承できるよう

に､協力して、そして情報を共有し合って工事を進めていただきたいというのが私の願い

です。職員の知識の向上、共有、これをぜひともお願いしたいと思って､質問させていた

だきました。 

  そして、議論があった戸別受信機の問題です。これに関しては、同報系の屋外拡声子

局が聞こえるか聞こえないかという議論と全く別のものだと思うんですね。ご答弁にも
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ありましたように、避難所の指定のあり方を今後考えていくと、これに大きく影響して

いる。現在、34 ヵ所に設置される。田中議員が請求された資料か外村さんか、ちょっと

わかりかねました、すいません。それによる見積もりによりますと、戸別受信機設備が

一式で 235万ぐらいです。すなわち価格的、金額的には、後々に追加していくというこ

とも一定可能かと思われます。ご答弁により、これを後に追加するということも技術的

に可能と思われます。これについては、もうご答弁を求めるものではありませんが、ぜ

ひとも避難所の指定のあり方について、より住民ニーズに近い形で引き続き検討してい

ただきたいと思います。 

  以上で、質問というよりか意見でしたが、終わります。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

外村議員  数点、お訊きします。 

  １点目、この防災行政無線整備というのは、全国どこの自治体でも設置しなければな

らないという法令の義務づけでもあるんでしょうか。あるとしたら、どういう名称の法

令なのか、教えて下さい。それと、広域でやっている事例というのはないのか、という

ことが１点ですね。 

  ２点目、先ほどちょっと出てましたけども、予定価格と最低制限価格、今回――私は

常にこの最低制限価格の話をしてますけども、先ほどの答弁では、予定価格に対して３

分の２、66％から 85％の間で設定すればいいというふうな話がございましたけども、う

ちはマックスで設定している。私は常々、これを１％下げたら、今回やったら 320 万で

すか、下がるということですから、この 85％というマックスで設定されている根拠。そ

れが逆に 82とか 83にしたら、何か問題が起こるのか。これは町独自でできるものだと

思うんですが、いかがでしょうか。この最低制限価格の設定について、伺いたい。 

  ３点目、田中議員が一緒に請求していただいた工事経歴書ですね。パナソニック社の

工事経歴書を見たら、かなり工事経歴でこの防災行政無線ですか、工事金額にばらつき

があるわけですけども、京丹後市なんて､かなりエリアが大きいと思うのにも関わらず３

億５千万、彦根市も２億２千万。島本町というのは非常にコンパクトタウンだと言って

ますが、３億２千万もかかる。単純にエリアでは決まらんと思うんですけど、この差と

いうか、決定的な差が起こるのはどういうところで起こってくるのか。例えば、カバー

エリアの大きさなのか、局の数なのか、他に別の機器のグレードによって違うのか。そ

の辺がわかったら、教えていただきたい。 

  もう１点は、パナソニック社というから、私は大阪かと思ったら、何とこの会社、九

州が本社で、関西社というのが受けているらしいんですけども、24 時間 365 日、バック

アップ体制は大丈夫ですとおっしゃいましたけども、その関西社のサービスステーショ

ンがこの近くでどれだけあるのか、島本町から最も近いところはどこなのか、教えてい

ただきたい。 
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  最後に、今回、新しくしたら何年ぐらい保つのか、耐用年数はどれぐらいなのか。耐

用年数と使用年数は違うでしょうけども、耐用年数が幾らぐらいで、実際は何年ぐらい

使うかというのを想定されているのか、教えて下さい。 

  以上５点、お願いします。 

総務部次長  数点、お問い合わせを頂戴いたしております。 

  防災行政無線の設置について、法的義務があるのかとのことでございます。法律的に、

防災行政無線を設置しなければならないというものはないというふうに認識いたしてお

ります。しかしながら、災害情報等、住民の皆様に適切にやっぱりお知らせするには、

防災行政無線、非常に有益なものであるというふうに認識しております。 

  あと、結構遠方にはなりますが、京都府の与謝野町におきましては、防災行政無線を

設置せずに、戸別受信機を各家庭にお配りをされているというようなケースも存じてお

りますが、そのような対応を本町で取らせていただいた場合、これはザッとの話になり

ますが、９億か 10億ぐらいの試算が出たということも踏まえまして、やはり本町におき

ましては防災行政無線が必要であるというふうに考えております。 

  あと広域で、共同で設置しているところがあるのかという部分でございますが、大阪

府内の状況でしかわかりませんが、大阪府内におきましては、広域で実施しているとこ

ろはないというふうに認識いたしております。 

  私のほうからは、以上でございます。 

総務部長  あと残りのご質問に、お答えさせていただきたいと思います。 

  まず、最低制限価格の部分で、上にということでございますが、これは先ほど他の議

員にもご答弁させていただきましたとおり、国の一定のモデルを参考にさせていただい

て、それよりももっと下に下げたらどうかということでございますが、根拠としては、

あくまでも国の中央公共事業契約制度運用連絡協議会が採択したモデルに基づいて実施

しておるものでございます。 

  それから、２点目の工事経歴書の件でございますが、数字についてはいろんなばらつ

きがございますが、この内容については申しわけないですが、承知はしておりません。 

  それから、最寄りのサービスステーションという所在でございますが、最寄りは江坂

にございます。 

  それから、耐用年数の件でございますが、基本的には耐用年数は保守をすればある程

度延びるというふうには考えておりますが、基本的には 10 年でございます。それから後、

部品の保管というメーカーの義務がございまして、その保管は、耐用年数 10年からさら

に６年という形で聞いておるところでございます。 

  以上です。 

外村議員  ご答弁、ありがとうございました。 

  先ほどの予定価格と最低制限価格の話ですけども、国のモデル、モデルというふうに
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おっしゃいましたが、そのモデルは予定価格の積算根拠をモデルとしているんじゃない

んですか。この最低制限価格設定値は、先ほどの３分の２から 85％というのは、これは

どういう意味なんですか。それの 85％が、うちがモデルに基づいて 85％にしてるのか、

モデルに基づいて 83％にしているところがあるのか。それはどういうことなのか、もう

一度、回答下さい。 

  それと、江坂がステーションの最寄りだと聞きましたけど、江坂にはどれぐらいの人

数がいるステーションなのか、お答え下さい。 

  以上です。 

総務部長  最低制限価格の設定の再度のご質問でございます。具体的には、予定価格の３

分の２から 85％の範囲内で設定が動いてしまうんですが、その設定をするときに､直接

工事の 95％、共通仮設の 90％、それから現場管理の 60％、一般管理費の 30％という形

で、それの合計と予定価格の割合で数学的に出てまいります。ですから、直接工事費が

大きければ全体に占める割合が高くなって、最低制限価格が高くなる傾向にあります。

ですから、それぞれの内訳によって変わってくるということでございます。 

  それから、江坂の従業員数については、ちょっと今、手元に資料がございませんので、

後ほどお答えをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

外村議員  何度聞いても、わかりにくい。最低制限価格、今おっしゃるように直接工事費

の何％、何々の何％、合計していくとそうなるんだということは、最低制限価格という

のは、どこの自治体が積算してもパーセンテージはイコールになるということですか。

そうなるんじゃないですか。これは独自で設定するんじゃないんですか、ある程度のゾ

ーンの中で。そういうふうに私は理解しているんですけど、その辺、もう一度お答え下

さい。 

総務部長  最低制限価格のことについてのお尋ねでございます。どこの自治体でもといい

ますか、いわゆるどのモデルを採用するかというふうなことになってくるんですが、基

本的に最低制限価格の算定におきましては、本町は国のモデルを利用しているというこ

とでございまして、独自に設定している団体もあると聞き及んでおりますが、ただ､そう

いった、どれが適正なのかというふうな判断をするうえで、やはり多くの団体が国のモ

デルを使用しているということでございます。 

  以上でございます……､申しわけございません。同一工事であれば、同じ金額になると

いうのは、そのとおりです。一応、数学的に出てまいりますので、同じ最低制限価格に

なってまいります。 

  以上です……。申しわけございません、先ほどの江坂の従業員数でございます。江坂

の従業員は 120 名でございまして、防災行政無線に専任している職員は 10名でございま

す。その 10名で、２府４県を管理しているということを聞いております。 

  以上です。 
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清水議員  皆さんがいろんなことを訊いて、大体わかったんですが、基本的なところを数

点だけ、訊かせていただきます。 

  今回、同報系で６基新設し、デジタル化することで､今まで聞こえなかった地域、町全

体、住民が住まれているところに聞こえるようになるのかというのが１点と、デジタル

系の移動系の無線については、子機どうし、例えば大沢は今、聞こえないと聞いたんで

すが、島本町の端と端で通話ができるのかというのが、もう１点。 

  あとは、デジタル化することで双方向性が実現するとあるんですが、今現在は同報系

で一方通行で、こっちから情報を流すだけということになっているんですが、デジタル

化することで、双方向の何かやりとりができるようになるのですか。 

総務部長 まず、同報系の全域に届くのか、というお尋ねでございます。同報系と移動系、

若干異なりますが、同報系につきましては町内全域に届くように､一定、増設もしており

ます。それからあと移動系では、電波伝搬調査において、大沢地区において若干届きに

くい状態がわかっておりまして、これにつきましては衛星電話や防災の携帯電話を活用

するなど、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。 

  それから、島本町の端と端というのは、大沢を除けば対応できるということでござい

ます。 

総務部次長  あと、同報系の双方向な機能でございますが、親局と屋外に設置いたします

屋外拡声子局とは､双方向で通信することは可能でございます。しかしながら、親局と、

各種避難所に設置いたします戸別受信機との双方向性につきましては、あくまでも親局

から戸別受信機への通話のみという形になっております。 

  以上でございます。 

清水議員  ある程度わかったんですが、通常、デジタル、移動機というのは電波が小さい

んで、基地局とはたぶん話ができると思うんですが、子機どうしで話ができるのかとい

うのが聞きたかったのが一つと、それと、今言われる双方向、可能であるということは

言われたんですが、スピーカー等どういう形で、今回、何か設備的に同報系のスピーカ

ーのついてるところから情報を、こちらの本局のほうへ流せるのかというのを聞きたか

ったんですが。 

総務部次長  大変失礼いたしました。移動系どうしの通話でございますが、現在、アナロ

グの場合は２チャンネルしか持っておりませんが、今回、整備をさせていただくのは４

チャンネルの利用ということになりますことから、移動局どうしの通話は可能になる状

況でございます。 

  あと、親局と屋外拡声子局との通話についてでございますが、屋外拡声子局の本体、

支柱に、電話機のようなものを内蔵したような支柱の設置となりますことから、そこを

開けていただいて、通話に使っていただくというような状況でございます。今後、整備

をさせていただいた暁には､やはり広く地域の皆様ご利用していただけるような形で､わ
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かりやすい説明書を添付するでありますとか、周りの方への何らかの勉強会といいます

か、そのような機会も設けて、有事の際には有効に使えるような仕組み作りもあわせて

進めてまいりたいというふうに考えております。 

清水議員  最後に、今言われたような拡声器の下に電話機みたいなのがつくんですかね。

それは、基本的に一般の方が使っていいのかというのが一つと、管理というのはどうい

う形になるんですかね。普段、勝手に開けてしゃべれるようなものなんですかね。 

総務部次長  たびたび失礼いたしました。まず、双方向で通話は可能という形になります。 

  あと、管理のあり方なんですけども、やはり地域から情報が行政にあがってくる仕組

みというのは当然必要やと思います。ただ、どなたも、言い方悪いんですけども、何も

ないときも自由に使えるというのも、また防災以外の面で､ちょっとまた問題もあるのか

な、出てくるのかなということも危惧いたします。その辺の維持管理については、有事

の際には有効に活用できて、何もないときは安全に､そのままの状態がキープできるとい

うような手法等、鍵をかけて、どなたかにお預けさせていただくとかいう部分も含めて、

考えてまいりたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

田中議員  第 40号議案 工事請負契約の締結について、反対の討論いたします。 

  この議案は、既存の防災行政無線の設備を撤去し、新たに防災行政無線を設置・整備

するものです。討論の前で多くの議員から指摘がありましたように、１．屋外拡声器並

びに戸別受信機の設置場所について、地元自治会、自主防災会の意向を確認する必要が

あります。２．屋外拡声器の聞こえる範囲を確認するため、また拡声器の性能を確認す

るため、テストが必要です。 

  また、今回は３億 2,600万円の高い買い物であり、慎重を期すべきと考えます。この

無線は、これから 30 年、40 年と使用されます。それだけに、屋外拡声器の性能、設置

位置、戸別受信機の設置場所の再検討を求めます。 

  さらに重要なことは、地元の意見､意向を聞くことが必要です。役場は、自主防災会の

結成を奨励しながら、防災に深い関わりのある防災無線について、自主防災会に何の相

談もしておりません。今回の防災無線の更新はもとより必要ですが、今回は契約を見送

ることを求めます。 

  よって、反対の討論といたします。 
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平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

野村議員  第 40号議案 工事請負契約の締結について、自由民主党クラブを代表し討論を

行います。 

  社会情勢にデジタル化を進めてまいり、平成 23年７月に実施された家庭用テレビの地

上デジタル放送への完全移行もその一例でありますが、防災行政無線のデジタル化は､

限られた資源である電波を有効活用することで、様々な技術や、住民の皆様方へのサー

ビスの提供を可能にするために実施されるものであります。 

  本町の防災行政無線についても、老朽化してきている設備をデジタル化への移行にあ

わせ、聞こえない地区等への改善のための増設を含め実施いたしますが、アナログ無線

の新規免許は不許可となっていることから制限付き一般競争入札とされ、６社が入札希

望のうち辞退や資格の欠如等で最終４社が最低入札価格にて入札され、公平なる抽選の

もと、今回、３億 2,601 万 6,360 円にてパナソニックシステムネットワークス株式会社

システムソリューションズジャパンカンパニー関西社と請負契約を締結するものです。 

  デジタル化更新の利点としまして、本部と屋外子局と緊急通話・複数通話が可能や、

暗号化された通信のため情報漏洩がない、等があります。また、屋外拡声子局を隣保館、

桜井台自治会集会所横、桜井西側消防分団詰所横、若山台公園、ユニハイム上の公園、

水無瀬橋とＪＲ線の間付近と、６ヵ所増設し、合計 19ヵ所に設置――本局を除きますが､

町内全域に音声を届けるよう努められます。 

  しかしながら、工事実施後のテストにおいて全域を網羅できるのか、全域の調査を必

ずすると要望し、また近年、国内においては想定外の豪雨災害が発生、本町においても

大きな被害が起きております。設置後の確実なる機械の保守点検をお願いするとともに、

ひとり暮らしの年長者などに、発信しても情報が届かないことも考えられます。 

  災害被害の減災を目指し、またアナログからデジタルに切り替えられるときのタイム

ラグをなくし、安全に、スムーズに移行されますことをお願いし、改めて声があがって

いるように、戸別受信機の設置においても、我々はひとり暮らし年長者にも設置するの

が理想であると思いますが、基準手法において種々検討を求め、この制限付き入札契約

においては賛成といたします。 

平井議長 次に、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長 反対の方の発言がないようでございますので、引き続き、本案に賛成の方の発

言を求めます。 

外村議員  町民のライフラインに非常に欠かせない施設ということで、この工事はやむを

得ないものとして反対するものではございませんが、先ほども言いましたように、３億

を超える高額な金を使うということに対して、もう少しシビアな積算、入札をしていた

だきたい。再三、いつも言ってますように、最低制限価格の設定については、もう少し
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頑張っていただいたら、先ほど、午前中の答弁ではありませんが、たかだか 160万ぐら

いのパスポートの事務委託や助かるだとか、そんなことで、その場面によっては盛んに

スケールメリットや財政効果が出ると言っておきながら、片や、こういうときには全く

その辺が欠落している。非常に矛盾していると思います。 

  そういうことを十分勘案していただいて、今後の工事執行にあたっていただきたいと

いうことをお願いしまして、賛成といたします。 

平井議長  引き続き、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第 40号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 多 数 起 立 ） 

平井議長  起立多数であります。 

  よって、第 40号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

   この際、暫時休憩いたします。 

（午後４時 57 分～午後５時 10分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第６、第 41 号議案 工事委託協定の締結についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

上下水道部長（登壇） それでは、第 41号議案につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第 41 号議案 朗読） 

  提案理由としまして、受託者の確定に伴い、協定を締結したいためでございます。 

  それでは、１の２ページの次に添付しております議案資料に基づき、ご説明申し上げ

ます。 

  「１ 工事の概要」でございます。 

  名称は、先ほど申し上げましたとおりでございます。 

  場所は、島本町山崎二丁目地内の山崎ポンプ場でございます。 

  内容は、施設機器等延命・更新工事として、沈砂池施設一式、雨水ポンプ施設一式及

び運転操作施設一式でございます。 

  工期は、議会の議決日から平成 28 年３月 31 日までを予定しております。 

  添付しております図面等につきましては、後ほどご説明申し上げます。 

  「２ 協定の概要」でございます。 

  受託者及び協定金額は、先ほど申し上げましたとおりでございます。 
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  契約保証金は、「島本町財務規則」第 117 条第３号の規定により免除としております。 

  山崎ポンプ場は、平成元年４月に供用開始して以来 25年を経過しており、これまでも

適正な維持管理や必要な補修を行い、大規模な故障もなく使用してまいりました。しか

し、今後も引き続き健全な状態で使用するためには、効率的かつ計画的な再構築等によ

る機能保全が必要になってまいります。そのため平成 22 年度に、計画期間は平成 23年

度から平成 28 年度までの６ヵ年で、事業費は６億 3,700万円の「山崎ポンプ場長寿命化

計画」を策定し、事業に着手したところでございます。 

  本協定では、この「長寿命化計画」に基づき、本年度から平成 27年度までの２ヵ年で、

限度額を２億 8,510万円の債務負担行為を設定し、機械設備の更新を日本下水道事業団

へ工事委託するものでございます。 

  日本下水道事業団では、これまで多数の処理場やポンプ場などの施設の設計や建設等

について、高度な技術と豊富な経験を持つ技術者等により､優れた事業執行能力を発揮さ

れておられます。工事発注から施工監理、完成検査及び総合試運転まで受託し、運転開

始後も技術指導や事後点検などのアフターケアを実施しているのが、下水道事業では唯

一の団体でございます。また、すでに本工事委託と密接不可分にある山崎ポンプ場の長

寿命化計画策定業務及び実施設計業務並びに平成 24年度から平成 25年度までに委託し

ました電気設備更新及び機械設備の一部更新工事を誠実に履行しており、適切かつ円滑

な事業執行が図れております。 

  これらのことから、「地方自治法」施行令第 167条の２第１項第２号の規定により、

その性質または目的が競争入札に適さないため、随意契約を締結するものでございます。 

  なお、日本下水道事業団は地方公共団体の共通の利益となる事業等の実施主体として、

地方公共団体が主体となって業務運営を行う、地方公共団体の共同出資により設立され

た地方共同法人でございます。また日本下水道事業団では､過去２年の間に地方公共団体

と同種及び規模を同じくする契約を２回以上締結されており、これらをすべて誠実に履

行し、かつ契約を履行しないおそれがないと認められることから、「島本町財務規則」

第 117 条第３号の規定により契約保証金を免除しております。 

  参考資料の１ページから６ページまでは、本工事委託に関する協定書でございます。

本協定は、日本下水道事業団の受託業務取扱規程及び標準協定文に関する達などに準拠

して作成されたものでございます。 

  本協定は 16条立てとなっており、特に説明すべき条項につきまして、ご説明申し上げ

ます。 

  第１条では、（この協定の目的）としまして、山崎ポンプ場の整備に関し､その「一部

の施行を日本下水道事業団に委託することによりその促進を図り、もって生活環境の改

善と公共用水域の水質保全に資することを目的とする」ことを定めております。 

  第２条では（建設工事の委託）としまして、建設工事の委託の対象及びその内容を別
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記に定めております。 

  第５条では（建設工事の施行）としまして、日本下水道事業団は､本町の指示する設計

書により、日本下水道事業団会計規程等に基づき、第２条の建設工事を施行することを

定めております。 

  第６条では（完成期限）としまして、建設工事の完成期限は平成 28年３月 31 日とし、

平成 26 年度事業にかかるものにつきましては、平成 27年３月 31 日までとすることを定

めております。 

  第７条では（費用）としまして、建設工事の施行に要する費用は２億 8,510万円とし、

その内訳は、平成 26 年度は 7,983 万円、平成 27年度は２億 527万円とすることを定め

ております。 

  ２ページの第８条では（費用の支払）としまして、本町は建設工事の施行に要する費

用を日本下水道事業団に支払うものとしており、第７条第１項の費用にかかる資金計画

については、日本下水道事業団が本町と協議してこれを定め、所要金額を決定すること

を定めております。また、本町は資金計画に基づき、日本下水道事業団の請求により所

要の金額を前金払いとするものとしており、２年以上にわたる工事については､年度ごと

に前金払いをすることを定めております。 

  第 11条では（費用の精算）としまして、日本下水道事業団は､建設工事が完成したと

きは費用の精算を行うことを定めております。また、精算の結果生じた納入済額と精算

額との差額は､本町に還付することを定めております。 

  ２ページ後段から４ページ前段までの第 13条では、（損害の負担等）としまして、建

設工事の施行に伴う損害で、日本下水道事業団の責めに帰すべき原因によるものは日本

下水道事業団が、天災その他の原因によるものは本町が、それぞれ負担することを定め

ております。また日本下水道事業団が、建設工事に関し建設業者と工事請負契約を締結

しようとするときの損害賠償条項について定めております。 

  ４ページの第 15 条では（この協定の成立）としまして、この協定は、本議会の議決を

経るまでは仮協定とし、本議会の議決を経たときは本協定として成立することを定めて

おります。 

  ５ページに、この協定を証するため本書２通を作成し、本町と日本下水道事業団が記

名押印したものをそれぞれが１通保有しており、仮協定の締結日は平成 26年６月２日で

ございます。 

  ６ページに、第２条第２項の「別記」として建設工事の委託の対象及びその内容を記

載しております。 

  「１ 建設工事の対象」でございますが、名称及び位置は、先ほど申し上げましたと

おりでございます。排除方式は分流式でございます。ポンプ能力は、時間最大 7.2 ㎥／

秒でございます。 
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  「２ 建設工事の内容」は、先ほど申し上げましたとおりでございます。 

  ７ページは、工程表でございます。 

  本定例会議におきましてご可決いただけましたら、この協定の締結が成立いたします

ので、９月には日本下水道事業団と建設業者とが工事請負契約を締結する予定でござい

ます。本工事の期間は、平成 26年９月から平成 28 年２月までの 18ヵ月間を予定してお

ります。 

  機器設計、機器製作及び施工図作成などを経て、平成 27年 10月中旬から機器更新・

延命作業の準備を行い、渇水期となります 11 月から平成 28年１月までに沈砂池施設の

雨水細目機械スクリーンなどの取り替え並びにポンプ施設の雨水ポンプ並びにディーゼ

ル機関のオーバーホールを行う予定でございます。なお、雨水ポンプ及びディーゼル機

関はそれぞれ２台ございますので、１台ずつ、オーバーホールしてまいります。その後、

完成確認、総合試運転等の検査を行い、完成となるものでございます。 

  ８ページから 12 ページまでは､工事内容を記す図面でございます。 

  ８ページ、図面番号１は、一般平面図でございます。山崎ポンプ場の全体の概要を示

す図面でございます。赤色で着色したところが、今回、工事委託する沈砂池施設、雨水

ポンプ施設及び運転操作施設でございます。 

  ９ページ、図面番号２は機器配置平面図でございます。赤色で表示した雨水細目機械

スクリーン４基及び現場操作盤１面の更新、雨水ポンプ２台及びディーゼル機関２台の

延命並びに洗浄管の更新が、今回の工事内容でございます。 

  10 ページ、図面番号３は機器配置断面図でございます。図面の左側が流入側で、雨水

沈砂地内の雨水細目機械スクリーンの更新、露出配管された洗浄水管の更新並びにポン

プ室建屋内の雨水ポンプ及びディーゼル機関の延命を行うものでございます。 

  11 ページ、図面番号４は沈砂池設備詳細図でございます。図面右側の表は、沈砂池の

機器一覧表でございます、表下に表記しております数量の欄、左の全体は将来計画を含

めた機器の数量、右の既設は現在設置している機器の数量、真ん中の今回は既設のうち

延命更新する機器の数量を記載しており、赤色で表示した機器が、本工事委託により更

新する機器でございます。 

  12 ページ、図面番号５はポンプ設備詳細図でございます。図面右側の表は、ポンプ設

備の機器一覧表でございます。赤色で表示した機器が、本工事委託により延命する機器

でございます。また、緑色で表示した機器は、平成 24年度から平成 25 年度までの工事

委託により更新済みとなった機器でございます。 

  工事中は、必要に応じてガードマンを配置するなど、安全対策には万全を期してまい

ります。また工事の円滑な執行を図るため、関係者への周知に努めてまいります。 

  最後に、６月 20 日にご報告させていただきました山崎ポンプ場の延命工事に対する大

山崎町からの費用負担についてでございます。 
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  平成３年４月１日に大山崎町との間で締結しました「山崎ポンプ場に係る排水施設の

維持管理に関する協定書」に基づき、平成 26 年６月 17日に「山崎ポンプ場施設機器等

延命・更新工事に伴う維持管理に関する覚書」を締結しております。この覚書では、雨

水ポンプ及びディーゼル機関のオーバーホール並びに建築設備の維持修繕にかかる費用

について､協定書に基づき、大山崎町が 21.7％の割合を負担いただくことになっており

ます。負担する費用は、社会資本整備総合交付金を除く地方債及び一般財源に負担割合

の率を乗じて得た額でございます。負担の方法は、一般財源分は工事の施行年度に、企

業債分はその翌年度から 20年間で、元利償還額を分割して支払っていただくことになっ

ております。 

  以上、簡単ではございますが、工事委託協定の締結についての説明を終わらせていた

だきます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

平井議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

戸田議員  お金の流れについて、まず、お尋ねいたします。 

  日本下水道事業団にあらかじめ支払い、工期を２年に分けて､それぞれ完成した年度ご

とに精算し、還付を受けるとのご説明でした。この２億 8,510万円という費用なんです

けれども、費用に関わる資金計画はすでに定められており、これを限度額として、この

積算根拠はその資金計画に基づいて島本町と同事業団で協議されたものであるか､これ

を確認しておきたいと思います。 

  そして、建設工事費が社会的に高騰しています。平成 27年度の工事の完成期限は平成

28年３月です。精算時の不確定要素として、この社会的な背景があると思います。万一、

この限度額内で収まらない場合は、どのようになるのでしょうか。計画以上に高くなっ

た場合どうするのか、それはまた協定書においてどのように明記されているのか、確認

しておきたいと思います。 

  もう一つは、建設請負契約の概要通知についてです。協定書の第 12条によると、日本

下水道事業団は建設工事に関し建設業者と工事請負契約を締結した際――これは９月に

なるとのご説明でしたが、速やかに委託者、すなわち島本町に、その概要を通知するよ

うにと協定にございます。２億円規模の工事です。本来ならば議決案件となるべきもの

であり、この概要通知を受けられた折りには、速やかに島本町議会にそれをお示しいた

だき、ご報告いただきたいと考えていますが、これについての見解をお示し下さい。 

上下水道部長  まず、前金払いに伴うことで、協定書の第７条におきまして､各年度の資金

計画を示させていただいております。この資金計画の定めておりますことにつきまして

は、参考資料で示しています工程表がございますように、それぞれの年度で完成ができ

るものについて、その金額を平成 26年度では 7,983 万円、平成 27年度では２億 527万

円と定めたものでございます。この際、前払い金についてもございましたが、それぞれ、

この費用に伴う分について 40％の前払いを行うことになっております。 
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    それと、精算時の限度額、今現在２億 8,510 万円を定めておるわけでございますが、

これを精算時というか、この委託中にこれを超えた場合どうなるのかというようなこと

でございますけども、当然ながら、現在、定めておりますこの金額を超えてまいります

と、改めて、この協定の変更が生じてまいります。その際には、議会におきまして再度

委託変更の議案を上程させていただき、審議いただく必要が生じてまいります。 

  その要因として一つ考えられますのが、第７条の第２項のほうで「賃金または物価の

変動等により前項の金額では建設工事を完成することが困難であると認められるとき」

というようなことが、この現在の社会情勢におきまして考えられるのではないかという

ことがございます。これはいわゆる物価スライドと申しまして、工事請負契約におきま

して、賃金または物価の変動に基づいて請負代金を変更することがございます。その際

は、日本下水道事業団は受注者と協議をされるわけでございますが、その前に、本町と

日本下水道事業団におきましても協議を行うことを定められたものでございます。 

  それと、第 12 条の概要通知の件でございます。これにつきましては、日本下水道事業

団が業者を決定された際に、本町にその内容について通知されるもので､その内容は、ま

ず一つは契約年月日、それと工事工期、請負業者名、契約金額及び前払金の回数等でご

ざいます。これについて議会のほうに報告をということでございますけども、これが町

政に大きく関わるものや、住民の皆様に多大なご迷惑をかけたような内容でございまし

たら、速やかに議会の議員の皆様へご報告申し上げてはおりますけども、このような通

知につきましては、お問い合わせいただければ、通知内容についてはお示しさせていた

だけるものと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

戸田議員  何か問題があれば、あるいはお問い合わせがあればという、そういう問題では

ないと思うんですね。金額が非常に大きい工事契約であること、私たちはこの協定、委

託します、協定を結びます、はい、よろしい、その後はおまかせですと。そして、下水

道事業団が工事請負者と契約される中身に関しては、その後、何ら追跡しないというよ

うでは、私たちはこの協定を承認するものとして大変問題があると思っているのです。

従って、概要通知が示された場合には、中身、契約とか、それから工期、そういったも

のだとおっしゃっていますので、議会に行政報告等の形でご説明いただければよいかと

思うのですね。 

  それは、この中身が――今現在２億８千万ですか、の中身が全く不透明なままで、私

たちはこれを承認しなければ､ポンプ場の長寿命化が図られないわけです。だから、いっ

たんは協定を巻かれるのをおまかせしますよ、けれども工事請負業者が決定して契約さ

れた場合は、その内容についてお示し下さいと、これをお願いする､これを申し出るとい

うことは、私は極めて妥当な要求だと思う、申し出だと思うんですけれども、もう一度、

ご答弁をお願いしたいと思います。 

  これは町長にもお尋ねしたいと思います。行政報告等、お願いしたい内容、そして概
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要通知を提出していただくということ、いかがお考えか、お尋ねいたします。 

上下水道部長  先ほどもご答弁させていただいてますように、議会への報告につきまして

は､町政に大きく関わるものや住民の皆様に多大なご迷惑、ご不便をかけたというような

ことで､速やかに議員の皆様に報告するような内容については､これは、これまでもその

つどさせていただいております。今回のこの通知につきましては、契約の一部として行

うものではございますけども、このようなものは他でも非常に発生はしているように考

えております。こういう通知のたびに、議会へ報告させていただくような内容ではない

という具合に考えております。 

（「町長から答弁」他、議場内私語多し） 

乾副町長  ただいまのご指摘でございますが、この件につきましては議長とも協議をさせ

ていただきまして、適切に対応してまいりたい、かように考えております。 

戸田議員  ぜひとも、ご賢察いただきたいと考えています。 

  次に、違う視点から問います。平成 26年、平成 27年においては、現況の施設整備、

更新前の状態で雨期を迎えることになります。24 年、25 年と２年間大雨が続き、山崎地

区の地元住民の方のポンプ場への関心は大変高まっています。地元自治会の要望は、ポ

ンプ場の増設です。そこで問います。 

  計画では、もともとは４台とされています。設置スペースも十分に確保されている。

更新により機能を強化していただくというのは大変ありがたく、これに疑義があるわけ

ではありませんが、万一、１台に何か故障があれば、山崎地区の被害は非常に深刻なも

のになります。周辺には、昔と違って住宅がもう、たくさん建っています。そこで問い

ます。山崎・東大寺地区をカバーする、このポンプ場なんですけれども、当該地区の水

路整備と、３台目、４台目のポンプを新たに設置する。このことの関連について、もと

もとあった計画ではどのようになっているのか、ご説明いただけますか。 

  なぜ、億単位の支出に関する工事契約を示すのに、何か問題があったら、というよう

なお考えがある、おっしゃるのか、私はちょっとびっくりしたのですけれども、これに

ついては副町長のほうから適切に対応するとおっしゃっていますので、また議会と調整

を図っていただき、ご提案いただきたいと思います。 

  ポンプ場のポンプの数と水路整備等の関連について、ご説明を求めて、３点目の質問

を終わります。 

上下水道部長  山崎ポンプ場の、雨水のポンプの状況でございます。計画では、雨水ポン

プを４台設置することになっておりますが、現在２台でございます。山崎ポンプ場の建

設当時に、この山崎ポンプ場で雨水を排除する区域でございます山崎排水区域のうち、

ＪＲ東海道本線より北側の状況が、一定、雨水整備がまだ整っておらなかったというよ

うなことがございまして、その例としまして、滝谷川及び鈴谷川に面している区域では､

現状ではそれぞれの水路に直接排除されておりまして、この水が水無瀬川へ流出してい
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ることから、当面、必要な雨水ポンプの能力を検討した結果、ポンプを２台にしたもの

でございます。 

  水路整備が現在進んではおりませんので、それらを今後整備する際に、雨水ポンプの

増設についても検討してまいりたいというようには考えております。 

村上議員  工程表について、ちょっとお尋ねをします。 

  本工事については、約 18ヵ月間の工期で工事のほうを施工されるわけですけども、こ

の工事について、契約期間と工期との関係はどういう関係になっておりますか。いわゆ

る工期が長くなれば、契約金額も大きくなるというような関係にあるのか、まず１点。 

  それと、先ほど説明の中に､いわゆる渇水期に現場工事に入る。これは普通一般的な話

なんですが、そういった中で工程表を見ますと、施工図作成に７月から３ヶ月半ほど、

工程表を引いておられるわけですけども、この施工図については、別にこの期間にする

必要もない工程だと思うんです。例えば、３月の中から６月いっぱいまでしても、十分

できる作業だと思います。そうしますと、さっき言われた７月から 10 月半ばまで、いわ

ゆる作業も何もしない空白期間が出るわけですけども、この間のどういった対応といい

ますか、お金のほうの換算に入っているのか。その辺を、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

上下水道部長  まず、契約期間でございますけども、先ほどご説明させていただきました

ように契約は本年９月から平成 28年の２月までを、一応予定させていただいておるわけ

でございますが、この契約期間が長いからといって契約金額が、要するに高くなるとい

うことではございません。あくまで機器の製作費用等によって積算されておりますので、

この工期が長くなって契約金額が高くなる、ということではございません。 

  それと、この施工図の作成でございますけども、この工程表で示させていただいてま

すのは７月から 10月の中旬ということで、現在、考えさせていただいております。この

施工図作成に際しましては、機器製作をさせていただきまして、この機器製作で製作し

たものを用いて､現地での採寸等も行ってまいりますので、若干、ちょっと長くは取らせ

てはいただいておるんですけども、これは、一つは実際にスクリーン等の設置等が渇水

期に行う必要がございますので、それらの調整も若干加わっているということではござ

います。 

村上議員  一般的には企業としたら、片一方で物を造りつつ、片一方で関係ないものを進

めていくというような発想で、できるだけ工期を短縮して､利益をそこで生み出していく

というような発想があるんですけども。先ほど、工期長くなっても、あんまり関係ない

という話ですけども、逆に工期が長くなるほど、物を造ったもの､例えば沈砂池の施設機

器についても､会社としたら、そこに保管しとかなきゃいかんわけですね。いわゆる会社

のスペースというのは限られているんで、その場合に保管料とか、ものによっては借地

して保管する、とかいうような発想も出てくるわけです。そういった関係からすると、
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できるだけ、この空白期間の 3.5 ヵ月については受託者と交渉する余地のある部分かな

という気がいたしますけども、その辺はいかがですか。 

上下水道部長  村上議員おっしゃるように工期が長くなると、業者にとってもあんまり、

本来必要な工期でないものまで含まれているというのは､非常にありがたくないという

のは承知しているところでございます。 

ただ、この工事自身が現場で行える期間というのが、やっぱり渇水期でないと作業が

できませんので、その期間を一つ念頭に置いて、この機器製作、また施工図の作成を実

施していくような形を取っておりますので、一つの方法として考えられるのは、実際の

発注事業を、今現在平成 26年９月というように予定させてもらっているものを遅くする

ことも方法としてはございますけども、ただ、そうしますと、26年度に予定してます予

定量が完成しなくなってしまうということで､その辺の関係もございますので、どうして

も契約自身は 9 月に契約させていただいて、いったん３月までの製作分については工場

検査をさせていただいて、製作品を完成させていただく。そのうえで 26年度については、

いったん 26 年度の費用についてお支払いさせていただいて、27 年度からの製作分と、

あと沈砂池施設のスクリーンの設置、またポンプ及びディーゼル機関のオーバーホール

を、この 27年度で実施するような工程でいかさせていただいております。 

  以上でございます。 

村上議員  さっき工程をずらしていくという話も出たんですが、そういう発想は当然、考

えてやらんといかんと思うんです。今、引かれている工程で行くと、ほとんど 3.5 ヵ月

ぐらいずらしていけば、渇水期にかからずにできるというようなことで、いわゆる工事

のほうもスムーズにいくと思いますし、企業のほうも企業努力として、やっぱり施工図

作成については、再検討していただいても価値あるものかなというような気がいたしま

すけども、再検討の余地はありますでしょうか。 

上下水道部長  私からも提案させていただいた内容ではございますけども、しかしながら、

平成 26 年度に社会資本整備交付金を国からいただく予定をさせていただいておりまし

て、ある一定の出来高を完成しないと、国費の受け入れができないという事情もござい

ますので、その辺もあわせもって一度検討はさせていただきますけども、基本的には、

この工程に従って実施してまいりたいというように考えております。 

  以上でございます。 

岡田議員  すいません。現在、機械設置をされまして 25 年が経過をしてるということなん

ですが、この山崎のポンプ場のポンプの耐用年数というのは 20年とお聞きいたしており

ます。またエンジンとかスクリーンは耐用年数が 15年というふうに､担当のほうからお

聞きいたしておりますが、このエンジン、スクリーンと、15 年の耐用年数の期間で､修

理されたのが３回あるというようなことをお聞きいたしておりますが、これはいつぐら

い、３回、修理をされていらっしゃいますか。 

- 158 -



  それと、今回、協定金額ですが、２億 8,510 万円を協定金額にあがっておりますが、

この中には８％、結局、この中身が私たち、わからないんですよ､この金額の中身が。資

料の中にも全く出ておりませんので、８％の消費税があるということはわかりますが、

この中で人件費というのは幾らになっているんでしょうか。 

上下水道部長  まず、機器の耐用年数のことでございます。これは岡田議員から今、ご説

明いただいてましたように、雨水ポンプについては標準耐用年数が 20 年、雨水の細目ス

クリーンとディーゼル機関については 15年でございます。このうち、修繕の状況でござ

いますけども、今、申しましたディーゼル機関、エンジンに当たるわけでございますけ

ども、これが平成６年に１台､これは２台ございますけども、この１号と２号の２台のエ

ンジンの分解整備を実施しております。それと平成 13年に、２号のほうのモーターの修

繕を実施しております。それと平成 22 年度に、これもまた２号のほうのリミットスイッ

チというのを修繕いたしております。計３回の修繕を実施したところでございます。 

  それと、今、労務費の件は、この工事費の中にどれだけ占めておるのかということで

ございますけども、労務費だけを抜き出したものがございません。ただ、事業団のほう

からも､この内訳については頂戴しておりますので、この中で労務費だけを抜き出したも

のをお示しすることが､現在ちょっと難しいということでございまして、一度……、申し

わけございません。今、ちょっと確認しましたところ、約３千万ほどが労務費に当たる

ということでございます。 

岡田議員  わかりました。 

できるだけ、議会に提出される場合は､やっぱり金額の中身がわかるようにしていただ

いてなかったら、金額だけ大きな金額が出てるんですけどね、この金額の中身の根拠が

わからなかったら、ほんとに審議に困りますので。先ほども全部中身出てましたのでね、

さっきのデジタル無線のほうですかね、出てましたので。できたら今度から中身、きち

んと根拠、この金額になる根拠を提出していただければありがたいかなと思っておりま

すので、これはちょっと、要望させていただきます。 

  それとね、この 15 年間の間に､平成６年と平成 13 年、22 年と３回、補修工事をされ

ているんですけどね。これはエンジンが故障ということでよろしいんですかね、どれぐ

らいの費用がかかりました。保証期間というのは、もうとっくに終わってるわけで、町

が負担されてると思うんですよ。これはどれぐらい、負担されたんでしょうかね。わか

らなかったいいんですけど、わかれば教えていただけますか。 

上下水道部長  この補修につきましては主なものということで、このディーゼル機関、エ

ンジン部分の修繕を実施したものでございますけど、私も聞いておるところによります

と、そんな大規模な修繕になったものではない、というようには聞いております。ただ、

一部エンジンが若干、調子が悪いというんですか、というようなことがございましたの

で、分解整備というような格好でさせていただいたことと、あとモーターの状態が悪い
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ということで修繕させていただいた。あと最後のリミットスイッチの修繕につきまして

は――リミットスイッチと申しますのは、水とか油とか、埃が入らないような構造に保

護したもので、それがスイッチの形になっているものでございます。それがちょっと不

都合があったということで修繕したということで、お聞きしております。 

  大変、申しわけございません。金額については、ちょっと手元にございませんので、

よろしくお願いしたいと思います。 

河野議員  質問そのものは非常に限られたものなんですけれども、まず、６月 20日付けで

議長宛てにいただいて、議員にもいただきました。先ほど紹介もありましたけれども、

「山崎ポンプ場施設機器等延命・更新工事に伴う維持管理費に関する覚書」について、

こういったものを事前に報告いただいたということは必要な措置だったと思いますし、

先ほどもありました、いったん議決したものについて、やはり住民の税金に関わる重大

なものというふうに一つひとつ捉えていただいて、適宜、こういう報告は差し挟んでい

ただきたいと思っております。 

  そのうえで、この報告について､覚書については「山崎ポンプ場にかかる排水処理の維

持管理にかかる協定書」という平成３年４月１日締結分について､覚書を作られたという

ことになります。これはまさに大山崎町との費用負担に関わる議論に、一定、正式な形

で結論を導き出されたものというふうに思いますが、いかがでしょうか。その点につい

て、これは延命・更新工事というものについて覚書というふうにおっしゃってますので、

こういったものについては按分なり費用負担をするのであるという議論をされたのだと

思いますが、ここまでに至る長寿命化､様々、３種類目の工事でありますけども、今まで

にやってこられた工事に関わっては、こういった覚書を締結するのは困難であったのか。

技術的、あるいは顧問弁護士なども交えて、いろいろ議論をされてきたことですので、

この際ですから、その点について再度説明を加えていただければありがたいです。答弁

を求めます。 

  あとは先ほどの､この議場において「検討する」という答弁について、すごく意味を持

つんですけれどね。工事工程に関しての専門的な知識、あるいは様々な調査に基づく提

案であったというふうには認識いたしますが、この工程について、では変更するという

ことについては議決には関わりはないけれども、やはり変更される場合は、改めて島本

町の意思として変更される場合は、これは議案参考資料でありますので、この議場にお

いて、あるいは何らかの形で議会に報告を必要とするものだと私は思っております。 

そういった意味で先ほどの答弁ですね、施工図作成、第 41 号議案参考資料に基づいた

質疑だと思いますが、その点についての執行部としての責任ある答弁を、再度求めてお

きます。協定書には関わらないということで私は認識しておりますけれども、いかがで

しょうか。 

  あともう１点は、これは人びとの新しい歩み、あとでまた質問されるかも知れません
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が、僭越ですけれども、求められた資料の中で、山崎自治会との意見交換会の要点録を

つけていただきました。平成 24 年 10 月 25 日ということで、８月 14 日の大雨の後に､

山崎も浸水被害にあわれた。しかしながら、なかなか現場からの通報とか、いろんな面

で情報交換、共有のあり方について課題を残した地域だと私は思っております。ここで

様々、ポンプ場に関わって回答されています。その中で、様々26 年度からの計画に載せ

ていくというようなことを答えておられます。まさに、これが今日の議案などに関わっ

てくるものだと思いますが、その点について山崎自治会との意見交換会で答えられたこ

とで、山崎ポンプ場においてやるべきことについては、すべてこの協定書、議案書の中

で包括されているのでしょうか。ちょっと漠然とした質問で申しわけありませんが、要

点録については、十分に原課は承知されていると思いますので、再確認をさせて下さい。 

  それから、ヒアリングも時間かけて取っていただきました。私自身もこういったこと

は非常に専門外でありますので、ヒアリングを受けたうえで再質問させていただきます

が、図面番号２番で「将来」という記述が何ヵ所か示されています。今回は赤字で更新

をされている。黒字での更新は今後予定されているものですが、この「将来」というも

のについては何を根拠に示しておられるのか。向こう何年後を想定されているのかとい

うことも、この際、お示し下さい。 

上下水道部長  まず、大山崎町の負担、今回、覚書を締結させていただいて、何とか延命

工事、要するに雨水ポンプ及びディーゼル機関のオーバーホール、あと建築設備の維持

修繕に関するものについては、大山崎町から一定の負担をいただけることになったわけ

でございます。これまでに大山崎町とは山崎ポンプ場の建設当時から､建設に対しても負

担を求めていた経緯もございまして、この「長寿命化計画」策定の折りにも、一定、こ

の計画に示してます内容について応分の負担を求めることについて、交渉を行った経過

もございます。 

  しかしながら、大山崎町としては大規模な修繕というか更新につきましては、これは

維持補修にあたらないということで、負担いただくことは難しいということで、本町の

顧問弁護士にも相談しながら、今回、お示しさせていただいた雨水ポンプやディーゼル

機関のオーバーホールについては、早晩、故障が起こることが懸念されるということも

ございますので、これは一定お願いではございますけども、大山崎町に対して負担を求

めることができるのではないかということがございましたので、このことについて大山

崎町と改めて協議をさせていただいた結果が、今回の覚書に繋がったものでございます。 

  それと工程の変更でございますけども、私、工程の変更をするということでは、最終

的には申し上げたつもりはございません。確かに、その方法としてはそういうことも、

というのは９月からの契約をするのを遅らすことで、ここで言う施工図作成の部分がも

っと短くできることは可能だということは申し上げましたけども、現実問題として、こ

の工事委託につきましては国の社会資本整備総合交付金をいただく予定をさせていただ
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いておりますので、この工程表に従って工事を進めないと、それらの費用についていた

だくことができませんので、この工程表に従った形で進めさせていただきたいというよ

うに考えております。 

  それと、山崎自治会の要点録でございます。人４のほうで３ページのほうですか、上

から二つ目の質問・回答のことだと思います。これは一応、水路計画を住民にわかるよ

うにということで公表を、ということなんですけれども、この計画につきましては、議

員の皆様にも現在お示しさせていただいたところではございますけども、大変申しわけ

ございません。ホームページには、まだちょっと載せてはおらないということで、これ

も速やかに載せるようにさせていただきたいと思います。 

  それと最後に、図面番号２、参考資料９ページの図面で「将来」とか「既設」という

ようなことで表記させていただいている分でございます。「既設」は現在設置されてい

るものでございますけども、「将来」は全体計画の中で､今後、将来設置する必要がある

ものを「将来」という形にさせていただいているものでございます。主なものとしまし

ては、先ほどからございました雨水ポンプの２台、ディーゼル機関２台、それと細目ス

クリーン・粗目スクリーンのそれぞれ４基等がございまして、これらの設置時期につき

ましては、この山崎排水区の整備状況を勘案したうえで、増設については計画的に実施

してまいりたいというように考えております。 

河野議員  山崎自治会との意見交換会については、ポンプの老朽化に伴う整備が必要だと

いうことをおっしゃっておられて、平成 24年度から 28年度にかけて行う予定であると

いうこともあります。それは、この間、ずっと審議をしている議案に関わることである

と思いますので、そういったこともいろんな形で、ホームページのアップということも

ありましたが、計画もありますけども、そういうことが決まったのだということなども､

やはり日々お暮らしになっておられる、山崎ポンプ場を目の前にして、48.4を超えると

ああいうことになる、100 ミリを超えるとああいうことになるということですので、そ

の辺りの周知や体制は取っていただきたいと、これは要望に止めます。 

  あとは覚書については、予算の議論のときにも、その点触れましたが、十分ではなか

ったので再確認させていただきました。交渉については非常にご苦労があったと思いま

すけども、一、二度交渉しても駄目なときでも、いろんな時宜を捉えて､タイミングを見

計らって､再度交渉するということの大切さを知ったような思いもしますし、今後もこう

いったことはお願いしたいと思っております。お願いしたいと、あいまいな言い方はや

めておきますが、こういった様々な広域連携における費用分担ということについては、

時宜を捉えてやっていただきたいというふうに思っております。 

  もう一つは、この「将来」ということについての答弁が、意識はされているのですけ

れども、やはりこういった大型なプラント型施設において、中長期というんですかね、

今、そういうことをやっているじゃないかとおっしゃるかも知れませんが、その辺の見
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通しみたいなものを､やっぱり、こういった小さい町村であればなおさら必要であるとい

うふうに思っているんですね。ですので、その点を､この図面では「将来」ですけれども、

今後、わかるようにお示しいただきたいと思いますが、その点についてはいかがでしょ

うか。答弁を求めます。 

  それから、これは上下水道部における大がかりな公共施設の適正化の一環だというふ

うに私は思っております。その点について、４月、５月と全課、全部局のヒアリングを

されて、まちづくりプロジェクトチームにおいては､その原課における様々な課題、部局

だけでは解決できない課題ということを、双方において議論されたと思っていますが、

まちづくりプロジェクトチームにおいては、この風水害等、あるいは耐震に関して、防

災の観点で最優先課題であると、また急務であるこういった公共施設について、山崎ポ

ンプ場などの雨水排水施設については位置づけをされているのか。この間、この議案も

含めて、どのような関与をなさったのか。それがあるのかないのかも含めまして、お訊

きしたいと思います。いかがでしょうか。 

上下水道部長  まず、この計画、「将来」という格好になっている部分でございますけど

も、現状で、その時期をお示しすることができないというのが現状でございます。と申

しますのは水路整備の時期が、現状で明らかになっておりますのが２－６、２－５の、

今、高槻市のほうに接続点の整備をお願いしているようなところと、あと五反田雨水幹

線と申しまして、東大寺三丁目からＪＲの側道を通って高川水路沿いから２－10の接続

点に接続する、これが平成 31年度までに整備する主な内容になっております。それ以後

の水路整備につきましても、優先度の高いところから整備を考えてはおるんですけども、

現状、どこからかというのは具体的に今現在示しておりませんので、今後、その辺の具

体的な水路の整備計画をお示しすることができるようでしたら、また山崎ポンプ場の将

来のポンプの増設についても、一定考慮してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

まちづくり事業推進プロジェクトチーム部長  本議案と、まちづくり事業推進プロジェク

トチーム――以降、まちづくりプロジェクトチームと言わせていただきますが――と、

本議案との関与についてでございますが、まず、まちづくりプロジェクトチームの任務

ということでございますが、担当部局が所管をする課題・懸案等を当該部局と連携をし

て早期に解決していく､こういうことが業務になっております。このことから、本年４月

に各部局と､各部局が抱える課題・懸案等について、まちづくりプロジェクトチームに支

援を求める項目は何か、これについてヒアリングを行わせていただきました。 

  ご指摘の、この本議案でございますけれども、防災・減災の観点から、本町の重要な

課題の一つであるということは十分認識をいたしておりますが、そのヒアリングの際に、

この業務について支援を求めるということはございませんでした。従いまして、この議

案提案に関して、まちづくりプロジェクトチームは関与してない、ということでござい
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ます。 

  以上でございます。 

田中議員  山崎ポンプ場の設備の長期修繕の計画ですけれども、やはり､これは先ほどまち

づくりプロジェクトチームでは､ちょっと専門性が高くて、大変失礼な言い方ですけれど

も、無理なところがあるんじゃないかと思うんです。それで、やはり公共施設を長期的

な視野で修繕計画を立てるには、コンサルタント、そういうものがやはり必要だと思う

んですよね。こういうポンプ場のことに詳しい業者なり、そういうものに委託をして長

期的に改修する、そういう計画をやっぱり立てておかないと、急に修理するといって、

不具合が出てきたから、そのつど修理する……（「長寿命化計画がある」と呼ぶ者あり）

……、そういうことではなくて、計画性を持ってやっていただいたらどうかと思うんで

すけども、そういうことに関して､どういう見解をお持ちですか。 

上下水道部長  山崎ポンプ場における長期修繕計画ということでございますけども、いわ

ゆる長期修繕計画と申しますのは、分譲マンションにおける将来見込まれる修繕工事な

どの内容につきまして、その時期や概算費用等を明らかにし、その費用を積み立てるた

めに、あらかじめ所有者の合意を得ておくことで工事を円滑に実施するために作成する

ものと理解しております。 

山崎ポンプ場では、あらかじめ修繕等に必要な費用を積み立てることは行っておりま

せんが、すでに「長寿命化計画」を作成しており、今後は機器等の耐用年数と寿命を勘

案し、ライフ・サイクルコストの縮小を図りながら機器の更新・延命工事を行っていく

予定でございます。 

田中議員  ちょっと質問を誤解されている部分があると思うんですけれども、例えば、先

ほど岡田議員が質問されたポンプの寿命、あるいは他の機器の寿命、それぞれ耐用年数

が異なりますよね。そういう耐用年数が異なることによって、更新の時期をそれぞれ設

定しなくちゃならないということがあるかと思うんですけども、そういう計画は、従前、

お持ちなんでしょうか。 

上下水道部長  当然ながら、更新また延命するにしたとしても、機器にはそれぞれ耐用年

数がございます。先ほどお示しさせていただいたように、雨水ポンプであれば 20 年とい

うような耐用年数が基本的にございますけども、今回、オーバーホールということで実

施している関係で、それよりも若干短い耐用年数になるんではないかというように、今、

考えております。それぞれ機器によって耐用年数の違いはございますけども、使用の頻

度とか、維持管理の状況、その辺によっては耐用年数以上に実際に使えることもござい

ますし、現在、実際に 25 年ほど経過しておりますけども、建設当時のままのものがその

まま実施をしているというような状況でございますので、当然ながら、ライフ・サイク

ルコストも考慮しながら、その辺の耐用年数とあわせて､更新時期については検討してま

いらなければいけないとは考えております。 
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  以上でございます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

村上議員  第 41号議案 工事委託協定の締結について、自民無所属の会を代表し討論を行

います。 

  今回の工事委託協定は、島本町公共下水道山崎ポンプ場施設機器等延命・更新工事委

託業務について、２億 8,510万円で協定するものです。受託者は、平成 23 年から 25年

において実施設計で電気設備等をされた日本下水道事業団と随意契約されるものです。

工期も、平成 28年３月 31日までの期間であります。 

  この工事内容は、沈砂池施設、雨水ポンプ施設では機械の延命・更新工事を、運転操

作施設につきましては電気更新工事を行うものです。 

  また、隣接する大山崎町との覚書では、市街化区域面積比率により計算し、大山崎町

の負担額は 21.7％となります。 

  今回、基幹施設である山崎ポンプ場を整備することにより、雨水・汚水を計画的に排

水することで、内水被害を軽減することが可能になります。 

  協定の目的である、地域住民の皆さんの生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に

役立てることができるものと一定評価し、賛成の討論とします。 

平井議長  反対の討論の方がないようでございますので、引き続き、本案に賛成の方の発

言を求めます。 

戸田議員  第 41号議案 工事委託協定の締結について、人びとの新しい歩みとして賛成の

討論をさせていただきます。 

  山崎ポンプ場沈砂池施設・機械の更新並びに雨水ポンプ施設の機械の延命工事を、日

本下水道事業団に委託するための協定締結です。２年にまたがる建設工事費は総額２億

8,510 万円､受託者である同事業団が、入札により決定された建設業者と工事請負契約を

締結されます。 

  本協定では、建設業者が工事請負業者と締結した契約の概要通知が速やかに島本町に

示されることとなっていますが、これを島本町議会にお示しいただきたいと考えていま

す。本委託協定の締結は、実質的には予定価格５千万円以上の工事請負契約に等しいも

のであり、よって、極めて妥当な申し出であると私たちは考えています。ご賢察いただ

きたいと思います。 
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  近年、雨期の大雨により、山崎ポンプ場の役割はますます重要になっています。施設

の延命・長寿命化のための更新は必要不可欠なもので、協定の締結について疑義はなく、

賛成するものです。 

  以上をもって、賛成の討論とさせていただきます。 

平井議長 引き続き、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第 41号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第 41号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  お諮りいたします。 

  本日の会議は、議事の都合により、これをもって延会とし、明日６月 25日午前 10時

から再開したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ご異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれをもって延会とし、次会は明日６月 25 日午前 10 時から会議を開

くことに決定いたしました。 

  本日は、これをもって延会といたします。 

  長時間にわたり、大変ご苦労様でございました。 

 

 （午後６時１９分 延会） 
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 本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

 

一般質問  

平野議員 １．広域行政のあり方を問う 

～パスポート業務及び保健所業務～ 

     ２．し尿中間処理施設整備について 

戸田議員 １．若者の就学、結婚生活を支援する奨学金制度を 

～切れ目のない少子化対策の視点から～ 

    ２．旅券発給事務における窓口対応業務の事務委託は必要ですか 

第 ３ 号報告 平成２５年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告に 

ついて 

第 ４ 号報告 平成２５年度島本町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計 

算書の報告について 

第 １ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ２ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第 ３ 号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

第４０号議案 工事請負契約の締結について 

第４１号議案 工事委託協定の締結について 
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平成２６年  

 

 

島 本 町 議 会 ６ 月 定 例 会 議  会 議 録 

 

 

第  ３  号 

 

 

         平  成２６年  ６  月２５日（水）  

 



島本町議会６月定例会議 会議録（第３号） 

 

年 月 日  平成２６年６月２５日 (水) 

 

場   所  島本町役場 議場 

 

出 席 議 員  次のとおり１４人である。 

 

１番  平 井  均  ２番  関  重 勝  ３番  外 村  敏 一 

４番  田 中  修  ５番  村 上  毅  ６番  清 水  貞 治 

７番  岡 田  初 惠  ８番  川 嶋  玲 子  ９番  戸 田  靖 子 

10番  平野  かおる  11番  伊集院  春美  12番  野 村  行 良 

13番  河 野  恵 子  14番  佐 藤  和 子     

              

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は次のとおりである。 

町 長  川 口  裕  副 町 長  乾  知 範  教 育 長  岡本 克己 

総合政策 

部   長 
 島田  政弘  総務部長  柴山  則文  

まちづくり事業推進 

プロジェクトチーム 

部   長 

 由 岐  英 

健康福祉

部 長 
 近藤  治彦  

都市創造 

部   長 
 水木  正也  

上下水道

部 長 
 今中 良昌 

消 防 長  木下  光平  
教育こども 

部 長 
 北河  浩紀  会計管理者  妹藤 博美 

総合政策部 

次 長 
 岡本  泰三  

教育こども部 

次 長 
 川畑  幸也  

消防本部 

次 長 
 三 浦  毅 

総 務 部 

総務・債権管理 

課 長 

 杣木  利徳  
総 務 部 

税務課長 
 森  泰 昭  

消防本部 

警備第二 

課 長 

 浦部 博史 

教育こども部 

生涯学習 

課 長 

 吉田  孝三  

消防本部 

管 理 課 

参 事 

 濱西  隆広  

総 務 部 

税 務 課 

係 長 

 浦上 隆志 
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本会議の書記は次のとおりである。 

 

事務局長  永 田  暢  
議会総務

課 長 
 猪 倉  悟  書  記  村田 健一 

書  記  小東  義明         
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  議事日程第３号 

 平成２６年６月２５日（水）午前１０時開議 

日程第１ 第４２号議案 動産の買入れについて（高規格救急自動車） 

第４３号議案 動産の買入れについて（高規格救急資器材等） 

日程第２ 第４４号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

日程第３ 第４５号議案 島本町税条例の一部改正について 

日程第４ 第４６号議案 島本町非常勤消防団員退職報償金支給に関する条例の一 

部改正について 

日程第５ 第４７号議案 島本町火災予防条例の一部改正について 

日程第６ 第４８号議案 島本町立プール設置条例の廃止について 

第４９号議案 平成２６年度島本町一般会計補正予算（第２号） 

第５０号議案 平成２６年度島本町大字大沢財産区特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第７ 第１号意見書案 「手話言語法」制定を求める意見書 

日程第８ 第２号意見書案 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求め 

る意見書 
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 （午前１０時００分 開議） 

 

平井議長  おはようございます。昨日に引き続き、大変ご苦労様でございます。 

  ただいまの出席議員数は 14 名で、全員出席であります。 

  よって、これより本日の会議を開きます。 

 日程第１、第 42号議案 動産の買入れについて（高規格救急自動車）及び第 43 号議

案 動産の買入れについて（高規格救急資器材等）の２件を一括議題といたします。 

  なお、本案２件は相互に関連がありますので、議事の都合上、一括説明、一括質疑と

し、討論、採決は、それぞれ議案ごとに行いたいと思いますので、あらかじめご了承願

っておきます。 

  それでは、執行部の説明を求めます。 

消 防 長（登壇） 議案説明の前に一言、ご挨拶申し上げます。４月１日付けで消防長兼

署長を拝命いたしました木下光平でございます。なにぶん微力ではございますが、消防

職員の和を大切にし、島本住民の生命、身体、財産を災害から守っていく所存でござい

ますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。（拍手） 

  それでは、第 42 号議案につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第 42 号議案 朗読） 

  提案理由、買い入れ業者の確定に伴い、物品売買契約を締結するものでございます。 

  本件、高規格救急自動車につきましては、購入後 17 年が経過し、修理件数が増えると

ともに修理部品の調達困難、老朽化が進み､救急業務に支障が生じるおそれがあるため更

新を行うものでございます。また高規格救急自動車につきましては、高規格救急自動車

に積載する資器材が「薬事法」第 39条の規定に基づき､高度管理医療器具等の販売の許

可等を得た業者に限られることから、車両と積載する資器材等を区分し、それぞれ対応

できる専門業者による指名競争入札を実施し、買い入れ先が確定したため、「議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例」第３条の規定に従い、提案

いたしたものでございます。 

  第 42号議案資料をご覧下さい。 

１の「動産の内容」でございますが、日産社製高規格救急自動車、ガソリンエンジン

の四輪駆動方式といたしております。総排気量は 3,498cc、乗車定員は７名となってお

ります。ミッションはオートマチック、全長は 5,640㎜、全幅は 1,900㎜、全高は 2,460

㎜とし、管内の主要な道路、高架を考慮し、安全に走行することが可能な車両サイズと

なっております。 

  次に、２の「買入れ金額」は 1,878 万 1,200 円、高規格救急自動車１台でございます。 

  ３の「契約方法」でございますが、指名競争入札でございます。本町の競争入札参加

資格者名簿に登録する業者から､取り扱い可能な業者２社による指名競争入札を行った
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ものでございます。入札の結果、落札業者である日産大阪販売株式会社高槻上牧店と契

約をいたしたいものでございます。 

  次に、４の「参考資料」といたしまして、高規格救急自動車仕様書、概要を添付いた

しております。救急業務の多様化、高度救命処置に対応し、迅速で的確な救急活動のた

め､ゆとりある患者室内を確保いたしております。 

  以上、簡単ではございますが、ご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議い

ただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

  続きまして、第43号議案につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第43号議案 朗読） 

  提案理由、買い入れ業者の確定に伴い、物品売買契約を締結するものでございます。 

  本件の高規格救急資器材につきましては、車両本体の老朽化が進むとともに、資器材

であるベッドサイドモニター、輸液ポンプ、自動体外式除細動器、測定機器などにつき

ましても経年劣化しており、保守ができない状況にあります。救急業務に支障が生じる

おそれがあるため、更新を行うものでございます。 

  指名競争入札を実施した結果、前の通り買い入れが確定したため、「議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例」第３条の規定に従い、提案いたし

たものでございます。 

  第43号議案資料をご覧下さい。 

  １の「動産の内容」でございますが、高規格救急資器材等といたしまして、ベッドサ

イドモニター、自動体外式除細動器を含む12の項目一式となっております。 

  次に、２の「買入れ金額」は、高規格救急資器材等732万2,400円でございます。 

  ３の「契約方法」でございますが、指名競争入札でございます。本町の競争入札参加

資格者名簿に登録する業者から、取り扱い可能な業者４社による指名競争入札を行った

ものでございます。入札の結果、落札業者である株式会社アダチと契約をいたしたいも

のでございます。 

  次に、４の「参考資料」といたしまして、高規格救急資器材等仕様書を添付いたして

おります。救急業務の多様化に対応し、迅速で的確な救急活動のため更新するものでご

ざいます。 

  以上、簡単ではございますが、ご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議い

ただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

平井議長  これより、本案２件に対する質疑を行います。 

戸田議員  おはようございます。資料を提供いただきまして、ありがとうございます。人

びとの人６・７に基づいて、１点、質問させていただきます。 

  現在の高規格救急車は２台、そのうちの１台を更新されます。修理件数が近年増えて

いるとのことですが、二次救急、三次救急の現状は、どのようになっていますか。 
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消 防 長  二次救急、三次救急のご質問でございますが、二次救急につきましては110件、

三次救急につきましては９件、合計119件でございます。 

戸田議員  それでは、１台の救急車が出動して、もう１台も出るという件数が100件近くあ

る。業務に支障がありませんでしたか、というのが１点。 

  それと、近年、はしご車、ポンプ車等の更新が優先された結果、この救急車の更新が

見送られていたのではないかなと推察しているわけなんですけれども、もう１台の救急

車も2016年には更新時期を一定迎えられます。これについては、現在、故障等の件数が

増えているということはありませんか。 

  それと、資料の６を拝見しました。私はこの心電計、オキシレーターというものがど

のようなものか、詳しく知ってはいないのですけれどもね。これらのお示しいただいた

ものはすべて新しい救急車に積み替えられる機材、つまり廃棄せずに活用されるわけで

すよね。その中で心電図、オキシレーターというのは、もう19年、13年と年月が経って

います。これらは、この際更新されるほうがよいのではないかなという印象を持ってい

ますので、これを積み替えられることにされた理由をお示しいただけたらと思います。 

  以上です。 

消 防 長  まず、１点目の、なぜ17年も経過したかというご質問でございますが、先ほど

議員がおっしゃいましたように、23年度には伝搬調査及び実施設計、耐震診断等があり

まして、24年には NOx 規制ではしご車、ポンプ車等、あとデジタル整備がございまして

延び延びになっていたということでございますが、車両の状況につきましては、その状

態を見極め、できる限り更新時期を延長しておりました。しかし、25年度につきまして

はエンジンのオイル漏れが発生したため、今年度、予算計上させていただいたものでご

ざいます。 

  また、もう１台の、現在、一線車の車でございますが、現在10万キロ、走行しており

ますが、今のところ故障といったものはございません。 

  もう一つ、オキシレーター、心電図でございますが、警備第二課長のほうで……。 

警備第二課長  心電計、オキシレーターを継続して積み替え運用する理由でございますが、

心電計につきましては、主に胸の上に置いて、その機器のモニターで心電図波形を確認

できる携帯型の心電計となっております。現在はＡＥＤ、ベッドサイドモニターを使用

し、心電図波形を確認しているため、使用頻度が少なくなっているものです。またオキ

シレーターについてでございますが、呼吸管理に使用する機器となっております。酸素

ボンベに接続し、両手でマスク保持していても人工呼吸ができるものとなっております。

通常のマスク換気が困難な場合に使用するものとなっております。どちらにつきまして

も、使用する頻度は少なく、日々整備に努め、現在も十分使用できる状態であることか

ら、積み替え運用するものです。 

  以上でございます。 
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岡田議員  今回、高規格の救急自動車を購入されるということなんですが、これはどこの

自動車会社においても、必ずしもこれ、造っている自動車じゃないと思うんですけどね。

全国的に、こういう高規格の救急自動車を造っている会社というのは､トヨタと日産と、

２社だけしかなかったんでしょうかね。また日産を選ばれた理由というのはどこにある

んでしょうかね。島本町の場合というのは、ある程度、跨線橋だけじゃなくって桁下の

高さとか、いろんな状況で選ぶということもあるんでしょうけども、まず日産を選ばれ

たというのは、どこを、あれで日産を選ばれたんでしょうかね。 

  それと、今回の仕様書の中の文章を見させていただきますと、この中には下取り価格

も含むということが書いてあるんですけどね。下取り価格というのは、どれぐらいが下

取り価格として､この中に入っているんでしょうか。また救急の場合、廃車とかリサイク

ル料金とか､抹消登録等に関しては町が持たなければならないということなんですが、こ

れは普通の車と違って、救急の場合は処分の仕方がまた違ってくるかと思うんですけれ

どもね。その辺はどのような処分を、島本町としてされようとされますか。処分の仕方

を教えていただけますか。 

  以上です。 

消 防 長  まず、全国で高規格救急車を製造しておりますのはトヨタ、日産、あと北海道

にあります札幌ボデーという会社が造っております。島本では、関電のアンダーパスガ

ードがありますけども、あそこが約2.7ｍの高さであります。その走行の余裕を20センチ

持たせまして、２メーター50センチの高さが必要であるということで、トヨタ、日産が

２メーター50センチ以下となります。札幌ボデーの車につきましては、それ以上という

ことで、トヨタと日産を選ばせていただいております。 

  なぜ日産を選んだかと言いますと、これは入札、指名競争入札でさせていただいたた

め、日産になったものでございます。 

  あと、救急車の下取り等廃車の手続きでございますが、平成16年の８月に「消防車両

等の適切な管理及び処分について」消防庁通知に基づき、処分後の悪用防止対策として、

車体に表示された市町村名、消防機関名等を確実に消去し、赤色蛍光灯、サイレン、無

線等を取り外し、解体を目的とした永久登録抹消ということと言われておりますので、

その指導に基づき、解体を目的とした登録抹消を行うものでございます。 

  下取り価格と廃車につきましては、仕様書に書いてますとおり、その仕様書に入れて

処分も含む、この価格となっております。 

  以上でございます。 

岡田議員  ありがとうございます。この仕様書の中で、今回の救急自動車に関しては７名

というようなことで書かれてるんですね。この７名というのは、これは隊員さんがこの

救急に何人乗られて、何人の患者さんが収容できるのか。例えば、日常的な救急はとも

かくとして、何か大災害が起こったとき、島本町は２台の救急しかございませんので、
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この辺が、救急に何人の患者さんを乗せて搬送することができるかということが１点と、

もう１点は、古いところから全部これを再度使うということで355万1,585円の減という

んですか、古いものを使うということですが、これに関しては全部、８品目ありますけ

れども、これは全部点検をされて、それでオッケーということで古いものを使うという

ような結論に立たれたのかどうか。その辺もお訊きしたいと思います。 

  以上です。 

消 防 長  救急車の定員についてのご質問でございますが、救急隊員を含めて７名でござ

います。ですから、患者さんは４名乗せられるということでございます。 

  ただ、大災害のときはどうするか、対応についてご質問でございますが、２台運用し

ておりまして、それでも、25年度につきましては２台で足らない場合ですけども、高槻

市のほうから応援をいただいております。その件数は８件、来ていただいております。

また、それ以上の災害、集団救急等になりました場合につきましては、高槻市からの応

援、また隣の乙訓消防からの応援ということで要請をいたします。それでも足らない場

合につきましては、府下広域応援協定もございますので、北摂地区の救急車が応援に駆

けつけてくれるということになっております。 

  あと積み替えの件でございますが、消防につきましては毎朝、９時の点検のときに資

器材及び車両の点検を行っております。そういうことで、ここに乗せておりますのは､

まだ使えるということで積み替え運用することであります。 

  以上でございます。 

関 議員  救急車購入に絡んで、救急現場の現状について､数点、お伺いします。 

  救急車の私的利用、不正利用の案件が増えているということがマスコミ等で取り上げ

られているんですけれども、本町でもそのような、本来、不必要な救急出動というのは

増加傾向にあるんでしょうか。それと、それに伴ってレスポンスタイムはどれぐらいか

かっているんでしょうか。それは府下、全国平均と比較して、どれぐらいの位置にある

んでしょうか。 

  それと、現場から病院を選定して、患者を病院に搬送する時間というのは、どれぐら

いかかるんでしょうか。島本町では、どこの病院への搬送が最も多いんでしょうか。そ

れと、一番遠くは、どこら辺まで搬送を行っているんでしょうか。 

  あと最後、緊急走行させる運転手については、より高度な運転技術等が求められると

思うんですけども、運転手の育成についてはどのような方法を取っておられるのかと、

現在、消防署員の中で、そういうふうな緊急走行できる資格を持った職員の方は何人ぐ

らいおられるんですか。 

  以上、お願いします。 

消 防 長  救急の中では軽症者、不適利用じゃないんですけども、軽症者、入院しなくて

もいい患者が約６割方いらっしゃいます。そのことで、救急車につきましては重症患者、
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そういう軽症の患者を搬送しているときに重症の患者さんが起きた場合、どうしても遅

れるという可能性がありますので、できる限り、全国的にも行っておりますけども、救

急車の適正利用というのも訴えております。消防署のほうでは救急講習等行っておりま

すが、そういうときにも住民の方に適正利用を呼びかけておりますし、広報等でもそう

いうことをお願いしている部分もございます。 

  不正という、その辺の区分というのがなかなか難しいんで、その辺の統計といいます

か、ちょっとこちらのほうではわからない状況でございます……（関議員・自席から「現

場まで到着は何分ぐらい」と発言）……。 

消防本部次長 覚知から現場到着までの時間でございますが、覚知から出動に平均２分27

秒、出動から現場到着まで３分27秒を要しております。 

  また、もう一つのご質問の覚知から病院の到着時間でございますが、平均33分11秒と

いう数字が統計として出ております。 

  以上でございます。 

警備第二課長 一番遠い病院への搬送先についてでございますが、特殊な病気で傷病者が

かかりつけの場合など、傷病者から強く要望があった場合などですが、平成25年中にあ

りましては兵庫医科大学病院、また大阪の淀川キリスト教病院などがあげられます。 

  以上でございます……（関議員・自席から「一番多くは、どこの病院ですか」と発言）

……。 

消 防 長  25年度につきましては、東和会病院でございます。 

  あと、機関員の養成でご質問でございますが、普通、機関員につきましては３ヵ月間

の走行教育を行っております。 

  以上でございます。 

関 議員  確認なんですけども、運転手の育成だけ確認させて欲しいんですけど、それは

島本町独自の育成の基準というか、教育方法なんでしょうか。消防のほうで大阪府下と

か、そういうような消防学校等で教育とかされたうえでのものなんでしょうか。 

  あとは、その技術的な部分だけでなく、例えば大阪府警なんかでしたら精神面のクレ

ペリン検査等含めて､極度にサイレン鳴らしたら緊張する方々は排除するというふうな

ことも含めて､安全対策というのは万全を期するんですけども、そのようなことの取り入

れとかはないんですか。 

消 防 長  署内、島本町消防本部の教育プロセス、いろいろとありますが、それに基づい

て行っております。ただ、この機関員につきましては、救急車を運用する過程におきま

して、だんだん、その機関員の数がどうしても少なくなっております。以前でしたら、

10年経ってからとかいうことで機関員を養成しておりましたが、それでは団塊の世代の

退職者によりまして、だんだん、その年齢が若年化しているということは免れないとこ

ろでございます。 
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  ただいま議員がおっしゃいましたように、若い機関員が運転するようになってきてい

ることから、できる限り、議員の指摘がありましたように､いろいろな教育、走行の教育

等については、また派遣を行っていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

関 議員  最後、確認です。先ほども質問しましたけども、レスポンスタイムの件なんで

すけど､覚知から現場まで３分27秒、病院搬送まで33分というふうなご答弁いただきまし

たけど、これは大阪府下、あるいは全国的のレベルに比べて､どのような状態なんですか。

早いほうですか、遅いほうですか。 

消 防 長  覚知から出動時間が２分27秒、これも平均的でございます。全国的に、平均的

でございます。 

清水議員  数点、質問させてもらいます。 

  今回、更新するにあたり、現有で保有している車両、資器材が変更される点がもしあ

れば、教えて下さい。あと車両については、今、ラジアルタイヤということになってい

るんですが、冬場の対応、雪等についての対応はされているのですか。 

  以上、お願いします。 

消 防 長  冬場のタイヤについてのご質問でございますが、積雪が予想される１月、２月、

その季節につきましてはスタッドレスタイヤを装着しております。 

  あと、資器材の変更点でございますが、大きなものはございませんが、今回、モニタ

ーが新しくなっております。 

消防本部次長  新たに整備される資器材でございますが、現行の車両と比較いたしまして、

カーナビケーションシステムが新たに導入されます。また、Bluetooth 受信アダプター

というものも積載する予定でございます。 

  以上でございます。 

清水議員  わかりました。冬場のタイヤの件だけ、１点、もう一度質問させてもらいます

が、スタッドレスタイヤ装着ということで、今、現有のタイヤをつけるんですか。それ

とも新たに買われるという話なんですか。 

  あともう１点、車両を更新するにあたり、入れ替えの時期が来ると思うんですが、そ

の時点ではどういう対応、２台とも救急車が出られる、もう１台予備があるのかという

のが、切り替えのときですよね。車両から資器材を乗せ替えたりという転用もあるんで、

その間は予備というか何か、更新のとき、切り替えるとき、どういう対応されるんです

かということだけです。 

消 防 長  スタッドレスタイヤにつきましては、一応、仕様書の中に入れておりまして、

今回、新たに購入いたします。 

  資器材の積み替えでございますが、そんなに時間もかかりません、30分ぐらいで積み

替えは可能であります。 
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  以上です。 

外村議員  資料請求させてもらいまして、外村３・４・５ですけれども。まず入札調書、

２件とも予定価格があって、これは物品だから最低入札価格。この78.98％ですけども、

この予定価格の算出根拠と、最低入札価格を設定された根拠、教えて下さい。これは42

号議案ですね。43号議案も同じでございます。 

  それと、42号議案では販売会社12社に声かけたというふうに聞いたんで、私としたら、

できたら島本町にある会社から買ってもろうたらいいなと考えたんで訊いたんですけど

も、ペケになってるのは、これはどういう意味なのか。この印の意味がわからないんで、

教えて下さい。 

  もう１点は、今回、ガソリン車という仕様となったけども、実際の納入はハイオク車。

ハイオク車もガソリンですけども、かなりの排気量がありますから、相当燃費がかかる

なと思っております。この車のリッター当たり走行距離は幾らですかというのと、年間、

どれぐらい走るから､どれぐらいの燃料代がかかるというふうに想定されているか､教え

て下さい。現行車もハイオク車なんでしょうか。 

  以上です。 

消防本部次長  まず、予定価格の積算につきましてのご質問でございます。高規格救急自

動車に積載する資器材につきましては、「薬事法」第24条の規定に基づきまして、医薬

品販売業の許可を得た業者に限られることから、車両と積載する資器材を区分し、それ

ぞれ対応できる２社の見積り額の平均額を予定価格とさせていただきました。 

  次に、高規格救急自動車取扱業者の調査表に基づく質問でございますが、町内事業所

につきましても、指名競争入札参加者名簿から自動車販売業と思われる業者、合計で12

事業所に対しまして､電話等で救急車両の取り扱いを確認させていただいております。そ

の中で救急車の販売を行えない事業所につきましては、この表の×というような形で印

をさせていただいております。日産大阪販売株式会社高槻上牧店、大阪トヨペット株式

会社法人営業部の２事業所のみ、高規格救急自動車を取り扱えるということで、入札に

臨んでいただいております。 

  続きまして、ランニングコストについてのご質問でございます。日産自動車につきま

しては、議員ご指摘のとおりハイオクの燃料で、リッター当たり3.3キロ、トヨタの救急

自動車につきましてはレギュラーガソリンで、リッター当たり3.6キロとなっておりま

す。また、現有の車両につきましてはハイオク仕様となっております。 

  以上でございます……（外村議員・自席から「最低入札価格」と発言）……。申しわ

けございません。年間の燃料の見込みでございますが、資料請求で出させていただいて

おりますとおり、日産自動車につきましては年間で29万1,662円、トヨタで25万1,316円

となっております。 

  なお、最低入札価格につきましては、これは落札価格を表示させていただいているも
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のでございます。 

  以上でございます。 

外村議員  ということは、入札のときには予定価格だけを公表して、入札に臨んでいただ

いてたということでよろしいでしょうか。 

  以上です。 

消防本部次長  議員、ご指摘のとおりでございます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、順次、討論､採決を行います。 

  それでは、第42号議案 動産の買入れについて（高規格救急自動車）に対する討論を

行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第42号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第42号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

平井議長  引き続き、第43号議案 動産の買入れについて（高規格救急資器材等）に対す

る討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

戸田議員  第43号議案 動産の買入れについて、人びとの新しい歩みを代表して賛成の討

論をさせていただきます。 

  先ほどの第42号にも言えることなんですけれども、平成９年に配備され、平成19年、

更新の時期に到達し、すでに７年が経とうとしています。もう１台も、平成28年（2016

年）には更新の目安となる10年を迎えることになります。 

  今回の更新は極めて妥当であり、また日々、救命救急業務に関わって下さっている皆
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さんに必要な、必須のものであるとして、賛成をさせていただきます。 

  以上をもって、人びとの新しい歩みの賛成の討論といたします。 

平井議長  反対の討論の方がないようでありますので、引き続き、本案に賛成の方の発言

を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第43号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第43号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  日程第２、第44号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定についてを議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

総合政策部長（登壇） それでは、第44号議案につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第44号議案 朗読） 

  提案理由といたしましては、中長期的な視点に立って、公務への貢献が期待される有

為な人材を確保するため､新たな給与制度を創設するものでございます。 

  配偶者同行休業制度につきましては、平成26年２月21日付けで「地方公務員法」の一

部が改正をされ、すでに施行されております。本条例の制定につきましては、その改正

の中で新たな休業制度として創設されたものでございますが、同法におきまして、条例

委任されている事項がございますことから、今般、本条例を提案させていただくもので

ございます。 

  それでは、本議案資料に基づきまして、ご説明を申し上げます。議案書の１の10ペー

ジの次のページでございます。 

  １点目の提案理由につきましては、ただいま、ご説明申し上げたとおりでございます。 

  次に、２点目の「議案の概要」でございます。 

  まず、第１条につきましては、本条例の「趣旨」について規定いたしております。先

ほど申し上げましたとおり、本条例は「地方公務員法」の条例への委任規定に基づき、

必要な事項を規定するものでございます。 

  次に、第２条につきましては、「配偶者同行休業の承認」について規定するものでご

ざいます。配偶者同行休業の承認は、申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮し

たうえで、承認することができるものでございます。 
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  次に、第３条につきましては、「配偶者同行休業の期間」について規定するものでご

ざいます。「地方公務員法」第26条の６第１項において､条例で定めることとされており

ます配偶者同行休業の期間について、３年と規定するものでございます。 

  次に、第４条につきましては、同行休業をする職員の「配偶者が外国に滞在する事由」

について規定するものでございます。具体的な滞在事由といたしましては、海外での勤

務、海外での事業経営、外国の大学における就学でございます。 

  次に、第５条につきましては、「配偶者同行休業の承認の申請」手続きについて規定

するものでございます。承認の申請には、配偶者同行休業の期間の初日と末日、滞在事

由について明らかにするとともに、必要に応じて確認書類の提出を求めるものでござい

ます。 

  次に、第６条につきましては、「配偶者同行休業の期間の延長」にかかる申請手続き

について規定するものでございます。配偶者同行休業の期間の上限である３年の範囲内

であれば、配偶者同行休業の期間を延長することができるものでございます。 

  次に、第７条につきましては、「配偶者同行休業の承認が取り消される事由」につい

て規定するものでございます。配偶者が外国に滞在しないこととなった場合や、配偶者

同行休業をしている職員が産前産後休暇、または育児休業を取得することとなった場合

は、取り消し事由として規定をいたしております。 

  次に、第８条につきましては、配偶者同行休業をしている職員が任命権者に遅滞なく

届出なければならない場合について、規定するものでございます。配偶者が死亡した場

合や、配偶者が職員の配偶者でなくなった場合、また配偶者と生活を共にしなくなった

場合などを、届出事由として規定をいたしております。 

  次に、第９条につきましては、配偶者同行休業の承認申請、または期間の延長申請が

あった場合に、職員の配置替え等を行っても業務を処理することが困難と判断したとき

に、申請期間を限度として「任期付き職員や臨時的任用職員を任用」することができる

ことを規定するものでございます。 

  次に、第10条につきましては、配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合にお

ける給料の「号給の調整」について、規定するものでございます。職員の休業期間中は

無給でございますが、配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合、配偶者同行休

業期間を100分の50以下の換算率により換算した期間を勤務したものと見なし、職員の号

給の調整を行うものでございます。 

  次に、第11条につきましては、配偶者同行休業をした職員にかかる「退職手当の取り

扱い」について、規定するものでございます。配偶者同行休業をした職員にかかる退職

手当の算定にあたっては、配偶者同行休業期間は調整額の算定対象に含めず、また在職

期間からも除外する旨を規定するものでございます。 

  次に、第12条につきましては、本条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める
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旨の「委任」条項を規定するものでございます。 

  次に、附則につきましては、本条例の制定に伴い､関連する条例の一部改正を行うもの

でございます。改正する条例は、職員の育児休業等に関する条例、島本町人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例及び島本町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の３件でございます。 

  最後に施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、職員の配偶者同行休業に関する条例についての説明を

終わらせていただきます。よろしくご審議をいただき、ご可決賜りますようお願い申し

上げます。 

平井議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

村上議員  それでは、質問させていただきます。 

  提案理由に、「公務への貢献が期待される有為な人材を確保するため」とありますが、

島本町における「有為」な職員はどのような職員を指しておられるのか、また定義があ

れば、お示し下さい。 

  また、実際に執行していく場合に、ある人は認め、ある人は認めないといった、そう

いうケースも､今後出てくるかと思われますけれども、そのような場合、どのような方法

で、例えば駄目であるという方に対して､説得というか納得させるのか。私は、そういう

ケースの場合は、判断基準として客観的なものがないといけない､そういうように考えて

おります。そういった客観的なものは、島本町においてどのようなものがありますか。

お尋ねします。 

総合政策部長  今回の条例制定にあたりまして、公務への貢献度といいますか、有為な人

材かどうかというふうなことの一定の判断基準ということでございます。これにつきま

しては、本町におきましては勤務評定制度を設けておりまして、基本的には、この勤務

評定制度に基づいて一定の判断をする、このようなことでございます。従いまして、そ

の判断のもとで、そういう有為かどうかというふうなことも含めまして、任命権者が一

定の判断をするということになります。 

  以上でございます。 

村上議員  今の回答では、勤務評定制度で判断していくということですが、勤務評定制度

は島本町においては全職員に対して対応されておるのか、また管理職のみに対応されて

おるのか。その辺をお伺いします。 

  それで、管理職以外の人が同行するというようなケースが出た場合、どのような判断

基準をされるんでしょうか。 

総合政策部長  現在、本町で実施しております勤務評定制度でございますが、これにつき

ましては、現時点では管理職員のみを対象として実施をいたしております。 

  なお、今回、対象となります職員につきましては一般職の場合でございまして、一般

- 183 -



職の場合は勤務評定制度は現在、実施をしておりません。従いまして、今回の判断につ

きましては、所属長に対しましてヒアリングを行い、日々の勤務状態について確認をい

たしましたところ、良好であると確認をされましたことから、本町に取りまして､将来、

有為な人材である、このように判断をしたところでございます。 

  以上でございます。 

村上議員  一応、判断基準といいますか、判断されるにあたっては上司から上申されて、

さらにそのうえで判断されることになるかと思うんですけども、そういった組織的に、

いわゆる判断されるような体制といいますか、は確立されておるんでしょうか。また、

最終的判断は町長のほうでされる、当然そうだと思うんですけども、その辺のプロセス

といいますか、流れを教えて下さい。 

総合政策部長  最終的な判断は町長がされることになりますが、基本的には所属長のヒア

リング等を通じて､そういった日々の勤務状態をもとに判断をすることとなります。本町

では、勤務評定制度の導入について、一般職についても現在検討いたしておりますが、

いわゆる人材育成の基本方針、こういったことで将来にとって有為な職員の人材の育成、

そういったことも今後念頭に入れながら、こういった条例の制定について､また職員の皆

さんにも周知を図ってまいりたい､このように考えているところでございます。 

  以上でございます。 

野村議員  「有為な人材の確保」との休業制度ですけれども、まず最初に、今回、この条

例制定を提案されましたけれども、この法律が制定された趣旨、背景を、まずお伺いし

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

総合政策部長  今回、法律が制定された趣旨、背景ということでございますが、先ほども

申し上げましたが、公務において活躍されることが期待されます職員が､配偶者が外国へ

転勤することに伴いまして、配偶者に同行するために退職せざるを得ないといった事例

が、国において多数生じておるといった状況でございます。そういった中で複数の省庁

から人事院に対しまして、そういった職員が退職することなく転勤する配偶者に同行す

ることを可能とする休業制度の創設について、従前からそういった要望が寄せられてい

たということで、今回、その要望を受けて改正をされたということでございます。 

  以上でございます。 

野村議員  配偶者同行休業制度の創設に伴いまして、「地方公務員法」が平成25年11月に

改正されました。なぜ、それにあわせて条例制定をされなかったのですか。それと、他

の市町村の現況、状況等はどうなっておりますか。お伺いいたします。 

総合政策部長  まず、今回の条例制定の時期についてでございますが、平成25年の11月の

時点では、対象となります職員が当面いないものと見込まれていたため、「地方公務員

法」の改正と同時期での条例制定は行わなかったものでございます。しかしながら、対

象となる職員の発生が今般見込まれましたことから、条例を制定する運びとなったもの
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でございます。 

  また、「地方公務員法」の第24条におきまして、職員の勤務時間その他職員の給与以

外の勤務条件を定めるにあたっては、国及び他の地方公共団体の職員との均衡を失しな

いように適切な考慮、配慮が行われなければならないと規定をされております。従いま

して、今般、職員の勤務条件につきまして､国との均衡を失することのないよう条例制定

をお願いするものでございます。 

  それと、他の市町村の条例制定の状況でございますが、近隣の自治体では、吹田市が

条例制定をすでにされております。 

  以上でございます。 

野村議員  その中にですけれども、３年間と期限を決められておられます。その経緯、ち

ょっとお示ししていただきたいのと、あと配偶者同行休業の提出書類等の手続き、どん

なものが必要か。その２点、お伺いいたします。 

総合政策部長  今回の配偶者同行休業の期間でございますが、これは３年間ということで

ございますが、これはやはり公務に復帰をするということが前提でございますので、あ

まり長期間になりますと、そういったことの妨げにもなるということで、一定、３年以

内ということで期限を定めるものでございます。 

  それと、配偶者同行休業の手続きの提出書類でございますが、具体的には配偶者の転

勤に関する内示文書、また大学の入学の許可書、あるいはその赴任先の国のビザといっ

た外国での勤務を証明できる文書の提出をしていただいて、そして最終的に判断をする、

こういうことになります。 

  以上でございます。 

平井議長  この際、暫時休憩いたします。 

（午前 10時 59 分～午前 11時 10 分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  他に質疑ありませんか。 

清水議員  １点だけ、確認させてもらいます。 

  休業中の職員の給与、その他職員の社会保障等の待遇はどうなるのでしょうか。 

総合政策部長  今回の休業職員に対する給与でございますが、これについては無給でござ

います。ただ、共済費等の負担が発生しますので、これについては無給であっても当該

本人から共済費の負担をしていただく、また事業主の負担としては２分の１の負担が、

当然のこととして発生するものでございます。 

  以上でございます。 

戸田議員  第２条で、「同行休業の承認」について規定されています。その中に、「当該

申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で」とありますが、その「その他

の事情を考慮」というのは、どのようなことを言うのでしょうか。ご説明下さい。 
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  もう１点は、期間を３年とされていますが、例えば、その間に職員が妊娠・出産した

場合、育児休業との関係などはどのようになっているんでしょうか。また、育児休業期

間が終われば、再びトータル３年を超えない範囲で配偶者同行休業を取得することがで

きるのですか。 

  この２点、お尋ねいたします。 

総合政策部長  条例の第２条の「配偶者同行休業の承認」についてのお尋ねでございます。 

  まず、承認についての「その他の事情」ということでございますが、これについて、

配偶者の同行休業につきましては､一定の在職期間が見込まれることなどが想定をされ

ます。国におきます人事院の示す運用といたしましては、配偶者の同行休業の請求の時

点において、職務に復帰した後、概ね５年程度在職をすることが見込まれ、かつ継続し

て勤務する意思があることが承認の基準となっております。それと加えまして「その他

の事情」ということで、特に人事異動等に際しても所属長のヒアリング等も行っており

ますので、そういった内容を基準として定めるということでございます。 

  それと、今回の休業期間が３年というふうなことでございますが、この場合、妊娠・

出産した場合については育児休業ということになりますが、これについては、いったん

休業期間、今回の配偶者同行休業期間については３年以内ということでございますので、

その間に、例えばそういった妊娠・出産というふうな事由が生じた場合については、い

ったん、この同行休業制度については重複して取れませんので、海外に３年以内に滞在

をした間に休業される、妊娠・出産されるというふうなことであれば対応できますが、

その期間中に改めて育児休業を重ねて取るということは、今回は対象外になります。 

  以上でございます。 

戸田議員  妊娠・出産した場合には、この３年以内の中で、あるいはトータルで３年、で

育児休暇は取れないというふうに認識していいのですか。ちょっと、再度確認したいと

思います。そうすると、育児休暇という非常に大きな権利が失われることになってしま

うので、そこのところをもう一度整理していただきたいと思います。それが１点。 

  もう一つ、「その他の事情」とは何かという問に、概ね復帰を前提とする、そして復

帰後５年程度勤務するというようなことが国の人事院の示す運用にあるということで、

島本町としてもこれに準じられると思うんですけれどもね。私の考えを述べますと、諸

外国においては女性の社会進出や、生き方や暮らし方の自由な選択が､日本のそれとは比

べものにはなりません。家事育児を分担するか否かの議論、こういったものは見受けら

れず、もっと人としての根源的な生き方が、より尊重されていると私は感じています。 

  そのような社会で、様々な可能性に職員が気づき、チャンスを活かして自らのキャリ

アをナビゲートする、そういうふうなことは十分に考えられます。日本女性の活躍は目

覚ましいもので、例えば私たちが一般に後進国と考えているような国々においても、在

外日本人、特に女性の活躍は目覚ましいものがあります。そのような中で、３年後に職
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場に復帰するという確証はないと、私は思っておいたほうがよいと思うのです。これに

ついてはいかがですか……（「それはあかん」「質疑して」と呼ぶ者あり）……。 

  それは人びとの生き方の選択であり、島本町がどこまで、このことを拘束できるのか

というのは非常に難しいものがあります。例えば、３年後に復帰して、５年間は少なく

とも勤務しますというような何か誓約書を書かせたり覚書を書いたり、そういうふうな

ことで職員を拘束するというようなことはあるのでしょうか、確認いたします。 

総合政策部次長  それでは､育児休業との本制度に基づく休業との兼ね合いでございます

が、まず、その１点目でございますが、本条例提案させていただいた第７条の第３号に

おきまして、「配偶者同行休業の承認の取消事由」という中で、育児休業を申請して承

認することになった場合は、配偶者同行休業というものは､本人の申請によりますが、取

り消しという形になります。取り消しですので、育児休業が終わった後に、まだ海外赴

任の状況が続いておって、本人から申し出がされた場合は、配偶者同行休業の新たな対

象となるところでございます。 

  それと、先ほどございました「その他の事情」で､復帰を前提にということでございま

すが、やはり公務を行ったうえで、職員としての身分を置いて配偶者に同行して海外に

ついていくということでございますので、当然、組織としては戻ってきていただいて職

務にあたっていただくということが前提でございますので、復帰を前提とした「その他

の事情」を説明していただく際には、文書での提出を願うつもりでおります。 

  ただ、その部分で法的拘束力があるかということについては、例えば５年ですから、

戻ってきたときには５年程度働くよということで文書出されたからといって、戻ってこ

なかったことによって､確かに法的拘束力はございませんが、やはり、そういう意思を持

って海外に同行される職員というものは、組織として当然、確約をもって行っていただ

く必要があろうというふうに考えております。 

  以上でございます。 

戸田議員  組織か個人の尊厳か、という大きなテーマになると思います。公務を置いて､

職員という身分を保障され、そして社会保障等の負担も島本町が負担して職員を送り出

すわけですから、人事として、組織として、おっしゃることは当然わかります。けれど

も、人びとの生き方、３年後何が起こっているか､どのようになっているか、これは全く、

誰にもわかりません。家族の状況や、自らの体調や、様々なことで本当に変化がありま

す。そういったとき、例えばその一筆、３年後には復帰しますということが守れないと

き、あるいは生き方の選択を大きく変えたとき、例えば罰則があったり、本人に不利益

があるような法的拘束力はないということですが、モラル的にも責められたりすること

があっては断じてならないと私は考えています。この点について、もう一度、町長、副

町長、トップのお考えをお示しいただきたいと思います。 

総合政策部長  今回の配偶者同行休業制度のあり方についてなんですが、３年間の休業期
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間ということでございます。そして、３年を経まして職務に復帰する場合、原則として

５年以上の職務の意欲があるということを確認をするということになっております。将

来、その３年後の姿というのは、確かにどういった形になっているのか、それぞれの人

生の中で変化がもちろん生じることとなるとは思いますが、基本的には、今回の条例の

趣旨については復帰後５年は職務に就くということが前提となっておりますので、そう

いった形で確認をし、承認をするということになろうかというふうに考えております。 

  それと、そのことの誓約が守れなかった場合ですね、特にこれについてのペナルティ

というものはございません。 

  以上でございます。 

関 議員  有能な職員のキャリアを止めないためにも、また本町に繋ぎおいておくために

もという、必要な措置であるという印象は持っているんですけども、現実的には、その

職員のポストに穴開ける形になるんですけども、その穴を埋めることと、残った職員の

業務負担に対する対処というのは、具体的にどのような対処をされるんですか。 

総合政策部長  ただいまご質問いただきましたとおり、同行休業を取ることによって、当

然、その職員に欠員が生じることとなります。こういったことから、他の職員にその事

務の負担が増加をするというふうなことになりますが、これらの対応といたしましては、

基本的には職員の配置替え、また業務分担の見直しなどによって対応していただきたい

というふうに考えております。 

  それと、なお、これによりましても対応が十分ではないというふうな場合は、臨時的

任用職員、あるいは任期付きの職員、こういった職員の雇用によって対応してまいりた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

関 議員  臨時的職員の新たな採用とかで対処されるということなんですけども、例えば、

職員のポストが上がれば上がるほど、その業務負担というのは多くなると思うんです。

課長以上の職員、課長、次長、部長、例えばその方が同行で休まれるというときには、

臨時職員の採用とかでは到底まかなえるものではないと思うんですけども、いかがです

か。 

総合政策部長  当該職員の補職によって、事務の内容も当然変わってくるわけでございま

す。今回は一般職員というふうなことで対象としておりますが、仮に管理職員にそうい

った事象が生じたということになりますと、管理職員の場合は､例えば当該職場におりま

す職員の昇格による対応、あるいは次長級の兼務というふうなことも含めて対応してま

いりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

関 議員  最後、ちょっと確認なんですけども、この条例は国の案に基づいて作成されて

いるというふうに思料しますけども、第２条に「公務の運営に支障がないと認めるとき
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は」というふうな条件を掲げられておりますけども、そもそも島本町においては職員の

数が不足していて、なおかつ､すべての職員が業務多忙の中にあるというふうに認識して

おりますけども、実際に公務の運営に支障がないと認められるというふうな、該当され

る職員というのは現実的におられるんですか。 

総合政策部長  今回の条例の制定にあたっては、基本的には業務に支障がない、公務に支

障がないというふうな前提のもとで承認をされるということになります。本町の職員、

今、ご指摘のとおり限られた職員数の中で非常に事務量も増えてきております。そうい

った中で、事務負担も確かに増大をしてきているわけでございますが、その職務・職階

に応じた適切な事務処理をしていただきたいということで、基本的には、その公務に支

障のないような対応、欠員が生じた場合であっても､そういう対応を適切にすることによ

って円滑な業務の執行に努めてまいりたい、このように考えております。 

  以上でございます。 

平野議員  この新たな休業制度、職員の配偶者同行休業に関する条例の制定ということに

ついては、府内でも吹田市が先例ですけれど、２番目の制定ということで、私は非常に

先進的なことだなと思っております。 

2014 年の６月 14 日の閣議決定で、女性の採用・登用の促進や、男女の仕事と子育て

等の両立性について、まずは公務員から率先して取り組むと。その具体的策の一つだと

いうふうに掲げられておりますので、島本町では、そういった事例が今回発生したとい

うことでね、すぐに対応していただいたということで、非常に良いことだと思っており

ます。 

  それで、お尋ねします。「地方公務員法」にも定義がありますけれども、配偶者には､

「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」というように書かれて

いますが、当然、そのような規定だと思いますけど、特に条例にはこのことが定められ

ておりませんけど、規則か何かでその点は規定をされるのかどうか、お聞かせ下さい。 

  それから、この不承認、いわゆる申請をされた場合にね、何かの理由で不承認となっ

て、ご本人から､それについては異議がある、不服があるというようなことがあった場合、

異議申し立ての仕組みというのはあるのでしょうか。 

  それから、それは育児休業でもそうですけれども、やはり休業制度を活用しようとす

る職員さんにとっては、取得しやすい職場であるということが一番大事だと思うんです

ね。職場の同僚の理解、上司の理解こそが大事だというふうに思いますので、そのこと

を、この条例制定の折りには――制定可決しましたらですよ、その点をすべての全職員

さんに十分周知する、理解していただくという配慮が必要だと思いますけど、その辺は

具体的な方策をお示し下さい。 

総合政策部長  配偶者同行休業に関してのお尋ねでございますが、まず１点目の、婚姻関

係にあるのかどうかというようなことでございますが、これは「地方公務員法」の第 26
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条の６に規定をされております配偶者、これは届出はしていないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含むというふうに規定をされておりますので、そういった職員につ

いても対象となるというものでございます。 

  それと、不承認に関することでございますが、職場環境については､休業することによ

って当然欠員が生じることになります。そういったことについては、その職場で基本的

にはそういう休業が取りやすい環境の整備が必要であるというふうに考えております

し、その部内、課内で、基本的には対応してまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。 

  以上でございます……（平野議員・自席から「本人の申し立ては」と発言）……、そ

れと､すいません、不承認となった場合、その場合は不服申し立てができますので、公平

委員会に対しての不服申し立てができるということでございます。 

  以上でございます。 

総合政策部次長  制度ができた後の周知方法でございますが、当然、このような新しい制

度ができて、職員にとっても､今後、対象者が出てきたときには有益な制度でもございま

すので、先ほど平野議員からありましたように、やはり制度ができた以上は、取りやす

い職場環境を作るというのも人事を扱っている者の責任でございますので、取りやすい

職場環境の構築も含めて、制度趣旨も含めて、各所属長に対して通知をもって周知徹底

を図ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

河野議員  もう、かなり出尽くしたと思っておりますが、数点、お尋ねいたします。 

  第 44号議案ですが、今、人事の関係での答弁をいただいたところですが、取れる制度

にするということですね。どの部署においてもということを申し上げると、例えば、特

に保育所、学童保育、図書館、そういったところで圧倒的に非正規労働、臨時職員さん

なくしてはやっていけない職場でいるところの正規職員の方が該当の事案になったとき

に、１人か２人か、あるいは一桁しかいない正規の人を残して取れるかといいますと、

なかなか取れない。そういう意味で、先ほど支障が出ないようにということで任期付き

採用及び臨時的任用ということの条例が伴っておりますけども、私が先ほど申し上げた

ような部署において、こういうことができるような、今現時点では島本町の条例規定に

はなっていないのでないかと思いますが、いかがでしょうか。 

  もちろん、そういった職場にいろいろな働き方が持ち込まれることについては､過去の

条例審査でも警鐘は鳴らしておりますので、推奨するものではありませんが、現実のも

のとなるような条例整備は伴っているのか。すべての部署においてということで、お尋

ねいたします。 

  あとは、先ほど５年という言葉がありましたけれども、「当該申請をした職員の勤務

成績その他の事情を考慮」ということの「成績」の中に、実務経験年数は含まれている
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のか。それが先ほどの５年ということにあたるのか、再度、確認をさせていただきます。 

総合政策部長  今回の休業制度でございますが、これにつきましては、基本的にはどこの

職場でも取れるような環境が必要である、このように考えております。今、ご指摘のあ

りました例えば保育所ですとか、学童ですとか、そういった職場、限られた職員で対応

していただいておるわけでございますが、そういった職場でこういった今回の事象が生

じた場合についても、当然、そういった環境整備は必要である、このように考えており

ます。 

  それと、勤務成績において経験年数、これは基本的には勤務年数というのは関係ござ

いません。勤務していただいて、それの勤務状況によって判断をするということでござ

いますので、年数で承認するかしないかということではございませんので、その点、ご

理解賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

河野議員  先ほど言った､私の想像する範囲は学童保育室、保育所、図書館だと思っており

ますけども、では、この条例が施行されるときには、そういった条例を備え持つという

準備はなさるのか、どういった手立てを取られるのか、答弁を求めます。 

  本来は、その臨時職員があまりにも多いということなので、その前提は私たちは認め

るものではありませんが、こういった条例を施行するのであれば、そういったことが、

本人の申し出があったときに､ちゃんと支障のないような部署が保障されるのかという

ことを完備していただかないと困ります。答弁を求めます。 

  あとは、労働組合の協議事項ではないであろうと、この間の提案の資料などを拝察し

てますけども、ただ、そういった協議なり要望事項があったろうと思いますので、わか

る範囲でお答え下さい。 

総合政策部長  まず、職場によって､そういう環境整備ができるのかというようなことでご

ざいますが、今回の条例の第９条におきまして、配偶者同行休業に伴う任期付き採用及

び臨時的任用職員の規定がございます。ここで、一定の事由に合致する場合は､その欠員

の補充として任期付きの採用職員、臨時的な任用職員を雇用して、公務に支障のないよ

うに対応してまいりたいということで､この条例にも規定がなされております。 

  それとあと、労働組合との協議の状況でございますが、これは組合員の勤務条件の変

更ということにも該当いたしますが、この条例の制定につきましては、組合員にとって

も当然有益なものでありますので、交渉ではございませんが、こういった条例を制定す

るといったことについて、組合のほうにはご通知を申し上げております。 

  以上でございます。 

河野議員  すいません、ちょっと答弁が不十分だったように思います。再質問させていた

だきます。 

  結果的に、じゃ、労働組合のほうからの要望事項とか要望なりということは、今回の
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提案に至ってはヒアリングなど、要望書等は受けておられないのかということをお尋ね

いたします。 

  それと、先ほど申し上げました、そういった圧倒的に臨時職員が多いところで、今で

すら半年更新の臨時職員で年間をまかなっているというような部署で、この条例に沿っ

た申し出ができるかというと、自分の後に正規職員採用はおろか半年更新の職員さんで

穴埋めをされるのだと思うとね、やっぱり申し出ることの手は止まりますよ。結果的に、

断腸の思いで職を去らなければいけない、そういう職員が出られては本当に困りますの

で、やはり思い切って送り出すことができるという環境整備をしなければ、幾らいい休

業条例を作っても、自分がいない後どうなるのか､責任感のある職員は当然そう思います

ので、結果として辞めざるを得ない、あるいはもう、そのまま後のことを考えずに、も

うやるしかない。そういうような二者択一を迫られるようなことのないようにね、先ほ

ど言った､すべての部署において、すべての職員が、これに該当したときに申し出ができ

るというような条例整備は考えてないような答弁なんですね。施行するまでに、どのよ

うな条例を予定されていますかということ、議論されていますかということを､再度確認

させていただきます。 

総合政策部長  まず、労働組合の関係でございますが、特に組合からの要望ということは

ございません。ヒアリングも特に行ったということでもございません。 

  それとあと、今回の条例の適用にあたりましては、職場の環境によって取りやすい、

取りにくいというふうな、そういった職員の制限によって､そういう環境が全くないとい

うことも否定はできませんが、仮にそういう職員が発生した場合は、この制度、有益な

制度でございますので、これが取れるような環境整備、これには努めてまいりたいとい

うことで､限られた職員数ではありますが、すべて責任感を持って職務を遂行していただ

いておりますので、そういったことも十分考慮して、この制度を有効に活用できるよう

に､職員に対しては周知徹底をしてまいりたいというふうに考えております。 

  それと、今回の任期付き職員、臨時的な職員ですね。これの任用については、本条例

の第９条に定めております。この条例の趣旨に基づいて、欠員が生じた場合に公務に支

障が発生する、生じるといった場合には、この条例の趣旨に基づいて適切に対応してま

いりたい、このように考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

外村議員  もう、いろいろ出てますけども、何点か、確認します。 

  まず、この名称ですけども、「配偶者同行」という、これは外国と限定されているん

ですから、外国勤務と入れたほうがいいんじゃないか。要するに、国内でも北海道に旦

那が転勤するから行きたいということがある。中を見たらわかるんでしょうけども、名

称については、私はそう思いました。 

  それと、先ほどから出てますけど、第２条ですね。新入社員というか入庁者、１ヵ月
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経って、こういう事態が発生した。その人の勤務成績は全然判定できないというような

ときも、認めざるを得ないということになりますけども、その辺の、先ほど５年という

か、勤務期間は規定してないという、新入社員でも､極端に言うたら入って２週間、新入

社員教育受けた途端にそういう事態が発生したということが起こり得ますので、そうい

うことも細かく、ちょっと規定しなきゃならないのかなと思うんですけど、その辺はど

う考えておられるのか。 

  あと３年間という、起点がいつで、終点がいつなのかというのは、明確にちょっとわ

からないので。例えば来月から復帰するということで準備してて、あと２週間で勤務す

るというときに、交通事故にあって勤務できなくなったというときは、もう即、３年を

経過するから駄目というふうにしてしまうのか。これは施行細則、規則というんですか、

改めて作られるんだと思うんですけども、その辺がちょっと、この条例だけではわから

ない。 

  あと、申請についてというのが５条にありますけども、来月から急に行きたいと言わ

れても困るから、大体、あらかじめどれだけの猶予を持って申請することというような

ことは規定する必要があると思うんですが、これはいかがでしょうか。 

  その辺の質問に対して答えていただきたいのと、あと最後、今日、例えば可決したと

したら、いつから施行されるのか。公布というんですか、効力を発揮するのがいつか。

何か､１人、そういう該当者がいらっしゃるということで、慌ててやってるというのはわ

かりますけども、それに間に合うのかどうか。 

  以上数点、お訊ききしました。 

総合政策部長  まず、１点目の今回の配偶者同行休業制度についての名称でございますが、

これにつきましては、「地方公務員法」に基づいて、今回、こういった名称でご提案を

させていただいたものでございます。 

  それとあと、第２条の勤務成績、休業の承認について、勤務の期間がどうなのかとい

うふうなことでございますが、これについて例えば極端な事例で､採用されて２週間、３

週間というふうな期間で、そういう有為かどうかというような判断ができるのかという

ようなことでございますが、これにつきましても、やはり勤務の状況といいますか、勤

務成績、その短期間でなかなか判断しがたい場合もございます。そういった場合は、そ

の事象に応じて適切に判断をしてまいりたいというふうに考えております。 

  それと、今回の承認期間が３年間ということでございます。これは休業される日から

起算して３年を数える日ということでございますので、その間について承認が得られる

ということでございます。 

  それとあと施行日でございますが、これにつきましては公布の日から施行してまいり

たいということで考えております。 

  以上でございます。 
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外村議員  先ほどの３条の件ですね、３年間。その起点はわかったんですけど、アクシデ

ント、これは誰もが同情すべきアクシデントが起こった場合も、一切認めないというこ

とになっているのか。その辺はどうでしょうか。 

総合政策部長  今回の休業期間は３年間ということで限定いたしておりますので、例えば､

そういうふうな急なアクシデント等が発生して３年を超えるといった場合は、対象には

ならないということになります。 

  以上でございます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

伊集院議員  第44号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について、自由民主

党クラブを代表し討論を行います。 

  中長期的な視点に立って、公務への貢献が期待される有為な人材を確保するため、新

たな休業制度を創設するものです。 

  現政権において、女性の社会進出に力を入れてきた中、国において平成20年度から24

年度までに、配偶者の外国への転出に伴い、同行するには退職せざるを得ない事例が19

件あり、女性の採用・登用の促進や男女の仕事と子育て等の両立支援について公務員か

ら率先して取り組むと､平成25年６月14日閣議決定され、人事院から一般職の職員の配偶

者同行休業に関する法律の制定についての意見の申し出がされました。人事院の意見の

申し出を踏まえ、公務において活躍することが期待される有為な国家公務員の継続的な

勤務を促進するため、職員が外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを可能と

する休業制度、配偶者同行休業制度を創設するものであります。 

  休業の事由や請求、職員の勤務成績、その他の事情を考慮したうえでの休業承認や､

本町においては国と同様の３年を超えない範囲等の期間制約をされました。復帰を前提

に、職務に従事しないため給与は支給しないことにおいて、他職員や住民皆様の理解を

求め、国内に帰還された際にまたご活躍いただく人材として、職員の身分保障、共済費

（２分の１）本町です。また残りご本人の自己負担も用いまして、身分が保障されます。 

  だからこそ、先ほど質疑にもありましたが、選択の自由は､この申請を出す時点で住民

の皆様の税金と心され、そこで選択されるというふうに考えております。ただ、突発的

なものもあろうかと、現時点ではモラルに望みまして罰則規定は設けていませんが、こ

の身分保障には共済費２分の１を住民皆様にお育ていただいていると心されるよう、ど
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うかご指導をいただきまして、本町において国と同様に条例制定するもので、有為な人

材を確保していく効果を大いに期待し、組合等との駆け引きのみの基準にならないよう

留意され、有為な人材との判断基準は勤務評定制度と言われていますが、本町は管理職

のみの勤務評定制度であることに､最終的には人事や担当部長等の意見に町長の決裁と、

一定の総合的な判断となることを心され、賛成の討論といたします。 

平井議長  反対の討論の方がないようでございますので、引き続き、本案に賛成の方の発

言を求めます。 

戸田議員  第44号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について、人びとの新

しい歩みを代表して賛成の討論を行います。 

  職員が離職によって身分を失うことなく、海外勤務、海外での研究などに従事する配

偶者と生活を共にすることを可能とする休業制度を創設するものです。家族との生活を

尊重しながら、自身のキャリアを高めることができるものです。 

  多くの女性が結婚、出産を乗り越え、キャリアを積みながら、配偶者の海外赴任を機

に離職をしてきました。女性のキャリアアップの最後の壁は配偶者の海外赴任と言われ

て実は久しく、ようやく制度が追いついたという思いでおります。中長期的な視点で、

公務への貢献が期待される人材を確保するために有効な制度であるということは十分に

考えられますが、職員、一人の人間としてチャンスを活かし、自らのキャリアをナビケ

ートする職員が３年後に島本町に戻らないという選択をすること、あるいは選択せざる

を得ない状況に陥ることは十分にあり得ます。これらをモラルで責めることは断じて許

されません。世界は広く、多様です。女性の生き方も男性の生き方も、多様です。そし

て、制度や考え方も多様です。 

  この制度が、単に「公務への貢献が期待される人材の確保」を目的とするものとして、

それが優先されるばかりに、一方で職員の人としての未来を拘束するものとならないよ

う、また個人の生き方の選択を妨げるようなことがないよう求めて、賛成の討論といた

します。 

平井議長  引き続き、本案に賛成の方の発言を求めます。 

外村議員  第44号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について、賛成の討論

いたします。 

  この条例につきましては非常に先進的で、歓迎するものでありますが、先ほど質疑で

も申し上げましたように、特に第２条の承認、ここにおける基準というんですか、でき

得る限り客観的、公平性・透明性の高い規定を設けていただいて、不公平が起こらない

ようなことに配慮していただきたい。そして３条も、３年間という期間においても、本

人の意思とは関係ないアクシデントに見舞われた場合などのケースは猶予するだとか、

そういう規定も設けていただきたい。あと事前の申請につきましても、突然言われても

困る、ということを排除できるような文言を入れていただきたい。 
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  あと、他にもいっぱい出てましたけども、そういう隙間を埋めるようなことに配慮し

ていただいて、施行規則をもう一度見直していただいて、早期に施行されることを望み

ます。 

  以上をもちまして、賛成といたします。 

平井議長  引き続き、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第44号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第44号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  日程第３､第45号議案 島本町税条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

総務部長（登壇） それでは、第45号議案について、ご説明申し上げます。 

      （第45号議案 朗読） 

  提案理由でございますが、「地方税法」の一部改正により、所要の規定を整備するた

め改正するものでございます。 

  本改正につきましては、第186回通常国会におきまして、「地方税法等の一部を改正す

る法律」が本年３月20日に可決成立し、同月31日に公布されたことなどに伴いまして、

「島本町税条例」の一部を改正するものでございます。 

  なお、今回の条例改正につきましては、前の島本町議会４月臨時会議におきましてご

報告させていただきました「地方自治法」第180条第１項の規定に基づく専決処分以外の

事項について、ご提案させていただくものでございます。 

  それでは改正内容につきまして、第45号議案参考資料として添付させていただいてお

ります「島本町税条例の一部を改正する条例 新旧対照表」に基づきまして、順次、ご

説明申し上げます。 

  まず、１ページの第13条（町民税の納税義務者等）でございます。これにつきまして

は、「町税条例」の適用を受ける外国法人の事務所または事業所を、「法人税法」にお

ける恒久的施設と定義された場所とするため、所要の規定を整備するものでございます。 

  次に、１ページから２ページにかけての第16条（所得割の課税標準）でございます。

これにつきましては、引用先の「地方税法」の号ずれに伴いまして、所要の規定を整備

するものでございます。 

- 196 -



  次に、２ページの第39条の２（公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収）

でございます。これにつきましては、納税義務者が町の区域外に転出された場合におい

ても、特別徴収を継続する旨の法改正に伴いまして、所要の規定を整備するものでござ

います。具体的には、公的年金から町民税が差し引かれる年金特別徴収の対象者は、１

月１日の賦課期日から引き続き町内に居住されておられる65歳以上の方でございます

が、当該対象者が町外に転出された場合は、現行の年金特別徴収制度では年金特別徴収

は停止され、納税義務者自身が納付書により金融機関等で支払う普通徴収に変更となり

ます。今回の改正では、町外に転出されても、引き続き年金特別徴収を継続するもので

ございます。 

  続きまして、２ページから３ページにかけての第39条の５（年金所得に係る仮特別徴

収税額等）でございます。これにつきましては、年金所得にかかる仮特別徴収税額の算

定方法の見直しに伴いまして、所要の規定を整備するものでございます。具体的には、

これによりまして今回の算定方式によりますと、月単位の支払い額が平準化されること

となります。 

  続きまして、３ページから４ページにかけてをご覧下さい。第40条（法人の町民税の

申告納付）でございます。これにつきましては、従来の「法人税法」の外国法人に対す

る課税は、本店、支店等の区分なく、すべての国内源泉所得が申告の対象となっており

ましたが、国際課税の見直しによりまして本店と支店を区分して課税することとされ、

当該外国法人の支店等につきましては、国内法人と同様に外国税控除が適用されること

となったため、所要の規定を整備するものでございます。 

  続きまして、４ページ目の中段にございます第43条（法人の町民税に係る納期限の延

長の場合の延滞金）でございます。これにつきましても国際課税の見直しにより､国内法

人と同様に外国法人の支店等に対して納期限が延長された場合には、延長された期間に

ついては延滞金を徴収することについての規定を行うものでございます。 

  続きまして、４ページから５ページにかけてでございます。第77条（軽自動車税の税

率）でございます。これにつきましては、「地方税法」第444条第３項に基づきまして市

町村で税率を定めることができることから、改正後の原付等の軽自動車の税率の均衡を

失しないよう､税率を改正させていただくものでございます。具体的には、農耕作業用に

つきましては1,600円から2,400円に、その他のものにつきましては4,700円から5,900円

に、それぞれ改正させていただくものでございます。 

  次に、５ページの附則第13条の４（寄附金税額控除における特例控除額の特例）でご

ざいます。これにつきましては、引用先の規定の条ずれに伴いまして、所要の規定を整

備するものでございます。 

  次に、５ページから７ページにかけての附則第26条（上場株式等に係る配当所得に係

る町民税の課税の特例）でございます。これにつきましては、上場株式等にかかる配当
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所得の分離課税の規定に、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴いまして、所

要の規定を整備するものでございます。 

  次に、７ページから10ページにかけてのものでございますが、附則第34条（株式等に

係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例）、それと附則第34条の２（特定管理

株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）でございます。こ

れらにつきましては、株式等にかかる譲渡所得等の分離課税を､一般株式等にかかる譲渡

所得等の分離課税と上場株式等にかかる譲渡所得等の分離課税に、改組されたことに伴

いまして、所要の規定を整備するものでございます。 

  続きまして、10ページから17ページにかけてでございます。まず、附則第34条の３（非

課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例）、それと附則第34条の４

（特定口座を有する場合の町民税の所得計算の特例）､附則第34条の５（源泉徴収選択口

座内配当等に係る町民税の所得計算の特例）、附則第34条の６（上場株式等に係る譲渡

損失の損益通算及び繰越控除）、附則第35条（特定中小企業が発行した株式に係る譲渡

損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例）でございます。これらにつきましては、

課税標準の計算の技術的な細目が定められており、「地方税法」においても同様の内容

が示されておりますことから、今回、条例に規定する必要がないものとされ、削除する

ものでございます。 

  次に、17ページから18ページにかけての附則第35条の２（先物取引に係る雑所得等に

係る個人の町民税の課税の特例）でございます。これにつきましては規定の繰上により、

所要の規定を整備するものでございます。 

  次に、18ページから20ページにかけてでございます。附則第35条の３（先物取引の差

金等決済に係る損失の繰越控除）でございます。これにつきましても、課税標準の計算

の技術的な細目が定められており、「地方税法」にも同様の内容が示されておりますこ

とから、今回、条例に規定する必要がないものとされ、削除するものでございます。 

  次に、20ページから23ページにかけてでございます。附則第35条の４（条約適用利子

等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例）でございます。これにつきま

しては、規定の繰上及び引用先の規定の条ずれに伴いまして、所要の規定を整備するも

のでございます。 

  次に、23ページの附則第35条の５（保険料に係る個人の町民税の課税の特例）でござ

います。これにつきましても、課税標準の計算の技術的な細目が定められており、「地

方税法」においても同様の内容が示されておりますことから、今回、条例に規定する必

要がないものとされ、削除するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、島本町税条例の一部を改正する条例の説明を終わらせ

ていただきます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

平井議長  この際、暫時休憩いたします。 
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（午後０時 05 分～午後１時 05分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  これより、第 45 号議案に対する質疑を行います。 

河野議員 第 45号議案 町税条例の一部改正について、会派として資料を請求させていた

だいております。日１、特に軽自動車税、当初課税のうち小型特殊自動車にかかるもの､

今回、増税と言われるものについての内容をお示しいただきました。小型特殊自動車、

農耕作業用が 18件、対象者数は 18人。小型特殊自動車その他が 22件、対象者は 13 人

となっております。 

この方達、この自動車に対して、施行後、税金としては増税されるというものですが、

この点について、島本町で言えば､この台数も含めて希少な農耕作業用、特に小規模農家、

農業に従事されている方の必需品であると容易に推察されます。その点については、や

はり増税ということになりますので、過去でも住民税の増税とか大増税というときには、

国の税制改革大綱などによって自治体が様々な軽減策を講ずるようというようなこと

を、よく示します。 

  そういう考え方からして、島本町としてはその辺の、今回の増税になられる方々に対

する、全般を見渡したうえでの軽減策や負担軽減についてのお考えはありますか。これ

は税金について、税制について、言うているものではありません。他の制度においての

軽減策ということを、過去からもよく与党や、こういった条例を出してこられる「地方

税法」改正などについて､こういったことが示されてきておりますので、この議場でも何

度もそれは申し上げておりますので繰り返しませんが、負担軽減などの策はお考えでし

ょうか。答弁を求めます。 

総務部長 今回の改正でございますが、もともと、この「地方税法」の 444条の第２項で

は、軽自動車と小型特殊自動車は一括で標準税率を設定しております。それが前提にご

ざいまして、「地方税法」の中で今回の条例改正にお示しさせていただいておりますと

おり、小型特殊の中で農耕用、それから、その他という形でお示しさせていただいてお

りますが、これは､その中で「地方税法」の 444 条の３項において､同条第１項第２号の

区分によりがたいものについては地方公共団体において、条例において税率を定めるこ

とができる旨の規定がございます。ですから、基本的には「地方税法」の改正に基づい

て行うものでございます。 

  それと、配慮ということでございますが、今回の改正におきまして、専決のときもそ

うなんですが、一定、それぞれ税率の増額分というのは異なっておったんですけども、

今回の「地方税法」の改正では､一番低い、いわゆる値上げ幅といいますか、改正幅とい

うのは 800 円でございます。今回の農業用小型特殊につきましては、800 円の改正をさ

せていただくものですが、この部分の考え方につきましては、国のほうの見解でも､改正

後の軽自動車税の均衡等を失しないように適切に見直すものとする、というふうなこと
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が示されておりますので、それに基づいて改正をさせていただくものでございます。 

  それと、他の制度との負担軽減ということでございますが、何度も申し上げますよう

に、これは「地方税法」の改正に基づくものでございますので、それに対する条例改正

ということでございます。 

  以上です。 

河野議員  前段の、すべてにおいて部長の答弁で言う「地方税法」改正、国の専決事項で

あるということは、十分に承知しております。ただ、この４月から消費税も増税になり、

島本町では国保料の値上げが続きという中で、こういった増税に耐えられるというふう

な根拠になるような私たち島本町民の暮らしというものは、前提としては持っておりま

せん、私たち会派は持っておりません。そういう意味で、こういったことをするときに

は、やはり生活全般を鑑みて何らかの軽減策を設けるというのは、考え方としてあった

というふうに思いますので、それで質問させていただいております。 

  今の答弁では、そういったことは特に考えていないというふうに理解いたしますが、

間違いはありませんか。 

  それから、件数については資料をお示しいただきましたが、４月の臨時会議のときの

軽自動車税は､国においては 300 億円の増収、島本町では、見込みではありますけども、

300 万円の増収が見込まれると回答いただいております。この小型特殊、農耕作業用そ

の他については、島本町の増収分としては幾らぐらいを見込んでおられるのか、試算の

範囲でお答え下さい。 

総務部長  まず、１点目の他の負担軽減ということでございますが、それにつきましては、

特に考えてはおりません。 

  それから、２点目の部分でございますが、影響額というふうに申し上げますと、施行

が来年の４月１日からでございますので、来年の４月にならないと、一定、影響額が出

ないんですが、仮に現在の台数、資料請求にございました現在の状況で仮定いたします

と、おおよそ年間４万円の増額になるというふうに考えております。 

  以上です。 

平野議員  この 77条について、お尋ねいたします。 

  農耕作業用と特殊作業用ということですけど、農耕作業用はトラクターなどで、特殊

作業用はフォークリフトなどというようにお聞きしておりますが、もう少し他の種類に

ついて具体的に、この小型特殊自動車の種類について、お示しいただきたいと思います。 

  それから、先ほど「地方税法」の 444条の３項とおっしゃいましたか。これの規定に

基づいて、この２種類のものについては市町村の裁量で税率を決めることができるとい

うことですね、だからこそ専決をしなかったんだというふうに説明が事前にありました。

そもそも、この２種類のもの、農耕作業用と特殊作業用が市町村の裁量にできるという

ふうになったのは、何か背景というか、理由があるのかどうかをご説明いただきたいと
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思います。 

総務部長  まず、今回の小型特殊自動車の種類でございますが、農耕作業用のものといた

しましては、農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈り取り脱穀作業車、田植機などで

ございます。その他につきましては、ショベルローダー、タイヤローラー、ロードロー

ラー、フォーククリフトなどでございます。 

  それから、今回、市町村の裁量で決めることとなっている、ということについてでご

ざいます。これは裁量と言いましても、先ほど申し上げましたとおり､もともと「地方税

法」の第 444条の２項では、軽自動車税と小型特殊自動車は一括して標準税率を設定し

ているという背景がありますが、その中で、用途とか、どの区分を採用するのかという

ことが困難な場合は、「地方税法」444 条の第１項の第２号の趣旨から、条例で定める

ことができるという旨の規定がございますので、他の市町村も同様の取り扱いで､独自に

条例のほうで細目を定めているという状況でございます。 

  以上です。 

平野議員  私は先ほど、444 条の３項と言いましたけど、今、部長が説明されましたよう

に 444 条の第１項の２号ですか、ということだそうですので、訂正をお願いします。 

  農耕作業用については、トラクター、脱穀機、田植機、ほんとに農作業に大事な、重

要な小型特殊自動車ですね。そういう意味では、農業の生産に非常に役に立つものです

から、こういった農業生産にコストがかかれば農産物が高くなるということもあるので、

私はこの税率を、そもそも他の四輪の自動車などとは低くされているのではないかとい

うふうに思っているんですが、その点はどうでしょうか。そういう見解は間違いないか

どうかということを、お聞かせ下さい。 

  それから、市町村の裁量で決めることができるということですので、私は、今回は農

耕作業用は現行よりも 1.5 倍、800 円ですけれど、引き上げられました。しかし、1.25

倍に抑えているところもあります、他自治体では。そのことこそが、市町村の独自判断

でできるわけですから、そういった方策もできたのではないかと思います。いかがです

か。また、府内自治体のこの税率の引き上げ幅は、どういう状況かということも､お示し

いただきたいというふうに思っております。 

総務部長  １点目の値上げ幅をもう少し低くすべきじゃないかということでございます

が、先ほど若干申し上げましたように、法の趣旨といたしまして、他の軽自動車の税率

との均衡を失しないようにというふうなことが示されておりまして、一例で申し上げま

すと、原動機付き自転車の 90cc を超えて 125cc以下というものは、従前といいますか、

現状 1,600円を 2,400 円に改定をさせていただくというのが専決でお願いさせていただ

いたものでございますが、それと同様の現行 1,600 円というふうな、現在小型特殊の農

耕用の部分は1,600円でございますが、それと同様でございますので、1,600円から2,400

円という形で、今回、改正させていただくものでございます。 
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  それと、先ほども申し上げましたように、値上げ幅という部分は､今回の「地方税法」

の中で 800円というのが一番小さい部分でございます。それとあと、専決の報告のとき

にもご説明させていただきましたが、２千円以下のものについては、徴税コストを勘案

して２千円以上にするということもございます。そういう背景もございますので、今回、

値上げ幅は一番小さい 800円という形を取らさせていただいたものでございます。 

  それと、今回 1.5倍ということを言われておりましたけども、この辺は他市の状況で

も､大阪府内では概ね 1.5 倍、本町と同じ取り扱いでございます。 

  それから、その他の小型特殊の見直しの考え方、これは 1.25倍でございますが、こち

らは車種の具体的なものは先ほど申し上げたとおりなんですが、これは､その他の軽自動

車の中で貨物用の自家用の用途というものが４千円から５千円というふうな形で、今回、

「地方税法」で改正されております。ですから、現在 4,700円でございますが、それと

同等の金額のレベルにあるものとして 1.25倍という形で引き上げるもので、他の税率と

均衡を失しないということを検討の中で考え、今回、1.25 倍という形でお示しさせてい

ただいておるものでございます。 

  以上です。 

平野議員  先ほど、農耕作業用などについてはね、農業の非常に生産というんですか、農

業に活用できる機械というか自動車ですので、他の、先ほど言いました四輪自動車より

もともと低く設定しているわけですから、確かに、先ほどの均衡を失しないようにとい

うふうな国の意向ですけれども、島本町としては小さい農家が多いわけですからね。小

さい農家だということは経営的にも非常に厳しいし、不安定だということですので、そ

ういったところを支援するという意味でも､上げ幅については島本町で決めることがで

きるんでしたら、できるだけ現行と差がないように配慮するということも、やはり一つ

の方策ではなかったのかなというふうに思っております。均衡を失しないようにという

ところばかりに目を奪われて、そういった農業者や、もしくは中小の事業者の立場に立

っていないのではないかなというふうに思っております。見解をお聞かせ下さい。 

総務部長  農耕作業用の小型特殊の改正についてのお尋ねでございますが、先ほども申し

上げましたように、「地方税法」の改正におきましても、今回の 800円というのは他の

車種よりも一番低いというふうな金額でございます。ですから、何遍も繰り返しになり

ますが、そういう一番低い中で、他の軽自動車の税率と均衡を失しないように､今回、改

正としてご審議いただくものでございます。 

  以上です。 

外村議員  私も、この小型特殊のところでちょっとお訊きしたいんですけど、現行、島本

町、今、農耕作業用が 18 台、小型特殊が 22台ということですけど、これは農家がトラ

クターを買った時点で自動的に課税されるのか、何か登録をして、ナンバーか鑑札をも

らったときに発生するのか。要するに、公道を走らない、もうずっと田んぼに置いとく
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から要らないんだというようなことを聞いたんですけど、これは 18台というのは島本町

に存在するすべての台数なのか、登録されている台数なのか。それと小型特殊にしまし

ても、フォークリフトも倉庫の中だけで使うから登録しないというようなことがあるよ

うに聞いたんですけど、その辺は､自動的に買ったときもう課税されるような仕組みにな

っているのか。その台数と、現実に存在する台数とがイコールになっているのか。ちょ

っと、その辺をお聞かせ下さい。 

  それと、平野議員もお訊きされて、お答えされてないんですけど、ちなみに高槻市と

隣の大山崎町、現行の年額それぞれ幾らで、今度上げられたのが幾ら、もし、わかって

おられたら、お答え下さい。 

  以上です。 

総務部長  資料請求の日１にございます台数につきましては、課税台数でございます。 

  それから登録といいますか、一定、申請をしていただくという形になります。 

  それと、他の団体のことでございますが、現時点では概ね――これは今現在、私ども

が把握しているのは大阪府内だけでございます。現時点では、概ね本町と同じ取り扱い、

改正という形でされるというふうに聞いております。 

  以上です。 

外村議員  いや、質問に答えていただいてないので。だから、申請する形になっていると

いうことは、申請しないで使っていらっしゃるものがあるのかどうかということで。そ

れと、フォークリフトなんかは倉庫の中で使う場合は申請しなくてもいいのか。申請し

なくちゃならないのにしてないケースがあるのか、その辺をお訊きしたいんです。 

総務部長  申請をされてないという部分については、把握はしておりません。それと、申

請をされてない部分について課税をするということにはならないので、最終的には申請

されてない部分については把握はできない、ということでございます。 

税務課長  倉庫に入っているものについての課税につきましては、農耕作業用車に乗用装

置がついているものについては、すべて軽自動車税の対象になりますので、乗用装置が

ついてないものについては、倉庫に入っているものは課税の対象ではありません。 

  以上でございます。 

外村議員  トラクターで、乗用装置がついてるものとついてないものとがあるというふう

に認識されているようですけど、じゃ、どういうのが装置がついていて、装置がついて

ないものと、区分けを教えて下さいというのが１点と、申請すべきなのにしなかった場

合はどういう罰則になるのか。もう一つは、不公平が起こっているのではないかと私は

心配しているんです。だから、18台がすべての存在する台数であればいいけど、違うん

であれば、やっぱり一定の調査をするなりして不公平を正す、こういう努力が要るんじ

ゃないですか。それをお答え下さい。 

平井議長  申請せんと使えることは、可能なの。 
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（外村議員・自席から「わからんかったら､後でもいいよ」と発言） 

平井議長  わからなかったら、後から調べて答弁して。 

総務部長  今、ちょっと答弁を整理しておりますので、後ほどまとめてさせていただきま

す。申しわけございません。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

岡田議員  １点だけ、確認させていただきます。 

  この税に関係しまして、結局、農作業機の件なんですが、これは１台買うだけでも､

すごい高額なんですね。なかなか農家のほう、買うのが難しいというのか、ほんとにこ

れ１台買うのに農家が潰れてしまうというぐらい、すごい高価なものなんですね。です

からここ、対象者の台数とかが書いてありますが、自治体によりましては農協、ＪＡの

ほうが台数買ってまして、それを農家のほうにリースとして貸しているという、そうい

うＪＡのやり方というのがあるんですけども、島本町のほうでは、このＪＡでのこうい

うものがあるかないかは、ちょっと私も把握できてないんですけども、これは島本町の

場合は、万が一、ＪＡが買い取られている場合というのは、税金はＪＡの場所がある高

槻市になって、島本町にはこの税は入らないということでよろしいんでしょうか。 

総務部長  ＪＡのリースということでございますが、それは所有者に課税、４月１日現在

の所有者に課税いたしますので、ＪＡのほうに課税をさせていただくという形でござい

ます。 

  以上です。 

岡田議員  もちろん、そうだと思いますね。ＪＡが所有者になるから、ＪＡに税は行くん

じゃないかと思いますが、島本町のＪＡというのは高槻市、というふうな考え方でよろ

しいんですかね。 

総務部長  ＪＡ高槻のほうに課税をさせていただくというふうなことになります。 

清水議員  今の議論にちょっと１点、質問したいんですけど、今、この課税台数 18台、22

台というのは、ナンバープレートを取ってる車両について登録台数としてされているの

ですか、というのが一つと、あと小型特殊自動車は、登録は島本町でできるんでしょう

か。 

総務部長  日１の､この資料につきましては課税の台数でございます。 

  それから、ナンバープレートは､もちろん島本町で交付をいたします。 

  以上です。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

  先ほどの答弁は。 

総務部長  先ほどの､ちょっと整理をしておりまして、順次ご答弁させていただきます。 

  まず、罰則でございますが、申請をしていない車、つまりナンバープレートをつけて

いない車が公道を走るというのは、それは「道路交通法」の違反であろうと思いますし、
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当然、脱税という形になってしまいますので、それぞれの罰則規定のほうになろうかと

思います。 

  それからあと、軽自動車は軽自動車税に係る不申告等に関する科料いうものがござい

ますので、その科料につきしては、10万円以下の科料に課すというふうな規定がござい

ます。以上です。 

  あと残りの部分につきましては、課長のほうからご答弁させていただきます。 

税務課長 ナンバープレート……。 

総務部長 大変申しわけございませんが、ちょっと、１点目の部分の質問の内容を、もう

いっぺん確認させていただきたいと思うんですが、いわゆるナンバープレートをつけて

ない車、小型特殊が存在するのかということのご質問だったと思うんですけど。 

平井議長  一番最初のほうの質問の趣旨が､ちょっと理解されてないようでございますの

で、大変申しわけございませんけども、再度、外村議員のほうで質問していただきます

ようにお願いします。反問扱いで。 

外村議員  私が質問しましたのは、申請する形を取っているという話でございましたので、

申請しているものと申請してないものがあるんではないかということで、あれば公平性

の観点から絶対許すことはできないので、きちっと把握されているんですかと。だから、

18 台イコール島本町に存在する小型特殊自動車ですか、という質問をした。これは何か、

申請されてるものだけが 18台とおっしゃいますから、他にもあるのではないか。あるの

ではないかと疑いをお持ちならば､あるとおっしゃっていただいたら結構ですし。 

  それともう一つ、清水議員が尋ねられた、私はナンバープレートが必ず要るのか、ナ

ンバープレートは要らない、私、ナンバープレートがついてるトラクター、見たことな

いものですから、申請すれば必ずナンバープレートが発行されるのか。ちょっと私、そ

れは存じません。いずれにしましても、この台数がすべてであればそれで結構ですけど

も、申請主義となれば、申請漏れもあったり不申請もあったりしますので、そのところ

は調査して、把握に努めて下さいってお願いした。その把握はどうされているんですか、

という質問です。 

税務課長  農耕作業用の 18台につきましては、すべてナンバープレートを把握しているも

のでございます。 

  以上でございます。 

平井議長  申請しないで使うてるやつはないのか、ということ。 

税務課長  その他につきましては、把握できておりません。 

  以上でございます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 
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  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

河野議員  島本町税条例の一部改正について、日本共産党島本町会議員団を代表し反対の

討論を行います。 

  反対の理由としては、先ほど様々質疑をさせていただいたことによるものですが、「議

案の概要」に示されました(1)(2)は、当然必要な措置として､備え付けられた資料をもと

に、これは必要な措置として認めるものです。しかしながら、(3)の先ほど議論をいたし

ました小型特殊にかかる軽自動車税の増税については、私たちから見ると庶民増税とい

うことで認められるものではありません。 

  また、この第77条、１点において申し上げるものですが、国の「地方税法」の専決事

項だということは重々承知をしております。しかしながら、島本町内の希少な農耕作業

用、小規模農家として、あるいは中小建設業、様々、そういった事業所として必需品で

あるということは容易に推察され、これは庶民増税に類するものと受けとめております。 

また、島本町ではこの４月、国全体の増税に続いて､先ほどの議会でも明らかになりま

した国民健康保険料は本算定以降、約平均保険料は５％の値上げを予定されています。 

そういったことも含めて、中小農家また事業者に対しての生活、また経済活動全般を見

通した中での負担軽減策は一切講じられる予定はないということが、先ほどの答弁でも

明らかになりました。 

国の専決事項ではありますけれども、この点は､増税が重ねられた際の地方自治体の姿

勢を問うものとして求めておき、また地方議会から、やはり何らかの意思表示をするべ

きものとして反対するものです。 

  以上です。 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

外村議員  第45号議案 島本町税条例の一部改正について、賛成の討論します。 

  今回の改正は、「地方税法」の一部改正により所要の規定を整備するものであります

から、反対する理由はございません。 

  ただ２点、１点目の年金所得にかかる特別徴収、本徴収と仮徴収の差を平準化すると

いうのは非常にいいことだと思っております。これも結構です。ただ、先ほども言いま

したように軽自動車税、特に軽自動車の中でも路上を走らない小型特殊、トラクターと

かフォークリフトにつきましても、税額が小さいとは言え５割アップ、25％アップ、非

常に大きなアップでございます。数が少ないとは言え、本当に申請されているものが存

在するものとイコールになっているか。 

  これはほんとに､やっぱり税を徴収する責任者として徹底的に把握していただいて、不

公平感がゼロになるように努力していただくことをお願いしまして、賛成といたします。 

平井議長  次に、本案に反対の方の発言を求めます。 
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平野議員  第45号議案 島本町税条例の一部を改正する条例について、反対の討論をいた

します。 

  特に、第77条に規定されています軽自動車税の税率について、質疑の中で申し上げま

したけれど、中小の事業者、零細な農林業者に関わる小型特殊自動車の税率を1.5倍ない

しは1.25倍に引き上げるということについて、納得いかないものです。というのも、こ

の小型特殊自動車の税率に関しましては、市町村の判断で条例により税率を定めること

ができるということで、島本町で決めることができるということなのでね。これこそ、

私は地方のというか住民の意見をきちんと反映できるということですから、先ほど申し

ました農林業者の方々の支援のためにも、引き上げ率を低くすべきだというふうに考え

ております。 

  そもそも、軽自動車税の増税については問題があるというふうに思っております。消

費税が10％に引き上げられる2015年度――予定ですね――ですけれども、自動車取得税

が廃止される､あくまでも予定です。ですから、代わりに､その分が税収減となりますの

で、代替財源を確保するため、こういった軽自動車税の値上げが行われてるということ

です。国会の議論などを見ていますとね、軽自動車税こそが国際的に見て適正な税負担

の水準というふうに言われています。また、消費税増税にあわせ二重課税となる自動車

取得税は廃止をというのが自動車業界の要望でして、これに応える形で取得税を廃止し、

代わりに、この軽自動車税を増税するというものについても認められるものではありま

せんし、ましてや、ＴＰＰ交渉に関わる日米事前協議や、並行協議におけるアメリカか

らの日本の軽自動車に対する安全基準や優遇税制に対する転換圧力によるものだとすれ

ば、なお、このようなことは看過しがたいというふうに思います。 

  以上をもちまして、この税条例の改正については反対といたします。 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  賛成の討論の方がないようでございますので、引き続き、本案に反対の方の発

言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第45号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 多 数 起 立 ） 

平井議長  起立多数であります。 

  よって、第45号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 
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  日程第４、第46号議案 島本町非常勤消防団員退職報償金支給に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

消 防 長（登壇） それでは、第46号議案につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第46号議案 朗読） 

  提案理由、「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」の施行令の一部改

正に伴い､所要の改正を行うものでございます。 

  議案の概要でございますが、第46号議案参考資料の新旧対照表をご覧下さい。 

  消防団員の処遇改善を図るため、消防団員退職報償金の支払い額を、すべての階級で

引き上げるものでございます。 

  消防団員を中核とした地域防災力の充実強化を図り、住民の安全の確保に資すること

を目的として「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が、平成25年

12月13日に公布、同日施行され、これを踏まえ、消防団員の処遇改善を図るべく「消防

団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令」の一部改正があり、消防団員の

退職報償金の引き上げを行うものでございます。 

  消防団活動の第一線で中心的に活動する団員の階級の最低額であります５年以上10年

未満を、現行の14万４千円から５万６千円を引き上げ20万円とし、その他のものにつき

しても、一律５万円を引き上げるものでございます。 

  施行期日については、公布の日から施行するものでございます。 

  また、４月以降新条例の公布日までに退職された消防団員につきましては、不利益が

生じないよう、旧条例で退職報償金を内払いにて支給し、公布後に差額を支給する経過

措置を設けております。 

  以上、簡単ではございますが、ご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議い

ただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

平井議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

外村議員  私が資料請求しました外６ですけども、「過去３年間及び本年度予想の勤務年

数別消防団員退職者数がわかる資料」というふうに言っているのに、26年度分の退職者

予想数は８名というだけで内訳がない。具体的に何年以上、勤務年数別にお答え下さい。 

消 防 長  26年度の予算額の見込みですが……（外村議員・自席から「人数」と発言）…

…、人数ですか、人数は８名。今から述べます。勤務25年以上30年未満の分団長で３名、

勤務20年以上25年未満の分団長で２名、勤務10年以上15年未満の団員で３名、以上８名

でございます。 

  以上でございます。 

田中議員  ちょっと、こんなケースの場合はどうなるんでしょうかね。例えば、30年前に

入団をして、消防団に。28年目に団長になりました。それで若手を団長にしようとした
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ために､退職のときは副団長になりました。その場合の、いわゆる退職金はどんなふうに

なるんですか。 

消防本部次長  退職報償金に関わる質問でございます。議員ご指摘のとおり、団長という

最高階級に位置づけられましたら、支払いにつきましては最高階級での勤務年数とさせ

ていただいております。 

  以上でございます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第46号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第46号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  日程第５、第47号議案 島本町火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

消 防 長（登壇） それでは、第47号議案につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第47号議案 朗読） 

  提案理由、「消防法施行令」の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

  議案の概要でございますが、昨年の８月に京都府福知山市で発生いたしました花火大

会での火災の教訓を踏まえて、対象火気器具等の取り扱いの基準、屋外催しにかかる防

火管理の基準に関する規定の整理を行うものでございます。 

  大きな催し物につきましては、万が一、火災が発生した場合、人命、財産に大きな被

害が発生する危険があります。催しが安全に実施され、住民の皆さんが安心して参加で

きる仕組みを構築するものでございます。また、対象火気器具とは、ガソリンなどの液

体燃料を使用する発電機などの器具、固体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具

等のことでございます。 
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  それでは、第47号議案参考資料の新旧対照表をご覧下さい。 

  初めに、１ページから２ページをご覧下さい。第18条から第22条までの規定につきま

しては、液体燃料、固体燃料、電気を熱源とする器具、使用に際し火災の発生のおそれ

がある器具に関する規定でございます。 

  第18条をご覧下さい。第18条第１項中、(9)の２号でございますが、催しにおいて対象

火気器具等を使用する場合にあっては、消火器の準備について新たに追加規定されたも

のでございます。また、19条の第２項及び第21条第２項並びに第22条につきましては、

消火器の準備に関する規定を追加したことによる準用規定の改正となっております。 

  ２ページから３ページをご覧下さい。 

次に、第42条では（指定催しの指定）について新たに追加規定されたもので、屋外で

の催しのうち大規模なものを指定することを定めており、同条第３項では催しの指定に

伴います公示について規定されております。また42条の３では、指定された催しの防火

管理について定めており、主催する者は防火担当者を選任し、火災予防の必要な計画を

作成させるとともにその業務を行わせ、当該計画を開催する14日前までに消防長に提出

することを規定いたしております。 

  大規模な催しの指定内容でございますが、改正「火災予防条例（例）」の運用につい

て、総務省消防庁より通知があり、対象となる催しの規模を福知山花火大会と同程度以

上かつ露天等の数が100店舗を超える規模としており、これに準じた催しを指定すること

となります。本町では、このような催しは現在のところございません。 

  ３ページをご覧下さい。 

  次に、45条では催しの届けについて追加規定し、第49条では火災予防上必要な業務に

関する計画を提出しなかった者に対して、30万円以下の罰金に処する罰則規定を設けた

ものでございます。また、第50条の第１項では罰則の対象者について、法人でない団体

の代表者及び管理人並びに法人の管理人を追加するとともに、４ページの第２項では法

人でない団体の代表者または管理人に対する刑事訴訟に関する規定の準用について、新

たに規定されたものでございます。 

  施行期日については、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、ご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議い

ただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

平井議長  これより、本案に対する質疑を行います。 

田中議員  お尋ねします。私は若山台第三住宅の自主防災会の会長をやっておりますが、

毎年11月の末に防災消防訓練を行います。その際に、炊き出し訓練をやります。そのと

きには､うどんとか、あるいは炊き込みご飯とかをやりますが、そういう場合も、この今

おっしゃった規定にかかるんでしょうか。それをお答え下さい。 

消 防 長  若山台の催しにつきましては自治会の催しでありまして、近親者でバーベキュ
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ーや、幼稚園の保護者の行事の餅つき大会のように、相互に面識のある催しについては

対象外となります。 

  以上でございます。 

戸田議員  第45条で､多数の者の集合する催しに際し、火災と紛らわしい煙等を発するおそ

れがある行為について届出が要るようになった、とおっしゃっていると思います。届出

の内容、届けるべき事項はどのようなものか、ご説明いただきたいと思います。現在は、

こういった町内でのイベントに関して届出はどのようになっていますか。義務づけられ

ていなくても、任意で届出が行われていると認識しています。条例改正が行われた後は、

その任意の届出はどのように変わっていくのでしょうか。お示し下さい。 

  もう１点は、催し当日の防火管理が届出どおりに実践できているかどうか、誰が、ど

のように確認するのか。当日朝の現地指導は行われますか。また、安全チェックシート

による点検等が行われるのでしょうか。 

  以上、ご説明下さい。 

消防本部次長  １点目の届出内容でございます。多数の者が集合する催し物につきまして

は、規則によりまして、火災予防上必要な業務に関する計画提出書というものが必要と

なってきます。これにつきましては、火気取り扱い器具がある場合に限ります。催し物

の開催場所、指定催しの名称、また期間、人員、使用火気器具等を記載していただき、

配置図等を確認させていただきます。 

  次の質問、現在のイベントに対する届出でございますが、こちらにつきましては、催

し物届出書というものがございます。これにつきましては、防火対象物内での、集会所

等以外で催しをする場合に届出が必要となってくるんですが、それ以外の催し物につき

ましては、同様の届出書を活用して任意的に届出書を提出していただいております。そ

の届出書を受けて、消防職員が安全管理、安全の確保ができているかということを書面

上で確認し、その後、現地確認をし、防火指導を行っている状況でございます。 

  条例改正後につきましても、同様に任意的な届出のほうは受付をさせていただいて、

消防職員が現地に足を運びまして、安全の確保に努め、催し物が適切に、また安全に催

しできるように確認はしたいと考えております。 

  最後の、催し届出の防火管理に関するチェックシートでございますが、現在も、消防

署でチェックシートを設けておりますので、同様のチェックシートを活用していきたい

と考えております。 

  以上でございます。 

戸田議員  ご答弁、よくわかりました。福知山の花火大会の事故以降、消防でも安全対策

を強化していただいているというふうに理解できましたし、また、そのように認識して

います。 

  今回、人びとの新しい歩みとして資料請求をさせていただきました。人の８になるの
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ですけれどもね、現在、出されている任意の届出を見せていただいたわけなんですけれ

ども、島本町内で一番大きな、にぎわいのあるイベントである島本夏まつりに関しての

届出が、ちょっと確認できませんでした。任意の届出は現在、行われていますか。これ、

１点目です。 

  それから、福知山の教訓を踏まえましてお尋ねするわけなんですが、消火器の設置状

況の他、避難経路の確保や初期消火活動、通報の連絡手法､避難誘導等も大きなイベント

では大変重要になると思います。福知山の事故では、混乱により救急活動、それからト

リアージが現場でできなかったと聞き及んでいます。主催者側が火災予防上必要な業務

に関する届出を行う場合には、避難経路の確保、救急車両の通路の確保、初期消火活動

についての認識、通報・連絡の手法、避難誘導等も含まれているというのが望ましいと

思いますが、いかがでしょうか。これが２点目の質問です。 

  ご答弁をお願いいたします。 

消防本部次長  島本夏まつりに関するご指摘でございます。こちらにつきましては、任意

の届出書というのは現状出ておりません。これにつきましては島本町が主催する行事で

はございませんが、事前の打ち合わせ等には消防職員のほうは参加させていただいて、

状況の把握に努めております。安全の確保は、十分に保たれているものと考えておりま

す。 

  また、２点目の消火器の設置以外の避難誘導、また防火管理体制につきましては、ご

指摘のとおり、この届出をいただいた際には必ず確認をさせていただいております。現

状、催し物の届出が出ている行事につきましては、十分、安全の確保ができているもの

と認識いたしております。 

  以上でございます。 

戸田議員  ありがとうございます。多くの町内のイベント、主催者は皆さん、ボランティ

ア精神に基づいて行っておられます。そのようなイベントに様々な安全対策がどんどん

求められていくというのは、ある意味では大変厳しいことではありますが、だからとい

って､やはり、そこのところをしっかりしておかないと、万が一の際に大変厳しい、悲し

い出来事になると思いますので、消防のほうでも引き続き、これに関しては今まで以上

に、しっかりと指導、ご指南いただきたいと思っています。 

  また、ここでは直接関係が、議案にはあれなんですけども、万が一の際の保険等々の

手立ても要るなというのが福知山の事故の教訓です。そこで、島本夏まつりもちゃんと

消防の指導が入っているということで理解できたのですけれどもね。私は、この夏まつ

りのとき、数年前のことになりますけれども、楠公道路における模擬店が一中フェンス

と歩道の間に配置されていて、大型のフライヤーに高温の油がほぼ満杯の状態でバック

ヤードに設置されているのを見て、とても危ないと思った経験があります。第一中学校

のフェンスと、そのバックヤードとの間の細い通路を､水無瀬駅側から人びとがひっきり
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なしに通られ、ベビーカーを押されて通られる人もありました。万が一、車輪がバック

ヤードの何かに引っかかったりした場合、この大型のフライヤーの高温の油がぶちまけ

られることになってしまう。そういったことが､残念ながら翌年も改善されていなかった

というふうに認識しています。 

  これ、もし認識が間違っていたら主催者の方には申しわけないんですけども、こうい

ったことも含めて消防の指導というか、チェックが入ると考えてよろしいのでしょうか。

店舗の配置や、それから設営、人の動線にも､専門家の目で確認していただいて安全を保

っていただかないと、主催者側がすべてを請け負うというのは、皆さん、ボランティア

精神に基づいて､もう精一杯、仕事がある中でやっておられるわけですから、こういった

ことが届出を義務化することで改善されていくのかどうか。そこのところを確認してお

きたいと思います。 

消 防 長  戸田議員のご質問でございますが、今月か来月に、また島本夏まつりが８月の

２日に行われます。そのときに当然、今回、こういうこともありますので、消防の予防

担当者を会議に行かせるつもりでございます。その点も含めまして、避難路、誘導、安

全確保ですね。そういうことも含めまして、そのときに主催者側にご説明して理解を得

たいと思っております。 

  以上でございます。 

外村議員  １点だけ。島本町は大きなイベントというか、10万人とかいうのはないんです

けども、ここ５年か10年でも結構ですけど、ご記憶のある範囲で、消防長としてご記憶

の範囲で､何か火気による事故があった、幸い大したことにならなかったけど、こういう

ことがあったというのがありましたらご披露いただきたいのと、福知山のときも結局大

きな災害になってしまって、業者じゃとても補償できないということで、福知山市の保

険なのか市の財源なのか知りませんけど、補償する――一部かどうか知りませんが――

となってますけど、島本町で､実は自治会なんかでバス旅行したときだとか催ししたとき

に、何か傷害保険が町で入っているやつが使えるということになってますけど、火災で、

またこういう不幸な事故が起こったとき、とても出店業者では補償しきれないところを

カバーできるような、町としての何か､そういう保険は入っているのでしょうか。もし入

ってないとすれば、福知山の事故を契機に、そういう用意が要るなとお考えなのか、教

えて下さい。 

  以上。 

消 防 長  まず、１点目の今までの催し物でそういう事故があったかというご質問でござ

いますが、今まではありませんでした。 

  保険のことを、ちょっとお尋ねでございますが、島本夏まつりで担当者の方にお聞き

した内容では、島本夏まつりでは一応２万１千人の動員を予定されております。そこで、

２万人程度の保険対象には入っているということでお聞きしております。 

- 213 -



  以上でございます。 

外村議員  今の２万人程度というのは、それはあくまで主催者が任意で入っていらっしゃ

るということですね、主催ごとに。町として、最悪のときにこういう何かあるか、とい

う質問です……（「議案外だ」他、議場内私語多し、外村議員・自席から「わかるけど

答えられないのですか」と発言） 

平井議長  直接、議案とは関係ないんで。 

総務部長  町が直接やっている事業とか、あとボランティア活動とか、そういった部分に

ついては保険は入っておりますが、今、ご指摘の部分については、ちょっと調べて、後

ほどお答えさせていただきます。 

（外村議員・自席から「結構です」と発言、「会議規則に則って」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

戸田議員  第47号議案 島本町火災予防条例の一部改正について、人びとの新しい歩みを

代表いたしまして賛成の討論をさせていただきます。 

  今回の「火災予防条例」の改正は、去年の福知山花火大会の事故を教訓に、主催者や

露店、模擬店などの開設者が､自ら責任を持ってイベントでの防火管理を行う体制を確保

するものです。また、町内で開催されるイベントの状況をあらかじめ消防本部が把握し、

適切な指導を行える仕組みを構築するものです。 

  福知山の事故以来、すでに任意で行われている届出に基づき､安全管理を消防本部のほ

うでされているというふうに認識しています。しかしながら、今回の条例の一部改正に

つきまして、これを遵守することにより、催しの計画段階から徹底して安全対策が行わ

れるよう期待しております。 

  質疑でも申し上げましたが、避難通路の確保、避難誘導訓練、緊急車両用の通路確保

等についても、警察等関係機関とも協議のうえ、必要に応じて主催者に申し入れるなど

していただきたいと思っています。また、ボランティア精神に基づき様々なイベント、

まちづくり、まちおこしに貢献して下さっている方々に思わぬ心理的・財政的負担が生

じないよう､関連いたしまして被害補償に関しても、主催者が加入している損害保険の内

容や島本町が加入している損害保険の適用について把握して、対応していくことが求め

られていると思います。 

  にぎわい創造課をはじめ各関係課におかれまして、調査、把握をしていただきまして、
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引き続き、適宜行政的指導を行っていただきますよう要望いたしまして、賛成といたし

ます。 

平井議長 反対の討論の方がないようでありますので、引き続き、本案に賛成の方の発言

を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第47号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第47号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

   この際、暫時休憩いたします。 

（午後２時 19 分～午後２時 35分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第６、第48号議案 島本町立プール設置条例の廃止についてから第50号議案 平

成 26年度島本町大字大沢財産区特別会計補正予算（第１号）までの３件を､一括議題と

いたします。 

  なお、本案３件は相互に関連がありますので、議事の都合上、一括説明、一括質疑と

し、討論、採決は、それぞれ議案ごとに行いたいと思いますので、あらかじめご了承願

っておきます。 

  それでは、執行部の説明を求めます。 

教育こども部長 （登壇） それでは、第 48号議案 島本町立プール設置条例の廃止につ

いて、ご説明申し上げます。 

      （第 48 号議案 朗読） 

  提案理由につきましては、町立プールの著しい老朽化により、改修はもとより現地で

の建て替えが困難なことから、廃止するものでございます。 

  議案書の１の３ページをお開き下さい。「島本町立プール設置条例を廃止する条例」

でございます。 

  附則をご覧下さい。施行期日といたしまして、この条例は公布の日から施行する旨、

規定いたしております。 

  また、「島本町暴力団排除条例」の一部改正といたしまして、当該条例の適用される

公の施設として規定されております別表中の４の項の「島本町立プール設置条例」を削

り、５の項を４の項とし、６の項から９の項までを、１項ずつ繰り上げるものでござい
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ます。 

  それでは、町立プールを廃止するに至った経過等につきまして、ご説明申し上げます。 

  町立プールは、昭和 31 年に島本町営水無瀬神宮外苑プールとして設置され、昭和 57

年には現在の町立プールに名称変更し、これまでに多くの住民の皆様にご利用いただい

てまいりました。しかしながら、町立プールは建築から約 58年が経過しており、議案参

考資料の現況資料等の付箋を付けております１と２の資料でお示ししておりますよう

に、プールの各所にクラックが発生していることや、プールサイドのコンクリートブロ

ックの陥没、給排水管の腐食など、老朽化の進行が著しいのが現状でございます。 

  また、現況資料等の付箋を付けております３の資料では、平成 23 年度に実施いたしま

した町立プールの給排水管等の劣化状況を把握するための調査で、小・中プール槽の躯

体部、施設全体の給排水管の劣化が非常に進んでいることが確認され、埋設配管の総取

り替えや､それに伴うプールサイドの解体復旧、小・中プールの全面防水改修工事などの

必要性が明らかとなりました。また調査した業者からは、全面建て替えを考慮してもよ

い、とのご意見もいただいたところでございます。 

  そのため、現況資料等の付箋の４の資料でお示ししておりますように、代替施設での

対応について検討を行いましたが、代替施設と考えられますのは学校プールの活用でご

ざいますが、過去にはＰＴＡ等による夏のプール開放なども行われてきた経過がござい

ますが、全国各地でプールの死亡事故が発生し、安全面や衛生面からの設備や管理体制

が厳格化され、一般開放として使用することが困難な状況にございます。 

  ただし、「大阪府遊泳場条例」に適合する改修を行い、開設許可を受ければ可能でご

ざいますが、そのためにはプール専用の更衣室やトイレ、救護所の設置、量水器やシャ

ワー設備などの整備が必要となります。また、幼児に対しましては幼稚園プールの活用

が考えられますが、プールの規模から「大阪府遊泳場条例」の適用は受けないものの、

学校プールと同様、不特定多数の利用については「大阪府遊泳場条例」に準じた対応が

不可欠です。そのため学校プールと同様、プール専用の更衣室やトイレ、救護所の設置、

量水器やシャワー設備などの整備が必要であることや、水質管理の意味では､人力による

塩素投入や､毎日水を入れ替えるなどの対応をしている中、不特定多数の利用に対して十

分な水質保持ができないのが現状でございます。 

  さらに、現況資料等の付箋５の資料では、茨木保健所からの、主に施設に関わります

指摘事項をまとめたものをお示しいたしております。 

町立プール開設におきましては、毎年、プール開設時期に立ち入り調査を実施され、

安全確認等をされたうえで開設を了承いただいております。町立プールは設置年度が古

いため、現在の「大阪府遊泳場条例」を適用しない施設ではございますが、「大阪府遊

泳場条例」の基準に適合するよう保健所から毎年指導があり、老朽化の対応とあわせて、

多くの指導を受けているのが現状でございます。昨年度の開設時期におきましても、大
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プールの循環水取り入れ口に金具を取り付けることや、洗眼施設や給水施設付近のひび

割れへの対策、循環濾過器装置や各プールごとに専用量水器を設置することが望ましい、

などの指摘をいただいております。 

  このように、開設には毎年多くの対応が必要な状況であり、また、いつ使用不可能に

なってもおかしくない状況にあることから、施政方針でもお示ししたように、老朽化が

著しく、安全かつ快適な運営を継続することが困難なことから、本年度の開設を見送る

こととしたものでございます。 

  その後、るる検討を進めてまいりましたが、現在の町立プールは一部町有地が含まれ

ているものの､大半が借地となっておりますことから、今後の借地料の財政負担や関係者

等との協議も踏まえ、現地での改修及び建て替えは困難と判断し、廃止することとした

ものでございます。今後の町立プールのあり方につきましては、設置目的や設置の可否

も含め、公共施設全体の中で検討を進めていく予定でございます。 

  なお、夏休みの子ども達の居場所づくりとして、現況資料等の付箋の６の資料でお示

ししておりますとおり、町立保育所や町立幼稚園での水遊びを中心とした夏の園庭開放

の実施や、島本町体育協会の水泳連盟による水泳教室などを予定しております。また、

人権文化センターや図書館、歴史文化資料館におきましても、学習や遊びなどの授業、

イベントを開催し、プールだけでなく、子ども達が夏休みに有意義に過ごせるよう検討

を進めてきたところでございます。 

  なお、これらの事業やイベント開催につきましては、町広報紙しまもとをはじめ町ホ

ームページやチラシを作成し、周知に努めてまいりたいと考えております。 

  いずれにいたしましても、現状におきましては、優先して取り組まなければならない

学校施設の耐震化や､公共施設の老朽化への対応などの諸課題が山積していることを踏

まえ、廃止の判断をしたことにつきまして、ご理解いただきたく存じます。 

  以上、簡単ではございますが、第 48号議案 島本町立プール設置条例の廃止について

の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願

いいたします。 

総務部長（登壇） それでは、第 49号議案につきまして、ご説明申し上げます。 

      （第 49 号議案 朗読） 

  今回の補正予算につきましては、主に平成 25 年度決算に伴う剰余金の処分、国の交付

金を活用した事業、また町立プールの廃止に伴う事業などについて､ご提案させていただ

くものでございます。 

  それでは詳細につきまして、事項別明細書により、ご説明申し上げます。 

２の７ページ、歳入でございます。 

  第 14款 国庫支出金、第２項 国庫補助金、第２目 民生費国庫補助金 80万７千円

の増額についてでございます。これにつきましては、我が国の危機的な少子化問題に対
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応するため、結婚から妊娠、出産、子育ての一貫した切れ目のない支援を行うことを目

的に、地域少子化対策強化交付金が創設されたところでございます。本町におきまして

は、今回の交付金を活用いたしまして、男性の家庭生活への参画を促進するための講座

などの事業を予定しております。第３目 衛生費国庫補助金 147 万４千円の増額でござ

います。これにつきましては、働く世代の女性支援のためのがん検診をより一層推進す

るため、過去のがん検診推進事業におきましてクーポン券を受け取ったものの未受診と

なった方を対象として、受診勧奨のためクーポン券を再度送付するとともに、未受診勧

奨ハガキによる再受診勧奨（コール・リコール）を進めるための事業を予定しており、

その特定財源として増額させていただくものでございます。 

  第 16款 財産収入、第２項 財産売払収入、第１目 不動産売払収入 688万１千円の

増額についてでございます。これにつきましては、桜井三丁目地内及び水無瀬二丁目地

内の町有地の売却によるものでございます。なお、今回の歳入につきましては、今後の

公共施設整備の財源として公共施設整備積立基金へ積み立てさせていただくものでござ

います。 

  第 18款 繰入金、第１項 特別会計繰入金、第１目 大字大沢財産区特別会計繰入金

３千円の増額でございます。大字大沢財産区内の山林では、島本町と大阪府において地

上権設定契約が締結されており、府の造林事業が行われております。この契約の中で、

収益や賠償金、補償金などについての収入の分配方法は､土地の所有者 40％、大阪府 60

％と規定しております。当該府営林において、昨年 11月 13日に大阪府が関西電力株式

会社に対し府営林地内支障木伐採許可を行い、これに基づきまして送電線に近い樹木の

伐採が行われ、関西電力株式会社から大阪府に対し､府営林内支障木伐採補償金として３

万 2,520 円が支払われたところでございます。今般、補償金のうち 40％である１万 3,008

円が大阪府から大字大沢財産区に支払われたことから、昭和 47年９月５日付け大阪府総

務部長通知「財産区財産の管理及び処分の適正化について」に基づきまして、その歳入

の２割相当分である 2,602 円を一般会計へ繰り入れるものでございます。 

  続きまして、第 21款 繰越金、第１項 繰越金、第１目 繰越金１億 2,352万 8 千円

の増額でございます。これにつきましては、平成 25年度実質収支の黒字による純繰越金

でございます。 

  続きまして、２の８ページの歳出でございます。 

  第２款 総務費、第１項 総務管理費、第２目 財産管理費 197 万６千円の増額のう

ち、第 11 節 需用費 150 万５千円の増額についてでございます。庁舎施設修理につきま

しては、当初予算におきまして 150万円の予算をご可決いただいておるところでござい

ますが、年度当初から修繕案件が多く発生いたしました。このため、今後の施設維持補

修に支障を来すことのないよう、修繕料の増額をお願いするものでございます。 

  続きまして、第 13節 委託料 47万１千円の増額についてでございます。これにつき
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ましては、議員の執務にかかる会派室等の改修工事実施設計業務を予算計上させていた

だくものでございます。なお、本予算が可決されました後には、議員各位のご意見・ご

要望などを頂戴しながら、実施設計を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、第７目 広報費 22万９千円の増額でございます。本年４月１日の機構改革にお

きまして、都市創造部に「にぎわい創造課」を新たに設置させていただいたところでご

ざいます。本町といたしましては、町の観光資源などを積極的にＰＲさせていただくこ

とにより、「にぎわいのあるまちづくり」を進めてまいりたいと考えております。今回

の予算計上につきましては、写真などでは十分伝えきれない情報を動画により発信する

ためのビデオカメラ及び広報用パネルの購入をお願いするものでございます。 

第 13目 財政調整基金等積立金１億 1,226万６千円の増額でございます。第 25節 積

立金の内訳でございますが、まず財政調整基金積立て３千円の増額につきましては、歳

入でご説明させていただきました大字大沢財産区特別会計繰入金を積み立てさせていた

だくものでございます。続きまして、財政調整基金積立て（決算剰余金分）6,200 万円

の増額につきましては、前年度の実質収支が黒字となりましたことから、「島本町基金

条例」第２条第２項に基づきまして、剰余金の２分の１を下回らない額を積み立てさせ

ていただくものでございます。続きまして、公共施設整備積立基金積立て 5,026万３千

円の増額でございます。この内訳につきましては、先ほど歳入でもご説明させていただ

きましたとおり、町有地売払収入 688万１千円、それと今後の公共施設整備の財源を確

保するため､全体収支の残である 4,338万２千円を、それぞれ積み立てさせていただくも

のでございます。 

  ２の８ページから２の９ページにかけての第３款 民生費、第２項 児童福祉費、第

１目 児童福祉総務費 102万２千円の増額のうち、第８節 報償費５万円の増額でござ

います。これにつきましては、平成 27年度から本格的に実施されます子ども・子育て支

援新制度の周知を図るべく制度にかかる講演会を予定しており、そのための講師謝礼を

増額させていただくものでございます。第 13 節 委託料 97万２千円の増額につきまし

ては、子ども・子育て支援新制度にかかる啓発用パンフレットを作成するものでござい

ます。 

続きまして、２の９ページでございます。第３目 児童福祉施設費 209 万５千円の増

額のうち、第７節 賃金８万７千円の増額でございます。これにつきましては、地域少

子化対策強化事業として講座を開催させていただくものでございますが、講座開催中の

託児のためのフリー保育士の配置を予定するものでございます。第８節 報償費 22 万円

の増額のうち、地域少子化対策強化講座謝礼 12万円の増額につきましては、共働きの家

庭の父親を対象とした講座にかかる講師謝礼でございます。また、保幼小連携講師謝礼

10万円の増額につきましては、現場職員や子ども達を対象とした体力づくりなどの取り

組みを進めるための講師謝礼でございます。第 13 節 委託料 60 万円の増額につきまし
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ては、地域少子化対策強化講座として､男性の家庭生活参画支援・育児をする男性・育児

を支援する企業に対する啓発をテーマとする講座を予定するものでございます。第 18

節 備品購入費 118万８千円の増額のうち、庁用器具費 108万８千円の増額につきまし

ては、保育所における夏季の園庭開放に向けまして、子ども達の水遊びのための備品を

購入させていただくものでございます。図書購入費 10 万円の増額についてでございま

す。保育所におきましては、これまでも絵本の読み聞かせ事業を実施させていただいて

おりますが、今般、幼児教育の視点も加味しながら事業の充実を図るため、増額をお願

いするものでございます。 

  ２の９ページから２の 10ページにかけての第４款 衛生費、第１項 保健衛生費、第

２目 保健ヘルス事業費 701万円の増額についてでございます。第７節 賃金 150 万４

千円の増額につきましては、保健事業等を担う保健師１名を雇用させていただくもので

ございます。続きまして２の 10 ページ、第 11 節 需用費 17万９千円の増額、第 12節 

役務費 58万円の増額、第 13節 委託料 474 万７千円の増額、以上につきましては、働

く世代の女性支援のためのがん検診をより一層推進するため、過去のがん検診推進事業

によるクーポン券を受け取ったものの未受診となった方を対象として、受診勧奨のため

のクーポン券を再度送付するとともに、未受診勧奨ハガキによる再受診勧奨（コール・

リコール）を進めるための事業にかかる経費として、それぞれ増額させていただくもの

でございます。 

  第９款 教育費、第３項 中学校費、第１目 学校管理費 380万円の増額についてで

ございます。これにつきましては町立第一中学校の耐震化に必要な業務として､測量・登

記にかかる委託料を増額させていただくものでございます。 

  続きまして、２の 10 ページから２の 11ページにかけてでございます。第４項 幼稚

園費、第１目 幼稚園費 72万３千円の増額についてでございます。これにつきましては、

幼稚園の夏季休業期間中におきまして、第一幼稚園・第二幼稚園の園庭では未就園児を

主たる対象とした水遊び事業を、また第二幼稚園では保育園児を対象としたプールの利

用を予定しており、これにかかる予算措置をお願いするものでございます。２の 10 ペー

ジの第 11節 需用費のうち、消耗品費２万１千円の増額につきましては、プール清掃用

の消耗品の購入を予定しております。また光熱水費 27万４千円の増額につきましては、

期間中に要する水道・下水道使用料を増額させていただくものでございます。続きまし

て、２の 11ページの第 12節 役務費２万５千円の増額につきましては、園庭開放参加

者に対する障害保険に加入するものでございます。第 18 節 備品購入費 40万３千円の

増額につきましても、園庭開放に必要な水遊びのための備品の購入をお願いするもので

ございます。 

  続きまして、第５項 社会教育費、第８目 スポーツ推進費 357 万２千円の増額につ

いてでございます。町立プールにつきましては、廃止させていただきたく考えておりま
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す。このため、例年、町立プールで開催しておりました水泳教室につきましては、第一

小学校において開催させていただく予定でございます。第７節 賃金 10 万２千円の増額

につきましては､水泳教室の管理や監視に対応するため､臨時職員３名を雇用させていた

だくものでございます。第 11節 需用費 30万円の増額につきましては、水泳教室に伴

う事業消耗品を購入させていただくものでございます。第 13節 委託料 317万円の増額

のうち、スポーツ教室業務 20万円の増額につきましては､水泳教室の開催にあたりまし

て島本町体育協会に委託させていただくため、増額をお願いするものでございます。ま

た、プール撤去工事設計業務 297 万円の増額につきましては、町立プールの撤去工事に

かかる実施設計業務のため、増額をお願いするものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、平成 26年度島本町一般会計補正予算（第２号）の説明

を終わらせていただきます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し

上げます。 

  続きまして、第 50号議案について、ご説明申し上げます。 

      （第 50 号議案 朗読） 

  今回の補正予算につきましては、大字大沢財産区の府営林におきまして、関西電力株

式会社の送電線に近い樹木が伐採されたことによる補償金の分収金を歳入で予算計上す

るとともに、その歳入の２割相当分を一般会計に繰り出すものでございます。 

  それでは詳細につきまして、事項別明細書により、ご説明申し上げます。 

  ３の７ページ、歳入でございます。 

  第１款 繰越金、第１項 繰越金、第１目 繰越金１万３千円の増額についてでござ

います。これにつきましては、先ほど島本町一般会計補正予算（第２号）の特別会計繰

入金におきましてもご説明させていただきましたとおり、大字大沢財産区の府営林につ

きまして、関西電力株式会社から大阪府に対し、府営林内支障木伐採補償金として３万

2,520 円が支払われたところでございます。また、補償金のうち 40％である１万 3,008

円が、大阪府から大字大沢財産区に支払われ、平成 25年度末の収入になったものでござ

います。今般、平成 25年度からの繰越金が確定いたしましたので、平成 26 年度の現計

予算を増額させていただくものでございます。 

  続きまして、３の８ページ、歳出でございます。 

  第２款 諸支出金、第２項 一般会計繰出金、第１目 一般会計繰出金３千円の増額

についてでございます。これにつきましては、今回の歳入の増額であります１万 3,008

円の２割相当分である 2,602円を一般会計に繰り出すものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、平成 26 年度島本町大字大沢財産区特別会計補正予算（第

１号）の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただき、ご可決賜りますよ

うお願い申し上げます。 

平井議長  これより、本案３件に対する質疑を行います。 
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佐藤議員 まず、島本町の町立プールのことについて質疑を行います。 

  町立プールの休止につきましては、３月の予算議会の中でプールの傷み具合なども示

され、その内容に、今年度の休止については致し方がないと判断、賛成をしてきたとこ

ろです。そのときにも審議の中で、町民には十分な説明と代替案についても示し、理解

を得る必要を強調してきたところです。ところが、今回の廃止提案については、町民へ

の説明が十分なされ、理解が得られたとは考えられない状況です。一方的な報告ではな

く、町民の理解を得るための説明について、どのような努力がなされたのでしょうか。 

  また、町立プールは年間１万人が利用されていたと、資料でいただきました。特に小

学校の高学年の子ども達が多いそうです。この子達の今年の夏休みの過ごし方を保障す

るのに、この準備されている代替案で十分とお考えでしょうか。お聞かせ願います。 

教育こども部長 まず町立プール、この廃止にかかります説明ということでございます。 

  ４月に施政方針の中で見送りということで、予算委員会の中でもご議論いただいたと

ころでございます。廃止につきましては、相手方もある中で、その進め方が非常に難し

い現状にございます。プール自体老朽化しているということは､議員の皆様もご承知のと

おりだったろうというふうに思います。そのことについて、広く住民の皆様にというこ

とでございますが、それについては、４月時点ではそういったことはやっておりません

し、廃止に向けましても、議案を発送させていただいて、６月 15 日号の広報、15 日以

降、町のホームページ、それから広報に載せさせていただいたというのが現状で、説明

会という形での開催はいたしておりません。 

  それから代替ということで、プールの代替というのはなかなか､先ほど提案説明でもさ

せていただきましたが、学校のプールが自由に活用できるということであれば、いろん

な方策も考えられたわけですけども、一定、一般開放は難しい現状の中で、これまで町

立プールで実施しておりました水泳指導、これを水泳連盟のほうにお願いをするという

形で開催することと、あと幼稚園・保育所では園庭開放という中で、水遊びを中心とし

たものにしていくという、プールに関しては、あまり代替にはなってないというふうに

理解はしますけども、子ども達の夏休みの居場所づくりという点では､先ほどご説明申し

上げましたように、教育委員会が所管しております各施設、それと人権文化センターも

活用した形で、子ども達がプールだけではなく、いろんな体験も含めて学習もできるよ

うなことができないかということを考えて、今回、今年度については､資料でもお示しさ

せていただきましたようなことを実施していきたいというふうに考えております。 

  今後についても、来年度以降どうするのか、という議論にもなってくるかと思います。

今年度、短い時間の中で考えた結果がこれでして、来年に向けては、より拡充ができな

いかとか、他のことも何かできないかということについては、十分検討は進めていきた

いというふうに考えております。 

  以上です。 
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佐藤議員  ６月 15日付けの広報、あるいはホームページということで、どちらも町から一

方的に、しかも現場に出向くのではない、という形の資料の示し方ということになって

おります。 

  ５月の 30 日に私たち日本共産党の町会議員団として､町長に要望書を出しました。住

民への丁寧な説明をして、来年度以降の方向性について住民の意見を求める､このことも

含めて要望してまいりました。また今回、住民の方から議会に対しても要望書が出され

ております。町立プールに関して説明を求める、そういう要望書です。住民からの率直

なご意見です。こういう要望を、町としてはどういうふうに扱われるおつもりなのでし

ょうか。 

  また、このプールですけれども、住民が納得するには、昨年と今年の差、昨年も今年

もプールは同じように傷んでいる。昨年できて、なぜ今年できないのか、そこの説明を、

きちっと納得してもらえるように説明をしていく、そのことが町に課せられた義務では

ないでしょうか。 

  水無瀬神宮との契約書、これは１年間丸々、例えば、もしも住民に説明をしていく中

で、１ヵ月返還が延びたとしたら、１年間丸々分、お払いをせないかん、そういう賃貸

借の契約になっているのでしょうか。この点も、説明をお願いいたします。 

  子ども達はプールで、学校課程のプールでは、やっぱり泳げることができるというレ

ベルを維持するということになっていて、プールを楽しむ、ほんとに大好きに泳ぐこと

がなった、そういうのは町立のプールで体験をした、そういう声の子ども達の声をたく

さん聞きます。こういう島本の子ども達のプールに対する思い、非常に今年の場合は、

プールについての代替はなかなか難しいというお話でしたけれども、何とかならないも

のでしょうか。 

  これらの点について、お願いいたします。 

教育こども部長  要望の件でございます。日本共産党さんのほうからご要望もいただきま

したし、住民の方からもご要望いただきました。住民の方からの要望に対しましては、

その後、住民の方からのご要望もございまして、先週金曜日の日に、19名だったと思う

んですけども、時間を割いて来ていただきました。そこで一定、これまでの経過とかを

ご説明をさせていただきまして、その中では、施設の老朽化については大半は理解をい

ただいているというふうに感じました。ただ要望として、唐突に廃止が出てきたという

ことであったり、代替、それから今後の見通し、そういったことが大きな要望であった

というふうに思ってます。 

  今後、その要望を受けまして、私ども、来年すぐにプールを造れるわけではございま

せんし、今後のプールのあり方については､町全体の公共施設の中で検討していきたいと

いうことを考えておりますので、その中で十分議論ができるようにしていきたいという

ことと、今回、公共施設の「適正化方針」をお示しをいたしておりますけども、当初、
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プールはその中には含まれておりませんでしたが、今回、「基本方針」の中にプールも

盛り込むという形になっておりますので、今後、プールについてもその中で検討してい

くということになりますので、そういったことについても、一定、先週、ご説明をさせ

ていただいたところでございます。 

  去年できて、なぜ今年できないかということでございます。茨木保健所からの指導等

ございます。その中で、昨年度については一定金額的にも小さい金額で何とかクリアで

きたわけですけども、今年度、改修をしていきますと、指摘されている箇所だけでも 700

万程度の改修が必要になる。ただ、改修をしても、現状の、写真を見ていただくとわか

ると思いますが、給排水管については腐食が進んでおりまして、いつ壊れるかわからな

い現状にある中で、これ以上財源を投入して継続していくことは困難であるということ

で、今年度、いったんは見送って、今後、どうするかということを考えてから次の段階

へというふうにも思っておりましたけれども、現在の町立プールにつきましては借地で

ございまして、借地料が毎年発生します。施設があるというだけでも、借地料を払わな

いというわけにいきませんので、そういった状況もある中で、使えないものであれば一

日でも早くお返しをするということをしなければならないということで、今回、苦渋の

決断をしたということでございます。 

  借地料の契約については、１年で契約をしておりますけども、月単位でのお支払いは

可能な契約になっております。 

  あと、プールにつきましては､夏休みに入りましたら学校でもプール指導というのは行

っております。こういった時期も７月いっぱいだけで、８月に入るとなくなりますので、

そういったことも来年度――今年度はもう年間スケジュールが決まっておりますので、

学校のほうもなかなか動きにくい点もございます。来年度、どういう形でこれが拡げら

れるかということについては、今後、学校とまた協議をしていきたいなというふうに考

えておりますので、今回、お示ししました代替については、来年、さらに拡充ができな

いかということについては、十分検討を進めていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

佐藤議員  私たちは先日、プール現場も見せていただきまして、今、部長がおっしゃった

ようなこと、理解はいたしているわけですけれども、町民の方に、それを理解をしてい

ただく努力をする必要があると、先ほどから何度も申し上げております。議会は、幸い

なことに通年議会になっておりますし、水無瀬神宮との契約も月単位だということです。

ここで慌てて廃止を決めてしまう必要が、どこにあるのでしょうか。住民の方への丁寧

な説明したうえで、意見を聞いて、それから判断をしても遅くはないと考えます……（「そ

うだ」と呼ぶ者あり）……。この点、いかがでしょうか。 

  あと、一般補正の予算の中でお訊きをいたします。 

  民生費の中の児童福祉総務費、子ども・子育ての支援新制度の講演会を持っていただ
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く。このことは、とてもよいことだと評価をいたします。この子ども・子育ても新制度

になりまして、利用者の方に丁寧な説明が要るのではないかと何度かお願いをしてきた

ところですが、例えば、この講演会の中での説明会を一度開く、あるいはその他に説明

会を持っていく、そういう予定はおありでしょうか。ぜひ、お願いをしたいと思います。 

  それから、先ほど児童福祉施設費の中で､備品購入費の中で、幼児教育の関係の費用を

言われたというふうに思います。これは保育所で使うものだと思うのですが、具体的に

内容をお聞かせいただけますでしょうか。すいません、よろしくお願いをします。 

教育こども部長  町民理解というご指摘でございます。施設そのもの、廃止を遅らすとい

うことは、先ほど申し上げましたように賃借料、１ヵ月単位でも払えるということはご

ざいます。 

  ただ、今の場所で、先ほど申し上げましたように賃借料を払い続けて、大規模改修を

するのか、あるいは建て替えてしまうのかということになれば、借地料が永遠に発生す

るということで、今ある場所でのプールの改修であったり新設は、もう実施しないとい

う決断をさせていただきましたので、その辺はご理解をいただきたいと思います。各公

共施設にも関係する書類も配布をさせていただいて、見られるような状況も作っており

ますので、そういった点でご理解いただきたいというふうに思っております。 

  それから、子ども・子育て支援新制度に関してでございます。今回、民生費の児童福

祉総務費のほうで５万円の予算を計上させていただいております。これは新たに 27 年度

から始まる子ども・子育て支援新制度の施行にあたりまして、有識者を招きまして、今

後、保護者も含めまして、新しい制度がどうなっていくのかというような内容の講演会

を開催する予定にしております。これ以外にもパンフレットなんかも、今後、作成をす

る予定にしておりますが、なかなか日程的にタイトなものがございます。国からどんど

ん下りてくる中で、今後、条例制定とか様々な業務が出てまいりますので、その辺も進

めながら、子育てをされる住民の皆様に情報の提供であったり、そういう説明というの

は、機会あるごとにやっていきたいなというふうに思っております。 

  それから、教育費の幼稚園費の備品購入のご質問だったと思います。これは、先ほど

来ご説明しておりますように、幼稚園での園庭開放をする際に水遊びをするということ

で、現場のほうから､水遊びをするにあたって――これまで水遊びは若干やっております

けども、あまり備品が調っていないということで、日差しをカットするようなスライド

のテントであったり、すのこであったりということで、備品を購入して水遊びに使用す

るということで、今回、予算計上させていただいたものでございます。 

  以上でございます……（佐藤議員・自席から「答弁が違います」と発言）……。失礼

しました。 

  保育所のほうの備品購入ということでございます。こちらのほうも、幼稚園同様、保

育所で園庭開放の際に水遊びに使用するものということで、これも現場の意見を聞いて､
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今回、計上させていただいたものでございます。バイオクッションというものであった

り、あとシャワー、子ども達が水と一緒に遊べるようなおもちゃみたいなものとか、そ

ういったものを、今回購入をさせていただくということで 108万８千円､計上をさせてい

ただいたところでございます。 

  以上でございます。 

戸田議員  まず、一般会計の補正予算からお尋ねいたします。 

  地域少子化対策強化講座についてです。講演編と実践編に分けて企画されています。

保育所において開催されるということですけれども、保育所とされた理由、お示し下さ

い。研修の内容は、幼稚園、在宅育児をされている方々にも十分に必要な視点だと思い

ますので、なぜ、保育所において開催されることとされたのか、お答え下さい。 

  それから、イクメン・イクボス講演企画とは大変興味深く、有効的なものだと思って

いますが、１回の講演で、いささか 30 万とは高すぎないか。講師の謝礼は、このうちの

幾らと見積もっておられるのか。機材、スタッフ等が、この 30万の予算に入っています

けれども、企画会社のメニューを、そのまま安易に選んで購入されるのではないかと危

惧しますので、お尋ねいたします。 

  それから、教育費、学校管理費、公有財産測量等業務についての委託料 380万円です。

第一中学校の耐震化に必要な事務、業務と、ご説明されました。380 万円、土地の境界

の確定や登記に関わる手続き費用と認識しているのですが、「耐震化に必要な」とおっ

しゃったということは、第一中学校の建物のあり方は､耐震すると方針を定められたとい

うことでしょうか。今まで建て替え、あるいは減築しての耐震、移設も含めて検討中と

いうことでしたが、「耐震化に必要な業務」とおっしゃるのならば、方向性が定まった

のではないかと考え、確認したいと思います。 

  それから、「町立プール設置条例の廃止について」です。 

夏のプールが子ども達にとって素晴らしい遊び場であることは、間違いありません。

あそこだけはなくさないで欲しい、育児中の母親にとってつどいの広場となっています、

という声をいただいています。青少年のスポーツ振興、夏の思い出、子育て支援の役割

を果たしている青空プール、これは最も島本色の強い公共施設だと私は思っています。

しかしながら、平成 23年度に行われた現況調査の結果、これを私、拝見してから、廃止

も含めて今後のあり方を早急に検討する必要があると思うようになりました。 

  以来、個別の議論ではなく、老朽化しているプール、体育館、キャンプ場、テニスコ

ートなど、生涯学習施設のあり方について、グランドデザインを描く必要があると述べ

てまいりました。町立プールの廃止については、これを住民福祉の切り捨て、住民サー

ビスの後退と受け止めるのか、時代の変化に対応する苦渋の選択と受け止め前進するの

か。それはひとえに政策決定のプロセスに、住民が参画しているか、住民への説明責任

が果たされ、議論の前提条件となる情報が共有できているかにかかっていると、私は考
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えています。それを踏まえて、まず４点、質問します。 

  １．町立プールの老朽化の深刻さと大規模改修の必要性は、現況調査によって平成 23

年度――これは実際には 24年度に手にしておられると思うんですけど、十分以上に理解

できていたはずです。にもかかわらず、平成 24年度・平成 25年度の夏、続けて開催し

ておられます。その判断理由はどういうところにあったのか。施設の廃止を先送りにさ

れてきた、その真意はどこにあるのか。どのような議論があって、どう判断されて、引

き続きプールを開くということになったのか、お示し下さい。この時点で、すでに茨木

保健所から様々な指摘を受けておられたと思います。 

  二つ目です。この間、なぜ一度も施設の現況を伝え、オープンにして、廃止を含めた

検討が必要であることを公にしなかったのか。６月 15日付け広報しまもとで「使用者の

安全面を第一に開設を見送った」と伝えておられます。翻せば、平成 24 年度・25 年度

は、利用者の安全が保てないまま開設していたことになりかねない。職員の方だけで抱

え込まずに、なぜ現状を公表して議論しようとされなかったのでしょうか。これは毎年

の夏、職員の方がどれだけ苦労して安全対策をされているかというのを、よく承知して

いるから、あえてお尋ねいたします。 

  ３点目．広報しまもとで開設の見送りとともに「廃止の方向で事務を進めている」と、

かなり踏み込んで伝えておられます。この時点でまだ､私たちの廃止という結論は出され

ていません。施政方針で、この夏の開設を見送ると述べて以来、この間数ヵ月、廃止の

方向で進めた事務とは､具体的にどのようなものだったのですか。賃貸人の方には、どな

たがどのように対応されましたか。日付け、行かれた職員など、お示し下さい。 

  四つ目の質問。住民の皆さんへの説明こそ、行われるべき事務の最たるものであった

と私は思っています。今回、広く町民を対象にした説明会を公式に開催されなかった、

要望があったにも関わらず開催をされることはありませんでした。「まちづくり基本条

例」の理念に反するのではありませんか。 

  以上、お答え下さい。 

教育こども部長  まず、補正予算の関係について、ご答弁申し上げます。 

  まず、保育所において共働き家庭の父親を対象とする研修会の開催でございます。こ

の事業自体、国のほうに協議をかけるわけですけども、先駆性がないと、なかなか認め

られないということになっております。その中で本町が提案しましたのが、内容といた

しましては夫婦間の家事負担に意識の乖離があるということで、責任の適切な分担のあ

り方をテーマに、有識者に来ていただいて講演を行うというのが大きな内容でございま

す。そのようなテーマを必要とする対象として、ほぼすべての共働き家庭である町内の

保育所、今は公立２ヵ所、私立が１ヵ所でございますが、今後１ヵ所、私立が増設され

る予定になっておりますので、その利用家庭を選定しているところが先駆性があるとい

うふうに認められましたので、今回、四つの保育所で開催したいということで予算計上
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させていただいたものでございます。 

  それからあと、男女共同参画の趣旨から、男性の家事生活への参画ということで、こ

れにつきましては……、失礼しました。イクメン・イクボスの件でございますが、講師

については謝礼が比較的高額となりますけども、知名度のある方を選定することで、男

性の関心を得て参加者が増えるということを、まず一つ見込んでおります。今回は初め

ての事業でありますので、住民にシーズンごとにお馴染みとなっているものではないた

めに、集客力の高い方を選定をして、多くの方に参加していただきたいという趣旨がご

ざいます。また、町内の企業に関わらず、近隣の自治体の企業でも､男性が会社において

残業ばっかりしてるんではなくて、育児に参加をする、しやすい、そういう職場づくり

を実現するために､会社の管理職的な方も含めた参加を呼びかけて、この事業をやってい

きたいということで、金額的には高額になっておりますけども、そういった提案が国の

ほうでも、今回、一定、内諾をいただいたということでございます。 

  それから、次、プールの件でございますが、プールにつきましては、23年度に現況調

査を実施をいたしました。結果が出てまいりましたのは 23 年度末ということでございま

すので、すでに、もう 24 年度については開設する方向で、必要な改修の予算計上もさせ

ていただき事務を進めておりましたので、24 年度の開設はそのまま行うということで､

保健所のほうの指導をクリアしながら開設をしてきたということでございます。 

  25 年度でございますが、その次の年はどうなるのかということでございますが、次の

年についても保健所からの指導はあったわけですけども、改修箇所としては、そんなに

多額な費用は要しなかったという点がございます。ただ大きな課題として、26年度以降、

量水器の設置をするようにというようなご指摘もございました。量水器を付けるとなれ

ば、相当ハードルが高くなってまいりますので、そういった点も含めて、25年度も開設

をしたということでございます。 

  それから、この現状について、なぜ公にしなかったのか、ということでございます。

町のほうから広報紙等でお知らせしたということはございませんが、そういった現状と

いうのはどういった形で、今になればですけれども、住民の皆さんにお知らせをどうい

う形でできたのかという点がありますけれども、なかなか方向性が、次の段階の方向性

も定まっていない中で、現状ということでお知らせする方策については、内部的にも、

どういう方策がいいのかということについては、一定は考えてはおったんですけれども、

なかなか､お知らせするまでには至らなかったというのが現状でございます。 

  それで次に、６月 15 日号の広報で、開設の見送りと廃止の方向で事務を進めていると

いうことで、お知らせをさせていただきました。この時点では議会への廃止条例、今回、

提案させていただいております条例の提案をすでに決定をしておりましたので、「廃止

の方向で事務を進めております」という形で広報をさせていただいたものでございます。 

  それで、水無瀬神宮との話といいますか、協議でございますけれども、今年の１月に
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は、施政方針を出す前には、一定、26年度の開設を見送るという内容のことについては、

水無瀬神宮のほうにお伝えをしております。この際には、教育長以下担当課長、係長、

担当が水無瀬神宮に行っております。また、今回、廃止条例を提案するにあたりまして

は、５月の 16日の日でございますが、これも教育長以下、私と生涯学習課長が出向きま

して、水無瀬神宮のほうに、その意向をお伝えをいたしております。 

  あと、先ほども出ておりました説明会のことでございますが、相手がある中で、なか

なかタイミング的に、どのタイミングで説明をするかということについては、先ほど来

ご指摘があるように、老朽化も含めて早い段階から情報を出せなかったのか、という点

にもなってくるかと思いますけれども、現状を見ていただくというのが一番かもわかり

ませんけども、そういった意味では、今回、多くの資料をホームページにも掲載をさせ

ていただいて、また各施設にも資料を置かせていただいて見ていただく機会も設けたり、

ただ、期間的に短いと言われれば短いんですが、そういう対応もしてきておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

  それから、すみません、補正予算の関係で、一中の関係の部分が抜けておりました。

今回、測量をいたしますのは、まだ方向性が最終的に決まったわけではございません。

以前に第一中学校には里道・水路が走っておりまして、その整理は一定ついてはおるん

ですが、敷地全体の測量というとこら辺までは至っておりません。今後、第一中学校で

は建て替えであったり移転、それから減築ということが考えられますけども、仮に建て

替えをする場合にも建築確認が必要になったり、あるいは移転する際に、その用地をど

ういった形で活用するかということになった場合にも、そういった測量が必要になって

まいります。そういったことで、方向が決まってからその事務を進めますと、また半年

ほど遅れてしまいますので、今できる測量というのを、今回、予算計上させていただい

て、まずやっていきたいということで計上させていただいたものでございます。 

  以上です。 

平井議長  この際、暫時休憩いたします。 

（午後３時 53 分～午後４時 05分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  本日の会議は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

他に質疑ありませんか。 

戸田議員  地域少子化対策強化講座については、この企画をあげるのに大変苦労された、

課長、苦労されているのを知っています。交付金を獲得されて提案していらっしゃいま

すので、これについては特に変更を求めたりするものではないのですけれども、保育所

＝共働きということで男女の家事・育児分担とおっしゃいますけれども、私が思うに、

幼稚園に行かれている方、専業主婦の方が多い、あるいは在宅育児をされている方のほ

うが、かえって役割分担が固定化するというのがほんとのところなんです。よりたくさ
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んの方に参加してもらうために保育所でするということに何の疑義もありませんけれど

も、そのことの意識改革は絶対要ると思います。 

  それから、「職員の配偶者同行休業に関する条例」の制定のときにも申し上げました

けれども、家事を分担するとか､食べるもの、お茶碗とかいうのは、男女問わず当たり前

のことでして、そこの議論で止まるのはほんとにもったいない。もっと、人としての生

き方の尊厳というか根源的なものに踏み込まないと、この問題は解決しないというのが、

私が日々思っていることです。 

  また著名人を呼ばれて、人に来ていただいて、その費用が 30万とおっしゃる。イベン

ト的な企画をこのように購入しても、なかなか参加者の心には響かないということが考

えられます。お気持ちはとてもよくわかります、この企画、本当によく練られたと思い

ます。しかし、職員が何を伝えて、どう社会を変えていきたいのかという確固たる柱が

なければ、講演会や、それからこういった取り組みは実りがないのではないかなと思っ

ています。これは私の意見に止めておきます。このイベントというか、この講演会が成

功することを心より祈っているわけなんですけれども。 

  それから、第一中学校の耐震化については、理解いたしました。 

  すべてが教育委員会になりますので、ちょっと、ご答弁が大変かと思いますが、町立

プールにつきまして、引き続き質問させていただきます。 

  賃貸人、宗教法人水無瀬神宮さんとおっしゃいましたので申し上げますけれども、こ

こには二度、出向かれていると。しかし、町史に残る出来事と言っても過言ではないの

ですが、町長が行っておられないということに、私はいささか驚いています。 

  それはともかく、平成 25年の段階では量水器の設置を指摘されている。つまり、今年

限りですよ、26年度からは量水器を設置しなければ、もう開設できませんよ、とおっし

ゃっている。１年ありました。このことを非常に残念に思います。水無瀬神宮に５月に

行かれた後、廃止に向けて一気に事務手続きが進められたと思えなくもない。これは私

が個人的にそのように受け止めているわけなんですが、結果、子ども達が置き去りにな

っています。50 年以上、住民に親しまれた歴史ある青空プールを廃止するのですから、

そこに至る経緯について､やはり誠意を尽くして、水無瀬神宮さんだけではなく、住民に

説明する責任があったと思います。 

  子どもも含めて、住民はまちづくりに関する情報を知る権利を有しています。「まち

づくり基本条例」に反しませんかと、だから私は問いました。「住民、議会及び町が信

頼関係に基づき対話を重ね、まちづくりを進めること」とありますが、できていないの

ではないですか。互いに情報を共有し、町は「その保有する情報を積極的に提供するこ

と」と明記していますが、これも守られていません。 

  去年度、総務建設水道委員会研修で尋ねた宮代町では、行政財産であった体育館施設

を普通財産に移して機能を転用、私立高校の部活動に貸し出されると決断されたときに、
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住民説明会を 50回行ったとおっしゃっていたと思います。おそらく、関係団体に個別に

説明されたのでしょう。しかし、プールの主な利用者である子どもは、自ら声をあげる

ことができません。住民ホール廃止の際は、各利用団体に理解を求めて説明されてたは

ずです。直接、声をあげられない子ども達には説明しない、そのような姿勢であっては、

せっかく､ここまで子ども達の笑顔と歓声を励みに、毎年、事故がないよう担当課長はじ

め皆さん配慮して、プール開設を続けてこられた努力が台無しになってしまうと……。 

平井議長  質疑して､簡潔に。 

戸田議員  私は大変残念に思います。今からでも遅くありません。説明責任を果たしてい

ただきたいと思います。ご答弁をお願いいたします……（「質問しないで､意見ばっかり

ではあかん」他、議場内私語多し）……。よろしいですか、続けさせてもらってよろし

いですか。 

  今からでも遅くありません。説明責任を果たして下さい、ご答弁をお願いしますと言

いました。このご答弁をいただくために、私は思いをお伝えしているわけです……（「非

難ばっかりだから住民が誤解する､いいことも言ってあげないと」と呼ぶ者あり）……。 

  ３回しかチャンスがありませんので、続けて質問させていただきます。 

  住民説明会の開催を求める有志の皆さん 28名より、島本町議会議長宛てに提出された

文書には、「今回の件は、夏の、ひいては年間を通じた島本の子ども達の健やかな育成

のための遊び場を確保するという大きな視点からの話し合いが行われるべきよい機会で

あると、私たちは捉えております」とあります。成熟した市民の姿が、ここにあると私

は思いました。公共施設は市民の財産、行政から与えられ、使わせていただいているも

のではありません。議論の前提条件である情報の共有、これが大変重要です。誠意を持

って、今回添付していただいたような資料を提供されれば、現在のプールを存続すると

いうことが難しいことは住民が理解できたと私は考えています。このまま住民説明会を

開くことなく、広報を見て、エッ、そうなの、なんで、ということでお終いにされるつ

もりでしょうか。お訊きしたいと思います。 

  そして、「子ども達の健やかな遊び場について」です。「遊泳場条例」がそうである

ように、子どもの安全を守るために積み上げられていく規制や基準が、結果的に子ども

の居場所を奪っています。子ども達の居場所を作るため、今ある施設の公共施設のあり

方を見直して、有効的に活用することはできないものか。ふれあいセンターの機能をよ

り複合化する。どういうことかというと、年長者座敷を一日でもよいから妊婦や乳幼児

の保護者が使える自由な場所に開放する。放課後の小学校の校庭を開放するための安全

策を講ずる。水無瀬川緑地公園のグラウンドや集会所を、遊び場としてもっと活用でき

ないか、工夫する。これらは一例ですけれども、町立プール開設に費やしてきた年額お

よそ１千万円の一部を充当すれば、実現可能なことがたくさんあると思います。教育委

員会の見解を問います。 
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平井議長  簡潔に答弁して。 

教育こども部長  情報の提供につきましては、先ほど来ご答弁申し上げておりますように

ホームページ、広報でもお知らせをしてきておりますので、全く情報なしにこれを進め

てきているということではありませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

  今後、公共施設全体の検討も進める中で、そういった中では､どういった形でプールの

あり方、あるいはどのように当事者の意見を反映していくかということについては、十

分検討しながら進めていきたいというふうに思っております。 

  それからあと子育て支援ということで、プールの財源をいろんな形で活用すればとい

うご提案でございます。現在、子ども・子育てに関する計画策定に向けまして、島本町

の子ども・子育て会議も開催をいたしております。その中でも、放課後の子どもの居場

所づくりであったり、昨日も出ておりましたが、学童保育室のこともございます。そう

いったこと全体を含めて計画として今後まとめていく予定にしておりますので、その中

でも子育て支援という視点で考えていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

平井議長  簡潔にお願いします。 

戸田議員  ご答弁いただきました子ども・子育てに関するニーズ調査に寄せられた自由回

答を見ますと、子ども達の遊び場が少ない、という意見がたくさん寄せられています。

まず、全体的には児童館、小学校では学校の運動場の開放、未就学児は雨の日の遊び場、

具体的にふれあいセンターでの自由な居場所を望む声が大変多かったです。これは認識

されておられるでしょうか。 

  先日、社会教育委員会議が開かれました。そこでの発言に､教育委員会が出された様々

な夏のプランはわかるけれども、町立プールで子ども達が見せる笑顔の受け皿にはなり

得ない、とおっしゃっていました。同じ思いです。2000年の１月１日号の広報しまもと

を私は大切に取っています。「21 世紀の夢」として、運動緑地公園の計画が描かれてい

るからです。天王山の麓には青空プールが似合います。島本の強みを活かせる野外プー

ル、屋外プール。どこにでもある屋内プールではなく、野外プールをもし予定地に建設

される場合は、試算されている２億円という数字でできるのではないですか。この「21

世紀の夢プラン」というプロジェクトは､今も残っているのでしょうか。当該地にプール

の予定地は、今もございますか。ご答弁いただきたいと思います。このプールを計画す

る、当初は屋内プールということだったですけど、金額的に難しければ、緑地公園に屋

外プールを建設するという計画､ぜひ残していただきたいと思います。 

  自治体があらゆる生涯施設をフルセットで持てる時代ではなく、次世代に財政負担を

かけることは慎まなければなりません。これに関しては、子どもや若者の立場に立った

総合的な議論が必要だと思いますが、こういったことを踏まえまして、何か総合的に公

共施設のあり方全体、方針の中にはプールしか盛り込まれていません。でも、生涯施設
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はすべて老朽化している。それをグランドデザインとして、どのようにしていくかとい

う、これは教育委員会の生涯学習課として､どのようにお考えか。再度、問いたいと思い

ます。 

  最後に、先ほどの地域少子化対策強化講座について、著名人をとおっしゃいましたけ

れども、これはどなたか、もう想定されて提案されていますか。もし、お決まりでした

ら、プランをお示しいただきたいと思います。 

教育こども部長  まず、子ども・子育てに関するニーズ調査でございます。就学前の児童

と小学生の児童の保護者を対象に実施したわけですけども、就学前の児童の場合は､親子

が安心して集まれる公園など屋外の施設整備を望まれているというのが、約７割ぐらい

ございました。また小学校では、小児救急など安心して子どもが医療機関を利用できる

体制を整備して欲しいというような内容が約６割程度、それが第１のニーズでございま

した。そういったことも含めて、今後、先ほどご答弁申し上げましたように、計画策定

に努めてまいりたいというふうに考えております。 

  それから、緑地公園の件でございます。緑地公園ができました当初には、議会でもい

ろいろと議論があったようでございます。温水プールの設置なんかについても議論がさ

れておりました。プール予定地として、一定、町営住宅の前とマンションの間、その場

所がプール予定地ということで当初示されておりまして、現時点でも何もそこには建設

がされておりませんので、原っぱとして残っている状況ですので､今後、どういう形でそ

こを活用していくかということにつきましては、公共施設全体の中でのお話になってく

るかと思いますので、現時点で、ここにプールを造るということは明言できない状況で

ございます。 

  また、プールだけじゃなくて体育館につきましても老朽化が進んできておりますので、

この体育館についても、どの時点で建て替えるのかということが当然将来的に出てきま

すし、体育館も借地であるということはプールと変わりはございませんので、そういっ

たことも今後、計画として､大きなプランを作っていく必要があると思っております。こ

れ以外にもテニスコートもございますし、教育委員会が抱えておる施設につきまして、

今後、プールだけじゃなくて、全体的な公共施設の中で考えていきたいというふうに考

えております。 

  社会教育委員会議の件については、生涯学習課長のほうから､ご答弁させていただきま

す。 

生涯学習課長  それでは社会教育委員会議の内容につきましては、６月 13 日に社会教育委

員会議を開催いたしました。案件は、「町立プールの今後の方向性について」でござい

ます。資料につきましては、今回、議会資料と同じものの資料を配付させていただきま

した。内容につきましては、学校のプールの活用、緑地公園のプールの用地は、今後の

計画は、子ども居場所づくりの取り組み内容について、という質問があって、随時、答
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えさせていただいたという内容でございます。 

  以上です。 

教育こども部長  １点、答弁が漏れておりました。 

  イクメン・イクボスの関係の講座の件ですが、講師がもう決まっているのか、という

ことですが、まだ現時点では決まっておりません。幾つか著名人を探している状況であ

るということで、ご理解いただきたいと思います。 

外村議員  まず、プールの件でお訊きします。 

  私も３月の会議で、今年度はとにかく見送るということで、その理由が、保健所から

の厳しい勧告があったということと老朽化の実態を見て、しかも借地であるというよう

なことも考えて、私も見送りはやむなしと。しかし、今年度見送ったら、もうそこで復

活することはないなと思っておりました。ただ、その後、速やかに関係者へ周知してご

意見を賜る、どうしたらいいかというようなことをされて、代替の、例えば水泳教室を

各学校、学校にも保育所にも、幼稚園にもプールあるから、私はそこで何とか､少なくと

も結論が出るまで､もう永久に廃止するか、新しく緑地公園に何か造るにしても、その前

の――何年かかるかわかりませんけども、学校や保育所、幼稚園のプールで何とかしの

げると思ってました。 

  というのは、プールの利用者はほとんどが小・中学生で、一般の人が２千人ぐらいい

らっしゃると、この資料見ますとあるけど、これはほとんど保護者のことだと思うんで

すが、保護者以外の一般成人の方でたくさん、ここをご利用されているのか、ちょっと

わかりません。この辺の内訳がわかったら教えていただきたいんですけども。 

  そういうことを思っておりましたので、今になって説明がないだとか､説明会開催要求

があった。ほんとに私は、やり方がおかしいなと思っております。先ほども教育こども

部長から､方策が定まっていないから広報ができなかった。これは逆だと思うんですよ、

方策なんてのは明確に出るはずないんです。方策の可否は住民や利用者が持っているわ

けですよ。だから、いち早く訊いて、私は対策するべきだと思う。その前提で、ひとつ、

お訊きします。 

  まず、３月には各学校に説明に回ったとおっしゃってました。具体的に、そのときに

は誰に説明して、どういう感触を得たのか。そのときに保護者や児童に対するアンケー

トは取られたのか、というのが１点。 

  ２点目、代替案として、いろいろたくさんのメニューを考えていただいて、これは私

はご苦労だったと思うんですけども、これはプールがなくなるということに対する代替

案として、ほんとにニーズにマッチしてるのか。マッチしてるという確証は、何で掴ん

だのかというのが知りたい。だから、私は先ほど言ったように、学校のプールで何とか

してくれたら、何とか我慢しますとなったのか、その辺がわからない。それともう１点

は、今年度は水泳教室が５日間しかできない。これはなぜできないのかと訊いたら、私
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はずっとやったらええやないかと思ってたんですけど、先生方が、もうすでに今年は研

修のスケジュールがいっぱい詰まってて対応できないからだ、という話でした。じゃ、

来年以降は少なくとも、この日にちを拡大して、各小学校､各中学校、幼稚園、保育所で

何とか､ほとんどプールの代替をするというふうなことが､どこまで議論されているの

か。先生方とアンドが取れているのか。 

  ３点目．多くの有志の方から説明会の開催要求がありましたということですけども、

それで先週、何かやられた。これで説明会が終わったと思っていらっしゃるのか。ほん

との全住民に対する説明会をされる予定はないのかというのが訊きたい。 

  あと、緑地公園の話出ました。私も、これは当然プール用地としてあったわけですか

ら、いつの時点でプール用地ではもうないんだというふうな意思決定をされたのか。今

はもうプールじゃなくて、プールか体育館か何やわからん､未定だというふうにおっしゃ

ってますけども、あくまでもプール用地として計画があったはずですから、それがどこ

で変更されたのか、いつの時点で。そのときに、当然､町立プールが相当、もう老朽化し

てたはずですから、じゃ、あそこをプール用地にもうしないとならばどうするんだとい

うのが､ある程度議論されてるはずなんですよ。やっぱり住民との対話で、それをどうす

るかということをしなかったというように私は思ってますので、このときの意思決定の

方法だとか、どうであったかというのが知りたい。 

  以上が、プールに関してです。 

  それと、補正予算のほうで町有地の売り払いについて。桜井三丁目のこの土地ですね、

91 平米あるそうですけども、私、この土地が､先ほど見てきましたけども、これは鶴ヶ

池住宅を売る前に小野薬品さんと境界の入り繰りがあったやつを整理して売られたとい

うのがありましたので、そのときに、これをきちっと整理しておくべきではなかったの

かなと思うんです。なぜ、今頃にこれを売られることになったのか、その背景を教えて

いただきたいのと、この土地はどこに売られたのか。これは入札に付されたのか、その

辺を教えてください。 

  以上です。 

教育こども部長  まず、プールに関してでございます。 

３月に学校に説明に回ったというのは、見送りの説明でございまして、その後、学校

のほうには廃止を決めてからは、プール指導という形で､現在、夏休み入ってから７月い

っぱいは学校もプール指導やってますので、その辺の日数の拡大とか、そういうことが

できないかというようなお話をさせていただいたのと、水泳連盟による水泳指導をする

場所ですね、それの調整などに学校に回ったということでございます。 

  それから、代替の案でございますが、議員ご指摘のように、必ずしもプールの代替、

水遊びとか水泳指導はありますけども、ニーズにマッチしてるのかということでござい

ますが、これまで様々なイベント、事業を生涯学習課のほうで実施してきておりますけ
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ども、これまでやってた事業を夏休みに集中させ、あるいは日数を増やしたりというこ

とでやってきておりますので、その辺については一定、住民の皆さんも子どももですけ

ども、そういうイベントが、今まで毎年、時期は別といたしましてやられているという

ことは、知っている方も多くおられると思いますので、その日数を増やしたりというこ

とをしてますので、より参加しやすいという状況を作らせていただいたと。あとは、プ

ールがあれば､それはプールがいいんですけども、学習面でも宿題等もありますので、そ

ういったことができる場所の確保ということで人権文化センターを使ったりという、今

回、工夫といいますか、そういう案を考えさせていただいたということでございます。 

  あと、全体的な説明会のお話でございますが、今後の方向性ですね、プールの方向性

が決まれば、そういったことも､公共施設全体の中でそういうことも検討しなければなら

ないというふうに考えております。 

  それからあと、緑地公園のプール用地の件でございますが、これにつきましては緑地

公園が整備される際に､テニスコートであったりプールであったり、体育館の用地という

ことで､当初の計画ではそういう絵も画かれている中で、その後、修正等もありまして、

体育館がなくなり、テニスコートもなくなりということになったんですが、最終的には、

私の認識としては､プール用地としては今も残っているというふうに考えております。 

  あと、来年のスケジュールということでございますが、これについては来年に向けて、

また学校のほうとか水泳連盟のほうとも協議をしながら、来年どういう形で実施できる

のかということについては、今後、協議を進めていきたいというふうに思っております。 

  それと、もう一つありました保護者アンケートを取ったのかというご質問があったか

と思いますけども、保護者から、このプールについて、特にアンケートは取ってはおり

ません。 

  あとプールの利用者の内訳については、生涯学習課長のほうからご答弁申し上げます。 

生涯学習課長  プールの利用者の細かい内訳ですが、平成 25年度分ですが、利用者全体で

9,118 人でありました。この細かい内訳につきましては、幼児が 1,500 人の 16％、それ

に伴う幼児の付き添いの保護者が 1,391 人・15％、幼児と保護者で合わせて 31％であり

ます。小学生につきましては、１年生から３年生は 1,661 人・18％、４年生から６年生

までが 3,425 人・38％。小学生全体では、56％であります。中学生につきましては 323

人・４％であります。大人単独の利用者は 818 人・９％。 

  以上でございます。 

総務部長  それでは、桜井三丁目の今回の用地売却の予算についてでございます。 

  資料請求いただきました、日 12・外９のところに位置図をつけさせていただいておる

わけでございますが、議員が先ほどおっしゃいました小野薬品さんとの境界の部分につ

きましては、昨年の 11月５日に土地売買契約を行っております。その折りには、土地会

計を介して買っておるわけですが、その売却、それから土地会計からの買い戻しにつき
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ましては、11 月 21 日開催の議会で対応させていただいているものでございまして、別

物でございます。 

  それから、今回、売却いたしましたのは、小野薬品さんのほうに随意契約で売却をさ

せていただいております。 

  以上でございます。 

外村議員  先ほど答弁漏れ、いっぱいあるんですけど、住民説明会は本当に、その有志の

方にだけしたら終わったと思っておられるのか、という回答がないんですけども。全町

民向けの説明会はされる予定ですか、というのは、これは後でぜひ回答ください。 

  それと、３月に学校に説明した、これはあくまで先生方に、見送るだけだと。当然、

先生方はそれ以上のことはおっしゃらなかったのか、今後どうしてくれるんだ、保護者

へはどうするんだとかというようなことがあったんだと思うんですけども、それは一切、

封印されたのか。だって、保護者が全然知らないと言っておられるということは、保護

者に伝わってないというのが問題だと思いますけども、この辺はどうだったのか、改め

てお伺いします。 

  それと、プールの利用者ですね。私は学校で何とか対応できると思ってたんで、しか

し、800 人ぐらいは一般の方がいらっしゃる。一般の方は金出して、高槻でもどこでも

行っていただいたら何とかなると思うんですけども、いずれにしましても学校で何とか

する方法を、来年以降､ぜひ考えていただきたい。それはよろしくお願いします。 

  今の売り払いの件ですけども、この順序が私はおかしいと思うんですね。鶴ヶ池住宅

をきれいな土地にして売る前に整理してから売らないと、今となっては、もうこれ鶴ヶ

池住宅跡地を小野薬品さんが確保されているわけですから、もう買うところは小野薬品

さんしかないわけですね。それで小野薬品さんが随契で買われた、これはもう、しょう

がないと思うんですけども、なぜ、こういう順序にされたのかが、私はもう一つ理解で

きない。どう見たって、第三者が買うことはできない。そこをもう一回、説明してくだ

さい。 

教育こども部長  まず、説明会の件でございますが、先ほど申し上げましたように今後の

方向性が見いだせれば、全体の公共施設も含めて、そういう説明会については検討しな

ければならないということで、先ほど、ちょっとご答弁させていただきましたので、よ

ろしくお願いします。 

  それから、学校のほうに申しましたのは、見送りということでございますので、その

後、今後のこととして学校でいろんなことができないかというのは、それ以降、学校の

ほうにも校長先生にも､その辺りをお訊きしておりますけども、そのことを､見送りにつ

いては施政方針、あるいは広報の中でも出しておりますので。廃止に関しては、学校が

知ったというのはだいぶ後になりますので、そのことを特に保護者に説明して欲しいと

いうようなことは私どものほうからは伝えておりませんので、学校から伝わってはいな
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いというふうに思っております。 

  今後の、来年度以降、学校での対応につきましては、今回、水泳連盟のほうにお願い

をして、５日間ですけども、やっておりますけども、それが水泳連盟だけではなかなか

厳しい問題があると思いますので、その辺、他のそういう指導ができる団体さん、ある

いは住民の方の中でもそういう方がいらっしゃるのかどうか、ちょっとわかりませんけ

ども、そういったことも含めて、来年、もう少し学校のプールが活用できないかという

ことについては、早い段階で検討して、やっていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

総務・債権管理課長  桜井三丁目地内の売却に伴うご質問でございます。 

  資料の裏面にございますとおり、当該地につきましては小野薬品工業の出入り口とな

っている部分でございます。今回、本体のほうの売却させていただきました土地につき

ましては、条件付きの一般競争入札を実施させていただいたものでございますので、小

野薬品工業さんからの購入希望はございましたが、他社が落札される可能性もございま

した。このため当該地を合わせて売却した際には、小野薬品工業さんの出入り口がなく

なるということでございましたので、当該地を除いた形で入札のほうを実施させていた

だいたものでございます。今回につきましては、小野薬品工業さんのほうが落札されま

したので、挟まれた土地ということで、随意契約において売却したものでございます。 

  以上でございます。 

外村議員  いろいろありますけど、この土地、小野薬品さんは､うちの土地を出入り口に使

われてたということで､何らかの使用料はいただいてたんでしょうか。 

総務・債権管理課長  出入り口についてのご質問でございます。当該地につきましては、

道路という取り扱いになっておりますので、通常、どなたでもご利用いただけるという

ことでございますので、利用料につきましてはいただいておりません。 

  以上でございます。 

川嶋議員  様々質問が出ておりますけれども、まずプールについて、プールの「設置条例

の廃止について」ですが、今回、廃止ということで議案としてあがってまいりました。

たくさんのカラーの写真の資料が、プールの状況の資料がたくさん、今回、資料として

載せていただいております。本当に、まず、これを見て､私の印象といたしましては、一

目瞭然やなと、プールに関してましてはですよ。この中で、ほんとに危険な箇所がたく

さんあり、ひびもたくさんあり、本当にこれを見たときに危険だなと、年齢の様々な子

ども達が行くプールということで、そこで夏休みの期間だけとは言え、危険だな、とい

う印象を持ちました。 

  その中で、様々、私にもいろいろ､そういう皆さんの中で今回要望書が来たようなこと

でのお電話とかもいただいております。でも、しかしながら、そんな中でも、いろいろ

と説明をさせていただいて、例えばプールの状況、そして代替案ですね、そういうこと
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もすべて考えておられますと､いろいろと説明をさせていただければ、それはやってくれ

るんやなと納得していただいた方もいらっしゃいます、中には。そういう現実もあると

いうことを、ちょっと冒頭に言わしていただきますけれども、その中で、確かにプール

というのは子ども達にとって、夏休みは貴重な場所です。 

  その中で一つ、代替案の中で居場所づくりの中ですけども、今回、第一小学校で水泳

教室というのが行われておりますが、これは今まで町立プールでされていた水泳教室と

同等のものなんですか。それをお訊きしたいのと、定員が 30 名になっておりますし、し

かも小学校１年生から４年生までということになっておりますが、これは､そういう意味

では例えば第一小学校１校だけですし、一つ、プールの代替として考えたときに､先ほど

からも出ておりましたけれども、プールを開放的に行って、そこでみんなが自由に泳い

で、遊んで帰るという印象ではないということですよね、これは。すいません、お願い

します。 

  それと、補正予算なんですけれども、保幼小連携講師謝礼というのがあるんですけれ

ども、この内容を詳しく説明していただきたいと思います。 

  それと、乳がん・子宮がん検診の､今回、コール・リコール制度の実施をされること、

これはほんとに大変評価するものでありまして、うれしく思っております。今後の実施

に向けてのスケジュール、それをお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。 

教育こども部長  まず、水泳連盟による水泳教室の件でございます。これについては、こ

れまでも町立プールのほうで実施をしてまいりました。その内容と変わりません。対象

者は、泳ぎが苦手な子どもさんを対象にしておる、というのが内容でございます。ただ

定員が町立プールとは、第一小学校のプールは大きさが小さいので、指導できる人数が

やっぱり限られてくるということで、定員については 30 名にさせていただいた。これは

水泳連盟のほうと協議をさせていただいて、やったということでございます。 

  こういった教室が各学校でできれば一番いいんですけども、なかなか水泳連盟のメン

バーの方も､学校の先生方が多くございます。８月に入ると、学校の先生はすべて休みと

いうわけではございませんので、研修が８月に集中して入っておりますので、その辺も

協議させていただいた中で、今年度はもう５日間しかできないということでございまし

たので、こういう形になりました。来年については、先ほど他の議員さんからもご質問

いただきましたけども、水泳連盟に限らず、他の団体ででも何かそういった指導的なこ

とができて、それが学校で使用可能なのかどうか。また、これは保健所とも協議が必要

だと思いますけども、その辺については、来年に向けて協議を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

  それから、あと補正予算の関係でございますが、保幼小の連携ということでございま

す。これについては、この４月に機構改革によりまして保育所の所管が教育委員会に参

りまして、保育所と幼稚園が同じ課で業務をやっておるということ。それと今後、小学
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校との関わりとか連携という意味では、これまで以上にやっぱり連携を進めていく必要

があるということで、昨年度から大阪成蹊大学のほうと連携協定を結びまして、幼稚園

では運動遊び、体づくりということで指導をいただきながら､幼稚園教諭を対象とした研

修などもやってきたんですけども、今後は保育所も含めた形で､子ども達が幼稚園、保育

所に関係なく､子ども達の運動遊びとか体づくりというもの、基礎となる部分でございま

すので、その辺、きっちり保育所の先生方にも、その指導方法を十分に理解をしていた

だいて指導にあたっていただきたいということで、今回、あげさせていただきました。 

ですから、今回は保育所をメインにしたいところですけども、幼稚園も含めて小学校

の先生も参加できれば、一緒にそういった研修会をやって、幼稚園、保育所から小学校

への繋がりというものも､それぞれの立場の方々が理解をしていただくということで、今

回、計上させていただいたものでございます。 

  以上です。 

健康福祉部長  コール・リコールの今後のスケジュールでございます。 

コール・リコールを実施するにあたりましては、専用の封筒と、あとアンケートハガ

キ、それからクーポンを印刷する必要がございますので、この補正予算、可決いただき

ましたら速やかに外部に発注いたしまして､納品され次第、対象の方に送付をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

川嶋議員  保幼小連携講師謝礼の件は、理解いたしました。 

  コール・リコール制度の乳がん・子宮がん検診のクーポン券なんですけれども、これ

っていうのは、今後、でき次第実施されるということなんですけれども、検診の時期と

かありましたよね、今までどおりクーポン券というのは締め切り日というか、そういう

ようなのは、いつもと変わらない日にちなんでしょうか。もう１回、すいません、お願

いします。 

    それとあと、プールに関しましてですけれども、ほんとに、このプールの今回廃止条

例ということで考えますと、子ども達に対してプールの回数、プールの場を与える回数

が､代替案と言え中には、私もちょっと少ないかなとは思ったんですけれども、昔、やっ

ておりましたような、現代ではちょっと､いろんな問題もあってできないかも知れないん

ですけれども、プール開放ですね。夏休み、過去にはそういうようなこともやられてお

りましたけども、何か、どこかのそういう協力も得たり、地域の方々の協力も得たりの

中で、そういうこともできたらいいのじゃないかなとは、ちょっと思ったりもしたんで

すけれども。何とか、次の年度に向けまして、子ども達の夏の遊び場所、今まであった

ものがなくなり、そこに代わる遊び場所というのを、しっかりと作ってあげて欲しいな

というのは、これはほんとに私も要望したいことではありますので、その点についても、

よろしくお願いします。 
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健康福祉部長  クーポンを利用しての受診でございますけども、来年の３月 15日まで受診

が可能でございます。 

  以上です。 

教育こども部長  プールにつきましては、以前にはＰＴＡなんかが中心になってプール開

放をやっていただいてたという経過がございますが、提案説明させていただいたときに

ご答弁させていただきましたように、全国各地でプールの事故が起きている中で、そう

いった一般向けの開放というのはできない状況にございます。従いまして、指導を目的

としたプール利用ということになってまいりますので、繰り返しになりますけども、来

年の夏に向けまして、今年度以上に子ども達の水泳ができる環境ができないかというこ

とについては､十分検討をしていきたいというふうに考えております。 

川嶋議員  今後、プールに関しましても、公共施設の適正化会議、その中にも含めて、今

後のプールの将来ですね、そういうところもしっかりと協議をしていかれるということ

もお聞きいたしました。まずは当面のことで、しっかり考えて、１年、１年、考えてい

かないといけないことが目の前にあるという今の状況で、そういう意味では、その点を

しっかり、子ども達の目線で考えていってあげて欲しいなと思っておりますので、この

点、しっかり要望を最後にいたしまして終わります。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

岡田議員  プールの「廃止条例」に関してなんですが、今回ね、住民の代表の方外 27名の

方からの要望書を拝見させていただきました。この要望書の中に、「住民はほとんど知

らされていないのです」という箇所がございました。ここの箇所を、私は目を通しなが

ら、ほんとに申しわけないことをしたなと、そのようにすごく思いました。また、その

反対に､ほんとに住民に説明ができないぐらい､教育こども部におきましてはね、ギリギ

リまで、最後の最後まで、プールを廃止しないで何とかやっていきたいという思いがあ

って、この状態になったんじゃないかなって、そのようにも感じました。 

  島本町の土地ではなくって、やはり相手があることです。水無瀬神宮さんという､そこ

でお借りしている土地。その板挟みになって、ほんとに苦しい思いで、私はギリギリま

で突っ張ってこられたんじゃないかなっていうふうに、そのように私は思います。ほん

とは修理を､過去におきましてもトイレ改修とかシャワーとか、いろんな保健所からも注

意ありましたが、何とか何とかという思いでね、補修工事をしながら今日まで､ずっと続

けてこられたという、私はこの思いをしっかりと感じております。 

  だからね、そういうところから､やはり今年、来年にかけては、学校の耐震診断もあり

ますし、そういうほんとに財政的に大変なこのときだから、なかなかプールのほうまで

財政がいかなかったんじゃないか。私はね、このように推察しておりますので、できま

したら、私のところにも確かに住民の皆さんから署名活動したいとか、いろんな意見が

ございました。やはり、ほんとにこのことを考えましたら、議員の立場っていうのはね、
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ものすごい私は大切だと思うんですよね。住民の皆さんが不安に陥っているときに、同

じように、やはり批判的な気持ちを持っていたら、住民の皆さんは不安をなかなか解消

することができへんと思うんですよ……（「質問は」と呼ぶ者あり）……。その辺ね、

ほんとにやはり住民の皆さんとともにやっていくのは当たり前ですけども、少しは､この

不安を取り除いてあげるというのも、私は議員としての務めではないか､このように思っ

ております……（「質問して」と呼ぶ者あり）……。 

  そのようなところから質問を今からしますけども、ほんとに集中的に教育こども部の

ほうに行ってますが、財政的に大変だというところの大きな要因はございましたか。 

教育こども部長  まず、住民の方から要望書をいただきました。要望書をいただいた時期

でございますけども、まだ広報でも状況を広報していない段階でして、６月 10日付けで、

そういう要望書をいただきましたので、確かに、その情報を出す時期というのが遅かっ

た部分で、住民の方々に不安を与えたということは反省をしているところでございます。 

  教育委員会といたしましては、当然、所管しておりますプール、一日でも長く存続さ

せたいという気持ちはございます。これまでも保健所の指導も受けつつ、何とか改修で

きて、保健所の了承が得られる範囲で開設を続けてきたわけですけども、やはり、この

資料でもお示ししておりますように、クラックも含め陥没している箇所もございますし、

そういったことを総合的に考えますと、やはり安全面を第一に考えなければならないと

いうことで、苦渋の決断を今回、させていただいたということでございます。 

  財政的には非常に厳しい状況にございますし、学校におきましては学校施設の耐震化

を最優先して進めなければならないということで考えておりますので、プールを建て替

えるというとこら辺まで､なかなか財政的には厳しいのが現状でございますので、まずは

耐震化を終えて、その後、プールについては検討をしていきたいなというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

岡田議員  わかりました。私はほんとに、教育こども部長の話というのはすごくわかるん

ですよ。確かに廃止する思いは、私はなかったと思うんですよ。でもね、やっぱり財政

的に大変だというのがあって、住民の皆さんに不安を煽ったり、ほんとにご迷惑をかけ

たというか、いろんな形になっているんじゃないか、私はそのように思っておりますの

でね。 

  今、水無瀬神宮さんのところのプールは確かに廃止になるかも知れませんが、今後、

やはり町営プールの大きな目的というのは住民の健康の増進ということですので、あら

ゆる面で、また耐震診断等も終わりましたら、再度、このプールのことに関して検討し

ていってあげたいなというふうに思いますので、その点、よろしくお願いします。 

やはり、この 58年間、水無瀬神宮さんから借りてたプールですので、ほんとにあそこ

のところを通ると、子どもの元気な声が聞こえるのが大好きなんですよね。また、夕方
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になりますと、万代の前から、頭の髪のベタベタに濡れた子ども達が座り込んでラーメ

ン食べてる、この健康的な姿。やはり、プールというのは、私は大事であり……（「質

問は」と呼ぶ者あり）……、必要だって思うんです。ですからね、ぜひ、これはもう検

討の課題としてお願いしたいなと思いますので､よろしくお願いいたします。 

  補正予算ですが、補正予算の中にコール・リコールの乳がん検診、女性の健康を守る、

その観点からコール・リコールの予算を入れていただいたということは、ほんとに私た

ちは評価したいと思います。 

要望だけで終わりますが､ぜひ今後……（「要望だけか」と呼ぶ者あり）……、ちょっ

と黙っててください。ほんとに今後、また財政的にいろんな形で目処がつきましたら、

ぜひプールのほうも検討していっていただきたい。このようなことを要望して、終わり

ます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

関 議員  今までのたくさんのご答弁とかをお聞きして、今までよく事故がなかったなと

いうふうに痛感します。 

  それで、今から実施設計してプールの解体、土地の返却というのは、来年３月までス

ケジュール的に間に合うんでしょうか。 

  それと賃貸借契約書なんですけども、平成 25 年度まではプール、児童公園、上下水道

部別館というふうに三つだったんですけども、26 年度以降はプールと児童公園は分離さ

れている状況になっているんですけども、これは契約解除を見込んで分離されているん

でしょうか。それと、プール隣接の児童公園についても毎年 140 万円ぐらいの賃貸料が

発生しているんですけども、児童公園については、このまま継続されるのでしょうか。 

教育こども部長  今後の町立プールのスケジュールでございますが、目標といたしまして

は、今年度中に更地にしてお返しをしたいというふうに考えておりますので、ご可決い

ただきましたら設計のほうに早速入りまして、水無瀬神宮との更地に関する協議も必要

になってまいりますので、その辺、早急に進めさせていただいて、３月末を目標に返還

したいというふうに考えております。 

  それから、契約に関しましては、昨年度までプールと公園、それから上下水道部の用

地、内訳は書いておりましたが、一本で契約をしておりました。もともと上下水道部に

ついては公営企業の部分でございますので、それを一本で契約していることはどうなの

かという疑義がありましたものですから、公営企業の分は別に分けまして、今年度は公

園と町営プール、これは町長の契約になりますので、そういった形で、今回、分けさせ

ていただいているということでございます。 

都市創造部長  今、関議員のご指摘ありました公園、児童公園ということでも、今、用地

を借地しながら公園として活用させていただいているところでございます。公園として

の機能が現在あるという中で、今後のあり方については、現時点ではまだ、方向性につ
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いては具体的な案というのは持ってございません。ただ、近隣の自治会の意見等を踏ま

えながら、やはり今後のあり方については検討していく必要があるかなというふうに考

えてございます。 

  以上でございます。 

関 議員  広域行政の一環として、島本住民の方々の高槻市民プールの利用などについて

は、ご検討されてなかったでしょうか。 

  それと、補正予算なんですけども、歳出の財産管理費、庁舎改修実施設計業務につい

て 47万１千円、計上していただいておりますけども、先ほど、議員の意見を聞いて会派

室なりの検討をされるということでしたけども、具体的にどういうふうな進め方をされ

て、タイムスケジュール的にどの程度を考えておられるのか、お示し下さい。 

教育こども部長  高槻市のプールの利用に関してでございますが、一定、検討もさせてい

ただきました。ただ、一方的に島本町でプールをなくすから高槻市のプールを利用させ

てもらいますというようなことについては、やはり高槻市との協議も必要になってくる

と思います。そういったこととか、あと近隣で言えば高槻市だけでいいのかというよう

なこともございますし、そういう助成制度を設けるということについては、あまり好ま

しくないと言いますか、料金体系も市レベルでやられているプールでしたら安いですけ

ども、民間のやられているプールですと非常に高い部分があるということで、その辺、

そういう助成制度については検討はいたしましたが、難しいということで断念をしたと

いうところでございます。 

総務部長  一般会計補正予算（第２号）のほうの財産管理費の委託料、庁舎改修実施設計

業務についてのお尋ねでございます。 

  今後につきましては、ご可決いただきましたら、その後、議員各位のご意見・ご要望

をお聞きして、それをまとめて､最終的に業者のほうに一応、そのプランで設計をしてい

ただくんですが、大体、こちらのいわゆる素案というのができましたら、それから設計

にかかる設計の時間は約１ヵ月というふうに聞いております。最短では今のところ、工

事の予算というのは９月議会ぐらいを予定、計算的には最短でそれぐらいになるかなと

は思います。その後、入札を終えまして、大体､プランによって中身がちょっと変わると

思うんですが、工事は大体１ヵ月ぐらいというふうには聞いております。 

  以上でございます。 

伊集院議員  まず、補正予算で地域少子化対策強化交付金ですね、80万７千円。これは一

応、国の流れでは市町村、我々としては上限 800 万円の予算という部分が確保できると

いう部分でありますけど、今回、この 80 万７千円という部分においての説明を１点、い

ただきたいということと、町立プール条例の廃止ですね。この条例は、あくまでも私、

現時点の住所、島本町広瀬三丁目 10－22､この住所での廃止ということ。条例は､この住

所で載っている。この住所の、現時点での場所の建て替えというのは、私自身、安全性、
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最近のプールの死亡事故、こういった状況の中では、もう厳しいという判断はさせても

らっているんですけども。 

  要は、今、話の中で皆さんにお聞きすると将来ビジョンの話が出てくるんですね。た

だ、将来ビジョンにおいては､やはり学校の耐震化、また水路の改修等、いろいろ費用が

かかってくるので、その将来ビジョンというのは、決して、この廃止条例が出たからと

いって、できないわけではない。今後、将来的に、これからも将来ビジョンにおいての

議論はできるということを確認させていただきます。あくまでも、この住所での条例の

廃止という判断で私は考えておりますが、それで間違いはないか､ご意見、賜ります。 

教育こども部長  まず補正予算の関係で、地域少子化対策強化交付金でございます。 

  この事業につきましては、今年度限りということでお聞きをしておりますが、市町村

の枠として 800 万円ございます。補助率が 10 分の 10ということですので、丸々交付さ

れるという事業でございます。本町でも、この 800万円を最大に使おうということで、

庁内各課、実施できないかということで、いろいろと案を出し合いました。今回、ネッ

クになりますのが先駆性を求められているということで、どこでもやっているような事

業では認められないということでございまして、そういった中で当初はいろいろな事業

も考えたんですけども、それをトータルすると 600万ぐらいの事業を一応計画としては

考えました。これを、大阪府を通じまして国のほうに協議をかけましたけれども、なか

なか「先駆性」という意味では認められないということで、約 80万の予算の部分につい

ては先駆性があるということで、今回、内諾をいただいたということで予算計上をさせ

ていただいたものでございます。 

  ちなみに、大阪府下の状況で見ましても、なかなか厳しい状況がございまして、団体

名は把握はしておりませんけども、府下でも、この当初の部分では 14団体しか手をあげ

てないという中でございまして、予算的にも１千万程度ということもお聞きしておりま

す。追加募集等があるようでございますけども、当初、島本町が手をあげた段階ではそ

のような状況の中で、何とか獲得したのが、今回、提案させていただいた事業であると

いうことで、ご理解いただきたいと思います。 

  それから、プールの条例廃止につきましては、今回の条例につきましては、議員ご指

摘のように、水無瀬神宮にあります町立プール、住所が書かれておりますが、その部分

の廃止でありまして、将来的な部分については、全くなくなったということではなくて、

先ほど来ご答弁申し上げておりますように､公共施設全体の中で、今後のプールのあり方

については検討を進めていくということで考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

平野議員  「町立プール設置条例」の件で、まず、廃止条例についてお尋ねいたします。 

  町立プールは、利用人数が１万人ということでね、しかも、わずか２ヵ月の間にこれ

だけの利用がある。８割近くは子ども達であるということを考えますとね、やはり子ど
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も達の夏の遊び場、健全な育成の場、また親子のコミュニケーションを育む場というこ

とで、非常にプールが果たす役割は重要だというふうに私は思っております。子育て支

援や青少年健全育成という視点でも、やはり重要なことだと思っています。この廃止条

例を提案されるにあたって、改めまして、このプールの役割というのをどのように考え

ておられるかということを、お聞かせいただきたいと思います。 

  ２点目ですけれども、「公共施設の適正化基本方針」に、最初は素案の中にはプール

を入れておられませんでしたが、６月５日の全協で成案の基本方針を配付され、説明さ

れたときには、施設の一覧に加えられました。その際、私も指摘したところですけどね、

更新費用等の項目に記載がないということで、お尋ねしたときには、プールについても

個別施設のカルテを作るというふうに答弁されております。今も教育こども部長は公共

施設の全体の中で検討を進めていくというふうに言っておられるわけですから、この「検

討」というのは、最終的にはいつの段階で検討結果が出るのか、個別施設のカルテがで

きるのか、その点、お聞かせいただきたいと思います。 

  それから、人びとの新しい歩みの 13で資料請求しました「大規模改修した場合の事業

試算のわかるもの」ということで、１月７日作成の資料ですね。一部改修した場合、全

面改修した場合、移転新設した場合、学校プールの活用をした場合、それから廃止した

場合という五つの対応案で示されています。これこそがね、これは１月７日作成だった

そうですけど、この資料こそを、本来は、私は２月会議の､町長が施政方針で町立プール

を見送ると言った際に出していただきたかった資料です……（「そうだ」と呼ぶ者あり）

……。この資料があれば、私はもっと予算審議の中で十分検討できました、議会として

も検討できました。議会でも住民の意見を聞いて審議できたと思います。これを出さな

かった理由は何ですか。当初予算の審議で出さなかった理由は何ですか。請求されなか

ったということかも知れませんけど、本来は、そちらが添付すべきです。 

  それから、何度もこの理由の中に､廃止する理由の中に、費用がかかるということです

ね。それは学校施設の耐震化や公共施設の老朽化など優先して取り組まなくてはならな

い課題が山積みしており、財政的にも厳しい状況であるから、ということをおっしゃっ

ています。私も、それなりに認識はしております。ただね、住民の皆さんに説明をする

ときには、具体的な形で説明をしないといけない、説得力がないと思うんですね。やは

り、ちゃんと財政収支見通しを示して、いつ、どの年度に、どのくらいのお金がかかる

から、だから今は無理なんですよという具体的な資料がなければ、私は駄目だと思うん

ですよ。その作業ができていないし、その資料提示ができていないというふうにも思い

ます。「財政収支見通し」を作成して示すという必要があるのではないですか。もちろ

ん、それは住民説明会という形で開いたうえでということですけど、その考えはなかっ

たのですか。今後というか、廃止を決める前に、すべきではありませんか。 

  次ですけれどね、基本的なことをお伺いしますが、公共施設というのは住民福祉の向
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上、それなりの設置目的のために造られているものです。住民のサービスに大きく寄与

するものですけど、こういった公共施設を廃止するというときは、やはり一定の手続き

が要る、民主的な手続きが要ると思うんですね。それは事前に住民の皆さんに､そういう

廃止する方向です、それはこういう理由です、根拠はこういうところにあります、とい

うことを、ちゃんと示して、本来は住民参加の検討会みたいなのを設置して、そこでき

っちりと検討していくという。よく言われる、例えばプールでしたら､プールのあり方検

討委員会とかいう形を取ったうえで検討する。そうすれば、住民参加もできるし、住民

も傍聴できるし、情報の公開もできるという手続きを、ちゃんと経ることができますね。

そういった必要性があったのではないでしょうか。お聞かせください。それは今後のこ

とにも関わりますので、お願いしたいというふうに思います。 

  ６月 13 日の社会教育委員会議を傍聴しました。そのときに、58 年前に、このプール

の設置に関わった方がおっしゃっていたんですね。このプールは、当時、子ども達のた

めに、町の費用だけでなくＰＴＡの寄付を集めてプールを造ったんです、58年前のこと

を十分に勉強して欲しいということをおっしゃって、非常に、このプール廃止について

は無念な思いをお伝えされた。私も、非常にそのことは、その無念な思いが伝わってき

たという気持ちです。そのことを受けて教育委員会は、そのことをご存じだったのか、

またはちゃんとお話を聞いて調べましたか。私は一応、町広報とか、いろいろ調べまし

たけれど、どうでしたか。やっぱり当時の思いをしっかりと受けとめたうえで、廃止と

いうことを､方向性を出さなくちゃいけないと思います。 

  それから、代替案ですね。いろいろ、私は努力しておられると思います。歴史資料館、

図書館、人権文化センターを活用して、いろいろと対応されている。ほんとにありがた

いというふうにも思っております。もう一つ言いたいのは、町営住宅集会所を使って夏

休みの期間ですけど、出前図書館なども開設していただきたいと思いますけど、これは

いかがでしょうか。 

  それから、先ほどのことに関わるかも知れませんけど、情報の公開、住民への廃止に

至る経過や理由について情報公開、説明責任を果たす。これは廃止条例の提案前にしな

ければならないことです……（「議案の質問して」と呼ぶ者あり）……。提案する前に

すべきことなんですよ。それをやはりすべきだったということ、これは町長にお答えし

ていただきたいと思います。 

  次に、一般会計補正予算について、お尋ねします。 

  子ども・子育て支援新制度に関わって 97 万２千円、新制度の案内パンフレットを発行

されますが、これはいつ発行される、つまり住民の皆さんには､いつ配布されるのか、お

聞かせください。 

  それから、町有地の売り払い、桜井地区の件ですけれども、この件につきましては、

人びとの新しい歩みの 15 の資料で請求しております。小野薬品工業株式会社から川口町
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長様宛ということで、「町有地の取得希望について」という文書が出ております。この

中に、今回、売り払いになる桜井三丁目 726－100 についても､「新研究所の開発地の一

部として一体利用を図りたいと考えております」ということですね。だからこそ、ここ

の町有地を売り払われたということで､改めてお尋ねしますが､この研究所に関しては

ね、私も２月の議会の中で申しました。この研究所については､過去に文部科学省が遺伝

子組み換えのウイルスを不適切に扱っていたという指摘がありました。ですから、この

研究所の開発については、私は住民に説明をするという必要があると思います。開発協

議とか、開発指導要綱に基づく事前協議についての小野薬品からの説明はされています。

されていますけど、あくまでも建物の、例えば高さがありますね、ある程度、６階建て

ですから、日陰とかの影響を受けるものとか、そういう周辺の住民の皆さん対象だけに

なんですけどね。やっぱり、こういった研究所が地域の住民に対して環境などに影響を

与える事業所ですから、地元住民、皆さんに説明会を開くよう指導すべきではないです

か。お尋ねします。 

平井議長  この際、暫時休憩いたします。 

（午後５時 23 分～午後５時 35分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

教育こども部長  それでは、まず町立プールに関しまして、ご答弁申し上げます。 

  町立プールについては、今もその役割としては、やはり子育て支援であったり青少年

健全育成に関わるというふうに思っておりますし、子ども達の体力づくりの一環でもあ

るというふうに考えております。 

  次に、改修費用についてでございますけども、当初予算の審議の際に、なぜ、この資

料を出さなかったのかというご質問でございますけども、これまでもいろいろと予算な

りを作成する際には､いろんな検討をする中で内部的にいろいろ考えていることがある

んですけれども、まだまだ、この段階では見送りということは一定決めておりましたけ

ども、廃止というとこら辺までには至ってないということでございまして、こういった

資料は議会には提出しなかったということで、ご理解をいただきたいと思います。 

  それから、公共施設の廃止手続きの必要性でございますけども、いろんな手続きのや

り方はあるかとは思います。当然、最終的には条例というものがあるわけですから、条

例で、議会での議決ということでございます。それまでのプロセスについては公共施設

によって様々あるのかなというふうに思いますが、統一したものがないというのは事実

でございます。今後、こういった廃止についてどういう手続きを踏んでいくのかという

ことについては、また内部的にも検討が必要ではないかなというふうに思っております。 

  それから、６月 13日の社会教育委員会議で、一委員さんが 58年前に町立プールがで

きたときのことを言われてたということでございます。私ども、その当時、ＰＴＡとか

地域の方からの寄付があったのかというとこら辺について､一定、調べはしたんですが、
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決算書なんかにも寄付というような部分での記載が見当たりませんでして、把握をして

おりますのは、建設費用、当時、昭和 30 年度の決算書で、30 年度に約 130 万かけて材

料を購入して、昭和 31年に工事請負ということで 179万円の決算がある。そういう記録

があるというとこら辺までの確認で、寄付があったかどうかというとこら辺までは確認

が取れませんでした。 

  それから、今後、夏休み、様々な事業を展開しますが、出前図書館なんか開設できな

いかどうかということでございます。今年度につきましては、図書館も含めまして夏休

みに集中させて事業を実施するということで、急遽､各担当のほうにも考えていただい

て、こういうふうにまとめさせていただきましたので、今年度すぐにこういった事業を

開始するのは非常に難しいという状況にございます。 

  それから、あと廃止手続きをする前の情報提供という意味では、もう何人も議員の方

からご質問いただきました。確かに、期間的には非常にタイトな日程で情報を出したと

いうことについては、もう少し時間に余裕があればということではございますが、やは

り何度もご説明しておりますけども、借地ということで、借地料が今年度もプールを使

用しないけれども借地料の支払いは発生するということで、何とか年内にお返しすべく

事務を進めたいということで、これまで事務を進めてきたということでございます。 

  それから、補正予算の関係で、子ども・子育て支援新制度のパンフレットでございま

す。今、新制度につきましては、議員もご承知のように条例も今後制定していくことに

なりますけども、なかなか中身が固まっていかないといいますか、タイトな日程の中で

進めておりますので、ちょっと、いつの時期に住民の皆様に配布できるかということに

つきましては今の時点では明言できませんけども、できるだけ早い段階でお知らせをし

ていきたいというふうに思っておりますし、決まったような内容については、パンフレ

ット、最終的には作成はいたしますけれども、ホームページとか広報では情報として出

していきたいなというふうに考えております。 

  私のほうからは、以上でございます。 

総務部長  それでは、ご質問いただきました「財政収支見通し」の作成についてでござい

ます。 

  「財政収支見通し」につきましては、直近では平成 24年８月に作成させていただいた

ものを、ホームページでも公開させていただいております。議員各位にもお配りさせて

いただいたということでございます。 

  26 年度の当初予算の折りにも、収支見通しについて作成ということで、ご要望もいた

だいております。そのときに、26 年度におきましては小学校の耐震の実施設計４校分を

全部いっぺんにやる､その金額によって億単位で数字が変わってくる。加えて、小学校に

は給食が中にある分を外へ出すかどうかというのも、あわせて関連してきますので、そ

れでもやっぱり億単位のお金が変わってくるということで、すぐお示しできないという
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ふうなことを申し上げたところなんですが、そういった数字がある程度出てきますと、

より純粋培養したものがお示しできるかとは思いますが、その時期につきましては、も

う少しかかるということでございます。 

  先ほど申し上げました平成 24年８月に作らせていただきましたときの、いわゆるトレ

ンドと、今後、作るトレンドというのは、たぶん、そう大きくは変わらないと思われま

す。そういった意味で、一定、町の財政状況というのはホームページ、それとあと文化

情報コーナーでもお知らせをさせていただいているというところでございます。それと、

毎年、「ことしの予算」という形で全戸配布をさせていただいている部分でも、それは

過去の実績だけですが、そういったものもお示しをさせていただいているというところ

でございます。 

  収支見通しにつきましては、先ほど申し上げましたように数字がある程度固まってき

ますと、より正確なものが作れますので、もうしばらくお時間をいただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

都市創造部長  それでは補正予算に絡みまして、議案書の２の７の町有地売払収入の桜井

三丁目地内における開発行為ということでのお尋ねでございます。 

  今回、「島本町開発行為等適正化及び環境保全等に関する指導要綱」におきまして、

今回の開発に伴います説明会ということにつきましては、第６条で付近住民の意見尊重

ということで、説明会等により調整を図っていただくということと、今回、中高層建築

物になるということでございますので、第 20 条で「中高層建築物を建築する場合の説明

等」ということで指導させていただいております。その中で、説明会等も開催していた

だいておりますし、今後、工事の施工にあたりましても、業者が決まり次第、説明を行

うということでお聞きをしているところでございます。 

  以上でございます。 

総合政策部長  公共施設の「適正化基本方針」についてでございます。 

  公共施設といたしましては、まず施設系とインフラ系、プラント系、こういった分類

に分けられますが、今回の「基本方針」につきましては、施設系を対象として「基本方

針」を作成をいたしております。まず、その「基本方針」の案の段階で、本年３月でご

ざいますが、パブリックコメントを実施をさせていただきました。その中で、町立プー

ルについての言及がないというようなご意見をいただいております。そのご意見を踏ま

えまして、その他の施設として、この施設の中に追記をさせていただいたところでござ

います。 

  なお、個別の施設のカルテの作成の状況でございますが、今現在、着手をいたしてお

りますが、現時点で、いつにというふうな明確な時期をお示しできるような段階ではご

ざいませんので、ご理解賜りたいと思います。 
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  また、現在、町立プールのカルテについてのご質問でございますが、これは仮に廃止

をされるとなった場合について、この町立プールについてのカルテを作成しても意味が

ないといいますか、その時点では廃止をされているというふうなことであれば、それに

ついては作成の必要はないというふうには考えております。 

  以上でございます。 

川口町長  議員ご存じのように、教育委員会は町長部局とは異なる権限を持つ、独立した

執行機関でございます。教育委員会議におきまして今年度のプールの開設見送り、そし

て町立プールの廃止を決定されましたので、それを尊重して､今回、提案させていただい

たということでございます。 

平野議員  今、町長がお答えになりましたけどね、町営プールの所管は当然教育委員会で

すから、教育委員会の判断というのが、もちろん決定というか、町の意思決定の機関だ

ということは了解しておりますが、町営プールを例えば大規模改修するのか、移転して

新設するのかということについては､やはり町の財政状況に関わることですから、当然、

先ほどから申されております公共施設の全体の中で検討していくとか、町財政の全体の

中でいろんなことが山積みしているから財政的にも厳しいんだというふうに説明をされ

るから、それはやはり町の財政状況の問題でありまして、施策の何を優先して、何を選

択するかというのは､やはり、それは町長判断でもあるわけですからね。だからこそ、私

は町長にお尋ねしています。 

  町長は、そしたらお尋ねしますけど、この町立プールについて廃止するという決定に

ついては、何ら関与していないのですか、何ら自分の意思は反映されてないということ

ですか。お聞かせください。 

  それから、最初にプールの役割ということでお尋ねしたわけですけれど、部長の認識

としては、当然、子育て支援とか青少年の育成というものに寄与しているということ、

そういう表現だったかわかりませんけども、その認識はおありだということなので、廃

止するにあたっては、こういったことが失われるというか、プールがなくなることによ

って、その一つの役割は終わってしまうということになりますのでね。そのことは、や

はり重く受けとめていただきたいというふうに思います。 

  皆さんが申されていますように、プールの代替ということについては、今年は正直言

って何もないと思うんですね。水泳教室についてはありますけども、それは過去からや

っていたことですから、プールの代替にはならない。水泳をするとか、水遊びをすると

いうことについての代替はないわけですから、やはりきっちりと来年度、そのことを保

障していく、子ども達に保障していくということを､その決意をお聞かせいただきたいと

いうふうに思っております。 

  私は教育委員会がね、この 58年にもわたる施設を、ほんとに安全に、事故なく運営し

て維持していただいたということは、ほんとにご苦労様だと言いたいです。職員の皆さ
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んも、そこで働いているというか、その間、プール運営に関わっておられる方々のご苦

労があったというふうに思っております。何も事故なく過ごしてきたというんですか、

運営できたことを、ほんとに感謝したいというふうには思っております。だからこそ代

わり得る、代替の何か対応というのは必要だというふうに思いますので､先ほどの決意を

お聞かせいただきたいというふうに思います。 

  何度でも申し上げておりますけれど、廃止条例案を出す前に、住民に説明していただ

きたかった。ホームページにも現況を示していますとおっしゃってますけど、提案して

から出すというのでは、ほんとに駄目ですよということを申し上げているのです。公共

施設の廃止手続きについては内部でも検討したいとおっしゃっておりますけどね。それ

こそ、やはり、これは町長部局の問題でもあると思うんですね。ほんとに公共施設を廃

止する手続き、これからそうしたら一体どういう手続きが妥当なのか、ほんとに住民の

皆さんに理解していただくために、住民自治、それから「まちづくり基本条例」とある

ならば、一体どういった方法で、この公共施設の廃止という大きな課題に向かってやれ

ばいいのかということは、やはり、ちゃんとお聞かせいただかないと、こんなことが繰

り返されたら、ほんとにたまらないというふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  過去のプールのできた頃の状況はご存じなかったということですけれども、そういう、

親だったり一住民であったりの、ほんとに熱い思いがあった、あのプールには込められ

ていたということですね。やはり、そのことについては私たちも胸に止めておきたいと

いうふうに思っております。 

  町営住宅の集会所での出前図書館のことですけれど、もうすでにいろいろな方策を考

えておられるわけですから、それにプラスしてというのももちろん大変なことですけれ

ども、いろいろな、例えば各学校に図書ボランティアの方おられますからね。貸出は大

変ですけれど、閲覧だけということであれば、ふれあいセンターの図書館展示室は、夏

は読書だということで閲覧ができるようになっていますのでね。そこまで足を運べない

子ども達のために、山崎の町営住宅の集会所で、ほんとに１日でも２日でも３日でも、

お願いしたいというふうに思います。再度、ちょっと検討をしていただきたいというふ

うに思いますけど、いかがですか。 

  それから、すいません、戻ります。人びとの 13で資料提供していただいた１月７日作

成の「島本町立プール対応案比較検討」、これですけどね。この重要な資料ですけど、

この「２．全面改修する」ということの屋外浄水型水泳プール、つまり、今の現地で、

水無瀬神宮さんの敷地のところで全面改修すれば、約２億円かかりますって書かれてま

すね。国庫補助３千万で、町負担は１億７千万ということですけれど、この２億円とい

うのは何か調査をされて、この２億円というものが提示されているのですか。私として

は、全面改修して残したいという思いが未だにありますので、この２億円というものの
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根拠というか、精査されて、この２億円だったのかということをお答えいただきたい。

どういう根拠で、この２億円が出たのかということをお示しいただきたいというふうに

思っております。以上です。 

  それから、一般会計補正予算でお尋ねした件です。子ども・子育て支援新制度ですけ

れど、ちょっと、さっき、このパンフレットができるのがいつかということを私は聞き

漏らしたのでしょうか。それとも答えがなかったのか、ちょっとわかりませんでしたけ

れども、この厚生労働省、内閣府、文部科学省が出しているパンフレットですけれど、

大まかなことは書かれてますので、これをマスプリして配布されるということも一つの

方法ではないかなと。なぜならば、この秋には､もう保育の認定の手続きの事務が始まる

わけなんですよ。幼稚園に行くのか、保育所に行くのかということを、やっぱり選択さ

れるわけですよね。選択するというか、申し込みが始まるわけですね。だから、それま

でに何らかの情報提供、今、ホームページとおっしゃったけど、ホームページを見てる

人は少ないですよ。やっぱり､こういうものか何かを先にお渡しするという必要があるか

というふうに思います。いかがですか。 

  それから、今回の制度、大きく変わるわけですけれど、特に幼稚園も大きく変わると

いうことで、保育料が保護者の所得に応じた支払いになります、いわゆる応能負担にな

りますということなんですけどね。現行では、公立幼稚園の場合は月額８千円ですけど、

これは応能負担になった場合は、現行の水準より高くなるのですか。高くなるという可

能性があるということですよね。その辺は、ちゃんと言っておかないと、保育所にしよ

うか幼稚園にしようかということを考えられている方にとっても、または３歳だったら､

今、在宅で､もう１年待とうかということも考えられますので、その点は秋までに、早め

にお知らせされる必要があるのではないかと思います。 

  それから、もう１点ですけれど、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準条

例ですね。これを９月の議会には提案されると思います。そうじゃないと、来年の４月

に間に合いませんからね。この条例案については、高槻市では６月にパブリックコメン

トをしています。私はやはり、こういった重要な新たな条例ですので、島本町の家庭保

育の基準や､特定地域型の保育の基準、それから保育の必要性の認定に関する基準、また

学童保育に関わる放課後児童健全育成の基準なども、パブコメをすべきだと思いますけ

ど、それについてはいかがでしょうか。 

  それから、町有地売り払いの件です。説明は、そうしましたら､「開発指導要綱」に関

わっての事前協議の説明会は、もうすでにされた。そしたら今後については、どの範囲

を対象にして説明会をされるということでしょうか。お尋ねします。 

平井議長  直接、それは議案に関係ないから、そこまで入っていったらあかんので。 

教育こども部長  プールに関してでございます。 

  町立プール廃止で、青少年健全育成であったり子育て支援という意味で､全くなくなっ
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てしまうのではないかということでございますが、プールにつきましては、子ども達、

小学校で言いますと授業でもプール指導はありますし、夏休みに入りましてから７月中

はプール指導ということで、学校でも開催はいたしておりますので、全く、すべてプー

ルに入る機会がなくなるということではございません。ただ、これまで毎日のように町

立プールに通ってた子ども達にとっては、相当、プールに入る機会がなくなってしまう

のは事実でございますが、学校でもそういう取り組みをやってるというのは､ご理解をい

ただきたいというふうに思います。 

  それから、町営住宅での出前図書館の件につきましては、これはなかなか、今年度実

施するというのは難しいというふうに考えております。今後、担当の図書館のほうとも

協議はしていきたいというふうに思っております。 

  それと来年度のプールについては、先ほど来ご答弁申し上げておりますように、今年

度以上に何らかの手立てができないかということについては、関係機関とも協議をして、

来年に向けて考えていきたいというふうに考えております。 

  あと、改修費用の２億円の根拠については、生涯学習課長のほうからご答弁申し上げ

ます。 

生涯学習課長  それでは、資料請求の中の「町立プール対応比較表」につきまして、その

中の２番目の、全面改修の約２億円の根拠でございますが、これは概算でありますが、

平成 25 年８月に執行された石垣市におきまして､小学校水泳プールの建設工事の入札の

額が、これが解体工事も含むわけですが、落札額が１億 480万でありました。これは町

立プールに置き換えますと、大プールと更衣室を改修する相当の内容でありました。そ

れにプラスいたしまして、小プールと中プール、トイレなどの改修を含めますと、総額、

その１億円の分の約２倍の２億円程度になるんじゃないかということでございます。 

  以上です。 

乾副町長  先ほど、今回のプールの廃止の件に関しまして、町長部局の関わりにつきまし

て、ご質問がございました。 

  先ほど町長のほうからご答弁申し上げましたように、法的には町長という執行機関、

それ以外の執行機関、法律でそれぞれの権限が定められております。「地方自治法」で

は、長の権限として予算の編成、あるいは財産の取得・処分、こういったことが長の権

限になっております。そして、「地教行法」のほうでは町長の予算編成に基づく予算の

執行、あるいは教育施設に関わる管理運営、あるいは教育行政に関わる施策、こういっ

たことにつきましては教育委員会の権限だ、というふうに明記をされております。従い

まして、こういった法律に基づきまして、執行機関の教育委員会もございますので、そ

ういう決定も尊重をしながら進めていく必要がある、これは先ほど町長がお答えを申し

上げました。 

  そして本町の公共施設全般、インフラも含めまして、1960～70 年代、高度経済成長期
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に次々と整備をされていったという経過がございます。そして今日、そういった施設が、

その更新時期を一斉に迎えておる。加えまして、耐震補強工事が急務の課題になってい

ます。それ以外にも、道路、橋りょう、社会インフラと言うんですか、そういった点に

つきましても､これから多大な費用がかかる。そういう中で、教育委員会のほうでもそう

いう整備――学校の耐震ですね――をやったうえで、次にプールというふうな考えだろ

う、こういうふうに町長も理解をされましたので、今回の教育委員会の判断はやむを得

ないであろうというふうに認識をされているものと考えております。 

  以上でございます。 

教育こども部次長  子ども・子育て支援新制度パンフレットの配布及び住民の方に対する

周知の方法、時期等についてでございます。 

  パンフレットにつきましては、今現在、前の答弁でもお話しさせていただきましたと

おり、国での子ども・子育て会議での審議というのが今まさに審議されておるところで

ございまして、内容については、未だ確定はいたしておりません。その内容を受けまし

て、島本町版の子ども・子育て会議で､本町の実情を加味した内容をこのパンフレットに

盛り込んだうえで、本町の住民の方に親しみやすい内容、わかりやすい内容でパンフレ

ットを作成いたしたいと思っておることから、できるだけ、可能な限り早く作成し配付

はいたしたいところでございますけれども、少し時間はかかるのかなというふうに担当

としては考えております。 

  ただ、住民の方に対して、なるべく早くということにつきましては、今まさに内容と

いうのは審議されているということでございますけれども、町のホームページ上では､

その見られる環境にある方、ない方、いらっしゃるかとは思いますけれども、ホームペ

ージ上におきまして、内閣府のホームページ、子ども・子育て支援新制度に飛ぶように

リンクを貼り付けていたりとか、または皆さんに全戸配布させていただいています広報

紙の中で連載版としまして、子ども・子育て支援新制度の今確定したことについて、順

次、わかりやすく掲載をさせていただいているところでございますので。本町における

パンフレットについてはそういうような後の段階にはなりますけれども、固まった内容

については、そういった媒体を使って周知を図ってまいりたいと思っております。 

  それから、幼稚園の保育料・使用料についてでございますけれども、今現在、これに

つきましても、国において平成 27 年度の予算編成時期において固まるということなの

で、内容については確定したものではございませんけれども、考え方としては､今までの

単一の価格ではなく、保護者の応能できるような状況等を加味したうえで、現行の利用

者負担の水準を踏まえて市町村において国の水準、示されたモデルを勘案して決定する

というふうになっております。ただ、園児の募集と、この国の確定時期、町としての確

定時期というものも非常に錯綜している、非常にタイトな状況でございますので、少し

保護者の方につきましては、情報がなかなか段取りよくお伝えすることができないかも
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わかりませんけれども、なるべく不利益の生じないように、変更の可能性等も含んだ中

で、ご案内はさせていただきたいなというふうに考えております。 

  それから、上半期中に制定しなければならない条例案につきましてでございますけれ

ども、パブリックコメントの必要性については、特に国において、かけなければならな

いというような義務づけはなされてはおりません。ただ、この中身につきましては、島

本町版子ども・子育て会議の中で、今まさに子育てをされている保護者２名が参画した

この会議で､十分に内容については審議していただくということと、この議会の中におい

て審議していただくということで、パブリックコメントにかけるということについては

予定はいたしておりません。 

  以上でございます。 

都市創造部長  それでは、桜井三丁目地内の町有地売払収入についての再度のお尋ねでご

ざいますが、今後、予定されております説明会についても、適切に実施されるものとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。 

平野議員  今、最後に都市創造部長がおっしゃられた、「適切に実施」されるということ

ですけれども、対象ですけれどもね､その説明会の対象範囲のことを私はお尋ねしており

ます。単に、その建物の範囲内、中高層だからということで、その範囲内だけではなく

て、地元の自治会とか､桜井自治会、それから桜井台自治会。それから、この向こうにも

ありますね、名神の手前の８軒ほどありますね。そういったところにも含めて、やはり

説明をするというふうに､私は小野薬品のほうには指導する必要があるのではないかと

いうふうに思っております。これからの研究事業とか事業について、やはり詳しく住民

は知る必要性があるというふうに思います。 

  残念ながら、人 16ということで資料請求しました開発許可の事前協議の資料は、ほと

んど黒塗りでしたのでね。どういった事業が行われるのかというのは全くわかりません

……。 

平井議長  今回のやつは売り払いなので、あんまり開発の中まで入っていかないように。 

平野議員  わかりました。じゃ対象範囲だけ、最後にお聞かせいただきたいと思います。 

  子ども・子育て支援新制度の施行に伴う条例案ですね、基準の条例案ですけれど、パ

ブコメをしないということですけどね。私は、これをしてこそはじめて、地域の実情を

反映できるというふうに思っております。ぜひとも再度検討して、まだ時間あります。

子ども・子育て会議ででも検討していただいて、それからパブコメもしてということ、

そして議会に提案するという、何重というか幾つもの段階で、介護保険制度の制定のと

きには住民説明もされてるわけですから、そういう意味では､する必要があるかと思いま

す。それはもう一度、ちゃんとお答えください。 

  プールのことですけれども、全面改修の現地での改修の費用ですね、総事業費約２億

- 256 -



円ということで、他市の事例を参考にされたということですね。わかりました。全面改

修していただきたいと私は思いますけど、ただ､この借地料、年間の約 420 万円の借地料

というのは、なかなか、これは財政負担になるなというところで非常に、この辺で一番

迷うところでもあります。 

今後の公共施設の全体の中で検討を進めていくということなので、早急に、本当は、

この検討の結果を踏まえて、やはり今の町立プールを廃止するという、ちょっと順番が

違っていたのではないかというふうに思っております。きっちり公共施設全体の中で検

討して、方向を決めたうえで､そしたら今の､現行のプールを廃止しましょうというのが、

これが手続きではなかったんですか。通常､そうしていないかなというふうに思いますけ

れど、その点、その手続きの順番が違っていたということで、やはり、この提案につい

てはほんとに住民への説明不足、情報提供不足という意味では､民主的ではなかったんじ

ゃないかなというふうに思っておりますので、公共施設の全体の検討結果が出たうえで

廃止条例を提案するという、この手続きを改めてすべきというふうに思いますけど、い

かがですか。 

都市創造部長  売払収入に関して、地元説明会ということでのお尋ねでございますが、範

囲ということでありましたら、事前協議の際にも桜井台自治会、桜井自治会、それから

近隣の方、それから桜井の水利組合、それとトッパンフォームズ関西等に事前に説明に

行っていただいておりますし、その際にも工事の関係のご質問等も出てございます。そ

ういう点を踏まえまして、再度また工事の内容についてはご説明がされるものというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

教育こども部次長  各種基準にかかる条例のパブリックコメントについてでございます。 

  これにつきましては前にご答弁申し上げましたとおり、子ども・子育て会議の中でご

審議いただくということと､議会においてご審議いただくということで、今回については

パブリックコメントにはかけないという認識をいたしております。 

  以上でございます。 

教育こども部長  今回の町立プール廃止の手続きにつきましては、当然、全体的な構想、

公共施設全体の検討が終わった時点でということは理解はできるわけですけども、現状、

使用不可能という現状の中で、あと年間の借地料が発生しているということで、使えな

いのに払い続けるということができないということでの今回のこういった手続きになっ

たということを、ご理解いただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

伊集院議員  すいません、ちょっと間が開いてしまったんで申しわけないですけど、先ほ

どの地域少子化対策ですね。上限で 800 万ほどある中、一応、本町として 600万ほどの

計画を出されたということは一定理解いたします。ばらまきではなくてね、しっかりと
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制度設計したものだという形でのチェックが厳しく国のほうもなっておりますので、認

可の難しい現状においては、本町においては、この 80万の評価は持っております。 

  それと、先ほどもありました子ども・子育て支援新制度のパンフレットですね。出せ

るのがほんとにいつの時期かなという部分もありますけど、この新制度におきまして、

前政権で出されたんですけど、問題は、先ほどありましたように私立の幼稚園ですね。

私立の幼稚園のほうの公定価格の２階建て、この点が、パンフレットの内容がどういう

形で出るかが、ちょっと私もわからないので、この点の２階建ての部分というのが本町

として一定定まってきてないと、次回の 28年度、先ほどもありましたように､どこを選

択していくか、こういったことに一定の苦悩をかけてしまうのではないかという部分が

あるんですけど、この点のほうのご説明を賜りたいと思います。 

教育こども部次長  子ども・子育て支援新制度の幼稚園の保育料に関してでございます。 

  幼稚園に関しましては、今回の新制度で大きく、非常に価格に関して変わるというよ

うなことで、今までは町立幼稚園については単一で、私については各設置者において定

めておって非常に幅があり、また町立に比べれば高いというような状況ではございまし

た。ただ、今回の考え方で公定価格という、子ども１人当たりについて私の幼稚園で幾

らであれば運営できるかということについては、今、ご指摘のとおり２段階であって、

保育料と、その施設型の給付ということで合わせて公定価格というふうなところを睨み

ながら、各事業所でもどのように今後、認可といいますか、対応については考えておら

れるところでございますけども、利用者負担に関しましては､今のところ国で示されてい

る案については､町立、また私のように一律ではございませんで、その税額に応じまして

５段階というような表現で、かつ国においては各５段階の中で上限の保育料を定めた中

で、市町村が現行の水準を鑑みて設定するということになっておりますので。 

国の予算編成時期等もありますので、それを踏まえ、また町において決定して、可能

な限り早期に住民、利用者の皆様にはご案内できるようにしたいとは思いますけれども、

やはり国のスケジュールがタイトな中で、なかなか案内が後になり、募集が先になり、

ただ、そのときには仮の単価を設定してご案内するというようなことになるかもわかり

ませんけれども、不利益の生じないように配慮をした事務を進めてまいりたいと考えて

おります。 

  以上でございます。 

伊集院議員  最後なので。 

  となりますとね、私立も公立もですけど、第１号認定ですね。その子どもさんの部分

が一応施設型給付は当分の間、要は地方単独で措置しなければならない､そういう部分が

あるというふうに聞いているんですね。その中で、地財措置というものが設けられてい

るとは聞いているんですけども、一定、今の時点では本町としては２階建ての部分、そ

の点というのは具体が、今現在は出てないというふうに解釈させていただいたらよろし
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いか、伺います。 

教育こども部次長  幼稚園の使用料につきましては、具体にはまだ、国の動きなど勘案し

た中で町が決めますので、まだ決まっておらないというような状況ではございますけれ

ども、ただ、やはり本町にいらっしゃるご家庭に対しまして今までの負担の水準、また

園に対する補助等、様々、制度が就園奨励費他ございましたので、それらを総合的に勘

案した中で、町の持ち出し分等は考えてまいらなければならないと思っております。 

  以上でございます。 

田中議員  今までの議論を聞いておりますと、５年、10年と、積もりに積もった執行部の

不作為が、プール廃止という状況にまで追い込まれたという印象を持ちます。プールの

老朽化は早くから予見されていたことです。それを今まで放置してきた責任はどこにあ

るとお考えですか。 

教育こども部長  プールにつきましては、緑地公園を整備される時点からも、もうすでに

老朽化に入っておったということはわかっております。そういった中で、計画としては

そういうプール用地も確保されてきた経緯がございます。ただ、財政的な面もある中で、

現行のプールをできるだけ長く使用を続けるということで、毎年、補修をしながら使っ

てきたというのが現状でございます。従いまして、先ほども他の議員からご質問ありま

したけども、廃止をするまでに､次の段階のことを明らかにするということが必要であっ

たというふうに思いますけれども、最大限使い続けてきたということを、ご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

  その責任についてどうなのか、ということでございます。当然、耐震のことでも一般

質問もいただきましたけども、教育委員会が管理運営しておる町立プールでございます

から、当然、教育委員会にも責任はございますし、予算的な部分では町長部局のほうに

もございますので、両方が責任を持って運営をしなければならない施設であるというふ

うに理解をいたしております。 

  以上です。 

田中議員  一方でね、議会の側にも、執行部の不作為を容認してきた責任はあると思いま

す。議員の一人である私にも、責任はあると思っております。 

  以上です……（「質問は」と呼ぶ者あり）……。 

乾副町長  今の田中議員の質問の中で、「不作為」という、何もせずに放ったらかしでや

ってきた､そういうことでは決してございません。時々に厳しい財政事情があったことも

事実でございます。そういう中で何を優先的に進めていくのか、そういう中で今回の事

態が発生した。全く責任はない、こういうことは申しませんが、不作為、全く何もしな

かった､そういうことにつきましては、我々、そういう認識はいたしておりません。 

  以上です。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 
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河野議員  第 48号議案と第 49号議案、あわせて質疑をさせていただきます。 

  出尽くした感があるんですが、私自身が６月 10日の議会運営委員会の場でプールの廃

止条例の提案を予定しているという説明を受けたのが、正式な形では初めて、廃止をす

るという意思をね、きちっと公式の場でお聞きしたのは６月 10 日であります。議会運営

委員としてであります。それからたった 15日間、議員としても住民の意見を聞くには限

界がございました。その辺で、お訊きしなければならないことはたくさんあります。 

  まず、今回、ホームページやいろいろな公共施設の場所に､私たちに配られた、議案書

に供せられた、様々な議案資料の後に付けられた現況写真等などをホームページでアッ

プをされました。こういったことは、たぶん私自身議員生活 14 年間ですけども、異例の

措置だったと思っています。ある意味ではプラス面も捉えますが、おおよそ、議案資料

をここでの正式な提案を待たずに、一堂にホームページに掲載されたということですね。

今後も、これは継続をされるおつもりでしょうか。これは議会の事務を司っておられる

総務部になりますかね。そういったことは、今後も住民に説明が必要だというときには

おやりになられるのか、答弁を求めます。それを一堂に掲載したことの本意ですね、ど

ういった趣旨で、判断でされたのか……（「必要なんでしょう」と呼ぶ者あり……）、

必要なことだと思って、ちょっと黙っててください。何も言ってません、私は。質問し

ております。妨害です。それをお答え下さい。 

  ちょっとあかんわ、正常な形で質疑できないですよ、今みたいなヤジが飛んだら､質問

しててヤジが飛ぶんです……（議場内私語多し）……。 

平井議長  皆さん、質疑中は静かにお願いします。 

河野議員  いや、ちょっと時間要りますわ。まず、お答え下さい。答えていただけますね。 

  今回のみ説明不十分だからと、慌ててホームページに掲載するというご都合主義では

ないと思いますが、今後もそういったことは、提案をされた議案書に類する、こういっ

た供する資料を広く住民に知らせるということは必要であると思ってます。答弁を求め

ます。 

  あと、そうは言いましても、住民の不安を煽るというような、先ほど表現があったよ

うに記憶しておりますけども、正直申し上げまして、住民の皆さんは冷静ですよ。非常

に冷静で、非常に財政状況を理解されておられます。ただ、３月の 26 日に「開設を見送

る」という町長の施政方針、教育委員会の方針でもある。それについては、私たち議会

で議決をいたしました。それに伴う予算も、私たちの会派は賛成もしております。その

ことについて説明に出向いておられます。今回、「廃止決定に至る意思形成過程のわか

るもの」を出してくださいと、資料を求めました。日本共産党８番、他の会派も求めて

おられます。その３月 26 日の議決をされた日に、早速水無瀬神宮さんと協議に出向いて

おられる、これは無理もないことです、借地の問題がありますので。その後に、教育委

員会議、社会教育委員会議に開設見送りについて説明をし、承認を受けておられます。
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これが４月 11 日でした。 

  しかし、その後、この廃止をしたいと意思を教育委員会が持った意思形成過程の資料

から見ますと、４月の 24 日にね、もう廃止条例を出したいという起案をされているんで

すね。じゃ、この 11 日にようやく休止をするということの説明を終えられて、24 日ま

でに廃止ということの意思決定をされた中の説明が抜けております。その点について、

補強のための答弁を求めます。 

  加えて言いますと、４月 21 日には議員全員協議会が別件で開かれておりました。その

後、６月５日にも議員全員協議会が開かれておりました。ここの議会で決まったのは、

あくまで休止ということを決めたわけですから、廃止に、もう一気に持っていかなけれ

ばならないんだと、もう待ったなしだと、そういう思いを持たれたのであれば、やはり

何らかの形で議会にも、事前に相談というんですかね、「相談」という言葉は適切では

ありませんが、全協で諮るということもするべきではなかったのでしょうか。４月 24

日にすでに起案をあげておられます。そこまで至った経緯について、最終決裁権者であ

る教育長から、ご答弁を求めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  そのことに関しまして、まちづくりプロジェクトチーム、総合政策部は、相談あるい

は議論、そういったことは一切関与されておられなかったのでしょうか。廃止をすると

いう､この条例の起案をされる４月 24日においても、一切、その意思決定には関与され

ておられないのでしょうか。事実だけをお答えください。 

  それから、非常にだからそういう意味ではね、６月 10日に聞いたというので、私自身、

議員との信頼関係というか最低限度の信頼関係も､非常に私個人としては侵された気が

しておりますので、そこはしっかりやっておきたいと思います。通年議会が４月から始

まっておりますのでね、町長が議会を始めると言ったら３日以内に開けることができる

んですよ。ですから、そういう議論の場は十分に議会は用意できていたはずなんです。

その点について尊重していただきたかったと思いますが、その点は町長、いかがですか。

答弁を求めます。議会との関係です。 

  あとは、資料を求めましたが、出していただけないので本会議場で答えていただくし

かありません。先ほど紹介がありました６月 13日の社会教育委員会議、その前段での教

育委員会議での会議録、要点録が示されていません。今日、この時点で、もう決裁は終

わっているのではないかと思います。いかがですか。資料の提供、求めたものを出して

いただきたい。お願いいたします。 

  それから、この議案資料で示されました、１から６までのタックシールをつけていた

だいてます現況写真等ということについて、お尋ねいたします。これは概ね平成 23年度

と言われるものを中心に示されていると思いますが、この現況調査をされた、平成で言

うたら 23年度ですけども、その後、実施設計もされています。そのことも含めて、この

現況調査のまとめ以外に実施設計も踏まえた見解はどういう状況だったのか､説明が不

- 261 -



足しておると思いますので、答弁を求めます。 

  それから、この現況写真の中で気になる表現、私たち島本町ですので、「市水引込管」

という表現が随所に見られます。この「市水」の市というのは、シティーの市なのか、

専門用語で「市水」と使うのか。この点の表現についての再確認をお願いします。これ

は島本町の委託された調査の結果としての書類で、間違いはないのかということです。 

  あとは、ちょっと教育長になろうかと思います。これは二十の青年の声ですけれども、

スイミングスクールには一切通わずに学校のプールと町立プールで過ごされた、ある青

年の声ですが、やっぱり学校での教育課程の範囲での７月のプールの授業は、あくまで

泳ぐことが嫌いではない、泳ぐことに苦手意識をなくすというレベルだったんじゃない

かと思っている、と。泳げるように実際なったとか、泳ぐことが大好きになったのは、

体中でそれを認識したのは町立プールだったと今から振り返って思う、というようなコ

メントをいただきました。いかがでしょうか。この場を失うわけですから、代替措置と

して今回一般会計補正でも出されています､これではほんとに不十分なんですね。 

  先ほど言われた高槻市のプールはどうかということですが、お金を払えば高槻市のプ

ールはすべて使えます。私自身もアクアピア、芝生のプール、前島、すべて使いました、

子どもを連れて行きました。ですけど、そこの利用料の問題があると思いますので、廃

止をするとまで言っておられるのに、未だに、その軽減策や利用料の軽減をして、でき

るだけプールというものの施設に触れてもらえるような代替策が、まだ要ったのではな

いかと思ってます。これは廃止前提に容認してるわけじゃないですが、泳げない子のた

めのプール教室を小学校施設を使ってやるという、それを 30人１回だけでは、到底保障

はできないと思います。 

  私の、ちょっとこれは思いつきではありますが、放課後子ども教室などがドッチボー

ルや様々な遊技をやられてますけども、ここにプールというものを使った方法は法令上

不可能ではないとは思いますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。これは今年度中

無理でも、今からすぐ検討していただきたい。これはあくまで休止ということを前提に

した提案ですので、廃止となればなおさらです。いかがでしょうか。答弁を求めます。 

  あと、一般会計補正予算について､先ほど第一中学校の公有財産等測量業務を一定答弁

いただいてますが、測量にまで踏み切られるということは、もう減築という考え方は一

定廃されているのか。移設か建て替えというふうに絞り込まれているのか。その辺につ

いてはね、やはり検討段階をお示しいただきたいと思います。 

  それから、民生費の保育所の園庭開放の備品購入費ですけれども、今現在、公立保育

所２ヵ所、山崎もそうですが、非常に過密が進んでおりまして、入所されている児童で

すら、かつての、10 数年前の子どもさんと比べればプールの時間は２分の１、３分の１

に減らされています。入る時間がほとんどないという中で、園庭開放にまた、このプー

ルの廃止の代替策を、あまり期待しすぎるというのはいかがなものかと思います。その
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点では臨時職員さんの夏季休暇や､保育所は夏休みがないわけですから､その点の配慮は

されていますか、ということをお尋ねいたします。 

  衛生費の委託料、乳がん・子宮がん検診のことですね。コール・リコールの問題です

けども、やはり乳がん検診・子宮がん検診を受けにくいとされている背景に、前にも何

度も申し上げております、当初予算でも申し上げております、女性の医師、女性の検査

技師がいる医療機関というものの情報提供が要るのではないかというふうに思っており

ますが、その点の改善策は考えておられますか。答弁を求めます。 

総合政策部長  まず、今回の町立プールに関する町ホームページへの掲載の内容でござい

ます。今回、町立プールに関することでございますので、教育委員会の判断で掲載をさ

れたということでございます。今後の個別の対応でございますが、それぞれの事案ごと

に適切に対応してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

教育こども部長  プールの廃止に伴いますホームページ上での資料でございます。今回、

時期的なものもございましたし、できるだけプールの現状を住民の方に知っていただき

たいということで、これについては教育委員会のほうで今回、判断をさせていただきま

して、ホームページ上に掲載をさせていただきました。今後の議案資料については、ど

ういう形でということでございますが、今後のホームページへの掲載については、また

個々にそれは判断すべきかなと思います。教育委員会としては、今回のこの時期的な部

分であったり、非常にタイトな日程で今回提案もさせていただきましたので、できるだ

け詳しくということで載せたということで、ご理解をいただきたいというふうに思って

おります。 

  それから、意思決定過程でのお尋ねでございますが、町立プールの見送りということ

で、４月 11日に社会教育委員会議で報告をしております。社会教育委員会議は２ヵ月に

１回の開催ということで時期的なものもございまして、すでに、本来でしたら、これは

３月中に報告すべき内容でありますが、後付けで報告をさせていただいたということで

ございます。 

  それと、その時期と、５月１日にプールの設置条例を廃止する条例、条例を廃止する

ための改廃依頼ですね、これを総務部に提出したのが４月の 24日付けの起案でございま

す。この時点では一定、プールの状況も踏まえつつ廃止する方向で事務を進める中で、

条例手続き上、こういう審査が必要でございます。そういったことで４月 24日付けで提

出をしたということでございますので、社会教育委員会議がたまたまその近くにあって、

２ヵ月に１回であるということで、たまたま日程が近いということで、ご理解をいただ

きたいと思います。 

  それから、23 年度に現況調査とともに実施設計を行っておりますが、この 24 年度の

時点では、調査とともに改修の必要な箇所についての実施設計ということでございます
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ので、24 年度に実施をいたしました工事に関する設計をやったということで、ご理解を

いただきたいと思います。 

  それから、あと学校でのプール指導と町立プールは全く趣旨が違うということでござ

います。確かに町立プールは７月、８月と、２ヵ月間開いておるわけですから、期間も

さることながら、指導ではなくて自分の自由に泳げるということでは、泳ぐことの楽し

みというのも、また違う面ではあるのかなというふうに思います。 

それがなくなったということでの代替でございますが、当然、高槻市のプールを利用

するということについては拒まれているわけではありませんし、利用は自由かというふ

うに思いますが、今回、大きく廃止をすることによっての利用について、例えば一気に

利用が増えるとか、それからあと､他の施設を利用したときの助成制度を一定検討した際

には、領収書をもらってきていただいて後に還付するのか、そうなると非常に事務的に

は煩雑になってまいります。そうなると、事前にチケットを配るという方法もあります

けども、そういったチケットの取り扱いが､はたして高槻市のほうで受け入れていただけ

るかどうかというような問題もある中、それと高槻市だけでいいのかということも議論

としてはございました。そういった中で、助成制度を設けるのは、事務的にも後の手続

き的にも非常に煩雑になるということで、この夏休みにできる範囲内で、教育委員会と

して何かできないかということで考えさせていただいたのが、お示しさせていただいた

代替の様々な事業でございます。 

  今後、プールについて放課後子ども教室での実施ができないか、ということでござい

ます。指導という意味でのプールの利用については､今後水泳連盟だけではなく、他の機

関でもそういうことができるのかどうかということも含めて、それについては来年度に

向けて検討はしていきたいと思いますし、放課後子ども教室そのものが､今後、子ども・

子育て会議の中で新たな計画を作る中で、どういう位置づけにしていくのかというとこ

ら辺もありますので、この放課後子ども教室で実施できるのかどうかということは現時

点では申し上げられませんけども、来年に向けては何らかの形で、今年度より拡充でき

ないかということについては検討していきたいと思っております。 

  それから、第一中学校の測量の件でございます。まだ現時点で移設・建て替えに絞っ

たということではございません。最終的な判断は近々にしなければならないというふう

に思っておりますけども、いずれにしても測量をしておかないと､決定した段階からスタ

ートすると､さらに遅れてしまうという事情がございますので、今回、補正予算として提

案させていただいたということで、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

生涯学習課長  それでは先ほどの設計業務につきまして、もう一度、説明させていただき

ます。平成 23 年度の現況調査を受けまして、開設に必要最少限の補修工事を 24年度に

行ったものでございます。 
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  それと、教育委員会議と社会教育委員会議の――６月 10 日の教育委員会議、６月 13

日の社会教育委員会議、これの要点録でございますが、現在、作成中でありますので、

もうしばらくお待ちいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

教育こども部次長  保育所におきます園庭開放の水遊びプログラムの充実のための備品の

購入と、現在の保育所の過密対策との関係についてのご指摘でございます。 

  今回、幼稚園費の中におきまして、水道・下水道使用料ということで増額をさせてい

ただいております。この内訳につきましは、幼稚園におきます幼稚園開放での水遊びの

充実のための水量の増に対応するということもございますけれども、もう一つにつきま

しては、町立保育所の５歳児が第二幼稚園に夏休み期間中参りまして、プールが空いて

いることから、５歳児がそこのプールを、第二保育所、第四保育所の園児が１時間ごと

に交代しながら、この夏休み期間中、ゆったりと使っていくという趣旨で、その水量に

ついて補正予算の増額をお願いしたところでございます。 

  この背景といたしましては、町立保育所では今申し上げられましたとおり、相当多く

子どもさんが入っておられる状況の中で、この夏、午前中の中で各年齢ごとに時間を分

け合ってプールの中に入っているという状況があり、片や幼稚園につきましては――第

一幼稚園につきましては就労支援型がありますので、プールが夏季期間中、空いている

わけではございませんけども、第二幼稚園につきましては、登園日などを除きますと、

基本的にはプールは空いているという状況がありますので、第二保育所・第四保育所の

園児が、０歳から４歳とはまた別に､幼稚園の使われていないプールを利用し、そこでゆ

ったりと過ごす。片や保育所におきましては、０歳から４歳が午前中でもう少しゆった

りと、それぞれが時間を確保した中でプール遊びを楽しんでいただくというようなこと

で、今回につきましては、在宅子育て家庭及び在保育所園児につきましても、夏の遊び

については、この補正予算で充実させていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

健康福祉部長  乳がんと子宮がん検診でございますけども、これにつきましては個別の検

診、それから集団の検診がございます。集団検診につきましては本町が実施をしており

ますので、女性の方が検査するような形で配慮はさせていただいております。ただ、個

別検診につきましては、高槻市医師会内の委託機関の医療機関になりますので、そちら

の先生が男性であったり、あるいは女性であったりという形でございます。 

  子宮がん検診につきましては、本町では一医療機関で受診が可能でございまして、そ

ちらでは男性の医師、あるいは女性の医師、それぞれがおられるという形で聞いており

ます。 

  以上です。 

（河野議員・自席から「市水の意味は」と発言） 
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教育こども部長  すみません、失礼しました。資料につけております中で、「市水」と書

いてあるのは、これは間違いでございます。業者のほうが島本「町」なんですけども、

市と勘違いして記載したということでございます。ですから、市水というところは町と、

「市」の部分は「町」というふうに訂正をお願いしたいというふうに思います。よろし

くお願いいたします。 

平井議長  この際、暫時休憩いたします。 

（午後６時 44 分～午後７時 00分まで休憩） 

平井議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  他に質疑ありませんか。 

河野議員  先ほどの質疑に多少答弁漏れがあったと思いますが、再質問させていただきま

す。 

  社会教育委員会議の記録が出せないのであれば、先ほど言われた６月 13 日に開かれ

た、もう提案を予定されている段階で方向性を問われた会議において、委員のお一人か

ら、プール建設にあたっては公金だけで建設したわけではない、そういった歴史を知っ

ている職員がいるのか、というところでは、その場には、そういう方おられなかったし、

先ほどの答弁でも、まだ調べもついていないということですが、本来であれば、社会教

育委員会議の記録を出したり、そういったことについて真摯に調査なり聞き取りをされ

て、あらかたのことをここで、やはり報告をしていただきたかったと思います。それぐ

らいの誠実さは必要ではないかと思いますが、その点について、やはり寄付行為によっ

て、このプールが誕生したという事実について十分確認をする必要があるのではないか

と思います。廃止を進めるにあたり、その点について、今後、それはどうされるおつも

りなのか。もう廃止をすれば関係ないのか、そういったことについて町立プールの歴史

をしっかりと､この際確認をしておくということが必要ですし、いずれか、そういった報

告もいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。 

  それから、先ほど教育こども部長のほうから、何か､もうこの議場で廃止を決めなけれ

ば､借地料を払い続けなくてはならないというような答弁が繰り返されているんですよ。

私もついこの間までは、今、見送ったら、また 400万円払わなくてはいけないという強

迫観念にとらわれました、教育委員会の説明を聞いて。ですけども、賃貸借契約書には､

しっかり書いてあります。「本契約満了日１ヵ月前までに賃貸人または賃借人のいずれ

かから何らかの申し出がないときは、期間満了日の翌日から起算して､さらに１年間延長

するものとする」。ですので、申し出るのは来年の２月末ですかね、そこまでに一定の

検討の余地もありますし、社会教育委員会議の方が求められた今後の方向性、もうプー

ルは持たないんだ、プールはずっと廃止するという厳しい決断も含めてですよ、方向性

を示す議論の暇はあると思います。 

  また、仮にこの６月議会の本会議で、もう６月 10日に知らされて、２週間で議会に判
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断を求めるということ自体､無理があります。その点では仮に１ヵ月、２ヵ月、賃借契約

の期間が延びたとしましても、月割計算として、円未満の端数は切り捨てるものとする、

１年未満の端数を生じるときには月割計算での契約が成立できるということですから、

何も、今日、議決できなかったから 400 万円の支出負担行為が決定されるものでも何で

もありませんのでね。そういった未来永劫払わなくてはいけないとか、そんなことは誰

も言ってないんですよ。そんな心配を教育こども部長がされる必要もないし、休止を決

めたのは議会ですから、お一人で抱え込むような事務をされたということが非常に心配

です。 

  その点で、教育長が最終的な決裁をされましたが、では教育委員会の中で、社会教育

委員会議への休止の説明を４月 11 日にされた。24 日までの間に、どんな議論をされた

のか。廃止しかない、もう議会に説明している時間はないということですね。その点の

答弁を、再度求めます。それから、賃借契約については、私の先ほどの発言で間違いは

ないですねと、お尋ねいたします。 

  また、町長にお尋ねするのは、教育委員会の判断を尊重するとおっしゃいました。で

は、当初予算において休止、開設は見送るというところに踏み止まられたのも、これは

教育委員会の判断を尊重したからでしょうか。本来、あの時期に廃止も含めて、もっと

踏み込んだ議論が、この今日出された「島本町立プール対応案比較表」、平成 26 年１月

７日作成、一部改修、全面改修、移転新設、学校プールの活用、廃止、この５パターン

の検討したものをもって、本会議、当初予算でごうごうと議論するべきだったというふ

うに思います。その点は､開設見送りということにいったん止められた。廃止の事務を進

めると、そのときはおっしゃってませんでした。間違いないと思いますが、その点は、

教育委員会のやはり決定を尊重されて、開設見送りという施設方針に至ったのか。再度、

確認を、答弁をお願いいたします。その点、全然、議会はわかりませんので。 

  それから、住民への説明会というふうに私たちは言いますが、部屋を借りてね、集め

てもらって説明会と言いますが、最低限度、去年の７月、開設が遅れました。そのとき

には、各校長を通じてＰＴＡなどにプールの開設が遅れるという通知をなさったと思い

ます。間違いないと思いますが、なぜ、じゃ今年、ＰＴＡ連絡協議会などのところで､

きっちりとしたペーパーで開設見送るということだけでも説明をされなかったのか。そ

の点について、ＰＴＡ連絡協議会でも挨拶の中に、今年は開設を見送ると言っただけで、

説明会では到底なかったし、その後、質問を受けられるような態勢ではなかったと思い

ます。ＰＴＡ連絡協議会に対しても、この程度の説明で終えられたということは、もう

廃止のことが頭いっぱいだったのかと思いますが、いかがですか。休止、見送ると言う

ことだけを、私たちは説明せよと言っております。その説明責任はどう果たされたのか。

議決をした中身について説明するのは､説明責任に関する条例でうたってます。ですの

で、議会が決めたことですから、きっちり住民に説明していただきたかった。それをさ
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れてません。なぜですか。連Ｐに対してどうされますか。校長を通じて、お便りを今か

ら出されますか、とお訊きします。答弁を求めます。 

  あと、実は本当に議論が迷走したというか、本来すべき議論が後回しになったという

ところでは、私自身も忸怩たる思いがあります。このプールについての監視員の配置体

制について、過去３年間、いろいろと方法を変えてこられました。委託の方法を変えて

こられてます。なぜ、そんなことをされてこられたのか。そういうことをする前に、も

うボロボロだから廃止しなくてはいけないのではないか、それをやはり議論すべきだっ

たと思いますが、監視員の配置体制、予算配置をここ３年間、いろいろといじってこら

れたのは、何を思ってされてきたのか。ちょっと、説明を求めたいと思います。意味が

あったのか、ということですね。もっと重大なことが潜んでいたはずなのに、当初予算

でその議論ができてなかった。しかし、それは教育委員会が出してくる予算の中身にも

問題があったと私は思っております。答弁を求めます。 

  あとは……、疲れてきましたけど。乳がん・子宮がんのことについては、やっぱり町

の集団検診に行かれることが一番ね、ご本人にとっては望ましいと思いますし、がんの

検診受診率を高めるのは、町の検診の機会を増やすことかなというふうに思って聞いて

おりましたので、その点は求めておきます。 

  それからあと、民生費の幼稚園の､第二・第四の保育所の園児さんが幼稚園のプールを

活用されて、５歳児さんのプールの時間を保障するということについては、ちょっと私

自身の議案書を誤解して質問しておりましたと思いますので、答弁で一定理解をいたし

ました。 

  あと、生涯スポーツ推進事業の予算ですね。水泳連盟さんにご苦労いただいてという

ことで、様々予算が計上されていますが、私自身は、本来は、これは当初予算で決めら

れた開設見送りに対する代替措置を、ほんとにここで時間かけてやりたかったんですね。

先ほど申し上げましたけども、いろいろ考えたと、高槻市のプールでええのか。当面は、

それでいいと思うんですよ。大山崎町だってないと思いますし。だから、高槻市のプー

ルを使える、一定使えるような経済的な支援、あるいはそこまでの道中の支援を、条例

に反しない、法に反しない範囲で、まだやる余地は残されていると思います。これはあ

くまで今年度休止の代替措置として申し上げてますが、再考の余地はあると思いますが、

いかがでしょうか。もう諦めておられるのか、答弁を求めます。 

川口町長  施政方針の中における町立プールの今年度開設を見送るという件でございます

けど、施政方針は教育委員会の所管事務を含めて、私が代表して読ませていただいてお

ります。ですから、３月議会の中での答弁は、教育委員会の所管する事務については教

育長のほうから答弁をしていただいている、そういうことでございます。 

  それと、教育委員会議において、今年度開設を見送ったというふうなことは､当然、そ

れまでにも教育委員会とは打ち合わせ、調整、議論は重ねておりますが、その判断は妥
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当であると思いますので、尊重したということでございます。 

教育こども部長  それでは、社会教育委員会議で出ました意見の中で、町立プール設立の

際の寄付の件でございます。これについても、当時の発言の中では、そういうのがあっ

たのではないかという、あったと言い切られてないそういう発言であったというふうに

私、聞いております。先ほど、平野議員の質問の中でもご答弁申し上げましたが、過去

の決算書なんかを見たんですが、その辺の寄付の部分については確認ができなかったと

いうことでございまして、工事費については、先ほどご紹介したとおりで、決算書に原

材料費であったり工事費については載っておりました。 

  あと、契約の件でございますが、契約については１年更新ということでございます。

ただ、この契約の中の第８条のほうに、原状回復して返還するということがございます。

それを２ヵ月ぐらいで原状回復できるのかといえば、それはできません。時間を要しま

す。今年度中に原状回復して返還するのに、今回、議会提案をして進めないと今年度中

は難しいという判断をさせていただいて､今回、提案に至ったわけでございます。仮に、

その返還期間が延びても、議員ご指摘のように１ヵ月ごとの支払いで､それは契約上でき

ることになってますので、それは可能ではありますけども、原状回復というのに非常に

時間がかかる部分がございますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

  先ほどご説明したと思うんですけども、４月 11日に社会教育委員会議が開催をされま

した。社会教育委員会議につきましては２ヵ月に１回ということで､本来でしたら、もっ

と早い時期に説明をするという機会があればよかったんですが、４月に入ってからの会

議がございましたので、このときにご報告をした。ですから、この時点では施政方針な

んかもすでに出ていた後の話でして、説明としては、こういう時期になったということ

でございます。 

  それから、その時期と、条例の廃止にかかる改廃事務、その事務手続きを進める日が

非常に近いというご指摘については、社会教育委員会議がそういう形で開催が２ヵ月に

１回であって、４月に入ってからの報告になったということで、ご理解いただきたいと

思います。 

  それから、ＰＴＡ連絡協議会での説明というのは、正式には説明という形で、資料を

提出して説明したわけではございません。その後、町のほうから特にアクションを起こ

しておりませんので、そういった意味で､今回、住民の方から――ＰＴＡの関連の方です

けれども、その後の進捗状況というか、その辺がわからないということでの内容が、要

望の中にも入っていたかというふうに思います。そういった意味では、情報を出す時期

が６月 15日になったということは、ちょっと遅かったなということで反省をしておると

ころでございます。 

  それから、高槻市のプールを使うということについては、何ら使えないということで

はないというふうに考えておりますけども、先ほどもご説明したように、いろいろな検
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討はさせていただきました。償還払いというようなことであったり、事前に高槻市との

協議のうえで何らかのチケットを作って配布して、それで処理ができるかというような

ことも考えはしたのですが、なかなか事務が繁雑でありますし、利用される方にとって

も非常に混乱されるだろうというようなこともございました。そういったことで、今回、

こういう支援については実施をせずに、町でできる範囲内での代替措置ということで、

夏休みを中心とした各種事業・イベントを開催するということで、調整を進めてきたと

いうことでございます。 

  私のほうからは、以上でございます。 

生涯学習課長  それではプールの監視員のことについて、ここ２～３年、監視員の体制を

変更しております。それは、プールの開設を見送るとか廃止するという関係ではござい

ません。泉南市の事故以来、より安全面を考えると、臨時職員の対応より､警備員の資格

を持っている専門業者に委託したほうが安全が第一と考えることで、２～３年前から委

託業者にお願いしたものでございます。 

  以上です。 

河野議員  教育委員会が４月 11 日から 24日の間に一気に廃止への意向を固められて、24

日に起案書をあげられた。５月１日に教育長が決裁をされて、それから６月 10日に議会

運営委員会で提案をする意思を表明されたという、こういう道を辿って、教育の施設が

「適正化基本方針」があろうがなかろうがというか、こういう廃止の提案というものを、

道を辿ったのかということについて、正直申し上げまして、住民が不安というよりも私

自身、議員として未だ、たぶんパニック状態にいるんだと思いますね。事の重大さは、

この後にわかってくるなと、正直申し上げて、そういう状況です。 

  それは議会に対する教育委員会のやはり説明なり、そういうふうな意思形成過程につ

いて、間に２回も議員全員協議会があったのにね、そういったことをそぶりも見せられ

なかったということですね。するべきだったと思います。全協でも、その方向で今年度

中に断腸の思いで判断をする、そういう誠意を持った説明をする必要があったと思いま

すが、いかがですか。これからも、このようなやり方はできるものだと。私はそういう

ふうに学習していただきたくないと思います。そのために質問しております。答弁を求

めます。教育長、お願いします。非常に不安です。これが一つです。 

  それから、もう３問目ですので、先ほど、この町立プールに関する住民説明会の開催

を求める要望書、６月 10 日付けで出されました。この有志の方と､要望があったので面

談をされたという答弁があったと思います。では、この出された方々は、もう住民説明

会の開催は求めておられないのでしょうか。そこはきっちりと説明をいただきたい。こ

の要望された中身は、私たちとしては説明会の開催をお願いします､内容はもう皆さん手

元にありますので繰り返しません。そのことについてはしっかりと、議会が付帯決議を

付ける以前に､教育委員会としてはやるんだと答えていただけますか。答弁を求めます。 
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  あと……、そうですね、もう切りがないですね。そういう意味で、議会に対する説明

責任ですね。当初予算の議論を外して､この時期に出す。通年議会があるのですから、今

日中に決めなければいけないという強迫観念にとらわれる必要は一切ありません。です

ので、今日を外せば来年度越さなあかん、という判断をなぜされたのか、未だに理解に

苦しみます。そういう意味では、社会教育委員会議の記録を出すということを再度求め

ますし、その中で出された議論、指摘された内容、展望を示せという発言もあったので

はないかと思います。その点について、今回、一切そういう資料は出されておりません

ので、どう担保されるおつもりなのか。答弁を求めます。そういう意味では、私たちが

求めた資料の大事な部分が抜け落ちております。重大な議決をする前にね、そういうこ

とをされないでいただきたい、執行部側として。ぜひともお願いします。 

  また、開設見送りということを言うたときには、当然、廃止というのはついて回るん

だと、そういうものなんですか。そういうふうにおっしゃるのであれば、これから気を

つけてね、あなた方の発言、施政方針を受け止めなければ、何が起こるかわからないと

思います。私は、開設を見送るというのが 2014 年度の施政方針だったと思ってますので、

廃止に向けて事務をするということを、民生教育消防常任委員会、本会議で強く求めた

議員がいたのか。その辺で言えば、議会の議論はそうではなかったと思います。その点

では、４月 11 日から 24 日までの、どういう経路を辿ったのか､きっちりと説明をしてい

ただきたい。どのような要望があったのか。今日、要望書出てますけど、２件しか出て

ません。他にも何かそういう要望があったんでしょうか。答弁を求めます。 

岡本教育長  冒頭に私のほうから、ご質問のあった件について、ご答弁申し上げます。 

  当面、休止をする話から廃止へということが極めてタイトではないか、ということで

すけれども、これまでもるる申し上げてきましたプールの現状、それから何とかここま

で運営をしてきた実情を踏まえまして、これ以上続けていくことは無理ではないかとい

うような部分と借地料の問題とあわせまして、廃止で事務を進めていくということで、

私どもの決断をいたしたものでございます。決して、議会を敵視するとか、無視をする

とか軽視をするとか、そういう意味合いのことで申し上げているわけではございません。 

  それからＰＴＡの関係ですけども、町Ｐ連の新旧の役員会でしたので、私もご挨拶に

出向きましたので、その中で、保護者の方ですので、プールの開設見送りということを

お伝えしておこうということで、挨拶の中で簡単に申し上げました。ただ、先ほど部長

が申し上げましたように、その後、具体の手立てとしてどうしていくのかということに

ついてまではその場で申し上げておりませんので、不安と、何でというような思いを持

たれて、この要望書が出されたというふうに理解をしております。 

  現在、先ほどからも代替ということでずっと申し上げてきましたけども、現在の生涯

学習課を含めまして、教育委員会の持てる力量で積み上げてきました代替措置というの

はこれでありまして、学校に対しても、プール指導を含めるプールの日数・回数の増、

- 271 -



それから体育連盟にお願いしておりますプール教室等の回数の増、その他、他の団体に

関しましても、今の状態が決して十分であるというふうには全然思っておりませんので、

何とか子ども達が､いろんな形で水に親しむという機会を何とかしたいという思いにつ

きましては保護者の方と同じように思っておりますので、次年度も含めまして、これか

ら協議をしていきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

教育こども部長  それでは、要望書が出されまして、先週の金曜日ですけども、面談をい

たしました。直接、代表の方から私のほうに連絡がございました。６月 15 日号の広報、

あるいはホームページを見て、老朽化していて廃止やむなしという方もいらっしゃる中

で、もう少し詳しい説明が欲しいという方もいらっしゃるので、時間を取って欲しいと

いうことでございましたので、先週金曜日の日に時間を作りまして、説明をさせていた

だいたところでございます。 

  その中では、一定、老朽化についてはご理解をいただいたというふうに思っておりま

すけれども、いろいろな要望はございました。先ほど来、議員のほうからございました

高槻市のプールを使う際の助成制度でありますとか、特に、学校のプールがもっと使え

ないのかというようなご要望もございました。ただ、学校のプールの利用については一

定の規制があるというようなご説明もさせていただいたのと、今後の展望、町立プール、

今後､完全になくなってしまうのか､それとも何らかの望みがあるのか、というようなこ

ともございました。その点については、今日、いろいろと議員の皆様方からご質問いた

だいてご答弁させていただいた内容のことを、ご説明をさせていただいたというのが現

状でございます。 

  それから、社会教育委員会議要点録についてでございますが、これにつきましては議

長ともまた相談をさせていただきまして、でき次第、議員の皆さんに配付するのか、ま

た調整をさせていただきたいというふうに思っております。 

  それから、施政方針で見送るということが即廃止ということに、今回は繋がっている

わけですけども、必ずしも、見送るということが､現地建て替えであったり、そういった

ことも可能性としてはあるので、すべてが、見送るということが廃止イコールではない

というふうに理解をしております。 

  以上でございます。 

平井議長  他に質疑ありませんか。 

（「なし」「議長、動議」と呼ぶ者あり） 

河野議員  たくさんの議員の方が質問された後で本当に思いますが、第 48 号議案は、やは

り資料が不十分であります。また、審査の中で住民への説明会の実施をされていません

し、合意形成も極めて不十分な中での提案だということがわかりました。また、有識者

や住民意見の聴取もできる暇も、実は議員一人ひとりもなかったと思われます。 
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  そういったことから、所管の常任委員会に付託のうえ、参考人招致など計上されてい

る予算の範囲で執行され、審査すべきと思われますので、委員会付託の動議を提案いた

します。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

平井議長 ただいま河野議員から、第 48 号議案を所管の常任委員会に付託する動議が提出

され、所定の賛成者がありましたので、本動議は成立いたしました。 

  よって、本動議を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本動議に対する質疑、討論は省略し、直ちに採決を行いたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ご異議なしと認めます。 

  これより、採決を行います。 

  本動議に賛成の方の起立を求めます。 

（ 少 数 起 立 ） 

平井議長  起立少数であります。 

  よって、本動議は否決されました。 

  これより、先ほどの議事を継続いたします。 

    他に質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長 ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

  これより、順次討論、採決を行います。 

  それでは、第 48 号議案 島本町立プール設置条例の廃止についてに対する討論を行い

ます。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

佐藤議員 第 48 号議案 島本町立プール設置条例の廃止について､反対討論をいたしま

す。 

  ３月予算議会で休止について論議をしてから、今回の廃止提案まで３ヵ月。この間、

住民に対するプールの現状の説明もなく、この夏休みの子ども達の過ごし方に対する説

明もなく、まして島本町のプールについての将来構想を提示することもなく、いきなり

の廃止提案は、あまりにも乱暴だと考えます。 

  ３月議会の民生教育消防常任委員会で、プールの休止についての議論がされたとき、

今後についてどう考えるのか、委員からの質問があったときには、「撤去について一定

の議論が進んだら、そのようなこともあるか」というお答えでした。この委員会での討

論の中でも、住民への説明を複数の議員が求めておりました。ところが、この間、プー
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ルの廃止について一切の議論もなく、各学校を通じての説明さえもなかったといいます。 

  先日、プールの視察をさせていただきました。確かにプールの老朽化は激しく、この

期の開設は無理だと理解いたしますが、町民に対しても、昨年と今年の違いを理解して

もらう必要があります。毎年、夏休みになれば、町営プールに行くのを楽しみにしてい

る子ども達がたくさんいます。例年のプール開きを目の前にして、なぜ、いきなりプー

ルを取り上げられるのか、確かに傷んでるけど去年も今年も一緒やん､どこが違うの､な

んで今年いきなりなん、という子ども達や親御さんの疑問に答えなければなりません。

中には、緑地公園にプールできるらしいと、そういう噂まで飛んでいるといいます。 

  今のプールがどういう状態なのか、来年以降はどうなるのか、この夏休みは子ども達

にどんな過ごし方を提供できるのか、将来の町営プールはどんなものが考えられるのか。

きちんと、正しい情報を町民に答えることは、島本町の行政としての義務です。６月 15

日号の広報では、「廃止に向けて事務を進めている」とまで踏み込んでおられます。こ

れはあまりにも乱暴です。 

  水無瀬神宮との借地契約は月割りができるとお聞きをいたしました。島本町議会も通

年議会です。これから住民に説明をし、十分に理解を得、議会で論議すること､可能です。

その努力もしないで、ここで町立プールの廃止を決めてしまうなどというのは､議会とし

ても町民に説明のつかない行為ではないでしょうか。 

  私たちの会派は、５月 30日に町長に対し、住民への丁寧な説明をし、来年度以降の方

向性についても住民の意見を求めること、これを要望しておりました。この要望内容か

らも、この本会議で即決での条例の廃止提案は認めることができません。よって、反対

の意思を表明いたします。 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

野村議員  第 48号議案 島本町立プール設置条例の廃止について、自由民主党クラブを代

表し討論を行います。 

  全国でも、プールにおける事故等に生命にかかる事案が出てくる中、本町においても

プールにおける安全性に危惧しながら、財政上、ソフト面の監視員での対策とも指摘し、

改善をいただきました。しかしながら、プールにおける死亡事故などの事案から「大阪

府遊泳条例」も施行されましたが、本町においてはそれ以前の施設であり、茨木保健所

の指摘事項もありますように、利用者の安全確保が本町の行政として責任が持てる範疇

を超えている、昭和 31年の竣工から約 58年が経過している町立プールです。 

著しい老朽化に、平成 23 年に調査され、プール本体からのクラック、ひび割れ、また

給排水管の劣化による漏水により盛り土が流された可能性も高く、ファイバースコープ

による配管内の調査もひどい状況に、給水管の材料はＶＬＰ（硬質塩化ビニールライニ

ング鋼管）であり、経年劣化により、錆も想定されます。 

  老朽化に大型修繕としては、平成 19年度に大プールのシート防水工事（約 673万円）、
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その後も毎年修繕する中、財源の厳しさに利用者負担の手数料も、平成 23 年度に小・中

学生は 100 円から１日 200 円と痛い改正をしても、平成 24 年・25 年の２ヵ年平均の財

源は平均約 169 万円ほどに対し、水道やプール監視員と借地料のみの歳出で約 1,400万

円で、収支は 1,200 万円強の赤字。単純な収支だけでも、平成 20年度以降は１千万円を

超えた赤字となってきています。 

  こういった状況に、一部改修では限界がある中、全面改修を考えたとしても､現条例に

おいては「現場所」となっていることに、年間賃借料、今年度では 430 万円ほどがかか

ることなどに､将来ビジョンとしては移転新築に、夏季のみでない屋内、子ども達だけで

なく介護予防の活用も含め屋内移転新設を夢見て、先人は緑地公園に用地想定していま

した。 

  しかし、移転新設には、施設によりますが、超概算でも５億から９億。最大の国庫補

助を活用しても４億から８億弱はかかると我々は見ておりますが、実質、本町としては

何よりも学校施設の耐震化や水路改修など、生命に関わることを第一に優先しなければ

ならない財政状況。さらに代替に学校プールの活用において、先進自治体の状況から、

施設管理・運営上に利用者数の限界で、改めて市立プールを大規模改修するとも伺って

います。 

  本町に二重投資する余裕はないこと、当面、具体ビジョンが示せないことも一定理解

するところです。しかしながら、我々、夢は捨てず、何十年かかろうが計画ができ得る

までの健全財政に、本町の発展が必要不可欠と努めていかなければならないと申し添え、

我々も住民にも親しみある町立プールですが、築 58年と、施設の老朽化が著しく、現時

点での建て替えは厳しく、放置していても毎年約 430万円の借地料がかかってくること。

そして、何よりも利用者の方々の安全確保の保障ができない状況に、あくまでも「現住

所地」となっている今条例においては廃止も致し方ないと、賛成の討論といたします。 

平井議長  次に、本案に反対の方の発言を求めます。 

外村議員  第 48号議案 島本町立プール設置条例の廃止について、反対の討論します。 

  私、先ほど言いましたけども、３月議会での施政方針で今年度は開設を見送るという

話が出た際には、保健所からの勧告あるいは老朽化の実態を見て、また、これが借地で

あるということも含めて借地料のことも考え、見送りはやむなしと考えていました。当

然、今年度見送るということは、来年も見送る、廃止と。少なくとも、この地での開設

は廃止ということを思っておりました。そのことは、一定理解します。 

  しかし、やっぱり、こういうことがしたいとなれば、いち早く住民や利用者に説明と

いう責任が全く果たされていない。３月に方針を出されてから、私は当然、いち早く学

校・保護者に説明したうえで、今年度については学校のプールを使うという話も実はし

たいんだけど、なかなか､それも難しい、いろんな制約があると。いずれにしても、どう

いうことで駄目なのか、駄目であっても駄目な説明もしなきゃならんし。やっぱり、そ

- 275 -



れが住民との対話ということで、「まちづくり基本条例」の精神だと思っております。

それがされてない。言ってみれば、説明責任がない、欠如していることと、合意形成の

プロセスに大きな問題がある。 

  先ほども言いましたが、教育委員会では方策が定まってないから､なかなかお知らせで

きなかった、ベストな解決策というのは、こんないろいろな制約がある中で、なかなか

出せないです。そういう意味では利用者や住民の声を聞いて、その方策の一助にすると

いうことが、まず、一番大切です。学校のプールがほんとに使えない。私は学校のプー

ルや幼稚園、保育所のプールが使えると思ってましたので、何とかなるんではないかと

思っていましたけども、それが使えない。それはやっぱり説明責任が、そういう説明を

するべきやと思いますよ。 

  特に代替案としていろんなこと、知恵を絞られましたけども、これが本当にヒアリン

グしたりアンケート取ったりした結果のニーズに沿った代替案なら、私はまだ一定の評

価をしますけども、これもおそらく一方的にいろいろ考えて、ほんとにニーズにマッチ

した代案なのか､私は今でも疑問に思っております。もちろん、いろいろ考えられている

のはわかりますけども、やっぱり「プールがない」ということに対する代案としては、

私は物足りないと思っておりますので、せめて、そういうアンケートでも取って欲しか

ったということでございます。 

  そして、何かと言えば財政が厳しい。「財政が厳しいから」の一言で、説明責任を果

たしているとは思えません。具体的に、じゃ、どういう優先順位の中にあるから厳しい

んだ、ということも説明せなあきませんし、もう一つは、やはり緑地公園にプールの代

替地があるじゃないかというお声も持っている人もいます。これについても、実はこう

こうだから､すぐにそこに建設することはできないんだとか、やはり丁寧な説明をして、

納得してもらう。納得はしなくても、一定のご理解をいただくという努力なしに、一番

最大の反対原因は、説明会をしないで、ここで結論出そうというのには、私は絶対反対

です。 

  この島本町というコンパクトタウンで、説明会、小学校単位でやったとしても４ヵ所

ですよ。その説明ができないというのは、私はもう信じられない。今からでも遅くない

です。説明会をやったうえで、一定の説明をして、ご意見を聞いたうえで、そして廃止

するなら廃止するでも、私はやむないと思っております。 

  いずれにしましても、もう少し時間をかけて､臨時議会を開いて結論出しても遅くない

と思っておりますので、以上、今まで述べたようなことを理由に、今議会で採決を取る

ことについては反対でございます。 

  以上です。 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

田中議員  第 48号議案 島本町立プール設置条例の廃止について、賛成の討論をいたしま
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す。 

  当該町立プールは、例年７月初旬から８月末までオープンし、その期間に、延べ約１

万人の人が利用していました。それが、町立プールの著しい老朽化により、開始はもと

より現地での建て替えが困難なことから､廃止するものです。 

  町立プールの老朽化は以前から予見されていたことであり、本来であれば、それに代

わる新しいプールを開設し、その後、当該プールを廃止するのが適切な手順です。にも

かかわらずプールの新設をしなかった執行部と、それを容認してきた議会の責任は重大

です。 

  しかしながら、ここまでプールの老朽化が進んだ今、住民にプールの廃止の説明会を

開催したうえで、プールの廃止をせざるを得ないと考えます。 

  よって、賛成の討論といたします。 

平井議長  次に、本案に反対の方の発言を求めます。 

平野議員  第 48号議案 島本町立プール設置条例の廃止について、反対の討論をいたしま

す。 

  町立プールは 58 年にわたり､最近では利用人数、夏の２ヵ月で１万人を有するもので

す。約８割が幼児、小・中学生ということで、子ども達にとってはほんとになくてはな

らない､夏の重要な居場所でした。子ども達の夏の遊び場、健全な育成の場、子育て支援、

青少年の健全育成に、本当に重要な役割を果たしてきているというふうに思っておりま

す。その意味で、このプールが廃止されるということについては、ほんとにつらい思い

を私は持っております。 

  ただ、現況調査の報告、それから今回の議会資料として提供されました島本町立プー

ル対応案比較表などで、一部改修や全面改修、移転新設、それから学校プールの活用ま

たは廃止した場合の具体的な事業費と課題などを、具体的に示されましたので、子ども

達に安全にプールを利用していただくという基本的なことが保障されないままに開設す

るということは、やはり安全面で無責任になるというふうに思っております。代替策も

いろいろ示されていましたけど、やはりプールを利用する、つまり水泳をするとか水遊

びをするというような代替案はありませんでした。 

  やはり、そこまで考えて廃止提案をしていただきたかったということと、また具体的

に保護者からの要望とか、社会教育委員会、教育委員会での数々の委員さんのプールの

廃止についてのご意見も踏まえますとね、まだまだ行政としては説明が不足していたと

いうのではないかと思います。実際、議会にも６月 10日に提案され、本日に至ったわけ

ですから、ましてや住民の皆さんには情報は行っていません。今年の夏も使えない、と

いうことさえも十分に行き渡っておりませんし、廃止するということについては、ほと

んど知らされないままです。公共施設の廃止の手続きとしては、やはり、このままで説

明責任を果たさず廃止するという、そういった手続きのあり方はやってはいけないとい
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うふうに思います。 

  今後、公共施設の適正化・廃止方針を作られます。その目的は、公共施設の圧縮です。

そうなりますと、施設の統合や廃止ということが具体的に出てくると思うんですけれど

も、そんなときに、今回のプールと同じような廃止手続きを取られては、ほんとに住民

自治は育ちませんし、行政不信だけが残るというふうに私は思います。行政が一方的に

決めるというのではなくて、住民参加のもとできっちりと検討して､こういったことは決

めていくという、やはり、「まちづくり基本条例」の原点に戻って施策を進めていくと

いう必要があるかと思います。ほんとに重要な公共施設の廃止にあたっての対応として

は、非常にまずい、そして乱暴なことだなというふうに思っております。 

  住民の皆さんは、丁寧な説明をすればね、私は例えば第四学習室でこの状況をちゃん

とスライドというんですか、パワーポイントで写して、きっちりと説明する、それから

今後の方策に関してはこれだけの費用がかかりますよということ、課題も丁寧に説明す

る。それから町全体の財政状況も示して、これから優先的にしなくちゃいけないことが

あります、学校施設の耐震化とか老朽化、それに対しては、やはり子ども達の安全を守

るために必要なんです、ということを丁寧に説明すれば、本当に私は理解していただけ

るものと思っているんです。そういう手続きを経なかったということは、ほんとに残念

な思いであります。ですから、そういう意味では、この廃止条例の提案について、その

こと１点をもって反対します。 

  以上です。 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

戸田議員  第 48号議案 島本町立プール設置条例の廃止について、私、戸田より賛成の討

論をいたします。 

  まず初めに、この夏、突然にプールが使えなくなると知って、がっかりする子ども達

に申しわけなく思います。同時に、水無瀬川緑地公園での建設を見送られて以来、子ど

も達の笑顔を励みに、毎年、夏のプールをこれまで続けてこられた担当職員の皆様の安

全対策に、心より敬意を表します。夏の暑い中、子ども達が大変お世話になりました。 

  1956 年（昭和 31年）､町営水無瀬神宮外苑プールとして開設された町立プールは、島

本町の誇りであったと思います。当時、ＰＴＡからの財源支援も得て設置されたもので

あり、水無瀬神宮の文化財を守り、当該地域の防火・消火活動に活用されたこともある

と、今回、知りました。神宮の緑に囲まれた青空プールは、島本町の「近代文化遺産」

と言っても過言ではないと私は思います。かつて、この町で子どもだった人、この町で

子どもを育てた経験のある人に、この夏で最後と惜しまれ、見送られて、感謝されて閉

じられる必要があったと私は思います。そのことを、本当に残念に思います。 

  私は、中学校の文化祭を思うと、今でも住民ホールを廃止したことを心苦しく思いま

す。が、判断は間違っていなかったと思っています。町立プールも同じです。これ以上
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問題を先送りにして、次世代に無理な財政負担を強いることは避けなければなりません。 

  公共施設の適正化方針でも示しておられるように、建物のライフ・サイクルコストは

建設に関する費用およそ 20％、解体に至るまでの維持補修管理費が 80％と言われていま

す。将来の人口推計、15 歳以上 65 歳未満の年齢に該当する人口、いわゆる生産年齢人

口の推移を考えたとき、現在あるすべての生涯学習施設を、今後、税金で維持していく

ことはまずもって不可能と私は判断しています。このことを抜きにして、この問題を議

論することはできません。 

  右肩上がりの高度成長期、人口も税収も増え、あらゆる自治体が競うように都市化を

目指しました。町立プールも、その中でできたと思います。人口減少時代を迎え、都市

の中身を考える時代になりました。誰が考えるのか。それは主権者である住民です。な

ぜ住民説明会が必要か。私達住民の問題だからです。プールを存続すべきか否か、利用

者の願いを反映することはもちろん大事ですが、現状で年間１千万以上の費用がかかる

という現実、厳しい老朽化、土地の賃借料、それでもプールを存続するのか、廃止やむ

なしとするのか、主権者である住民自身が問われています。 

  赤字であることは、判断材料にならないと思っています。それがもし論理として成立

するならば、図書館を持つことはできません。住民の理解や合意を得ることを目的とす

るのではなく、主権者である住民が､いかに政策決定の過程に当事者として関わるかとい

う点で、説明会が開かれる必要がありました。議論の前提条件である情報の共有ができ

ないまま､行政が一方的に決めている現状では、理解も信頼も得ることはできませんし、

住民の自治は実現しません。また、対策の創造的なアイデアも生まれてきません。 

  耐震化という大きな問題を抱えていることを考えると、現状では大変厳しいことです

が、中長期的には緑地公園内の予定地で新設するという選択があり、私は青空プールの

新設を望んでいます。島本町の強みを最大限に活かせるのは、屋外プールであると考え

ているからです。 

ただ、東大寺テニスコート、桜井の体育館、そして大沢キャンプ場、これらの生涯学

習施設はどれも老朽化著しいですので、まずグランドデザイン、基本的な構想を描いて

から、進めていかなければならない。このことは、公共施設のあり方として常々に私は

主張してまいりました。 

  いずれにしても、安全への対策や財政難を理由に、子ども達の遊び場、居場所が町か

らこれ以上消えていくことがないよう、我々は最大限努力する必要があります。一つ．

子どもの視点からのふれあいセンターのさらなる複合化、二つ．小学校校庭の放課後の

開放、三つ．既存施設を活用しての児童館の開設など、当事者である子どもに最も近い

保護者の皆さんが､子ども・子育てニーズ調査に寄せておられる自由意見を尊重していた

だくよう求めておきます。 

  なお、教育こども部において､持てる力量でお示しいただいた夏休みのプロジェクト
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は、それぞれ個々に素晴らしい企画であることに間違いはありません……（「簡潔に」

と呼ぶ者あり）……。自信を持って、周知に努めていただきたいと思っております。 

  以上をもちまして、私、戸田の賛成の討論とさせていただきます。 

平井議長  次に、本案に反対の方の発言を求めます。 

    （「２人とも反対なら駄目ではないのか」「視点が違う」「会派を代表と言って

いません」「議員の発言は保障して下さい」他、議場内私語多し） 

平井議長  誰も保障せえへんなんて、一言も言ってないやないか。勝手に言うな、そうい

うことを。 

  河野議員、できるだけ簡潔にお願いしますね。 

河野議員  第 48 号議案 島本町立プール設置条例の廃止について、反対の討論を行いま

す。 

  委員会付託の動議は否決されました。ただ、今回の提案に至っては、３月 26 日、島本

町議会において 2014 年度島本町一般会計予算案が可決したときには、「開設を見送る」

という施政方針に止まり、そのことについて私は賛成をし、それに関わる予算も賛成を

したというふうに記憶しております。 

  その後、４月 11 日の社会教育委員会議において、町立プールの今年度開設見送りにつ

いて説明をし、承認を受けた。その後の５月１日、島本町立プール設置条例を廃止する

条例にかかる条例等制定改廃事務依頼書を総務部に提出、別紙平成 26年４月４日付け起

案・島教生第 136号において、実は教育委員会はこの時点で廃止の意思を固め、起案を

出しておられ、５月１日に決裁を教育長がされておられます。当然、このことは教育委

員会ということでは、町長部局、執行部の決裁、一切ございませんでした。 

  そういうふうにして廃止を決められた後、４月 21日の議員全員協議会や､６月５日の

議員全員協議会に、一気に廃止に向けて事務を進めるという意思表示はいただいており

ません……（「議案に関係ない」他、議場内私語多し）……。６月 10 日から､残念なが

ら２週間余りで､私たちは廃止に向けての結論を出さなければならなかったという点で

は、やはり通年議会を今年度から始めた議会に対し、やり方があったのではないかと､

そのことを申し上げますし、未だに提案されたことに対して驚きを禁じ得ません。 

  そういう意味で、この議会史上、短期間の提案の説明、審議で決断をした。将来に禍

根を残すと思われますし､間違っても、今後教育関係の施設において、このような意思決

定、議案提案を辿らないように､「公共施設適正化基本方針」を定められた初年度におい

て､また通年議会を施行した初年度において、こういった方法しかなかったのかというこ

とについては、非常に私としては納得がいっておりません。 

  そういう意味で、全部改修も含めてマックスの概算費用、建て替え、新築の概算を示

し、住民に今年度休止の説明会をしっかりやっておくことが必要であったと思いますし、

当然、そういったところに廃止という選択肢が今後においてあるということをおっしゃ

- 280 -



ることは否定いたしません。しかし、残念ながら住民に対して、ＰＴＡ連絡協議会も､

教育長などの挨拶の中に……（「同じじゃないの」「議長、しっかりして」と呼ぶ者あ

り）……今年度休止をおっしゃっただけで、説明をされなかった。そういうことについ

ては非常に今後、禍根を残します。 

  そういった点では、採決に加わることさえ本来は問題かと思っておりますが、反対の

意思を表明し、皆さんにもお考えいただきたい。議決においては考えていただきたいと

いうことを申し上げまして、反対の討論といたします……（河野議員・自席から「短い

よ」と発言、「短いじゃない」「同じ討論は一緒に」「議事進行」他、議場騒然）……。 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長 賛成の方の発言はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長 賛成の方の発言がございませんので、引き続き、本案に反対の方の発言を求め

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第 48号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 多 数 起 立 ） 

平井議長  起立多数であります。 

  よって、第 48号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  引き続き、第 49 号議案 平成 26 年度島本町一般会計補正予算（第２号）に対する

討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

外村議員  第 49号議案 平成 26 年度島本町一般会計補正予算（第２号）に対して、反対

の討論します。 

  いろいろ提案されていますが、先ほどの 48 号議案でプール廃止条例の反対をしまし

た。本補正予算にもプール撤去工事設計業務が入ってございますので、同じ理由により、

反対といたします。 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

野村議員  第 49号議案 島本町一般会計補正予算（第２号）について、自由民主党クラブ

を代表し討論を行います。 

  第２号補正は、歳入歳出それぞれ１億 3,269 万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額

- 281 -



は 105 億 7,606 万３千円となります。 

  地域における少子化対策のバックアップとして､昨年の 12 月 12 日に閣議決定し、国

の 25 年度補正において地域少子化対策強化交付金の創設で 26 年度中内での上限額 30

億１千万円を獲得し、各都道府県では４千万円で、政令指定都市や中核市、特別区は２

千万円……（「宣伝は要らへん」と呼ぶ者あり）……、我々各市町村は 800万円の国庫

補助 100％が活用できます。しかし、ばらまきではなく、しっかりとした制度設計のも

と認可の難しい現状に､本町において上限 800万円のうち、第２号補正の約 80万円の制

度設計は、女性が働きながら結婚・出産・育児をするうえで障害となります家事分担等

に着目し、向き合うため、共働き家庭の父親を対象とする研究会の実践に､相互扶助社会

として、男性の家庭生活の参画を目指し、「パパ料理の勧め」の講座を３回の２コース、

また夫婦間における家庭責任の分担のあり方や産後の夫婦間の意識の乖離など、保育所

（公立２・私立２）の認可保育所の保護者会さん等の共催による研究会の開催、さらに

はイクメン・イクボス養成講座。「イクボス」とは、企業の代表や人事担当者等に父親

の育児参加への理解を深めてもらい、男女協働と言いつつ、なかなか社会進出への壁の

企業内の子育てへの理解を緩和していく制度に省庁も評価され、我々も評価していると

ころです。今後の補正において、上限額予算の獲得と、講座から実践サポートへと繋げ

られる第２弾、第３弾と､期待しております。 

  また、働く世代女性支援のため、がん検診に過去の検診事業においてクーポン券の配

付を受け取ったものの未受診となった方を対象として再度送付するとともに、コール・

リコールを進めるため、衛生費国庫補助金 147 万４千円を感染症予防事業等補助金とし

て獲得されましたことも評価いたします。 

  財産収入の不動産売払収入として 688万１千円においては、機能がなくなった里道の

払い下げ等、町有地桜井三丁目地内・水無瀬二丁目地内の売却され、今後の公共施設整

備の財源として、その基金に積み立てることは一定評価いたします。 

  最後に、子ども・子育て支援新制度に関し、講演会やパンフレット作成などの予算計

上されておられますが、前政権での法制定に幼保一元化が、保幼の三元化となっている

状況に、一番の問題は私立幼稚園の運営に携わったこともない町行政が定めていかなけ

ればならぬ公定価格の２階建てにくれぐれも注意され、第２号補正においては賛成とい

たします。 

平井議長  次に、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  反対の方の発言がないようでございますので、引き続き、本案に賛成の方の発

言を求めます。 

村上議員  もう少しですので、よろしくお願いします……（笑い・「短く」と呼ぶ者あり）

……、うるさい。 
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  第 49号議案 平成 26年度島本町一般会計補正予算（第２号）について、自民無所属

の会を代表し討論を行います。 

  第２号補正予算において、歳入歳出それぞれ１億 3,269万３千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を 105億 7,606 万３千円とするものです。 

  主な歳入は、少子化対策強化交付金 80万７千円、感染症予防事業等補助金 147 万４千

円、町有地売払収入 688 万１千円と、純繰越金１億 2,352 万８千円です。 

主な歳出については、財産管理費として庁舎改修実施設計業務として……（「ちゃん

としゃべらせて」他、議場内私語多し）……、議員の会派室設置に関わる経費 47 万１千

円が計上されています。また民生費においては、特に男性の家庭・子育ての支援のため

の事業費 60万円、プール中止に伴い園庭開放し水遊びのための備品購入費 40万３千円、

保健ヘルス事業においては保健師１名を採用して事業の充実を図るとともに、働く女性

の未受診者に再受診をしてもらうための経費 474 万７千円の計上であります。教育費で

は、学校管理費として、第一中学校耐震補強に関連して全体面積を把握するための公有

財産測量等業務費 380 万円が計上されています。スポーツ推進費では、当初予算でプー

ル中止に伴い未計上であった委託料を第一小学校で水泳教室を開催するためのスポーツ

教室の委託料 20万円、プール撤去工事設計業務 297万円が､補正予算として計上されて

います。 

  どの予算においても緊急を有するものであると判断し、賛成の討論とします。 

平井議長  引き続き、本案に賛成の方の発言を求めます。 

河野議員  第 49 号議案 2014 年度島本町一般会計補正予算（第２号）に対し、日本共産

党の会派を代表し賛成の討論を行います。 

  まず初めに、先ほど、第 48号議案にかかる教育費委託料プール撤去工事設計業務につ

いては、先ほど述べた態度としては変わりません。認められないという意思は変わりま

せん。しかしながら、その他の項目において、次世代、女性の健康、子育て支援、住民

参加の説明会に匹敵する必要最低限の予算と考え、執行が必要と思い賛成するものです。 

  特に、財産管理費、庁用器具費、二元代表制の町議会としてようやく今後に禍根を残

さず、かつて 22人いた町会議員が今や 14人となっております。３分の２の人員で､厳し

い社会経済事情の中、住民福祉の増進、町政の監視、公約・住民要求の実現という仕事

を怠らずに、また身近な民主主義の学校として持てる能力を発揮するための環境整備の

第一歩が議会の総意としてまとまり、前の議員全員協議会で確認されました。前の議員

の一般質問でも質されたものと認識しておりますが、議長はじめ議会の合意形成に奔走

された議員の皆様、最終的には全体の奉仕者としての判断で提案された執行部に対して

は一定感謝を述べ、今後、会派室として整備された後には、住民の有形無形の財産とし

て、議会全体のレベルアップ、威力を発揮できるよう決意を新たに賛成するものです。 

  次に、町立プール休止ということについて示されてきた民生費・教育費の備品購入関
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連、スポーツ教室のためのスポーツ推進費も､必要最低限のものと理解いたします。 

  検討を加える必要があるものとしては、学校管理費の第一中学校・公有財産測量につ

いては、いかにも移設を想像させるものがありますが、今後、町有財産、町有地の取り

扱いに関わる島本町長、教育委員会トップの発言、予算措置には十分に留意することが

必要だと思われます。誠実に、一日も早く、義務教育施設の耐震化に邁進され、議論の

透明化を図られるよう求めておきます。 

  また、衛生費においては、乳がん・子宮がん検診の啓発・情報提供のあり方について

は質疑をしたとおりであり、女性の検査技師、女性医師の検診の機会を求める女性に対

しての機会拡大を求めておきます。 

  また、民生費の子ども・子育て支援新制度講演会については、時期的には､子育て新制

度に関わる条例が議決された後の実施というふうに思われます。本来であれば条例制定、

計画策定へのパブリックコメントが必要ですし、そのことについての説明会の実施を行

うことを強く求め、この予算については必要不可欠なものとして認め、賛成の討論とい

たします。 

平井議長  引き続き、本案に賛成の方の発言を求めます。 

平野議員  第 49号議案 島本町一般会計補正予算（第２号）について、人びとの新しい歩

みを代表いたしまして賛成の討論をいたします。 

  地域少子化対策強化交付金ですが、これについては活用されるということについては

歳出のほうで示されたところですが、本来の少子化対策というのは､国においては抜本的

に､例えば本当に結婚できる正規職員の安定的な雇用もしくは経済的な安定ですね、非正

規雇用ではない、そういったことをきっちりとすべきであるというふうに思っておりま

す。今、示されているような「派遣法」改正とか残業代ゼロとか、そういった方向では

なくて、本当に若い人たちが家庭を持とうという気にさせる根本的な対策が、本来は必

要かというふうに思っております。 

  町有地売払収入についてですけれど、これは桜井三丁目の小野薬品工業株式会社に売

り払いをされます。今後、研究所の開発が行われるということですけれども、これにつ

きましては、島本町としては環境保全の対策をしっかりと指導をお願いしたいというふ

うに思っております。 

  庁舎改修実施設計業務につきましては、14 人の議員の執務室の保障ということで、議

長におかれまして町長に要望されて、このような補正予算の計上となったものです。通

年議会ということですので、しっかり住民の皆さんを代表する議会として､しっかりと働

けるよう､この機能を果たしていきたいというふうに思っております。 

  子ども・子育て支援新制度に関わるパンフレットですけれど、国の子ども・子育て会

議の議論がなかなか進まない中で、町としても非常にご苦労されているというふうに思

っております。しかし、実際の保護者、利用者ですね、保育所や幼稚園などを利用する
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保護者にとっても先の見通しがわからないわけですから、早めに情報提供していくとい

う必要性はあると思います。さらに、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準

の条例につきましては、やはりパブリックコメントをするということについては、ぜひ

とも検討いただきたいというふうに思っております。 

  幾つかの保育所の備品等、プールの開設がされませんので、その対応として園庭開放

などに使用される備品の購入などについては認めたいというふうに思っております。 

  公有財産測量等業務については一中の測量ですけれども、やはり､このことに関しまし

てはね、建て替えになるのか、移設するのか、減築なのかにつきましては、またこれも

町だけで決めないで、住民の意見を聞く、議会の意見を聞くというような方策が必要か

というふうに思っております。 

  プール撤去工事設計業務です。条例につきましては反対しました。本来ならば、この

設計業務についても反対というところですが、現実的には、今のプールがそのまま維持

できる、開設できるという状況ではないということは十分認識していますので、撤去せ

ざるを得ないということで、この設計業務の予算については賛成したいというふうに思

っています。 

  以上を申しまして、賛成といたします。 

平井議長  引き続き、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 

  これより、採決を行います。 

  第 49号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 多 数 起 立 ） 

平井議長  起立多数であります。 

  よって、第 49号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  引き続き、第 50 号議案 平成 26年度島本町大字大沢財産区特別会計補正予算（第１

号）に対する討論を行います。 

  まず、本案に反対の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  次に、本案に賛成の方の発言を求めます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  他に討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ないようでございますので、討論を終結いたします。 
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  これより、採決を行います。 

  第 50号議案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第 50号議案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  日程第７、第１号意見書案 「手話言語法」制定を求める意見書を議題といたします。 

  それでは、提出者の説明を求めます。 

田中議員（登壇） それでは、第１号意見書案につきまして、朗読をもって提案説明に代

えさせていただきます。 

      （第１号意見書案 朗読） 

  以上、よろしくご可決いただきますようお願いいたします。 

平井議長 お諮りいたします。 

  本案は質疑、討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ご異議なしと認めます。 

  これより、採決を行います。 

  第１号意見書案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第１号意見書案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  日程第８、第２号意見書案 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める

意見書を議題といたします。 

  それでは、提出者の説明を求めます。 

関 議員（登壇） それでは、第２号意見書案につきまして、朗読をもって提案説明に代

えさせていただきます。 

      （第２号意見書案 朗読） 

  以上、よろしくご可決いただくようお願いいたします。 

平井議長 お諮りいたします。 

  本案は質疑、討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ご異議なしと認めます。 

  これより、採決を行います。 

  第２号意見書案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
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（ 全 員 起 立 ） 

平井議長  起立全員であります。 

  よって、第２号意見書案は、原案のとおり可決することに決しました。 

  以上で、６月定例会議に提出されました諸議案は全部議了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  明日から次の定例日の前日までを、休会といたしたいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平井議長  ご異議なしと認めます。 

  よって、明日から次の定例日の前日までを休会とすることに決定いたしました。 

  これをもちまして、平成 26 年島本町議会６月定例会議を閉じまして、散会といたしま

す。 

  次回は、９月３日午前 10時から、会議を開きます。 

  長時間にわたり、大変ご苦労様でございました。 

 

 （午後８時２７分 散会） 
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 本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

 

第４２号議案 動産の買入れについて（高規格救急自動車） 

第４３号議案 動産の買入れについて（高規格救急資器材等） 

第４４号議案 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について 

第４５号議案 島本町税条例の一部改正について 

第４６号議案 島本町非常勤消防団員退職報償金支給に関する条例の一部改正に 

ついて 

第４７号議案 島本町火災予防条例の一部改正について 

第４８号議案 島本町立プール設置条例の廃止について 

第４９号議案 平成２６年度島本町一般会計補正予算（第２号） 

第５０号議案 平成２６年度島本町大字大沢財産区特別会計補正予算（第１号） 

第１号意見書案 「手話言語法」制定を求める意見書 

第２号意見書案 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書 
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 以上、会議の次第を記し、これを証するため、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名

する。 

 

  平成２６年 ６ 月２５日 

 

           島 本 町 議 会 議 長                      

 

           署名議員（２番） 

 

           署名議員（９番） 
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平成２６年島本町議会６月定例会議の結果は次のとおりである。 

事 件 番 号       件           名 結   果 

第 １ 号推薦 島本町農業委員会委員の推薦について 
６ 月 ２ ３ 日 

２ 人 推 薦 

一 般 質 問 

町役場の議会及び議員に対する姿勢について 
〃 

関  議 員 

１．胃がんリスク（ＡＢＣ）検診の導入 

２．学童保育の整備を 

〃 

岡 田 議 員 

１．連続値上げの国民健康保険料・減免制度を問 

  う 

２．島本初の「地区計画条例」適用事業などの現 

状とあり方を問う 

３．し尿中間処理施設選定の具体的な内容を問う 

〃 

河 野 議 員 

「里道・水路」の管理について 
〃 

野 村 議 員 

子ども・子育て支援新制度について 
〃 

佐 藤 議 員 

町立第一中学校校舎の耐震化工事、もしくは建て 

替えの早急な決定と、それに伴う工事の早期着工 

を求む 

〃 

田 中 議 員 

１．「魅力ある学校図書館づくり」について 

２．共生社会をめざすまちづくりについて 

〃 

川 嶋 議 員 

１．大阪府からの事務の権限移譲について 

２．旅券発給事務の本町への権限移譲の進め方に 

関して 

〃 

外 村 議 員 

１．広域行政のあり方を問う 

～パスポート業務及び保健所業務～ 

２．し尿中間処理施設整備について 

６ 月 ２ ４ 日 

平 野 議 員 

１．若者の就学、結婚生活を支援する奨学金制度 

を 

～切れ目のない少子化対策の視点から～ 

２．旅券発給事務における窓口対応業務の事務委 

託は必要ですか 

〃 

戸 田 議 員 

第 ３ 号報告 
平成２５年度島本町一般会計予算繰越明許費繰越

計算書の報告について 

〃 

報 告 を 承 る 

第 ４ 号報告 
平成２５年度島本町公共下水道事業特別会計予算

繰越明許費繰越計算書の報告について 

〃 

報 告 を 承 る 
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事 件 番 号       件           名 結   果 

第 １ 号諮問 
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ 

いて 

６ 月 ２ ４ 日 

適     任 

第 ２ 号諮問 
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ 

いて 

〃 

適     任 

第 ３ 号諮問 
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ 

いて 

〃 

適     任 

第４０号議案 工事請負契約の締結について 
〃 

原 案 可 決 

第４１号議案 工事委託協定の締結について 
〃 

原 案 可 決 

第４２号議案 動産の買入れについて（高規格救急自動車） 
６ 月 ２ ５ 日 

原 案 可 決 

第４３号議案 動産の買入れについて（高規格救急資器材等） 
〃 

原 案 可 決 

第４４号議案 
職員の配偶者同行休業に関する条例の制定につい

て 

〃 

原 案 可 決 

第４５号議案 島本町税条例の一部改正について 
〃 

原 案 可 決 

第４６号議案 
島本町非常勤消防団員退職報償金支給に関する条

例の一部改正について 

〃 

原 案 可 決 

第４７号議案 島本町火災予防条例の一部改正について 
〃 

原 案 可 決 

第４８号議案 島本町立プール設置条例の廃止について 
〃 

原 案 可 決 

第４９号議案 平成２６年度島本町一般会計補正予算（第２号） 
〃 

原 案 可 決 

第５０号議案 
平成２６年度島本町大字大沢財産区特別会計補正

予算（第１号） 

〃 

原 案 可 決 

第 1 号意見書案 「手話言語法」制定を求める意見書 
〃 

原 案 可 決 

第 ２ 号 意 見 書 案 
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を 

求める意見書 

〃 

原 案 可 決 
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